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期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

営業期間(注１)
自　2021年１月１日

至　2021年６月30日

自　2021年７月１日

至　2021年12月31日

自　2022年１月１日

至　2022年６月30日

自　2022年７月１日

至　2022年12月31日

自　2023年１月１日

至　2023年６月30日

営業収益 （百万円） 3,159 3,595 3,871 5,758 4,239

（うち不動産賃貸事業収益） （百万円） （3,159） (3,595) (3,871) (3,950) (4,239)

営業費用 （百万円） 1,358 1,507 1,752 1,940 1,909

（うち不動産賃貸事業費用） （百万円） （1,036） (1,137) (1,344) (1,415) (1,476)

営業利益 （百万円） 1,800 2,088 2,119 3,818 2,330

経常利益 （百万円） 1,522 1,799 1,828 3,543 2,001

当期純利益 （百万円） 1,521 1,798 1,827 3,542 2,000

総資産額 （百万円） 117,525 140,743 140,960 141,248 162,250

（対前期比） （％） （21.0） (19.8) (0.2) (0.2) (14.9)

純資産額 （百万円） 62,088 75,334 75,172 76,694 85,176

（対前期比） （％） （21.4） (21.3) (△0.2) (2.0) (11.1)

出資総額(純額) (注２) （百万円） 60,566 73,535 73,344 73,152 83,175

発行済投資口の総口数 （口） 500,150 564,700 564,700 564,700 627,700

1口当たり純資産額 （円） 124,138 133,406 133,118 135,815 135,695

1口当たり当期純利益 (注３) （円） 3,092 3,343 3,236 6,273 3,361

分配総額 （百万円） 1,699 1,990 2,019 3,542 2,276

1口当たり分配金額 （円） 3,398 3,524 3,577 6,274 3,626

（うち1口当たり利益分配金） （円） （3,042） (3,186) (3,236) (6,274) (3,187)

（うち1口当たり利益超過分配金） （円） （356） (338) (341) (－) (439)

総資産経常利益率
(注４) （％）

1.4 1.4 1.3 2.5 1.3

（年換算値） （2.9） (2.8) (2.6) (5.0) (2.7)

自己資本利益率
(注５) （％）

2.7 2.6 2.4 4.7 2.5

（年換算値） （5.4） (5.2) (4.9) (9.3) (5.0)

自己資本比率
(注６) （％）

52.8 53.5 53.3 54.3 52.5

（対前期増減） （0.2） （0.7) (△0.2) (1.0) (△1.8)

有利子負債額 （百万円） 52,669 61,869 61,869 60,669 72,499

総資産有利子負債比率 (注７) （％） 44.8 44.0 43.9 43.0 44.7

配当性向 (注８) （％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

投資物件数 （件） 19 20 20 19 21

総賃貸可能面積 (注９) （㎡） 493,350.68 564,369.63 564,369.63 544,609.63 615,997.97

期末テナント数 (注10) （件） 23 28 28 31 32

期末稼働率 (注11) （％） 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3

当期減価償却費 （百万円） 562 615 642 657 703

当期資本的支出額 （百万円） 18 5 11 20 41

賃貸NOI (注12) （百万円） 2,685 3,073 3,169 3,193 3,466

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【投資法人の概況】

（１）【主要な経営指標等の推移】

①　主要な経営指標等の推移
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期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期

営業期間(注１)
自　2023年７月１日

至　2023年12月31日

自　2024年１月１日

至　2024年６月30日

自　2024年７月１日

至　2024年12月31日

自　2025年１月１日

至　2025年６月30日

自　2025年７月１日

至　2025年12月31日

営業収益 （百万円） 4,525 4,466 4,679 4,707 4,762

（うち不動産賃貸事業収益） （百万円） (4,525) (4,466) (4,507) （4,504） （4,554）

営業費用 （百万円） 2,036 2,083 2,130 2,118 2,117

（うち不動産賃貸事業費用） （百万円） (1,564) (1,630) (1,647) （1,640） （1,634）

営業利益 （百万円） 2,488 2,383 2,548 2,589 2,645

経常利益 （百万円） 2,173 2,068 2,210 2,213 2,230

当期純利益 （百万円） 2,172 2,067 2,210 2,212 2,229

総資産額 （百万円） 161,009 160,064 159,658 158,113 156,759

（対前期比） （％） (△0.8) (△0.6) (△0.3) （△1.0） （△0.9）

純資産額 （百万円） 85,072 84,742 84,159 83,208 82,273

（対前期比） （％） (△0.1) (△0.4) (△0.7) （△1.1） （△1.1）

出資総額(純額) (注２) （百万円） 82,899 82,674 81,948 80,995 80,043

発行済投資口の総口数 （口） 627,700 627,700 624,140 618,598 613,389

1口当たり純資産額 （円） 135,530 135,004 134,840 134,511 134,129

1口当たり当期純利益 (注３) （円） 3,460 3,294 3,526 3,563 3,623

分配総額 （百万円） 2,397 2,293 2,362 2,364 2,381

1口当たり分配金額 （円） 3,820 3,654 3,786 3,823 3,883

（うち1口当たり利益分配金） （円） (3,461) (3,294) (3,541) （3,577） （3,635）

（うち1口当たり利益超過分配金） （円） (359) (360) (245) （246） （248）

総資産経常利益率
(注４) （％）

1.3 1.3 1.4 1.4 1.4

（年換算値） (2.7) (2.6) (2.7) （2.8） （2.8）

自己資本利益率
(注５) （％）

2.6 2.4 2.6 2.6 2.7

（年換算値） (5.1) (4.9) (5.2) （5.3） （5.3）

自己資本比率
(注６) （％）

52.8 52.9 52.7 52.6 52.5

（対前期増減） (0.3) (0.1) (△0.2) （△0.1） （△0.1）

有利子負債額 （百万円） 71,029 70,819 70,819 70,119 69,919

総資産有利子負債比率 (注７) （％） 44.1 44.2 44.4 44.3 44.6

配当性向 (注８) （％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

投資物件数 （件） 21 21 21 21 20

総賃貸可能面積 (注９) （㎡） 615,997.97 615,997.97 612,541.97 608,509.97 604,477.97

期末テナント数 (注10) （件） 33 34 36 36 36

期末稼働率 (注11) （％） 100.0 97.4 99.6 99.6 99.9

当期減価償却費 （百万円） 751 753 764 761 762

当期資本的支出額 （百万円） 38 21 229 174 52

賃貸NOI (注12) （百万円） 3,711 3,590 3,625 3,625 3,681

（注１）営業期間（以下「事業年度」又は「計算期間」ということがあります。）は、毎年１月１日から６月30日まで、及び７月１日から12月31

日まで（以下、各営業期間の末日をそれぞれ「決算期」といいます。）の各６か月間です。

（注２）出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。

（注３）１口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。

なお、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。

（注４）総資産経常利益率＝経常利益／{（期首総資産額＋期末総資産額）÷２}×100

（注５）自己資本利益率＝当期純利益／{（期首純資産額＋期末純資産額）÷２}×100

（注６）自己資本比率＝期末純資産額／期末総資産額×100

（注７）総資産有利子負債比率＝期末有利子負債／期末総資産額×100

（注８）配当性向＝分配金総額（利益超過分配金は含まない）／当期純利益×100

（注９）「総賃貸可能面積」とは、各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考え

られるものを記載しています。なお、駐車場契約及びその他収入に係る契約に基づく面積は含まれません。

（注10）「期末テナント数」とは、各期末現在における有効な賃貸借契約書に基づくテナント数を記載しています。所有者とマスターリース会社

との間でマスターリース契約が締結されている場合、パススルー型マスターリース又は一部賃料固定型・一部パススルー型マスターリー

スの物件についてはエンドテナントの総数を記載し、賃料固定型マスターリースの物件についてはかかるマスターリース会社のみをテナ

ントとしてテナント数を記載しています。また、エンドテナントが第三者を同居させ、又は一部区画を第三者に転貸している場合であっ

ても、かかる第三者の数はテナント数には含めていません。なお、その他収入に係る契約に基づくテナント数は含まれません。以下同じ

です。

（注11）「期末稼働率」とは、各期末現在における各物件の賃貸面積の合計を賃貸可能面積の合計で除して得られた数値を百分率で記載していま

す。

（注12）賃貸NOI＝不動産賃貸事業損益（不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用）＋当期減価償却費
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信用格付業者 格付対象 格付 格付の見通し

株式会社格付投資情報センター

（R&I）

発行体格付 Ａ 安定的

債券格付 Ａ －

株式会社日本格付研究所（JCR） 長期発行体格付 Ａ＋ ポジティブ

（注13）本書に記載する数値は、別途注記する場合を除き、金額については表示単位未満を切捨てて記載し、年数及び比率については表示単位未

満を四捨五入した数値を記載しています。したがって、各項目別の金額、年数又は比率の合計が一致しない場合があります。

②　事業の状況

（ⅰ）当期の概況

（イ）本投資法人の主な推移

　ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、「投資信託及び投資

法人に関する法律」（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいま

す。）に基づき、ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）を設立

企画人として、2016年５月12日に設立され、2018年２月７日に株式会社東京証券取引所（以下「東京証券

取引所」といいます。）不動産投資信託証券市場に上場しました（銘柄コード3487）。当期末時点で本投

資法人が保有する資産は20物件、取得価格総額157,425百万円となっています。

（ロ）運用環境と運用実績

　当期（2025年12月期）におけるわが国経済は、住宅投資の反動減や、米国トランプ政権の関税政策によ

る輸出の弱含みから、2025年7～9月の実質GDPがマイナス成長となるなど、一時的に回復が停滞しました。

一方、企業収益は高水準を維持し、サプライ・チェーン・マネジメント（注１）の強化やDX・GXを目的と

した設備投資は堅調に推移しています。J-REIT市場の環境については、インフレーションの定着により資

産価値の向上や、不動産の市場賃料の上昇に対する期待感を受け、東証REIT指数は2022年以来、約3年ぶり

に2,000ポイントを回復しました。

　一方、物流不動産の賃貸市場環境については、最大市場である首都圏において建築費高騰による新規供

給量の減退が見られ、空室率は下落に転じています。また、物流事業に係る事業環境として、サプライ・

チェーン・マネジメントの高度化や通信販売・電子商取引の急速な拡大とそれらに伴う宅配取扱個数の増

加、ドライバーの時間外労働時間の制限により発生する、所謂「2024年問題」を受けた3PL（サードパーテ

ィ・ロジスティクス）（注２）事業者の利用の拡大等が継続し、物流不動産に対する需要は引き続き堅調

です。今後においても、サプライ・チェーン・マネジメントの効率化が志向され、物流施設の自動化、

IoT・AI導入、在庫管理の高度化等へ投資が拡大し、3PL事業者に対する物流機能のアウトソースが加速す

ることが見込まれています。

　世界的な地政学リスクに加え、長期金利の急速な上昇には留意する必要があると思われるものの、通信

販売・電子商取引の更なる拡大、高度経済成長期やバブル経済期に建設された物流施設が老朽化してお

り、それら施設から高いスペックを有する施設への移転需要が今後も継続すること、建築コストの高騰に

伴い、物流施設の新規供給が今後においても減少する見通しであることにより、物流不動産の賃貸市場に

ついては引き続き堅調に推移するものと考えています。

　このような状況下、本投資法人は、当期末時点における保有20物件について、株式会社シーアールイー

（以下「ＣＲＥ」といいます。）と連携し、適切な管理運営のもと着実に運用を行っており、当期末時点

のポートフォリオ全体の稼働率は99.9％と良好な稼働状況を維持しています。

（注１）「サプライ・チェーン・マネジメント」とは、部品メーカー、セットメーカー、流通業、顧客の間の物の流れを鎖（チ

ェーン）のようにみなし、物をよどみなく供給（サプライ）する効率経営手法をいいます。以下同じです。

（注２）「3PL（サードパーティ・ロジスティクス）」とは、荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流シ

ステムの構築の提案を行い、かつ、それを包括的に受託し、実行することをいいます。以下同じです。

（ハ）資金調達の概要

　本投資法人の当期末時点の有利子負債残高は69,919百万円、当期末時点における総資産のうち有利子負

債が占める割合（以下「LTV」といいます。）は44.6％となりました。

　なお、当期末時点において本投資法人が取得している格付は以下のとおりです。

（注）これらの格付は、本投資法人の投資口に対する格付ではありません。また、本投資法人の投資口について、本投資法人の

依頼により、信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供された信用格付、又は信用格付業者から提供され若しくは閲覧

に供される予定の信用格付はありません。
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（ニ）業績及び分配の概要

　前述の運用の結果、当期の運用実績として、営業収益は4,762百万円、営業利益は2,645百万円、経常利

益は2,230百万円、当期純利益は2,229百万円となりました。

　また、分配金につきましては、本投資法人の規約に定める分配の方針に基づき、投資法人の税制の特例

（租税特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。）（以下「租税特別措置法」といい

ます。）第67条の15第１項（以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。））の適用により、利

益分配金が損金算入されることを企図して、投資口１口当たりの利益分配金が１円未満となる端数部分を

除く当期未処分利益の全額を分配することとし、投資口１口当たりの利益分配金は3,635円となりました。

これに加え、本投資法人は投資法人規約に定める分配の方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超え

た金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行っていくこととしています（以下

「継続的な利益超過分配」といいます。）（注１）。これに基づき、税法上の出資等減少分配に該当する

出資の払戻しとして当期の減価償却費の20.0％にほぼ相当する額である152,120,472円を分配することと

し、投資口１口当たりの利益超過分配金は248円となりました（注２）。これらの結果、投資口１口当たり

の分配金は3,883円となりました。

（注１）本投資法人は、継続的利益超過分配及び一時的利益超過分配の合計の分配金額は、法令等（一般社団法人投資信託協会

の定める規則等を含みます。）において定める金額を限度とします。

（注２）各保有資産に係る建物状況調査報告書に記載の緊急修繕費用と中長期修繕費用を合計した額の６か月平均額は87百万円

です。本投資法人は、現在の経済環境、不動産市場や賃貸市場の動向等及び本投資法人の財務状態等を考慮した結果、

かかる利益を超えた金銭の分配について、本投資法人の保有資産価値及び財務の健全性が維持される範囲内であると判

断し、実施することを決定しています。なお、当期の利益超過分配金は、その支払時に出資総額から控除されることに

なります。

（ⅱ）　次期の見通し

（イ）今後の運用方針

　本投資法人は、首都圏及び関西圏（注１）を中心とするテナントニーズに応える良質な物流関連施設

（注２）への投資を重点的に行います。昨今、市場構造の変化に伴い物流不動産の利用者のニーズは多様

化しており、物流不動産の利用者の個別のニーズに合致した必要十分な機能を有することでテナントニー

ズに応える良質な物流関連施設を取得し、保有・運用することが、本投資法人の運用戦略の独自性につな

がるものと、本投資法人は考えています。

　本投資法人は、物流不動産分野において60年以上の事業経験を有するＣＲＥグループ（注３）の総合力

（注４）に加え、ＣＲＥの親会社でありサポート契約に基づくサポートを提供するＳＭＦＬみらいパート

ナーズ株式会社の総合力（注５）を活かし、テナントニーズに応える良質な物流関連施設への投資によ

り、安定的なキャッシュ・フローを創出し、投資主価値の向上を目指します。

（注１）「首都圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県を指し、「関西圏」とは、

大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県及び和歌山県を指します。以下同じです。

（注２）本投資法人が考える「テナントニーズに応える良質な物流関連施設」とは、テナントニーズを満たすために必要であ

る、立地、基本仕様、拡張性及び快適性を備えた物流関連施設をいいます。以下同じです。

（注３）「ＣＲＥグループ」とは、ＣＲＥ及びそのグループ会社をいいます。ＣＲＥグループは、ＣＲＥ並びにその子会社及び

関連会社で構成されます。以下同じです。

（注４）ＣＲＥグループは、管理・運営（土地の有効活用の提案、マスターリース、プロパティマネジメント（以下「PM」とい

うことがあります。）及びリーシング）から開発（取得・企画・コンストラクションマネジメント（開発プロジェクト

における品質、工期、コスト等の管理をいいます。以下同じです。）・売却）、保有・運用（運用・外部取得）までの

物流不動産に係るトータルサービスの提供を特徴とするＣＲＥグループの独自のノウハウを有しており、これを「ＣＲ

Ｅグループの総合力」ということがあります。

（注５）ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、不動産リース事業で培った知見、ノウハウ、実績、デジタルトランスフォー

メーション等を基盤にした保有・運用から開発・アドバイザリー業務・ファイナンス・管理までの不動産に係るトータ

ルサービスの提供を特徴とする同社独自のノウハウを有しており、これを「ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社の総

合力」ということがあります。

ａ．長期安定的な資産運用

　ＣＲＥが、テナントニーズに応える立地、基本仕様、拡張性及び快適性を備え、賃料水準の適切なバ

ランスを図った上で物流関連施設の開発を行うことにより、長期間テナントが施設を利用することとな

り、安定的なキャッシュ・フローの創出が期待できると本投資法人は考えています。

　本投資法人は、テナントに長期間利用いただける汎用性が高く、質の高い物件を中心に取得・運用し

ていくことにより中長期的に安定したキャッシュ・フローの確保を図ります。また、ＣＲＥグループが

有するこのような様々な運営・管理ノウハウを活用し、顧客満足度を高めながらコスト削減を推進し、

テナント退去後の空室リスクを低減することで長期安定的な運用を目指します。
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ｂ．外部成長戦略

　物流不動産専業デベロッパーであるＣＲＥグループとのスポンサーサポート契約により、本投資法人

は、ＣＲＥが自社で開発し保有する物流関連施設の全てについて取得する機会の提供を受けるとともに

（注）、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社とのサポート契約に基づく物件情報の提供を受け、強力

な外部成長を推進することができるものと考えています。

　本投資法人は、スポンサーサポート契約を通じて、ＣＲＥグループの物流不動産に関する運営、リー

シング、開発、投資等に関する豊富な実績と経験により培われたノウハウに基づくパイプラインサポー

トを最大限活用して、外部成長の実現を目指します。また、本投資法人は、ＳＭＦＬみらいパートナー

ズ株式会社から、サポート契約を通じてブリッジによる取得機会の提供及びＳＰＣブリッジに対する資

金調達手段の提供等を含む多様なサポートを外部成長に活用することを目指します。

　（注）スポンサーサポート契約に定める適用除外事由に該当する場合を除きます。

ｃ．財務方針

　本投資法人は、中長期的な収益の維持・向上を目的とし、安定的かつ健全な財務基盤を構築すること

を基本方針とします。本投資法人は、賃貸借契約の期間と資金調達の期間に係るALM（Asset Liability 

Management）管理に留意しつつ、LTVの水準及び市場環境を考慮しながら、希薄化（新投資口の発行によ

る投資口１口当たりの議決権割合の低下及び投資口１口当たりの純資産額又は分配金の減少）に留意し

た上で新投資口発行を機動的に実施し、また主として長期固定金利による借入金を活用することで、長

期的安定性に重点を置いた財務運営を遂行します。

　また、本投資法人のLTVの水準は45％程度とし、原則として50％を上限としますが、資産の取得等に伴

い、一時的に50％を超えることがあります。

　物流関連施設は、土地建物価格に占める建物価格比率が高いという特性を有し、減価償却費が他のア

セットクラスに比較して高めに計上される傾向にあります。一方、本投資法人のポートフォリオの平均

築年数（注）は7.4年と浅く、資本的支出は低い水準で推移することが見込まれます。そこで、本投資法

人は、修繕や資本的支出への活用の他、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当などの他の選択肢

についても検討の上、原則として毎期継続的な利益超過分配を実施する方針です。継続的な利益超過分

配の水準は、当面の間、当該営業期間の減価償却費の30％に相当する金額を目途としますが、一時的に

１口当たり分配金の水準が一定程度減少することが見込まれる場合には、１口当たり分配金の金額を平

準化することを目的として、継続的な利益超過分配に加え、一時的な利益超過分配を行うことがありま

す。ただし、継続的な利益超過分配と一時的な利益超過分配の合計額は、当該営業期間の減価償却費の

60％に相当する金額を限度とします。

（注）当期末時点における保有資産20物件の築年数（不動産登記簿上の新築年月から、当期末までの年数をいいます。）を取得

価格で加重平均し、小数第２位を四捨五入して算出しています。

ｄ．ESGへの取り組み

　本資産運用会社は、サステナビリティ・ESG課題への取組みが、本投資法人の中長期的な企業競争力の

強化と投資主価値の向上に資するという考えのもと、「サステナビリティ方針」を制定し、以下の取組

みを行っており、今後も推進してまいります。

（Environment―環境）

　本投資法人の保有資産において、BELS評価を約９割、CASBEEを９割超（いずれも延床面積ベース、底

地を除く、本書の提出日現在）の物件で取得しており、ポートフォリオの100.0％（延床面積ベース、底

地を除く、本書の提出日現在）がグリーンビルディングです。また、８割超（延床面積ベース、底地を

除く、本書の提出日現在）の物件で屋根を賃貸し、賃借人が太陽光パネルを設置し発電することにより

自然エネルギーの創出に貢献しており、施設内で消費する電力の一部は、上記太陽光パネルによって発

電した電力で賄っています。また、施設内に人感センサーを設置して省エネルギーに取り組むととも

に、節水性能の高い衛生器具を設置することで節水に取り組んでおり、環境保全に配慮した管理・運営

を行っています。

　更に、保有資産への井戸水を利用した屋根散水設備の設置や壁面緑化を通じて、倉庫内温度低減及び

CO2削減にも貢献します。

　なお、ＣＲＥグループである株式会社エンバイオ・ホールディングスは、汚染土壌を掘削せずに、地

中の汚染物質を分解する「原位置浄化」を積極的に採用し、工場跡地等を物流施設の開発用地として再

生させる活動を行っています。

（Social―社会）

　本投資法人は、液状化リスクが小さい内陸部に所在する物流施設の保有、水害対策として受変電設備

の高い位置への設置、緊急地震速報システムの導入、AEDの設置、非常用電源供給装置の設置、延焼拡大
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防止対策として自動火災報知設備における断路器の設置等を通じて、テナントのBCP（事業継続計画）対

策を支援し、社会的インフラである物流施設の機能を損なうことがないよう取り組んでいます。

　また、本資産運用会社は、役職員に対して、資格取得費用や祝い金の支給により、資格取得を奨励し

て能力開発を支援しています。また、リフレッシュ・業務スペースの拡大や時差出勤・在宅勤務の導

入、四半期ごとの社長による全従業員との面談等、職場環境の整備にも取り組んでいます。

（Governance―ガバナンス）

　本投資法人及び本資産運用会社は、資産運用報酬の額と投資主利益との連動性を高めること等を目的

として、2022年９月28日付の本投資法人の投資主総会にて規約変更を決議し、2023年６月期より、資産

運用報酬体系を変更しました。当該変更においては、当期純利益に連動する運用報酬２と１口当たり当

期純利益に連動する運用報酬３を統合した上で、運用報酬２の算定式を変更し、さらに本投資法人の総

資産額に連動する運用報酬１の料率を引き下げることにより、１口当たり当期純利益との連動性が高ま

り、より投資主利益と合致した報酬体系となりました。また、資産運用会社に対する取得時報酬の料率

に関する上限の定めを削除し、定率としました。

　また、本投資法人へのコミットメントを強化する観点から、スポンサーの代表者が本投資法人の投資

口を保有しています。加えて、累積投資制度（2018年10月より買付開始）及び社内規程に基づき、本資

産運用会社の多くの役職員が本投資法人の投資口を保有しています。

（ロ）決算後に生じた重要な事実

ａ．自己投資口の取得の決定

　本投資法人は、2026年２月17日開催の役員会において、投信法第80条の５第２項の規定により読み替

えて適用される同法第80条の２の規定に基づき、自己投資口取得に関する事項について決定しました。

なお、取得した全ての自己投資口について、2026年６月期末までに消却することを予定しています。

（自己投資口の取得を行う理由）

　投資口価格が１口当たりNAVを下回る水準で推移しており、財務状況及び市場環境を総合的に勘案し

た結果、自己投資口の取得及び消却により、投資主還元を行い、かつ、１口当たり分配金や１口当たり

NAVを向上させることが、中長期的な投資主価値向上に資するものと判断し、自己投資口の取得を決定

しました。

（取得に係る事項の内容）

　　・投資口の取得総数：　　　　3,900口（上限）

　　・投資口の取得価額の総額：　500百万円（上限）

　　・取得期間：　　　　　　　　2026年２月18日～2026年５月29日

　　・取得方法：　　　　　　　　証券会社への買付委託に基づく市場買付
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（２）【投資法人の目的及び基本的性格】

①　投資法人の目的及び基本的性格

本投資法人は、投信法に基づき、投資法人の資産を主として特定資産（投信法第２条第１項における意味

を有します。以下同じです。）に対する投資として運用することを目的とします（規約第２条）。本投資法

人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等資産（注１）（投資信託及び投資

法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法施行規

則」といいます。）第105条第１号ヘに定める不動産等資産をいいます。以下同じです。）に投資を行うこと

を通じてその資産の運用を行い、不動産等（後記「２投資方針（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種

類（イ）不動産等」に掲げる資産の総称をいいます。以下同じです。）及び不動産対応証券（後記「２投資

方針（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類（ロ）不動産対応証券」に掲げる資産の総称をいいま

す。以下同じです。）に投資します（規約第30条、第32条）。

本投資法人は、不動産等又は不動産対応証券のうち、主たる用途を、物流関連施設（注２）とするもの

（物流関連施設が所在する底地（借地権が設定された土地）を含みます。）を主な投資対象とします。な

お、本投資法人は、将来の物流関連施設の開発を目的として、物流関連施設に供されることが可能な土地

（物流関連施設以外の施設が所在する底地を含みます。以下同じです。）を投資対象とすることがあります

（規約第31条）。

本投資法人は、投信法第198条第１項及び規約第41条第１項の規定に基づき、その資産の運用に係る業務を

本資産運用会社に全て委託しています。本投資法人と本資産運用会社との間で2016年５月17日に締結された

資産運用委託契約（その後の変更を含み、以下「資産運用委託契約」といいます。）の規定に従い、本資産

運用会社は、本投資法人の運用資産に係る運用の方針につき、その社内規程としてＣＲＥロジスティクスフ

ァンド投資法人運用ガイドライン（以下「運用ガイドライン」といいます。）（注３）を制定しています。

（注１）「不動産等資産」とは、不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、これらの

資産のみを信託する信託の受益権又は海外不動産保有法人の発行済株式（投信法施行規則第105条第１号ヘに定めるものに

限ります。）の総称をいいます。なお、「再生可能エネルギー発電設備」とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に

関する特別措置法（平成23年法律第108号。その後の改正を含みます。）第２条第２項に規定する再生可能エネルギー発電

設備（不動産に該当するものを除きます。）をいい、「公共施設等運営権」とは、民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号。その後の改正を含みます。）第２条第７項に規定する公共施設等運営

権をいいます。以下同じです。

（注２）「物流関連施設」とは、不動産を構成する建物が物品の輸・配送、保管、備蓄、荷役、梱包、仕分け、流通加工及び情報

提供の各機能から構成される企業間物流業務及び販売物流業務に供する諸施設の用途（以下「物流施設用途」といいま

す。）のみで構成される単一施設若しくは不動産を構成する建物の各用途の床面積のうち物流施設用途の床面積が最大で

ある複合施設又は不動産を構成する建物が消費者との間の寄託契約に基づき物品の保管の用途（以下「寄託保管用途」と

いいます。）のみで構成される単一施設若しくは不動産を構成する建物の各用途の床面積のうち寄託保管用途の床面積が

最大である複合施設をいい、これらに付帯する設備及び事務所を含みます。以下同じです。

（注３）運用ガイドラインは、本資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基本方針の最適な実現を目指

し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定める範囲

内において、変更されることがあります。

②　投資法人の特色

本投資法人は、投信法に基づき、本投資法人の資産を主として特定資産に対する投資として運用すること

を目的とします。本投資法人は、投資主の請求による払戻しが認められないクローズド・エンド型の投資口

を発行します。本投資法人の資産運用は、投信法上の資産運用会社である本資産運用会社に全て委託してこ

れを行います。

（注１）投資法人に関する法的枠組みは、大要以下のとおりです。

投資法人は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）（以下「金融商品取引法」といいま

す。）上の金融商品取引業者などの一定の資格を有する設立企画人により設立されます。投資法人を設立するには、設立

企画人が規約を作成しなければなりません。規約とは、株式会社における定款に相当するものであり、投資法人の商号、

発行可能投資口総口数、資産運用の対象及び方針、金銭の分配の方針等を規定する投資法人の根本規則です。投資法人

は、かかる規約に沿って運営されます。なお、規約は、投資法人の成立後には、投資主総会の特別決議により変更するこ

とができます。

投資法人は、投資口を発行して、投資家より出資を受けます。投資口を有する者を投資主といい、投資主は、投資主総会

を通じて、一定の重要事項につき投資法人の意思決定に参画できる他、投資法人に対して一定の権利を行使することがで

きますが、かかる権利は株式会社における株主の権利とは必ずしも同一ではありません。

投資法人にはその機関として、投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人が設置されています。執行役員

は、投資法人の業務を執行し、投資法人を代表します。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督します。執行役員と監

督役員は、役員会を構成し、かかる役員会は、執行役員の一定の重要な職務の執行に対する承認、計算書類等（金銭の分

配に係る計算書を含みます。）の承認など、投資法人の一定の業務の執行に係る重要な意思決定を行います。更に、投資

法人には、会計監査を行う者として、会計監査人が存在します。これらの執行役員、監督役員及び会計監査人はいずれも

投資主総会において選任されます。投資主総会、執行役員、監督役員、役員会及び会計監査人については、後記「（４）

投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項」をご参照ください。

投資法人は、規約に定める額を限度として、借入れを行うことができるほか、投資主の請求により投資口の払戻しをしな
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い旨を規約に定めたクローズド・エンド型の投資法人の場合には、規約に定める額を限度として、投資法人債を引き受け

る者を募集することもできます。また、投資法人は一定の要件を充足した場合に、短期投資法人債を発行することができ

ます。

投資法人は、投資口及び投資法人債（短期投資法人債を含みます。以下同じです。）の発行による手取金並びに借入金

を、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、運用します。なお、投資法人がこのような資産の運用を行うために

は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります（以下、この登録を受けた投資法人を「登録投資法人」といいま

す。）。本投資法人の資産運用の対象及び方針については、後記「２投資方針（１）投資方針」及び同「（２）投資対

象」をご参照ください。

投資法人は、投資主に対して、規約で定めた金銭の分配の方針に従って、金銭の分配を行います。本投資法人の投資主に

対する分配方針については、後記「２投資方針（３）分配方針」をご参照ください。

登録投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業を営む金融商品取引業者（投資運用業を行うものに限り、

信託会社を除きます。）にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりません。また、登録投資法人は、信託銀行

等の一定の資格を有する資産保管会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければなりません。更に、投資法人は、一

般事務受託者に投資口の募集に関する事務、投資主名簿等に関する事務その他の事務を委託しなければなりません。本投

資法人の本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者については、後記「（３）投資法人の仕組み」をご参照くだ

さい。

（注２）本投資法人は、不動産等を運用財産とする匿名組合出資持分その他の投資ビークルに投資することがあります。
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（３）【投資法人の仕組み】

①　本投資法人の仕組図

（イ）資産運用委託契約

（ロ）一般事務委託契約

（ハ）資産保管業務委託契約

（ニ）事務委託契約（投資口事務受託契約）

（ホ）財務及び発行・支払代理契約

（へ）スポンサーサポート契約

（ト）プロパティマネジメント業務委託契約／マスターリース契約

（チ）投資口買付委託契約（自己投資口の取得）

（リ）サポート契約

（注）「マスターリース」とは、信託受託者又は本投資法人がマスターレッシー（転貸人）に賃貸し、マスターレッシーがエンドテナント

（転借人）に転貸することであり、エンドテナントからの賃料等を原則としてそのまま受け取る方式をパススルー型マスターリース、

転貸借稼働率の変動にかかわらず、一定の賃料を受け取る方式を賃料固定型マスターリースといいます。以下同じです。
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運営上の役割 名称 関係業務の内容

投資法人
ＣＲＥロジスティクス
ファンド投資法人

規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として不
動産等資産に投資することにより運用を行います。

資産運用会社 ＣＲＥリートアドバイ
ザーズ株式会社

本投資法人との間で2016年５月17日付で資産運用委託契約（そ
の後の変更を含みます。）を締結しています。

投信法上の資産運用会社として、同契約に基づき、規約及び規
約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係る業
務を行います（投信法第198条第１項）。

本資産運用会社に委託された業務の内容は、（イ）本投資法人
の資産の運用に係る業務、（ロ）本投資法人の資金調達に係る業
務、（ハ）本投資法人への報告業務、及び（ニ）その他本投資法
人が随時委託する上記（イ）から（ハ）までに関連し又は付随す
る業務（本投資法人の役員会（以下、単に「役員会」ということ
があります。）に出席して報告を行うことを含みます。）です。

一般事務受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株
式会社

本投資法人との間で2016年５月17日付で一般事務委託契約（そ
の後の変更を含みます。）を締結しています。

投信法上の一般事務受託者として、一般事務委託契約に基づ
き、（イ）機関の運営に関する事務（ただし、投資主名簿等管理
人に委託する事務を除きます。）、（ロ）計算に関する事務、
（ハ）会計帳簿の作成に関する事務及び（ニ）納税に関する事務
を行います（投信法第117条第４号、第５号及び第６号）。

資産保管会社 三井住友信託銀行株式
会社

本投資法人との間で2021年12月21日付で資産保管業務委託契約
（その後の変更を含みます。）を締結しています。

投信法上の資産保管会社として、資産保管業務委託契約に基づ
き、資産の保管に係る業務を行います（投信法第208条第１
項）。

投資主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会
社

本投資法人との間で2016年５月17日付で事務委託契約（投資口
事務受託契約）（その後の変更を含みます。）を締結していま
す。

投信法上の一般事務受託者として、同契約に基づき、（イ）投
資主名簿の作成及び備置きその他の投資主名簿に関する事務、
（ロ）投資証券の発行に関する事務、（ハ）機関の運営に関する
事務（ただし、投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付
随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書の作成並びに
投資主総会受付事務補助に関する事務に限ります。）、（ニ）投
資主に対して分配する金銭の支払に関する事務、（ホ）投資主の
権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する
事務を行います（投信法第117条第２号、第３号、第４号及び第
６号）。

投資法人債に関する一般
事務受託者

株式会社三菱ＵＦＪ銀
行

本投資法人との間で2021年11月11日付で第２回無担保投資法人
債に係る財務代理契約を締結しています。

投信法上の一般事務受託者として、同契約に基づき、第２回無
担保投資法人債に係る（イ）発行代理人事務、（ロ）投資法人債
権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務、及び（ハ）投
資法人債原簿に関する事務等を行います（投信法第117条第２
号、第３号及び第６号のうち、投資法人債に関する事務）。

三井住友信託銀行株式
会社

本投資法人との間で2023年８月31日付で第３回無担保投資法人
債に係る財務代理契約を締結しています。

投信法上の一般事務受託者として、同契約に基づき、第３回無
担保投資法人債に係る（イ）発行代理人事務、（ロ）投資法人債
権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務、及び（ハ）投
資法人債原簿に関する事務等を行います（投信法第117条第２
号、第３号及び第６号のうち、投資法人債に関する事務）。

②　本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の内容
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運営上の役割 名称 関係業務の内容

自己投資口の取得に関す

る一般事務受託者

ＳＭＢＣ日興証券株式

会社

本投資法人との間で2026年２月17日付で自己投資口の買付けの

委託に関する契約（その後の変更を含みます。）を締結していま

す。

投信法上の一般事務受託者として、同契約に基づき、自己の投

資口の取得に関する事務を行います（投信法第117条第６号）。

本資産運用会社の親会社
スポンサー
プロパティマネジメント
会社
マスターリース会社

株式会社シーアールイ
ー（注１）

本投資法人、本資産運用会社及びストラテジック・パートナー
ズ株式会社（以下「ストラテジック・パートナーズ」といいま
す。）との間で2022年９月22日付で締結したスポンサーサポート
契約に基づき、優先的売買交渉権の付与を含むスポンサーサポー
トの提供を行います。詳細については、後記「２投資方針（１）
投資方針 ① 基本方針（ハ）本投資法人の特徴 ｃ．明確な外部
成長戦略（Ⅰ）ＣＲＥとスポンサーサポート契約」をご参照くだ
さい（注２）。また、保有資産の全てについて、信託受託者との
間のプロパティマネジメント業務委託契約に基づき、プロパティ
マネジメント会社となっています。更に、保有資産の全てについ
て、信託受託者との間でマスターリース契約を締結しています。
また、ロジスクエア枚方等、保有資産の一部の売主です。

本資産運用会社の親会社
サポート会社

ＳＭＦＬみらいパート
ナーズ株式会社
（注１）

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、本資産運用会社の親
会社である株式会社シーアールイーの親会社であり、2025年7月
22日付で本資産運用会社との間でサポート契約を締結していま
す。詳細については、後記「２投資方針（１）投資方針 ① 基本
方針（ハ）本投資法人の特徴 ｃ．明確な外部成長戦略（Ⅱ）Ｓ
ＭＦＬみらいパートナーズ株式会社とのサポート契約」をご参照
ください。

本資産運用会社の親会社 三井住友ファイナンス
＆リース株式会社
（注１）

三井住友ファイナンス＆リース株式会社は、本資産運用会社の
親会社である株式会社シーアールイーの親会社ですが、本投資法
人と業務上の関係はありません。

スポンサー ストラテジック・パー
トナーズ株式会社

本投資法人、本資産運用会社及びＣＲＥとの間で2022年９月22
日付で締結したスポンサーサポート契約に基づき、スポンサーサ
ポートの提供を行います。詳細については、後記「２投資方針
（１）投資方針 ① 基本方針（ハ）本投資法人の特徴 ｃ．明確
な外部成長戦略（Ⅰ）ＣＲＥとのスポンサーサポート契約」をご
参照ください（注２）。

（注１）株式会社シーアールイー、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社及び同社の完全親会社である三井住友ファイナンス＆リ

ース株式会社は、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含みま

す。）第12条第３項に定める本投資法人の特定関係法人（以下「特定関係法人」といいます。）に該当します。

（注２）本投資法人及び本資産運用会社は、2017年９月26日付でスポンサーサポート契約を締結していましたが、2022年９月22日

付で、当該スポンサーサポート契約並びにこれに関連する覚書及び確認書を統合し、その一部を変更する新たなスポンサ

ーサポート契約を締結しています。

③　匿名組合出資等の仕組み

本投資法人は、本書の提出日現在において、匿名組合出資持分等に出資は行っていません。
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（４）【投資法人の機構】

①　投資法人の統治に関する事項

（イ）機関の内容

本投資法人の執行役員は、１名以上、監督役員は２名以上（ただし、執行役員の員数に１を加えた数

以上とします。）とされています（規約第18条）。

本書の提出日現在、本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員１

名、監督役員２名、全ての執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成さ

れています。

ａ．投資主総会

投信法又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主

総会の決議によって決定されます。本投資法人の投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがあ

る場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行います（規約第11条）が、規約の変更（投

信法第140条）等、投信法第93条の２第２項に定める決議（特別決議）は、発行済投資口の過半数の投資

口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行われ

ます。ただし、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、そ

の投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨

の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなされます（投信

法第93条第１項、規約第15条第１項）。詳細については後記「第二部　投資法人の詳細情報　第３　管

理及び運営　３　投資主・投資法人債権者の権利　（１）　投資主の権利　①　投資主総会における議

決権　（ロ）」をご参照ください。

本投資法人の資産運用の対象及び方針は、規約に定められています（規約第６章「資産運用の対象及

び方針」）。かかる規約中に定められた資産運用の対象及び方針を変更する場合には、上記のとおり投

資主総会の特別決議による規約の変更が必要となります。

本投資法人の投資主総会は、2024年９月15日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの９月15

日及び同日以後遅滞なく招集します。また、本投資法人は、必要があるときは随時投資主総会を招集す

ることができます（規約第９条第２項）。

また、本投資法人は、本資産運用会社との間で資産運用委託契約を締結し、本投資法人の資産の運用

に係る業務を委託しています。本資産運用会社が資産運用委託契約を解約するためには本投資法人の同

意を得なければならず、執行役員はかかる同意を与えるために原則として投資主総会の承認を得る必要

があります（投信法第205条）。また、本投資法人が資産運用委託契約を解約する場合にも原則として投

資主総会の決議が必要です（投信法第206条第１項）。

ｂ．執行役員、監督役員及び役員会

執行役員は、本投資法人の業務を執行するとともに、本投資法人を代表して本投資法人の業務に関す

る一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています（投信法第109条第１項、第５項、会社法

（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）（以下「会社法」といいます。）第349条第４

項）。ただし、投資主総会の招集、一般事務受託者への事務の委託、資産運用委託契約又は資産保管委

託契約の締結又は契約内容の変更、本資産運用会社からの資産運用委託契約の解約への同意その他投信

法に定められた一定の職務の執行については、役員会の承認を受けなければなりません（投信法第109条

第２項）。監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています（投信法第111条第１

項）。

また、役員会は、一定の職務の執行に関する上記の承認権限を有する（投信法第109条第２項）ほか、

投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務の執行を監督する権限を有しています（投信法第114

条第１項）。役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができ

る構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行われます（投信法第115条第１項、会社法第369条第

１項、規約第23条）。

投信法の規定（投信法第115条第１項、会社法第369条第２項）及び本投資法人の役員会規程におい

て、決議について特別の利害関係を有する執行役員及び監督役員は議決に加わることができないこと並

びにその場合には当該執行役員及び監督役員の数は出席した執行役員及び監督役員の数に算入しないこ

とが定められています。

執行役員又は監督役員は、その任務を怠り本投資法人に損害を与えた場合はこれを賠償する責任を負

いますが（投信法第115条の６第１項）、本投資法人は、投信法の規定（投信法第115条の６第７項）に

より、規約をもって、執行役員又は監督役員の投信法第115条の６第１項の責任について、当該執行役員

又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実

の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき
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は、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています（規約

第21条）。本投資法人が、執行役員又は監督役員に対して、その職務の執行に関し、当該執行役員若し

くは監督役員が法令の規定に違反したことが疑われ若しくは責任の追及に係る請求を受けたことに対処

するために支出する費用、又は、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、当該執行役

員若しくは監督役員が当該損害を賠償することによる損失等の全部又は一部を補償することを約する契

約の内容を決定する場合、役員会の決議によらなければなりません（投信法第116条の２第１項）。ま

た、本投資法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち、執行役員又は監督役員がその職務の執行

に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保

険者が填補することを約するものであって、執行役員又は監督役員を被保険者とするものの内容を決定

するには、役員会の決議によらなければなりません（投信法第116条の３第１項）。

ｃ．会計監査人

本投資法人は、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法

人の計算書類等の監査を行う（投信法第115条の２第１項）とともに、執行役員の職務の執行に関して不

正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への

報告その他法令で定める職務を行います（投信法第115条の３第１項等）。

会計監査人は、その任務を怠り本投資法人に損害を与えた場合はこれを賠償する責任を負いますが

（投信法第115条の６第１項）、本投資法人は、投信法の規定（投信法第115条の６第７項）により、規

約をもって、会計監査人の投信法第115条の６第１項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善

意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執

行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議

によって免除することができるものとしています（規約第29条）。

（ロ）内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続

本投資法人の役員会は、全ての執行役員及び監督役員により構成され（投信法第112条）、少なくとも

３か月に１回以上開催されるものと定められていますが（投信法第109条第３項）、実際の運営において

は、本投資法人は、毎月１回程度、定時役員会を開催します。役員会においては、法令で定められた事

項の承認に加え、執行役員による自己の業務の執行状況の報告や、本資産運用会社の役職員から業務執

行状況の詳細についての報告等が行われています。

また、役員会規程上、役員会は、必要がある場合には、随時開催することができるとされています。

（ハ）内部管理、監督役員による監督及び会計監査の相互連携

ａ．監督役員による監督

各監督役員は、各々が執行役員の職務執行の監督を職責としていますが、毎月１回程度開催される役

員会の席上、執行役員及び本投資法人の関係法人から、本投資法人の業務や投資資産の状況について報

告を求めるとともに、必要な調査を行うことにより、監督機能を果たします。

ｂ．会計監査人との相互連携

監督役員及び会計監査人は、定期的に、会計監査人による監督役員に対する監査報告会を実施し、監

査の経過及び内容についての報告を行い、会計監査人と監督役員との相互連携を図っています。

（ニ）投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況

ａ．本資産運用会社に対する管理体制

本投資法人の執行役員は、本資産運用会社から資産運用に関する業務執行状況の報告を３か月に１回

以上受けることとしています。

本投資法人は、毎月１回程度開催される役員会に、必要に応じ本資産運用会社の役職員又は担当者を

出席させ、業務の状況等について報告を求めています。これらにより、本投資法人は本資産運用会社の

業務執行状況を管理する体制を維持しています。

なお、本投資法人の資産運用を行う本資産運用会社に係る、本書の提出日現在における運用体制の詳

細については、後記「第二部 投資法人の詳細情報　第４関係法人の状況　１資産運用会社の概況（２）

運用体制」をご参照ください。

ｂ．本資産運用会社以外の関係法人に対する管理体制

本投資法人は、資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社から資産保管業務（保管対象資産の保

管状況を含みます。）の執行状況の報告を３か月ごとに受けることとしており、また、本投資法人の請

求により、資産保管会社から委託事務の執行状況を報告させることができることとしています。

また、本投資法人は、投資主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社から委託事務の処理に関して
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事務委託契約書（投資口事務受託契約書）の定めるところにより報告を受けることとしています。

更に、本投資法人は、一般事務受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社から一般事務の執行状況の

報告を３か月に１回以上受けることとしており、また、本投資法人の請求により、一般事務受託者から

委託事務の執行状況を報告させることができることとしています。

また、本投資法人は、上記以外の関係法人についても本資産運用会社を通じて、その業務の状況等を

把握できるように努めています。

これらにより、本投資法人は資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者等の本資産運用

会社以外の関係法人の業務執行状況を管理する体制を維持しています。

（ホ）投資運用の意思決定機構及び投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況

投資運用の意思決定機構及び投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況の詳細については、後記

「第二部 投資法人の詳細情報　第４関係法人の状況　１資産運用会社の概況（２）運用体制 ④ 投資運

用の意思決定機構」及び同「⑤ 投資運用に関するリスク管理体制」をご参照ください。
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出資総額（純額）（注１） 79,891,647,720円

発行可能投資口総口数 10,000,000口

発行済投資口の総口数 613,389口

年月日 摘要

発行済投資口の総口数
（口）

出資総額（純額）
（注１）
（百万円） 備考

増減 残高 増減 残高

2021年９月14日
利益を超える
金銭の分配

（出資の払戻し）
― 500,150 △178 60,388 （注２）

2021年９月15日 公募増資 64,550 564,700 13,147 73,535 （注３）

2022年３月22日
利益を超える
金銭の分配

（出資の払戻し）
― 564,700 △190 73,344 （注４）

2022年９月13日
利益を超える
金銭の分配

（出資の払戻し）
― 564,700 △192 73,152 （注５）

2023年４月３日 公募増資 60,000 624,700 9,546 82,698 （注６）

2023年５月２日 第三者割当増資 3,000 627,700 477 83,175 （注７）

2023年９月15日
利益を超える
金銭の分配

（出資の払戻し）
― 627,700 △275 82,899 （注８）

2024年３月21日
利益を超える
金銭の分配

（出資の払戻し）
― 627,700 △225 82,674 （注９）

2024年９月17日
利益を超える
金銭の分配

（出資の払戻し）
― 627,700 △225 82,448 （注10）

2024年12月27日 消却 △3,560 624,140 △499 81,948 （注11）

2025年３月19日
利益を超える
金銭の分配

（出資の払戻し）
― 624,140 △152 81,795 （注12）

2025年６月27日 消却 △5,542 618,598 △799 80,995 （注13）

2025年９月17日
利益を超える
金銭の分配

（出資の払戻し）
― 618,598 △152 80,843 （注14）

2025年12月25日 消却 △5,209 613,389 △799 80,043 （注15）

2026年３月18日
利益を超える
金銭の分配

（出資の払戻し）
― 613,389 △152 79,891 （注16）

（５）【投資法人の出資総額】

（本書の提出日現在）

（注１）出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。

（注２）前記「１投資法人の概況　(１)主要な経営指標等の推移　②事業の状況　（ロ）決算期後に生じた重要な事実　ａ.自己投資口

の取得の決定」に記載のとおり、本投資法人は、3,900口を上限とする自己投資口の取得を決定しており、取得した全ての投資

口について、2026年６月期末までに消却することを予定しています。

最近５年間における発行済投資口の総口数及び出資総額（純額）の増減は、以下のとおりです。

（注１）出資総額から出資総額控除額を差し引いた金額を記載しています。

（注２）2021年８月13日開催の本投資法人役員会において、第10期（2021年６月期）に係る金銭の分配として、１口当たり356円の

利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年９月14日よりその

支払を開始しました。

（注３）１口当たり発行価格210,994円（発行価額203,673円）にて、公募により新投資口を発行しました。

（注４）2022年２月17日開催の本投資法人役員会において、第11期（2021年12月期）に係る金銭の分配として、１口当たり338円の

利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年３月22日よりその

支払を開始しました。

（注５）2022年８月15日開催の本投資法人役員会において、第12期（2022年６月期）に係る金銭の分配として、１口当たり341円の
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利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年９月13日よりその

支払を開始しました。

（注６）１口当たり発行価格164,677円（発行価額159,103円）にて、公募により新投資口を発行しました。

（注７）１口当たり発行価額159,103円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。

（注８）2023年８月15日開催の本投資法人役員会において、第14期（2023年６月期）に係る金銭の分配として、１口当たり439円の

利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年９月15日よりその

支払を開始しました。

（注９）2024年２月16日開催の本投資法人役員会において、第15期（2023年12月期）に係る金銭の分配として、１口当たり359円の

利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年３月21日よりその

支払を開始しました。

（注10）2024年８月16日開催の本投資法人役員会において、第16期（2024年６月期）に係る金銭の分配として、１口当たり360円の

利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年９月17日よりその

支払を開始しました。

（注11）2024年10月23日から2024年11月26日にかけて、証券会社への買付委託に基づく市場買付により、自己投資口の取得を行いま

した。取得した自己投資口（3,560口）については、2024年12月23日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づ

き、その全てを2024年12月27日に消却しました。

（注12）2025年２月17日開催の本投資法人役員会において、第17期（2024年12月期）に係る金銭の分配として、１口当たり245円の

利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年３月19日よりその

支払を開始しました。

（注13）2025年２月18日から2025年４月11日にかけて、証券会社への買付委託に基づく市場買付により、自己投資口の取得を行いま

した。取得した自己投資口（5,542口）については、2025年５月27日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づ

き、その全てを2025年６月27日に消却しました。

（注14）2025年８月18日開催の本投資法人役員会において、第18期（2025年６月期）に係る金銭の分配として、１口当たり246円の

利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年９月17日よりその

支払を開始しました。

（注15）2025年８月19日から2025年９月24日にかけて、証券会社への買付委託に基づく市場買付により、自己投資口の取得を行いま

した。取得した自己投資口（5,209口）については、2025年10月28日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づ

き、その全てを2025年12月25日に消却しました。

（注16）2026年２月17日開催の本投資法人役員会において、第19期（2025年12月期）に係る金銭の分配として、１口当たり248円の

利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年３月18日よりその

支払を開始しました。
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氏名又は名称 住 所
所有投資口数

（口）

発行済投資口の総口
数に対する所有投資
口数の割合（％）

株式会社日本カストディ銀行（信
託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号 152,359 24.84

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号
赤坂インターシティAIR

99,337 16.19

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 32,327 5.27

株式会社シーアールイー 東京都港区虎ノ門２丁目10番１号 28,470 4.64

JAPAN ACTIVE VALUE FUND ONE 
HOLDINGS LTD．

P.O. BOX309, UGLAND HOUSE, SOUTH 
CHURCH STREET, GEORGE TOWN GRAND 
CAYMAN KY1-1104 CAYMAN ISLANDS

19,690 3.21

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 505001

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, 
MASSACHUSETTS

9,165 1.49

JP MORGAN CHASE BANK 385781
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, 
E14 5JP, UNITED KINGDOM

8,352 1.36

ＪＰモルガン証券株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目７番３号
東京ビルディング

8,253 1.35

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号 7,420 1.21

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 505103

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, 
MASSACHUSETTS

7,173 1.17

合 計 372,546 60.74

区　分

投資口の状況

個人・その他 金融機関 その他国内法人 外国人 証券会社 合　計

投資主数（人）      12,185          58         225         253          17      12,738

投資主数の割合
（％）

      95.66        0.46        1.77        1.99        0.13 100.00

所有投資口数（口）      73,641     341,612      41,069     138,377       18,690     613,389

所有投資口数の割合
（％）

      12.01       55.69        6.70       22.56        3.05      100.00

（６）【主要な投資主の状況】

（2025年12月31日現在）

（参考）所有者別の状況

（2025年12月31日現在）
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２【投資方針】

（１）【投資方針】

①　基本方針

（イ）本投資法人の基本理念

本投資法人は、首都圏及び関西圏を中心とするテナントニーズに応える良質な物流関連施設への投資

を重点的に行います。昨今、市場構造の変化に伴い物流不動産の利用者（物流事業者（倉庫業者を含み

ます。以下同じです。）、荷主等を含みます。以下同じです。）のニーズは多様化しており、物流不動

産の利用者の個別のニーズに合致した必要十分な機能を有することでテナントニーズに応える良質な物

流関連施設を取得し、保有・運用することが、本投資法人の運用戦略の独自性につながるものと、本投

資法人は考えています（本投資法人が考える「テナントニーズに応える良質な物流関連施設」の特徴に

ついては、後記「（ニ）ロジスクエア（テナントニーズに応える良質な物流関連施設）の特徴」をご参

照ください。）。

本投資法人は、物流不動産分野において60年以上の事業経験を有するＣＲＥグループの総合力を活か

し、テナントニーズに応える良質な物流関連施設への投資により、安定的なキャッシュ・フローを創出

し、投資主価値の向上を目指します。

（ロ）本投資法人とＣＲＥグループとの強力なコラボレーション

本投資法人は、ＣＲＥ及びストラテジック・パートナーズとの間でスポンサーサポート契約（以下

「スポンサーサポート契約」といいます。）を締結しており、当該契約の活用により、ＣＲＥグループ

の総合力が生み出す「テナントニーズに応える良質な物流関連施設」を取得し、保有・運用すること

で、投資主価値の最大化のみならず、物流不動産の利用者ひいては日本の物流機能の発展に貢献するこ

とを目指します。

他方では、ＣＲＥは、良質な物流関連施設の開発とそれらの管理・運営に関する業務の拡大を通じ

て、物流不動産市場の更なる進化に貢献することを目指します。

＜ＣＲＥグループとのコラボレーション＞

本投資法人は、「保有・運用」の機能に特化し、主にＣＲＥが開発したテナントニーズに応える良質

な物流関連施設の取得を行います。これにより、ＣＲＥは更なる開発に向けた資金の確保ができます。

本投資法人から資金を得たＣＲＥが良質な物流関連施設の開発を促進し、本投資法人にこれらの物件を

供給することによって、本投資法人はその成長戦略を推進することができます。

また、本投資法人は、その保有物件の管理・運営をＣＲＥに対して委託することにより、ＣＲＥに管

理・運営に関するノウハウ等が更に蓄積され深化することが期待でき、本投資法人は、そのようなＣＲ

Ｅの管理・運営能力を最大限に取り込むことも可能となると考えています。
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（ハ）本投資法人の特徴

本投資法人は、本投資法人を特徴づけるものとして、以下の戦略があると考えています。

ａ．ロジスクエアに重点をおいたポートフォリオ（テナントニーズを満たすために必要である立地、基本

仕様、拡張性及び快適性を備えている良質な物流関連施設に投資）

ロジスクエアとは、ＣＲＥによって開発された、テナントニーズに応える良質な物流関連施設を指す

名称です。テナントニーズに応える良質な物流関連施設とは、テナントニーズを満たすために必要であ

る、立地、基本仕様、拡張性及び快適性を備えた施設と、本投資法人は考えます。本投資法人は良質な

物流関連施設であるロジスクエアへ重点投資することで、長期安定的な運用を実現するポートフォリオ

の構築を目指します。

ｂ．長期安定的な資産運用（長期賃貸借契約とＣＲＥの高い管理能力）

本投資法人は、原則として運用資産については長期賃貸借契約を締結することにより安定的なキャッ

シュ・フローを創出し、更に、ＣＲＥの管理・運営能力により管理コストの圧縮、平準化を進め、ＣＲ

Ｅのテナントリーシング能力により、テナント退去後の空室リスクを低減することで長期安定的な運用

を目指します。

ｃ．明確な外部成長戦略

（Ⅰ）ＣＲＥとのスポンサーサポート契約

本投資法人は、ＣＲＥ及びストラテジック・パートナーズとのスポンサーサポート契約により、Ｃ

ＲＥが自社で開発し保有する物流関連施設の全てについて取得する機会の提供を受けます（注）。

（注）スポンサーサポート契約に定める適用除外事由に該当する場合を除きます。

スポンサーサポート契約の概要は、以下のとおりです。

＜パイプラインサポート＞

■　優先交渉権の付与

ⅰ．ＣＲＥは、ＣＲＥ及びＣＲＥ子会社等（注１）が保有適格不動産等（注２）を売却しようとする

場合に、当該保有適格不動産等についての優先交渉権（注３）を、自ら又はＣＲＥ子会社等をし

て、本投資法人のために本資産運用会社に対して付与します。

（注１）「ＣＲＥ子会社等」とは、ＣＲＥを除くＣＲＥグループ、ＣＲＥグループが出資割合の全部を出資（匿名組

合出資を含みますがこれに限られません。以下同じです。）している特別目的会社及びＣＲＥグループが出

資割合の一部を出資している特別目的会社でＣＲＥグループが実質的に意思決定権限を有するもの並びにＣ

ＲＥグループが不動産のアセットマネジメント業務を受託している特別目的会社をいいます。以下同じで

す。

本「ｃ．明確な外部成長戦略（Ⅰ）ＣＲＥとのスポンサーサポート契約」において、「ＣＲＥグループ」と

は、ＣＲＥ及びＣＲＥの子会社（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める

子会社をいいます。）をいいます。ただし、ＣＲＥが匿名組合出資を行う特別目的会社、本資産運用会社、

本投資法人及びストラテジック・パートナーズを除きます。本「ｃ．明確な外部成長戦略（Ⅰ）ＣＲＥとの

スポンサーサポート契約」において以下同じです。

（注２）「保有適格不動産等」とは、スポンサーサポート契約締結日現在においてＣＲＥグループ等が保有する国内

の適格不動産等及びスポンサーサポート契約締結日以降にＣＲＥグループ等が保有することになる国内の適

格不動産等をいいます。以下同じです。

「ＣＲＥグループ等」とは、ＣＲＥ、ＣＲＥ子会社等、及びＣＲＥグループ一部出資SPCをいいます。以下

同じです。

「ＣＲＥグループ一部出資SPC」とは、ＣＲＥグループが出資割合の一部を出資している特別目的会社で、

ＣＲＥグループが実質的に意思決定権限を有しないものをいいます。ただしストラテジック・パートナーズ

がアセットマネジメントを受託する特別目的会社に対してＣＲＥグループがセイムボート出資を行う場合を

除きます。以下同じです。

「適格不動産等」とは、本投資法人の投資基準に適合する主たる用途を物流関連施設とする不動産等（物流

関連施設が所在する底地（借地権が設定された土地）及び開発中のものを含みます。）をいいます。以下同

じです。

「物流関連施設等」とは、①不動産を構成する建物が物品の輸・配送、保管、備蓄、荷役、梱包、仕分け、
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流通加工及び情報提供の各機能から構成される企業間物流業務及び販売物流業務に供する諸施設の用途（以

下「物流施設用途」といいます。）のみで構成される単一施設若しくは不動産を構成する建物の各用途の床

面積のうち物流施設用途の床面積が最大である複合施設、又は、②不動産を構成する建物が消費者との間の

寄託契約に基づき物品の保管の用途（以下「寄託保管用途」といいます。）のみで構成される単一施設若し

くは不動産を構成する建物の各用途の床面積のうち寄託保管用途の床面積が最大である複合施設をいい、こ

れらに付帯する設備及び事務所を含みます。

（注３）「優先交渉権」とは、第三者に先立ち国内の適格不動産等に関する情報をＣＲＥグループ等より優先的に提

供され、当該適格不動産等について優先的に売買交渉をする権利をいいます。なお、優先交渉権を付与する

ことには、ＣＲＥが自ら付与する場合だけでなく、ＣＲＥがＣＲＥ以外のＣＲＥグループ等をして付与させ

ることを含みます。以下同じです。

ⅱ．ＣＲＥは、ＣＲＥグループ一部出資SPCが保有適格不動産等を売却しようとする場合に、当該保有

適格不動産等についての優先交渉権を、ＣＲＥグループ一部出資SPCをして、本投資法人のために

本資産運用会社に対して付与するよう最大限努力します。

ⅲ．なお、以下の事由がある場合には、ＣＲＥは、自ら又はＣＲＥ以外のＣＲＥグループ等をして、

本資産運用会社に対し、優先交渉権の付与を行いません。

①　ＣＲＥグループ等が第三者との共同事業に基づき開発・取得した適格不動産等で、当該第三者

との間にて、本資産運用会社に対し優先交渉権を付与しないことを予め合意している場合

②　適格不動産等の共有持分、ＣＲＥグループが出資割合の一部出資（匿名組合出資を含みますが

これに限られません。）している特別目的会社の出資持分を一定の条件の下で他の共有者、出

資者に譲渡又は優先交渉権を付与することを、ＣＲＥグループ等が他の共有者又は出資者との

間で予め合意している場合

③　ＣＲＥグループ等が行政機関の要請に基づいて当該適格不動産等を売却する場合

④　ＣＲＥグループ等が当該適格不動産等を取得する前からその売却について第三者との協議を開

始している場合及び当該適格不動産等の開発中にテナント候補者とその売却について協議を開

始した場合（ただし、当該テナント候補者が当該適格不動産等を自ら利用する場合（即ち、当

該テナント候補者が当該適格不動産等の賃貸を主たる目的とする場合は含まれません。）で、

ＣＲＥが本資産運用会社に事前に通知し本資産運用会社が書面により承諾した場合に限りま

す。）

⑤　ＣＲＥグループ等が2017年９月26日以前に既に締結済みの第三者との契約に基づき、当該第三

者に対して優先交渉権を付与することを要する場合

⑥　ＣＲＥを除くＣＲＥグループ等であって、スポンサーサポート契約に従った取扱いを行うこと

が、ＣＲＥグループ以外の第三者たる出資者に対する善管注意義務及び忠実義務に反すること

になると認められる場合

■　優先的売買交渉期間

ⅰ．スポンサーサポート契約の規定に従い、本資産運用会社に情報が提供された場合には、情報の提

供を受けた日（同日を含みます。）から20営業日（以下「第一次検討期間」といいます。）以内

に、本資産運用会社は当該適格不動産等の取得の検討の可否を本資産運用会社所定の様式の書面

（物件検討可否回答書）にて、優先交渉権を付与した者（以下「優先交渉権付与者」といいま

す。）に通知します。なお、物件情報提供書に最低売却価格又は最高売却利回りの記載がある場

合、本資産運用会社は、購入可能な価格又は利回りを可能な限り物件検討可否回答書に記載しま

す。

ⅱ．第一次検討期間以内に、本資産運用会社から、当該適格不動産等の取得を検討しない旨を書面に

て通知された場合、物件情報提供書に記載された最低売却価格若しくは最高売却利回り（もしあ

れば）での購入が困難であると判断した旨を書面にて通知された場合、又は検討の可否を書面に

て通知されなかった場合には、ＣＲＥは、自ら又は優先交渉権付与者をして、当該適格不動産等

の売却に関する情報を第三者（疑義を避けるために付言すると、当該優先交渉権付与者以外のＣ

ＲＥグループ等を含みます。以下、本「優先的売買交渉期間」において同じです。）に提供する

ことができます。

ⅲ．第一次検討期間以内に、本資産運用会社から当該適格不動産等の取得を検討する旨を書面にて通

知された場合には、ＣＲＥは、自ら又は優先交渉権付与者をして、当該適格不動産等への投資判

断のために必要な資料として本資産運用会社が要請する資料（投資判断資料）を提供します。本

資産運用会社は、当該資料が本投資法人又は本資産運用会社に届いた日（同日を含みます。）か

ら20営業日又は優先交渉権付与者と本資産運用会社とが別途合意する期間（以下「第二次検討期

間」といいます。）以内に、取得意向の有無を書面にて通知します。なお、投資判断資料に最低

売却価格又は最高売却利回りの記載がある場合、本資産運用会社は、購入可能な価格又は利回り

を可能な限り書面にて通知し、合わせて当該書面に記載します。
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ⅳ．第二次検討期間以内に、本資産運用会社から、検討の結果取得の意向がない旨を書面にて通知さ

れた場合、投資判断資料に記載された最低売却価格又は最高売却利回り（もしあれば）での購入

が困難であると判断した旨を書面にて通知された場合、又は検討結果を書面にて通知されなかっ

た場合には、ＣＲＥは、自ら又は優先交渉権付与者をして、当該適格不動産等の売却に関する情

報を第三者に提供することができます。

ⅴ．第二次検討期間中に、本資産運用会社から、取得の意向がある旨を書面にて通知された後、当該

意向表明を受けた日から20営業日又は優先交渉権付与者と本資産運用会社とが別途合意する期間

（以下「条件協議期間」といいます。）中、ＣＲＥは自ら又は優先交渉権付与者をして、本資産

運用会社との間で当該適格不動産等の売買に向けて第三者に優先して誠実に協議を行うものとし

ます。条件協議期間中に、本資産運用会社から取得の条件の交渉を終了する旨を書面にて通知さ

れた場合、又は、条件協議期間を経過しても売買の協議が合意に至らない場合には、ＣＲＥは自

ら又は優先交渉権付与者をして、当該適格不動産等の売却に関する情報を第三者に提供すること

ができます。

ⅵ．前記ⅱ．ⅳ．又はⅴ．に基づく第三者に対する情報提供の結果、当該情報提供を受けた第三者が

提示する購入条件若しくはＣＲＥが自ら又は優先交渉権付与者をして当該第三者に提示する売却

条件が本資産運用会社の提示した条件（前記ⅰ．又はⅲ．に基づいて通知された購入可能な価格

又は利回りを含みます。）若しくは優先交渉権付与者が本資産運用会社に提示した条件と同等又

はそれ以下であった場合、ＣＲＥは、自ら又は優先交渉権付与者をして、本資産運用会社に対し

その取得の意向を再度確認し、本資産運用会社が再交渉を希望する場合には、当該再交渉に応じ

るものとします。

■　優先的物件情報の提供

ⅰ．ＣＲＥは、自らの取引先が所有又は開発する国内の適格不動産等について、当該取引先が売却を

具体的に検討していることを知った場合には、当該不動産等の所有者又は開発者の意向等で適格

不動産等の売却に関する情報を提供することができない場合やＣＲＥが自ら当該不動産の取得を

検討する場合を除き、本資産運用会社に対し、遅くともＣＲＥから第三者に当該情報を提供する

と同時に当該不動産等の売却に関する情報を提供します。

ⅱ．なお、ＣＲＥ子会社等又はＣＲＥグループ一部出資SPCが本投資法人又は本資産運用会社との間で

物件情報の提供に関し別途の契約等を締結している場合には、当該契約等に定めるところによる

ものとし、前記ⅰ．の規定は、当該ＣＲＥ子会社等又はＣＲＥグループ一部出資SPCに対して適用

しません。

■　売却物件に関する情報の提供

ⅰ．ＣＲＥは、スポンサーサポート契約に別途定める場合を除き、本投資法人及び本資産運用会社が

保有資産の売却を予定している旨をＣＲＥに通知した場合には、当該売却予定の不動産等を購入

する意欲があると合理的に見込まれる購入希望者の情報を、本投資法人及び本資産運用会社に対

し、第三者に先立ち優先的に提供します。

■　投資法人による譲受資産の売却

ⅰ．本資産運用会社は、2022年３月30日以降にＣＲＥグループ等から本投資法人に対して売却（ＣＲ

Ｅグループ等が保有する不動産資産をブリッジファンド（注）の活用により売却する場合を含み

ます。）された不動産資産（以下「譲受資産」といいます。）を売却する決定をしようとする場

合、本資産運用会社は、第三者に先立ち当該譲受資産に関する情報を優先的にＣＲＥに提供し、

優先的に売買交渉する権利をＣＲＥに付与します。本資産運用会社とＣＲＥが購入条件について

基本的に合意した場合、ＣＲＥと本資産運用会社は、売買契約締結に向けて誠実に協議を行うも

のとします。スポンサーサポート契約に定める期間内にＣＲＥが提示した購入条件に本資産運用

会社が合意しなかった場合や協議が不調に終わった場合等一定の場合には、本資産運用会社は当

該譲受資産の売却を第三者に申し入れることができます（ただし、第三者との間で提示された条

件がＣＲＥとの間で提示された条件と同等又はそれ以下であった場合、本資産運用会社は、ＣＲ

Ｅに対しその取得の意向を再度確認し、ＣＲＥが当該第三者が提示する購入条件又は本資産運用

会社が当該第三者に提示する売却条件以上の条件で再交渉を希望する場合には、当該再交渉に応

じる必要があります。）。本資産運用会社は、その裁量により、スポンサーサポート契約に定め

る一定の場合には、本規定を適用しないことができます。

（注）「ブリッジファンド」とは、ＣＲＥグループ、本資産運用会社若しくはストラテジック・パートナーズが出資し

ている特別目的会社又はストラテジック・パートナーズが不動産等のアセットマネジメント業務を受託している

特別目的会社で、その保有物件についてその保有に先立ち又は同時に本投資法人が優先交渉権を持つものをいい

ます。以下同じです。
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＜ウェアハウジング＞

■　ウェアハウジング機能の提供

ⅰ．本投資法人及び本資産運用会社は、取得予定時期並びに取得予定価格又は取得価格の決定方法を

提示した上で、スポンサーサポート契約当事者以外の第三者である売主により保有又は運用され

ている適格不動産等（以下「取得予定不動産等」といいます。）のウェアハウジング（注）をＣ

ＲＥ又はストラテジック・パートナーズに依頼することができます。

（注）「ウェアハウジング」とは、将来における本投資法人による適格不動産等の取得を目的として、ＣＲＥ又はＣ

ＲＥが出資し若しくはアセットマネジメント業務を受託する特別目的会社が、適格不動産等を取得し、一時的

に保有することをいいます。以下同じです。

ⅱ．なお、スポンサーサポート契約に基づき取得予定不動産等のウェアハウジングが行われる場合で

あっても、ウェアハウジング取得者（注）と本投資法人の間で売買契約が締結されるまでは、本

投資法人及び本資産運用会社は、当該取得予定不動産等を取得する義務を負うものではありませ

ん。

（注）「ウェアハウジング取得者」とは、ウェアハウジングにより、適格不動産等を取得し、保有する者をいいま

す。

ⅲ．ＣＲＥ、ストラテジック・パートナーズ、本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサーサポー

ト契約に定めるウェアハウジングが、本投資法人の投資主の利益を図ることをその目的としつ

つ、ＣＲＥ及びストラテジック・パートナーズに適正な事業上の機会を与えるものであることを

確認し、当該ウェアハウジングにより、各当事者及び本投資法人の投資主の利益を不当に害する

ことのないよう、適切な措置を講じるものとします。

＜土壌汚染に係る支援＞

■　土壌汚染に係る調査、改良に関する支援

ⅰ．ＣＲＥは、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号。その後の改正を含みます。）（以下「土壌汚

染対策法」といいます。）その他の環境関連法令等に基づき本投資法人に対しその保有する土地

につき土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課され、又は課され

るおそれが生じた場合において、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、自ら又は

その指名する者をして当該義務の履行その他の対応について本投資法人のために最大限協力し支

援します。

ⅱ．本投資法人がＣＲＥグループ等から土地を購入又は賃借する場合（借地権等の承継を行う場合を

含みます。以下、本スポンサーサポート契約において同じです。）であって、本投資法人による

購入又は賃借前の調査の結果、土壌、地下水等の汚染に関する問題が生じる蓋然性が高いと合理

的に認められるとき、その他これに準ずる事由（以下「土壌汚染問題等」といいます。）がある

と本投資法人又は本資産運用会社が判断し、ＣＲＥに要請したときは、ＣＲＥは、当該土地等の

譲渡人又は賃貸人等となるＣＲＥグループ等が、本投資法人との間で締結する土地等の売買契約

又は賃貸借契約において、当該問題を解決するために本投資法人が要請する土壌汚染対策法その

他の環境関連法令等に鑑みた合理的な措置を講じるよう最大限努力する旨を約するよう、自ら又

はその指名する者をして必要な措置を講じます。

ⅲ．本投資法人がＣＲＥグループから土地を購入又は賃借する場合であって、土壌汚染問題等に起因

して本投資法人が損害等を被り又は何らかの負担をする場合には、ＣＲＥは、本投資法人との間

で締結する土地等の売買契約又は賃貸借契約において、当該土地等の譲渡人又は賃貸人等となる

ＣＲＥグループが、本投資法人に対し、かかる損害等を合理的な範囲で賠償する旨を約するよ

う、必要な措置を講じます。また、本投資法人がＣＲＥグループ等（ＣＲＥグループを除きま

す。以下本ⅲ．において同じです。）から土地を購入又は賃借する場合（スポンサーサポート契

約締結前に購入又は賃借した場合を含みます。）であって、土壌汚染問題等に起因して本投資法

人が損害等を被り又は何らかの負担をする場合には、ＣＲＥは、①当該ＣＲＥグループ等へのＣ

ＲＥグループの出資持分に応じた損害額を合理的な範囲で賠償する責任を本投資法人に対して負

うとともに、②当該ＣＲＥグループ等に出資するＣＲＥグループ以外の第三者の出資持分に応じ

た損害額については、本投資法人が当該損害額を当該第三者から合理的な範囲で回収できる旨を

約するよう、ＣＲＥが本投資法人のために最大限努力します。

＜リーシングサポート業務及びプロパティマネジメント業務等＞

■　リーシングサポート業務の提供

ⅰ．ＣＲＥは、本投資法人のために、常に最新の賃貸需要動向の把握に努めるとともに、本投資法人

が取得を意図する適格不動産等及び本投資法人の保有する不動産等について、実効的なリーシン

グ戦略を策定する等リーシングに関するサポート業務を提供するものとし、本投資法人による早

期のテナント確保を可能とするべく最大限努力します。
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ⅱ．リーシングサポート業務の提供を受ける場合の報酬については、提供される業務の内容に応じ

て、本投資法人、本資産運用会社及びＣＲＥ又はＣＲＥグループの他の法人との間で協議し、合

意の上定めます。

■　プロパティマネジメント業務の提供

ⅰ．ＣＲＥは、本投資法人及び本資産運用会社から依頼された場合、本投資法人が保有する不動産等

につき、別途締結するプロパティマネジメント業務委託契約に基づくプロパティマネジメント業

務その他の必要な支援を行い、又はＣＲＥグループをして行わせます。

ⅱ．プロパティマネジメント業務の提供を受ける場合の報酬については、通常の商慣習に従い、プロ

パティマネジメント業務の内容に応じて、本投資法人、本資産運用会社及びＣＲＥ又はＣＲＥグ

ループの他の法人との間で協議の上、本投資法人の保有資産に関して締結するプロパティマネジ

メント業務委託契約において定めます。

■　賃料固定型マスターリース契約の締結

ⅰ．本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人が取得を検討している物件について、本投資法人

及び本資産運用会社が有効と判断する場合には、投信法その他の法令並びに本投資法人及び本資

産運用会社の社内規程（利害関係人との取引の規制に係るものを含みますが、これらに限られま

せん。）に従うことを条件として、本投資法人又は信託受託者（本投資法人が信託受益権を取得

する場合における当該取得対象信託受益権にかかる信託受託者）との間で当該物件について賃料

固定型のマスターリース契約を締結することを検討するようＣＲＥに対して申し入れることがで

き、ＣＲＥはかかる申入れを真摯に検討するものとします。

＜保有資産の再開発その他の再生に係る支援等＞

■　本投資法人の保有資産の再開発その他の再生に関する支援

ⅰ．本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人の保有資産の再開発その他の再生（以下「再生」

といいます。）のサポート（以下「再生サポート」といいます。）を希望する場合にはＣＲＥに

対し、第三者に先立ち当該不動産等に関する再生計画の検討・提案を要請するものとします。こ

の場合、ＣＲＥは、再生計画案を真摯に検討するものとします。ただし、本投資法人及び本資産

運用会社が適切と認めない限り、ＣＲＥに再生を行う権利が生じることはないものとします。

ⅱ．当該要請に応じてＣＲＥが再生サポートを提供するに際して、本投資法人が当該不動産等をＣＲ

Ｅグループ等に売却した場合、本投資法人及び本資産運用会社に対し、再生計画が実施された当

該不動産等について優先交渉権が付与されるものとします。

ⅲ．再生サポートの提供を受ける場合の報酬については、提供される業務の内容に応じて、本投資法

人、本資産運用会社及びＣＲＥ又はＣＲＥグループの他の法人との間で協議し、合意の上定めま

す。

■　本投資法人の保有資産の価値向上のための修繕・改築に関する支援

ⅰ．本投資法人の保有資産の中に、保有資産の価値向上のために修繕・改築工事等が必要なものがあ

る場合には、ＣＲＥは、当該修繕・改築工事等に対して適切なアドバイスを提供するものとしま

す。

＜施設運営に関するアドバイザリー業務＞

■　施設の運営に関するアドバイザリー業務の提供

ⅰ．ＣＲＥは、建物・設備のメンテナンス、短期修繕、長期修繕、リニューアル工事及び再開発等の

コスト並びに運営費用（以下「ライフサイクルコスト」といいます。）を最適化し、本投資法人

の保有する不動産等につき効率的に競争力を維持することを目的に、本投資法人のために、修

繕・リニューアルに関するノウハウの提供その他の施設運営に関するアドバイザリー業務を提供

するものとし、本投資法人の保有する不動産等のライフサイクルコストの最適化に協力します。

＜商標の使用許諾＞

■　商標の使用許諾

ⅰ．ＣＲＥは、本投資法人及び本資産運用会社に対し、ＣＲＥがスポンサーサポート契約締結日現在

保有するすべての商標及びスポンサーサポート契約締結日以降に保有することになるすべての商

標（商標権の存続期間の更新登録がなされた場合の更新登録後の登録商標を含み、以下「本件商

標」といいます。）について、本件商標における指定役務の範囲内において使用することを非独

占的に許諾し、また当該使用に関して本件商標への侵害行為に関して行使しうる差止請求権、損

害賠償請求権等一切の請求権を行使しません。

＜投資口の取得及び保有＞

■　投資口の取得及び保有

ⅰ．ＣＲＥは、本投資法人の発行済投資口数の３％以上をＣＲＥが保有するよう最大限努力します。

- 23 -



ⅱ．ＣＲＥは、本投資法人の投資口を取得した場合、特段の事情がない限り、本投資法人の投資口の

保有を継続することとします。

＜その他＞

■　本資産運用会社に対する人材確保支援

ⅰ．ＣＲＥグループは、本資産運用会社の独自性を尊重しつつ、本投資法人から受託する資産運用業

務の遂行に必要な不動産運営管理のノウハウを本資産運用会社に承継させ、かつ、発展させるた

め、必要とされる人材をＣＲＥグループから本資産運用会社に出向させる等、本資産運用会社及

び本投資法人の成長に伴い必要とされる人材の確保に合理的な範囲で努めます。

■　不動産市場に係る情報提供

ⅰ．ＣＲＥは、本投資法人及び本資産運用会社に対し、不動産市場の動向、不動産需要の現状及び将

来の動向、新規不動産供給の現状と将来の見通し並びにテナントニーズ及び賃料相場などを中心

とした不動産市場に係る情報を提供するものとします。

■　その他の支援

ⅰ．ＣＲＥは、本投資法人及び本資産運用会社の依頼があった場合には、本資産運用会社に対し、適

用法令に反しない範囲で、（ⅰ）不動産等取得及び運用に関する助言・補助並びに（ⅱ）投資判

断に必要な資料及び情報の提供、本資産運用会社の役職員に対する研修の提供その他の必要な支

援を行います。

＜有効期間等＞

■　有効期間は、2022年９月22日から10年間とします。

■　契約期間満了の１か月前までに、スポンサーサポート契約の当事者のいずれかから他の当事者全

員に対して文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より５年間延長する

ものとし、その後も同様とします。

■　スポンサーサポート契約は、本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合に

は終了するものとします。ただし、この場合であっても、前記「投資法人による譲受資産の売

却」の規定は引き続きＣＲＥ及び本投資法人間で有効なものとして存続します。この場合、前記

「投資法人による譲受資産の売却」において「本資産運用会社」とあるのは、「投資法人につい

てのその時点での資産運用会社」と読み替えるものとします。

＜報酬＞

■　本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサーサポート契約に定める支援業務について、リーシ

ングサポート業務の提供を受ける場合、プロパティマネジメント業務の提供を受ける場合、本投

資法人の保有資産の再開発に関する支援を受ける場合、又は、ＣＲＥと個別業務に関し合意する

場合を除き、ＣＲＥに報酬を支払いません。

（Ⅱ）ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社とのサポート契約

本投資法人は、本資産運用会社とＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社とのサポート契約により、本

資産運用会社に対する物件情報の提供、再開発及び再生に関する支援、ブリッジによる取得機会の提供

及びＳＰＣブリッジに対する資金調達手段の提供等を受けます。

サポート契約の概要は、以下のとおりです。

＜保有物件の情報提供＞

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、自らが保有する、又は、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会

社が関与する特別目的会社等が保有する物流関連不動産等（①不動産を構成する建物が物品の輸・配

送、保管、備蓄、荷役、梱包、仕分け、流通加工及び情報提供の各機能から構成される企業間物流業務

及び販売物流業務に供する諸施設の用途（以下「物流施設用途」といいます。）のみで構成される単一

施設若しくは不動産を構成する建物の各用途の床面積のうち物流施設用途の床面積が最大である複合施

設、又は、②不動産を構成する建物が消費者との間の寄託契約に基づき物品の保管の用途（以下「寄託

保管用途」といいます。）のみで構成される単一施設若しくは不動産を構成する建物の各用途の床面積

のうち寄託保管用途の床面積が最大である複合施設（以下、本（Ⅱ）において「物流関連施設」といい

ます。）を主たる用途とする、又は物流関連施設が所在する底地（借地権が設定された土地）であるも

ので、本投資法人の規約に定める本投資法人が資産運用の対象とする資産(開発中のもの及び不動産を裏

付とする信託受益権、匿名組合出資等の投資法人が取得可能な資産を含みますが、これらに限られませ

ん。)をいいます。）の内、対象不動産（本投資法人の投資基準に適合する物流関連不動産等をいいま

す。以下、本（Ⅱ）において同じです。）に該当するとＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が判断し

た物流関連不動産等を売却しようとする場合には、本資産運用会社に対し、当該対象不動産に関する情
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報を提供するものとします。この場合に、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、本資産運用会社か

らの要請があれば、当該対象不動産に関し、可能な限り最大限の情報を提供します。但し、次のi.から

v.に掲げる場合はこの限りではありません。

ⅰ．当該不動産等に係る地権者等に対し、譲渡に係る優先交渉権が付与され、若しくは将来の譲渡が合

意され、又は本資産運用会社への情報提供につきそれら地権者等から同意が得られない（又は得ら

れない可能性があると合理的に判断される）場合

ⅱ．ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社の事業のため、又はその事業機会獲得のために必要な取引に

関連する場合

ⅲ．行政機関等の要請に基づいて譲渡する場合

ⅳ．ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が本資産運用会社以外の第三者に当該情報を優先的に提供す

る理由があるものとその裁量で判断する場合

ⅴ．上記の他、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が業務遂行上、当該情報の提供が不適切であると

合理的に判断した場合

＜第三者保有物件の売却情報の提供＞

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、第三者が保有し、又は今後開発して保有することになる物流

関連不動産等の売却に関する情報の提供を受け、当該物流関連不動産等が対象不動産に該当するとＳＭ

ＦＬみらいパートナーズ株式会社が判断した場合で、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が当該対象

不動産を取得しない方向で検討しているときは、本資産運用会社に対し、法令に反しない限度におい

て、当該対象不動産に関する情報を速やかに提供します。但し、次のi.からvi.に掲げる場合はこの限り

でないものとします。

ⅰ．当該情報提供がＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社の締結する他の契約に違背する場合

ⅱ．本投資法人への当該情報提供につき売主その他の地権者等の同意が得られない（又は得られない可

能性があると合理的に判断される）場合

ⅲ．売主が売却先を本投資法人以外の第三者に限定する旨の意向を有している（又はその可能性がある

と合理的に判断される）場合

ⅳ．当該不動産等の売却につき本投資法人以外の第三者が同意権又は優先交渉権を有し、かつ当該第三

者が同意しない可能性又は優先交渉権を行使する可能性があると合理的に判断される場合

ⅴ．ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が第三者に当該情報を優先的に提供する理由があるものとそ

の裁量で判断する場合

ⅵ．上記の他、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が業務遂行上、当該情報の提供が不適切であると

判断した場合

＜再開発サポートの提供＞

■　築年数が一定以上経過した本投資法人が保有する物流関連不動産等（以下「再開発物件」といいま

す。）について、本資産運用会社にて再開発が必要と認める場合には、本資産運用会社は、ＳＭＦ

Ｌみらいパートナーズ株式会社に対して、再開発計画の検討及び提案を要請することができるもの

とします。かかる要請を受けた場合、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、再開発物件につい

て再開発計画を真摯に検討し、再開発が可能かつ有益であるとＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会

社が判断した場合に限り、本投資法人の投資対象となる収益不動産の再開発を行うことを内容とす

る再開発計画案を提示するものとします。

■　本資産運用会社が、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社の提示した再開発計画案について適切と

判断した場合には、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社に対して、再開発物件に関する優先交渉

権（優先的に開発業務受託又は売買の交渉を行う権利）を付与します。優先交渉期間は、本資産運

用会社とＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が別途合意する期間とします。

■　優先交渉期間内に本資産運用会社とＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社との間で開発業務委託又

は売却の条件が合意に達しなかった場合、本資産運用会社は、第三者との間で再開発物件の開発業

務受託又は売却につき協議を開始することができるものとします。

■　本投資法人がＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社に再開発物件を売却する場合に、本資産運用会

社が再開発後の当該物件の取得について優先交渉権を求めた場合は、ＳＭＦＬみらいパートナーズ

株式会社は応じるものとします。

＜ブリッジによる取得機会の提供及びSPCブリッジに対する資金調達手段の提供＞

■　本資産運用会社は、将来における本投資法人による物流関連不動産等の取得を目的として、取得予

定時期並びに取得予定価格又は取得価格の決定方法等を提示した上で、第三者が保有している物流

関連不動産等の取得及び一定期間の保有（以下「ブリッジ」といいます。）をＳＭＦＬみらいパー

トナーズ株式会社に依頼することができるものとします。さらに、本資産運用会社が他の特別目的
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会社等に物流関連不動産等を取得させ、一定期間保有させた後に、本投資法人に対して取得の機会

を提供する場合（以下「SPCブリッジ」といいます。）、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社に対

し、その資金調達手段の提供を依頼することができるものとします。これらの場合、ＳＭＦＬみら

いパートナーズ株式会社は、かかる依頼を誠実に検討し、当該依頼を受けて検討に必要な資料を受

領した日（同日を含みます。）から30日以内に受諾の可否を本資産運用会社に対し回答するものと

します。

■　ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が前記に従いブリッジの依頼又はSPCブリッジに対する資金調

達手段の提供を受諾した場合、当該依頼を受けたＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社及び本資産

運用会社は、協議し、合意の上、ブリッジによる取得、保有及び本投資法人への売却及びSPCブリッ

ジに対する資金調達手段等に関する詳細を定め、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、当該定

めに従いブリッジ又は資金調達手段の提供を検討します。なお、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式

会社及び本資産運用会社は、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が前記に従いブリッジの依頼を

受諾した場合であっても、合意がない限り、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社はブリッジ又は

資金調達手段の提供を実施する義務を負わないことを相互に確認します。

■　ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、前記に基づき物流関連不動産等を取得した場合、本資産

運用会社があらかじめ提示した取得予定時期を経過するまでの間、第三者に当該物流関連不動産等

の売却その他の処分の申入れをしてはならず、また、かかる期間内に本資産運用会社が取得を申し

出た場合、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社及び本資産運用会社との間で取得予定不動産等の

売却に関する詳細について合意の上、当該物流関連不動産等を本投資法人に売却します。但し、不

動産市況の大幅な変動時等、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が当該物流関連不動産等を早期

に売却する合理的な理由が発生し、かつ、本資産運用会社が予定の取得時期に取得することが困難

と判断した場合で、更に第三者との別途の合意等がある場合には当該合意が充足されることを前提

に、本資産運用会社の予定取得時期の経過を待たずに、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社によ

る独自の判断において、当該物流関連不動産等を任意に売却することができるものとします。但

し、この場合には、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、当該物流関連不動産等を売却するの

に先立って、本資産運用会社及び本投資法人との間で、対応策について事前に誠実に協議しなけれ

ばなりません。

■　本資産運用会社は、提示した取得予定時期に当該物流関連不動産等を取得することが困難となった

場合には、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社に対してその旨及び希望する延長後の取得予定時

期を通知し、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社が承諾した場合には取得予定時期を延長するこ

とができます。

■　ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社及び本資産運用会社は、本条に定めるブリッジ及びSPCブリッ

ジが、本投資法人の投資主の利益を図ることをその目的としつつ、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株

式会社及びブリッジファンドに適正な事業上の機会を与えるものであることを確認し、当該ブリッ

ジ及びSPCブリッジにより、各当事者及び本投資法人の投資主の利益を不当に害することのないよ

う、誠実に協力します。

＜報酬＞

■　別途個別に書面により合意する場合を除き、本契約上の業務に係る報酬は、発生しないものとしま

す。

＜有効期間＞

■　本契約の有効期間は、本契約の締結日から2年間とします。但し、本契約は、ＳＭＦＬみらいパート

ナーズ株式会社又は本資産運用会社のいずれかが解散した場合、本資産運用会社が金融商品取引業

者ではなくなった場合、本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合、又はＳ

ＭＦＬみらいパートナーズ株式会社がＣＲＥの株主ではなくなった場合は、当該有効期間にかかわ

らず当該時点において何らの通知を要することなく終了するものとします。

■　本契約は、有効期間満了日の３か月前までに、各当事者が他の当事者に対して本契約を更新しない

旨を書面により通知しない限り、さらに２年間、同一の条件にて自動更新されるものとし、以後も

同様とします。
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（ニ）ロジスクエア（テナントニーズに応える良質な物流関連施設）の特徴

本投資法人は、良質な物流関連施設であるロジスクエアへ重点投資することで、長期安定的な運用を

実現するポートフォリオの構築を目指します。

ロジスクエアとは、ＣＲＥによって開発された、テナントニーズに応える良質な物流関連施設を指す

名称です。テナントニーズに応える良質な物流関連施設とは、テナントニーズを満たすために必要であ

る、立地、基本仕様、拡張性及び快適性を備えた施設と、本投資法人は考えます。

長年にわたる物流関連施設の管理及び開発実績を有するＣＲＥは、これらの４つの要素を適切に反映

した開発を行う能力を有していると本投資法人では考えており、本投資法人は、ＣＲＥが開発する物流

不動産ロジスクエアに重点的に投資することで、投資主価値の向上を目指します。

ｉ．立地

ＣＲＥは、インターチェンジから距離が近いだけではなく、労働力確保の観点から公共交通機関へ

のアクセスの良さも踏まえてＣＲＥが立地を厳選した物件開発を実施しています。

本投資法人は、首都圏及び関西圏を重点的な投資対象地域とし、労働力確保の点も踏まえて立地を

厳選した物件を取得する方針です。

物流不動産においては、多頻度小口配送に対応するための商品の仕分け作業等の大量の庫内作業を

行う必要があり、雇用確保の観点はとりわけ近年における物流不動産選定の際の重要な基準の一つと

なっていることから、公共交通機関によるアクセスが容易な立地選定も重要であると本投資法人は考

えています。

ⅱ．基本仕様

ＣＲＥが開発する物流関連施設は、テナントニーズに応える必要十分な基本仕様を確保していま

す。

（注）上記は本投資法人が考える良質な物流関連施設の主な特徴を紹介しており、本投資法人はこれらの特徴全てを備

える物流関連施設にのみ投資するものではありません。

ⅲ．拡張性

ＣＲＥが開発する物流関連施設は、荷主の属性、事業内容、オペレーション方法など随時変化する

テナントニーズに真に応えることができ、オーナーにとってもコストの削減ができる設計となってい

ます。
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ⅳ．快適性

ＣＲＥが開発する物流関連施設は、エントランスや共用部のアメニティの充実だけに留まらず、従

業員の満足度が高まる仕様を実現しています。

（注）上記は本投資法人が考える良質な物流関連施設の主な特徴を紹介しており、本投資法人はこれらの特徴全てを備

える物流関連施設にのみ投資するものではありません。

（ホ）テナントのニーズに沿った物流不動産の開発実績をもつＣＲＥ

良質な物流不動産に対する需要の高まりの中で、近年新規に建設・供給されている物流不動産の多く

は、大規模であることや高機能であることをその特徴として物流不動産の利用者にマーケティングされ

ています。

一般的に、延床面積が大きい物流不動産は、物流不動産の利用者に対し、物流機能の集約・統合によ

る効率的な物流事業運営の機会を提供することが可能です。近年の多様化する消費者ニーズに対応でき

る物流システム構築の流れの中で、物流不動産の利用者が必要とする物流不動産は、受注出荷処理、在

庫管理及び配送管理等の高度な情報処理やピッキング、値札付、梱包及び検品等の様々な作業を実施す

るためのスペックと仕様が求められており、大規模な物流不動産はかかる物流不動産の利用者のニーズ

に対応できるものと考えられています。

また、機能面においては、床荷重、天井高、柱間隔等の建築面のスペックが一定基準以上であるこ

と、規模と取扱荷物、配送頻度等に適した接車バース、エレベーター、垂直搬送機能等が設置され、作

業環境が整備されていること、免震性能・耐震性能が高いこと等によって評価されており、これらを兼

ね備えた高機能な物流不動産へのニーズが高まっています。

本投資法人は、そのような大規模かつ高機能の物流不動産について、ＣＲＥグループが有する投資検

討対象物件の周辺エリアでの賃料相場に関する情報や、代替テナントの確保可能性の検証等に関する

様々なノウハウも活用しながら積極的に取得していく方針です。

同時に、多くの物流不動産開発事業者が上記のような大規模で高機能な物流不動産の供給に注力して

いる一方、良質な物流不動産への入居を求める物流不動産の利用者のすそ野が広がっている結果とし

て、規模の観点では、必ずしも多数のテナントの入居を前提とした大型マルチテナント型の物流不動産

ではないものの、高い建築的スペックや免震性能・耐震性能を有しつつ、取扱荷物の性格によっては必

ずしも必要とされない機能は簡略化するなど、物流不動産の利用者の個別のニーズに沿って必要十分な

機能を備えた物流不動産を、利用しやすい賃料で中長期的に賃借したいという需要も高まっているもの

と、本投資法人は考えています。また、事業の守秘性や施設利用上の自由度の高さから、物流不動産を

自社の専用センターとして単独で利用したいという需要も底堅いものと、本投資法人は考えています。

本投資法人は、ＣＲＥグループが、マスターリース事業や賃貸管理事業を通じて構築した多様な物流

不動産の利用者とのネットワークを活かして開発するテナントニーズに応える良質な物流関連施設、す

なわち、複数の物流不動産の利用者に賃貸されることが想定されている大規模なマルチテナント型物流
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関連施設から、物流不動産の利用者の個別のニーズに沿った必要十分な機能を備えるとともに、それを

利用しやすい賃料で提供できる物流関連施設・専用センターとして単独利用できる適切な規模の物流関

連施設まで、幅広く重点投資対象とします。

（ヘ）ＣＲＥグループの概要

ＣＲＥグループは、60年以上にわたって継続的に日本の物流不動産市場で事業を行ってきましたが、

日本の物流不動産市場のニーズに変化に応じて、「管理・運営・リーシング事業への参画及び拡充」、

「開発事業への参画・拡充及びプロパティマネジメント事業の拡大・拡充」並びに「アセットマネジメ

ント事業の本格化」という３つのフェーズに整理することができると、本投資法人は考えています。

ＣＲＥは、2009年12月に物流システムの開発及び販売を目的に、公共ロジスティックス株式会社とし

て設立し、その後、2010年８月に株式会社コマーシャル・アールイー（以下「コマーシャル・アールイ

ー」といいます。）から事業系不動産に関するマスターリース事業（土地の有効活用の提案及び仲介を

含みます。）及び賃貸管理事業を譲り受けるとともに、物流投資事業（開発）に従事する人員及び同事

業に関するノウハウも実質的に承継しました。そして、2011年７月には、物流不動産のマスターリース

事業及び賃貸管理事業を営んでいた株式会社天幸総建（以下「天幸総建」といいます。）を吸収合併

し、60年以上にわたって継続されてきた事業をそのノウハウとともに承継しました。更に、2011年には

土壌改良のノウハウを持つ株式会社エンバイオ・ホールディングスへの出資（2015年に持分法適用）、

2014年にはアセットマネジメント事業の実績を持つ本資産運用会社を買収し、それぞれのノウハウを承

継・活用しています。

ＣＲＥグループは、以下に記載の３つのフェーズを通して、グループ内で、マスターリース事業、プ

ロパティマネジメント事業、資産活用事業、開発事業、リーシング事業、アセットマネジメント事業及

び土壌改良事業を展開する体制を整えてきました。このように、ＣＲＥグループは、日本において、物

流関連施設に係るトータルサービスを提供することが可能となり、グループ全体で一つのバリューチェ

ーン（一般に、各プロセスにおいて商品・サービスに対し累積的に価値（バリュー）が付加されていく

関係をいいます。以下同じです。）として機能しています。

ＣＲＥは、かかるバリューチェーンを活用することにより、日本における多様な物流不動産の利用者

の細かなニーズを満たす物流不動産の開発と運営管理に関する業務を拡大することを通じて、物流不動

産市場の更なる進化に貢献することを目指しています。

ｉ．管理・運営・リーシング事業への参画及び拡充（1964年～2005年）

ＣＲＥの前身の１つである天幸総建は、最初の東京オリンピックが開催された1964年に設立しまし

た。東名高速道路の開通・延伸に伴って新たに発生した物流不動産需要を取り込み、マスターリース

事業及び賃貸管理事業を拡大してきました。コマーシャル・アールイーは1980年に設立し、天幸総建

と同様、時代の変化に順応しつつ、物流不動産の管理・運営に関するノウハウを蓄積するとともに、

テナントリレーションを構築・拡充してきました。

ⅱ．開発事業への参画・拡充及びプロパティマネジメント事業の拡大・拡充（2005年～2014年）

2005年からコマーシャル・アールイーは、これらのノウハウを活かし、開発事業にも本格的に参入

するなど営業基盤を拡大してきました。また、不動産証券化によって不動産の所有と運営の分離が加

速し、証券化された大規模施設の管理の受託が増加し、プロパティマネジメント事業の拡大・更なる

発展が図られました。

ⅲ．アセットマネジメント事業の本格化（2014年以降）

2014年８月、ＣＲＥが本資産運用会社の全株式を取得することによりＣＲＥグループはアセットマ

ネジメント事業に本格的に参入し、2016年７月には本投資法人を設立し、私募運用を開始しました。

また、2015年10月、株式会社エンバイオ・ホールディングスを持分法適用関連会社とすることで、関

連会社において土壌改良事業も手掛けています。更に、2016年９月、NCF不動産投資顧問株式会社（現

ストラテジック・パートナーズ株式会社）の全株式を取得し、2017年２月には同社と本資産運用会社

との間で吸収分割を行い、本書の提出日現在、ＣＲＥグループのアセットマネジメント事業は、本投

資法人の資産運用を行う本資産運用会社と私募ファンド・私募リート運営を行うストラテジック・パ

ートナーズの２社体制となっています。なお、2024年４月にはＣＲＥインダストリアルアセット投資

法人を設立し、ストラテジック・パートナーズを資産運用会社として私募運用を開始しました。この

ように、ＣＲＥグループはアセットマネジメント事業へも本格参入し、本投資法人を設立し、私募運

用を開始しました。
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2009年12月 公共ロジスティックス株式会社（現株式会社シーアールイー）を設立

2010年８月 物流不動産に特化した事業基盤を取得するため、1980年に創業し、30年以上の歴史を有する株

式会社コマーシャル・アールイーより、マスターリース事業及び賃貸管理事業を譲受け

2011年７月 営業基盤拡大のため、1964年に創業した物流不動産のマスターリース事業及び賃貸管理事業を

営む株式会社天幸総建を吸収合併

2014年８月 アセットマネジメント事業への進出を目的とし、ストラテジック・パートナーズ株式会社（現

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社）の全株式を取得し、完全子会社化

2015年４月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2016年５月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定（注）

2016年９月 NCF不動産投資顧問株式会社（現ストラテジック・パートナーズ株式会社）の全持分を取得

し、完全子会社化

2017年２月 ケネディクス株式会社との資本業務提携を合意

2018年２月 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人の投資口を東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ

上場

2024年５月 ＣＲＥインダストリアルアセット投資法人が、ストラテジック・パートナーズを資産運用会社

として私募運用を開始

2025年３月 ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社による普通株式に対する公開買付けにより、同社の子会

社へ

2025年４月 ケネディクス株式会社との資本業務提携を解消

2025年５月 子会社化に伴い、普通株式が東京証券取引所プライム市場において上場廃止

更なる事業展開を視野に入れ、ＣＲＥは、2017年２月から、ケネディクス株式会社との間で、本投

資法人が発行する投資口の東京証券取引所不動産投資信託証券市場への早期上場及び本投資法人の持

続的な成長支援等を内容とする資本業務提携を行っていましたが、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式

会社による株式の公開買付け、子会社化を経て、2025年４月に資本業務提携を解消しています。

ⅳ.三井住友ファイナンス＆リースグループへ（2025年以降）

2025年１月、ＣＲＥの取締役会は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）の一環として行

われる、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社によるＣＲＥの普通株式に対する公開買付けへの応募

を推奨する旨を決定しました。当該公開買付け及びその後の一連のスクイーズアウト手続きにより、

2025年５月、ＣＲＥは非公開化され、上場廃止されました。ＣＲＥは、今後、ＳＭＦＬみらいパート

ナーズ株式会社、その親会社である三井住友ファイナンス＆リース株式会社やそのグループ会社と協

業しながら、物流投資事業を成長ドライバーとするストックビジネスとフロービジネスの有機的連

携、付加価値の高いサービス提供を行っていくことを公表しており、本投資法人のスポンサーとして

の立場に変更はありません。本投資法人及び本資産運用会社は、引き続き、ＣＲＥからの幅広いサポ

ートを受けながら、投資主価値の向上を目指します。

＜ＣＲＥの沿革＞

（注）2022年４月に東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、プライム市場へ移行しました。

- 30 -



地域 比率

首都圏及び関西圏 80％以上（取得価格ベース）

その他 20％以下（取得価格ベース）

②　ポートフォリオの構築方針

（イ）投資資産の用途別投資比率

本投資法人は、不動産等又は不動産対応証券のうち、主たる用途を、物流関連施設とするもの（物流

関連施設が所在する底地（借地権が設定された土地）を含みます。）に重点投資し、そのポートフォリ

オ全体に占める組入比率は、原則として100％（取得価格ベース）としますが、将来の物流関連施設の開

発を目的として、物流関連施設に供されることが可能な土地に投資することがあります。

（ロ）投資エリア

本投資法人は、首都圏及び関西圏を重点的な投資対象地域とし、労働力確保の点も踏まえて立地を厳

選した物件を取得します。

首都圏は、世界有数の人口と経済規模を有しているとともに、国際コンテナ戦略港湾である京浜港等

の国際物流ハブ機能を擁し、それらの物流ハブ機能と日本最大の消費地でもある首都圏とその先の東日

本エリア、中京・関西エリアが道路網等で繋がれている物流の結節点といえ、物流不動産への大きな需

要が見込まれる地域であると、本投資法人は考えています。また、関西圏についても、首都圏に次ぐ人

口と経済規模を有しているとともに、同じく国際コンテナ戦略港湾である阪神港等の国際物流ハブ機能

を擁し、首都圏と同様に、それらの物流ハブ機能と日本第二の消費地でもある関西圏とその先の西日本

エリア、中京・首都圏エリアが道路網等で繋がれている物流の結節点といえ、物流不動産への大きな需

要が見込まれる地域であると本投資法人は考えています。

また、物流不動産においては、多頻度小口配送に対応するための商品の仕分け作業等の大量の庫内作

業を行う必要があり、雇用確保の観点はとりわけ近年における物流不動産選定の際の重要な基準の一つ

となっていることから、公共交通機関によるアクセスが容易なエリアを多く擁する首都圏及び関西圏

は、今後も堅調な物流不動産需要が見込まれるものと本投資法人は考えています。

具体的には、本投資法人は、首都圏及び関西圏の物件に80％以上（取得価格ベース）、その他のエリ

ア（首都圏及び関西圏以外であっても、消費地との近接性が認められる等、物流拠点としての立地的な

優位性が確保できる地域）の物件に20％以下（取得価格ベース）の投資を行い、ポートフォリオを構築

する方針です。

（注）上記割合はあくまでも目安であって、本投資法人の地域別のポートフォリオが上記比率のとおりに構築されることを

保証するものではありません。

（ハ）投資対象物件の投資基準

ｉ．物件規模

延床面積5,000㎡以上とします。

ⅱ．築年数

築年数は、原則として30年以内とします（新規投資時点において判断します。）。

ⅲ．耐震性能

原則として、新耐震基準（1981年に施行された建築基準法（昭和25年法律第201号。その後の改正を

含みます。）（以下「建築基準法」といいます。）の構造基準に適合しているものをいいます。以下

同じです。）又はそれと同水準以上の耐震性能を有するものとし、地震予想損失率PML値（再現期間

475年で生じる損害の予想損失額を再調達価格に対する比率（％）で示したものをいいます。以下同じ

です。）が15％以下の投資資産に投資することとします。ただし、投資資産の地震予想損失率PML値が

15％を上回る場合においても、当該投資資産の地震予想損失率PML値が30％を超過せず、かつ、投資資

産に対する投資後のポートフォリオ全体の地震予想損失率PML値（複数の建築物群を対象とし、被害の

相関性を考慮して、建築物群中の１ないし複数の建築物に影響を与える再現期間475年で生じる損害の

予想損失額を再調達価格に対する比率（％）で示したものをいいます。以下同じです。）が15％以下

となることが見込まれる場合には、耐震補強工事の実施又は地震保険の付保等の対応を検討の上、例

外的に投資を検討することがあります。

ⅳ．開発物件

本投資法人は、竣工前の未稼働不動産等への投資を原則として行いません。ただし、未竣工ではあ

るものの、建物の竣工、引渡し、その後のテナント確保についてのリスクが極小化されている（当該

建物の竣工後のテナントが確保できているもののみならず、当該建物の引渡し後一定期間は賃料が発

生しないことが想定されている場合を含みます。）と判断できる投資資産については、当該物件未竣

工時点での売買契約の締結を検討することがあり、また、建物が竣工しており、テナントとの賃貸借
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に係る書面による合意がなされているものの、賃料が未発生かつ相当期間後には賃料が発生すること

が確実な投資資産（いわゆるフリーレント期間中の投資資産）については、投資を行うことがありま

す。また、建替えにより競争力の向上が見込まれる場合や経年劣化に伴い維持管理コスト負担が増加

した場合等には、建替えがポートフォリオに過大な影響を与えない範囲で、建替えを行うことができ

るものとします。

なお、本投資法人は、開発物件を取得する場合には、投資案件の選定時のみならず、不動産等の引

渡しを受ける前にも、後記「（ニ）デュー・デリジェンス基準」記載の各項目の確認を行います。ま

た、当該物件未竣工時点で締結する売買契約がフォワード・コミットメント等に該当する場合には、

後記「ⅵ．フォワード・コミットメント等」に記載の方針に従い、適切なリスク管理に努めます。

ⅴ．物流関連施設に供されることが可能な土地

本投資法人は、ＣＲＥグループ各社が関与する物流関連施設に供されることが可能な土地に限り投

資対象とすることができるものとし、そのポートフォリオ全体に占める組入比率は、原則として10％

（取得価格ベース）を上限とします。

ⅵ．フォワード・コミットメント等

本投資法人は、フォワード・コミットメント等を締結する場合において、分配原資又は本投資法人

のポートフォリオの規模に比して多額の解約違約金を要することとなる場合には、フォワード・コミ

ットメント等締結のリスクについて、慎重に検討します。また、フォワード・コミットメント等にお

いて、売主に対し、過度の責任等を負担することのないよう、責任負担の範囲についても慎重に検討

します。なお、フォワード・コミットメント等を行った物件のうち、フォワード・コミットメント等

に先立って取得した鑑定評価書（当該物件が竣工前の未稼働不動産等であり、鑑定評価書が取得でき

ない場合は、価格調査とします。以下、本「ⅵ．フォワード・コミットメント等」において同じで

す。）の価格時点から物件引渡し時点までの期間が原則６か月を超える物件については、改めて鑑定

評価書を取得し、その結果を開示するものとします。

フォワード・コミットメント等に関する詳細は、別途定める「フォワード・コミットメント等取扱

規程」で定めるものとします。

ⅶ．テナント

ポートフォリオでの収益性確保の観点から、テナントの信用状況、業種及びその業況トレンド、継

続使用の蓋然性、賃料水準及び賃貸借条件について評価の上、選定するものとします。

ⅷ．環境・地質等

建物内有害物質含有状況、土壌汚染・地下水汚染状況等を十分に調査・分析した上で、現況及びそ

の中長期的な影響を検討し、個別物件ごとに総合的に判断します。形質変更時要届出区域として指定

されている土地その他土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地であっても、土壌

汚染対策法に従った措置が講じられている場合等、健康被害等の観点からリスクが小さいと判断され

る場合には取得を行うことができるものとします。

ⅸ．権利関係

完全所有権を原則とします。共有物件の場合、持分割合は原則として50％以上とし、他の所有者の

信用力等を検討の上、個別物件ごとに総合的に判断します。区分所有等の場合も同様に判断します。

ただし、持分割合が50％未満であっても、他の所有者の持分を将来において取得できる機会が存する

場合においては、投資を行うことができるものとします。

また、借地物件については、原則として、建物所有を目的とする借地権付の建物のみを投資対象と

し、借地権設定者の属性を慎重に検討し、地代の改定、借地契約更新時の更新料負担の有無その他の

借地契約の内容等を総合的に検討して判断します。

ⅹ．遵法性

都市計画法（昭和43年法律第100号。その後の改正を含みます。）（以下「都市計画法」といいま

す。）、建築基準法等の関係諸法令を遵守している物件に投資します。

（ニ）デュー・デリジェンス基準

本資産運用会社は、投資資産の選定にあたっては、経済的調査、物理的調査及び法的調査等のデュ

ー・デリジェンスを行います。

デュー・デリジェンスを行うに際して、第三者である専門家より不動産鑑定評価書、建物診断報告書

等を取得し、これらの内容を参考に、原則として下記事項を調査の上、本資産運用会社が投資の可否を

総合的に判断します。
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評価事項 調査事項

経済的調査 テナント調査 ｉ．テナントの信用状況
ⅱ．テナントの賃料支払状況
ⅲ．テナントの業種・業態、業界動向、業界内でのポジショニング及び収益

実績等
ⅳ．テナントの賃借目的と用途、物流作業内容と体制
ｖ．テナントの契約形態、契約期間、契約内容、過去の賃借実績
ⅵ．関連法規の遵守状況
ⅶ．テナントに係る反社会的勢力その他の確認

市場調査 ｉ．当該物件の周辺地域の物流動向と物流ニーズ分析
ⅱ．当該物件の周辺地域のマーケットの賃料と稼働率、中長期の賃料と稼働

率の推移及び将来見通し
ⅲ．当該物件の周辺地域の競合物件とテナント需要動向
ⅳ．当該物件の周辺地域の都市計画、港湾、空港、道路等の物流インフラ開

発・整備計画の動向

収益性調査 ｉ．賃貸借契約形態及び更新の可能性
ⅱ．現行賃料と想定市場賃料の乖離状況及びその将来見通し
ⅲ．修繕履歴及び将来予想される修繕費用負担
ⅳ．公租公課の変動可能性
ｖ．費用水準、支出関連の契約の妥当性

立地評価 ｉ．物流拠点としての用途地域、周辺環境の適格性
ⅱ．物流拠点としての交通立地上の優位性・競争力の把握
ⅲ．物流拠点としての周辺環境における地域将来性
ⅳ．法規制や開発計画に対する公的助成制度の有無

物理的調査 建築・設備・

仕様調査

ｉ．竣工年月日、主要構造、規模、設計・施工者等
ⅱ．建築仕様の確認
　　（構造、有効天井高、有効柱間隔、床耐荷重、床仕上げ、トラックバー

ス、駐車スペース・トラックヤード、庇、事務室、休憩室、スロープ、
ランプウェイ（２階以上のフロアに直接大型車両がアクセスすることが
できる円形の傾斜路をいいます。）等）

ⅲ．主要設備の状況
　　（エレベーター、垂直搬送機、空調・照明・電気通信容量、ドックレベ

ラー等）
ⅳ．電気設備、空調設備、給排水衛生設備、防犯設備、昇降機設備、駐車場

等の状況

建物・管理診断 ｉ．関係法規の遵守状況等
ⅱ．設計図書、建築確認通知書、検査済証等の書類調査
ⅲ．建物管理状況の良否、管理規約の有無・内容、管理者等へのヒアリング
ⅳ．建物状況報告書における将来の修繕費見込み
ｖ．施工業者からの保証及びアフターサービス内容
ⅵ．外構、屋上、外装、内装、設備等への現地調査
ⅶ．近隣住民との協定書の有無

耐震性能診断 ｉ．新耐震基準又はそれと同等の性能を有することの確認
ⅱ．PML値（予想最大損失率）の状況
ⅲ．地歴調査、地質調査に基づく液状化発生の蓋然性の把握

環境・土壌等 ｉ．アスベスト、フロン、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）等の有害物質の使
用・管理状況

ⅱ．土地利用履歴
ⅲ．土壌等の環境調査

評価事項 調査事項

法的調査 権利関係 ｉ．所有権、地上権、借地権等の賃借権、共有・準共有、区分所有、担保の
設定状況等の権利関係

ⅱ．登記関係（登記簿、公図等）
ⅲ．テナントとの賃貸借契約の内容
ⅳ．信託契約の内容
ｖ．行政法規関係（都市計画法等）
ⅵ．訴訟の有無とその状況、相手方との取決め、協定書等
ⅶ．前所有者等の状況

境界調査 境界確定の状況、越境物の有無とその状況及び隣接地権者等との紛争の有無
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ｉ．エンジニアリング・レポート業者（以下「ER業者」といいます。）の選定基準

ER業者を選定する際は、実績があり信用度の高い会社を対象に、報酬水準、財務状況、専門的組織

運営体制、業務実績、第三者性等を総合的に勘案して選定します。

ⅱ．不動産鑑定業者（以下「鑑定業者」といいます。）の選定基準

鑑定業者を選定する際は、実績があり信用度の高い会社を対象に、報酬水準、財務状況、専門的組

織運営体制、業務実績、第三者性等を総合的に勘案して選定します。

③　運営管理方針

（イ）運営管理基本方針

ａ．中長期的な安定収益の確保

本投資法人は、ポートフォリオ全体の中長期的な安定した収益の確保と資産価値の維持・向上を図る

よう努めます。そのために、プロパティマネジメント会社との連携を深め、投資資産の適切な状況把握

を行い、周辺マーケット状況等の情報収集を行い、入居テナントの満足度を高めるよう、運営管理を行

います。

ｂ．ＣＲＥグループのノウハウを活かした管理・運営

本投資法人は、専門性の高いＣＲＥグループの各社のノウハウを活用した最適な管理・運営体制の

下、資産価値を長期的に維持・向上することにより、賃料、稼働率の維持・向上に努めます。本投資法

人は、かかる観点から、適切と判断した場合には、投資資産の管理・運営を、ＣＲＥグループの各社に

委託します。

（ロ）テナント対応方針

ａ．新規テナント誘致方針

中長期的に安定的な収益を確保するため、原則として、一定期間毎に賃貸募集条件の設定等を投資資

産毎に策定し、リーシング活動を行います。

地域及び用途毎の需給の現状と将来の動向予測、テナントニーズ、競合物件の特性等を十分に分析

し、マーケットの把握を行います。

リーシング活動は、主として投資資産毎に選定されたプロパティマネジメント会社に行わせ、必要に

応じて別途テナント仲介会社も活用し、空室期間の短縮や賃貸水準の維持・向上に努めます。

ｂ．入居テナント対応方針

賃料収入の安定的成長と収益の拡大を図るため、投資資産の運用について、随時マーケット調査を行

い、適正な賃料水準を設定します。かかる賃料水準と比較して著しく低廉な賃料で推移する物件につい

ては、賃料改定時に既存テナントとの交渉を行い賃料水準の向上に努めます。

（ハ）プロパティマネジメント会社等の業務委託先の選定方針

本投資法人は、効率的に運営管理の目的を達成するために、運営管理業務をプロパティマネジメント

会社に委託するものとし、当該プロパティマネジメント会社との密接な連携に努めます。

ａ．選定の基準等

プロパティマネジメント会社を選定する際は、実績があり信用度の高い会社を対象に、以下に記載の

事項を基準とし、十分な運営管理能力を有した会社を総合的に勘案して選定します。

・サービスレベルに応じた管理業務報酬が市場水準と比較して、妥当なこと。

・業務を適切に行うための健全な財務状況が維持されていること。

・プロパティマネジメント業務を的確に行うための各種ライセンスを保有し、十分な専門性を確保し

た組織・態勢となっていること。

・本資産運用会社が求める運用業務仕様に基づき、プロパティマネジメント業務を遂行できる運営体

制が構築されていること。

・業界内においてこれまで、プロパティマネジメント会社としての十分な業務実績があること。

・当局による行政処分の有無を含め、風評等に問題が無いこと。

ｂ．プロパティマネジメント会社のモニタリング

プロパティマネジメント会社に対しては、レポーティング状況を含む日常の業務品質、委託投資資産

の稼働状況及び空室のリースアップ等のリーシング実績その他について、計画承認等を通じて定期的に

モニタリングを行い、必要に応じて改善の指導を行います。
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（ニ）テナントとの契約スキーム

本投資法人は、投資資産において、運営管理の効率性などを踏まえて、マスターリース会社からエン

ドテナントに転貸するマスターリース契約を締結することがあります。この場合、マスターリース会社

の選定にあたっては、信用力、会社の規模及び実績等を踏まえて総合的に判断をします。なお、当該投

資資産のプロパティマネジメント会社をマスターリース会社にすることができるものとします。

本投資法人は、新たにマスターリース契約を締結する場合には、投資資産における将来の賃料の見込

み及び収益性等を勘案の上、パススルー型のマスターリース契約又は賃料固定型のマスターリース契約

等のマスターリース契約の形式を選択します。

（ホ）修繕及び資本的支出に関する基本方針

投資資産毎に、適切な工事投資計画を策定し、物件の基本性能、競争力、収益性の維持・向上を図り

ます。そのために、プロパティマネジメント会社との連携を行い、過去の修繕履歴やエンジニアリン

グ・レポートの内容を把握・確認し、投資資産の状況をチェックします。

工事の実施の際には、仕様や金額の妥当性の確認を行った上で、最適な施工業者を選定します。

必要に応じて工事資金を修繕積立金口座に積み立てます。また、ポートフォリオ全体での各期毎の支

出額ができるだけ増減せずにバランスするように考慮します。

（ヘ）付保方針

本投資法人は、建物損害保険の付保に関しては、火災等の災害や事故により生じる建物の損害又は第

三者からの損害賠償請求に対応するため、投資資産の特性に応じ、適正と判断される内容の火災保険及

び包括賠償責任保険等の損害保険を付保するように努めます。

また、本投資法人は、地震保険について、地震予想損失率PML値が15％を超える個別の投資資産につい

て例外的に取得する場合には、当該投資資産の地震予想損失率PML値及びポートフォリオ全体の地震予想

損失率PML値を勘案の上、投資資産毎に当該超過部分相当に対する付保等の措置を検討します。

④　財務方針

（イ）基本方針（安定的な財務運営）

本投資法人は、中長期的な収益の維持・向上を目的とし、安定的かつ健全な財務基盤を構築すること

を基本方針とします。本投資法人は、賃貸借契約の期間と資金調達の期間に係るALM（Asset Liability 

Management）管理に留意しつつ、LTVの水準及び市場環境を考慮しながら、希薄化に留意した上で新投資

口発行を機動的に実施し、また主として長期固定金利による借入金を活用することで、長期的安定性に

重点を置いた財務運営を遂行します。

また、本投資法人のLTVについては45％程度とし、原則として50％を上限として、保守的な水準で運営

することを目指しますが、資産の取得等に伴い、一時的に50％を超えることができるものとします。

（ロ）エクイティ・ファイナンス

本投資法人は、運用資産の長期的かつ安定的な成長を目的として、金融資本市場の動向、経済環境、

新たな資産の取得時期、本投資法人の資本構成及び既存投資主への影響等を総合的に考慮し、投資口の

希薄化に配慮した上で、新投資口の発行を行います。本投資法人は、新投資口の発行に係る資金を、資

産の取得、修繕等、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済（敷金及び保証金の返還並びに借入

金の債務の返済を含みます。）等に充当することができます。

新投資口の発行は、LTV等、本投資法人の財務状態を考慮し決定します。

（ハ）デット・ファイナンス

本投資法人は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済

（敷金及び保証金の返還並びに借入金の債務の返済を含みます。）等の資金の手当てを目的として、資

金を借入れ又は投資法人債（短期投資法人債を含みます。以下、本（ハ）において同じです。）を発行

することができます（規約第37条第１項及び第２項）。借入金及び投資法人債発行の限度額はそれぞれ

１兆円とし、その合計額が１兆円を超えないものとします（規約第37条第４項）。なお、本投資法人が

資金を借り入れる場合は、金融商品取引法に規定する適格機関投資家（租税特別措置法施行令（昭和32

年政令第43号。その後の改正を含みます。）（以下「租税特別措置法施行令」といいます。）における

「投資法人に係る課税の特例」に規定された機関投資家に限ります。）からの借入れに限ります（規約

第37条第１項）。また、借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合につき、本投資法人は投資資

産を担保として提供することができます（規約第37条第３項）。
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本投資法人は、資金の借入れ及び投資法人債の発行に当たり、長期借入比率、固定比率、返済期限ま

での残存期間等を含め、総合的に財務の安定性を確保するよう努めます。また、本投資法人は、資産の

取得、債務の返済等への対応を機動的に行うため、極度借入枠設定契約、コミットメントライン等の融

資枠の設定を検討します。

（ニ）デリバティブ取引

本投資法人は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを

目的とした運用に限って、金融商品取引法に定めるデリバティブ取引（投資信託及び投資法人に関する

法律施行令（平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法施行令」といいま

す。）第3条第2号に定めるものをいいます。）に係る権利（規約第32条第４項第７号）に投資すること

があります。

（ホ）利益超過分配

物流関連施設は、土地建物価格に占める建物価格比率が高いという特性を有し、減価償却費が他のア

セットクラスに比較して高めに計上される傾向があります。そこで、本投資法人は、安定的な分配の維

持又は本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断した場合、法令等（一

般社団法人投資信託協会（以下「投信協会」といいます。）の定める規則等を含みます。以下、本項目

において同じです。）において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた

金銭として分配することができます（注）。また、分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における

要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の

分配をすることができます。

更に、本投資法人は、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当など

の他の選択肢についても検討の上、原則として毎期継続的に利益を超えた金銭を分配する方針です。た

だし、経済環境、不動産市況、本投資法人の財務状況等を勘案し、利益を超えた金銭の分配を行わない

場合もあります。なお、継続的な利益超過分配の水準は、当面の間、当該営業期間の減価償却費の30％

に相当する金額を目途にして、総合的に判断して決定します。

また、本投資法人は、新投資口発行等の資金調達等により、投資口の希薄化又は多額の費用負担が生

じ、一時的に１口当たり分配金の水準が一定程度減少することが見込まれる場合には、１口当たり分配

金の金額を平準化することを目的として、継続的な利益超過分配に加え、一時的な利益を超えた金銭の

分配を行うことがあります。ただし、継続的な利益超過分配と合わせて当該営業期間の減価償却費の

60％に相当する金額を限度とします。

利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）を実施する場合のイメージ図は、以下のとおりです。

（注）クローズド・エンド型の投資法人は、投信協会の定める規則において、一時差異等調整引当額の増加額に相当する

分配についてはその全額、税法上の出資等減少分配に該当する分配（通常の利益超過分配）については計算期間の

末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額（譲渡、除

却又は滅失その他これらに類する事由により計算期間中に計上しなくなった資産に係る前計算期間の末日に計上さ

れた減価償却累計額を除きます。）を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として、利益の金額を超える金

銭の分配を行うことができると定められています。

上記はあくまでイメージであり、純資産の部に対する利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）の比

率等を示すものではありません。実際には、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の

状況等により、利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）の額は変動し、又は利益を超えた金銭の分配

（出資の払戻し）が行われない可能性もあります。
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（２）【投資対象】

①　投資対象とする資産の種類

本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等資産に投資を行うこと

を通じてその資産の運用を行い（規約第30条）、後記「（イ）不動産等」及び「（ロ）不動産対応証券」に

投資します（規約第32条）。

（イ）不動産等

不動産等とは、以下に掲げるものをいいます。

ａ．不動産

ｂ．不動産の賃借権

ｃ．地上権

ｄ．不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（不動産に付随する金銭と併せて信託す

る包括信託を含みます。）

ｅ．信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とす

る金銭の信託の受益権

ｆ．当事者の一方が相手方の行う前記ａ．からｅ．に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がそ

の出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を

行うことを約する契約に係る出資の持分（以下、本①において「匿名組合出資持分」といいます。）

ｇ．信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受

益権

（ロ）不動産対応証券

不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の２分の１を超える額を不動産等に投資することを目的とす

る以下に掲げるものをいいます。

ａ．優先出資証券（資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。）（以

下「資産流動化法」といいます。）第２条第９項に定める優先出資証券をいいます。）

ｂ．受益証券（投信法第２条第７項に定める受益証券をいいます。）

ｃ．投資証券（投信法第２条第15項に定める投資証券をいいます。）

ｄ．特定目的信託の受益証券（資産流動化法第２条第15項に定める特定目的信託の受益証券（前記（イ）

ｄ．、ｅ．又はｇ．に掲げる資産に該当するものを除きます。）をいいます。）

（ハ）本投資法人は、前記（イ）及び（ロ）に掲げる不動産等及び不動産対応証券のほか、以下に掲げる特

定資産に投資することができます。

ａ．預金

ｂ．コールローン

ｃ．国債証券（金融商品取引法第２条第１項第１号に定める国債証券をいいます。）

ｄ．地方債証券（金融商品取引法第２条第１項第２号に定める地方債証券をいいます。）

ｅ．金銭債権（投信法施行令第３条第７号に定める金銭債権をいいます。）

ｆ．有価証券（金融商品取引法第２条第１項に定める有価証券及び同条第２項の規定により有価証券とみ

なされる権利のうち、前記（イ）及び（ロ）並びに本（ハ）に定めるものを除きます。）

ｇ．デリバティブ取引に係る権利（投信法施行令第３条第２号に定めるデリバティブ取引に係る権利をい

います。）

ｈ．再生可能エネルギー発電設備（投信法施行令第３条第11号に定める再生可能エネルギー発電設備をい

います。）

ｉ．主として前記ｈ．に掲げる資産を実質的な裏付け資産とする信託の受益権、匿名組合出資持分その他

の特定資産

（ニ）本投資法人は、必要がある場合には不動産等又は不動産対応証券への投資に付随して以下に掲げる資

産に投資することができます。

ａ．商標法（昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。）に基づく商標権等（商標権又はその専用

使用権若しくは通常使用権をいいます。）

ｂ．著作権法（昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。）に基づく著作権等

ｃ．温泉法（昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。）に定める温泉の源泉を利用する権利及び

当該温泉に関する設備等
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ｄ．動産（民法（明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。）（以下「民法」といいます。）で規

定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。ただ

し、前記（ハ）ｈ．に定めるものを除きます。）

ｅ．民法上の地役権

ｆ．地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。）に基づく算

定割当量その他これに類似するもの又は排出権（温室効果ガスに関する排出権を含みます。）

ｇ．前記ａ．からｆ．に定めるもののほか、不動産等又は不動産対応証券への投資に付随して取得が必要

となるその他の権利

（ホ）金融商品取引法第２条第２項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行

されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、前記（イ）から（ニ）を適用す

るものとします。

②　投資基準及び用途別、地域別等による投資割合

投資基準及び用途別、地域別等による投資割合については、前記「（１）投資方針　②ポートフォリオの

構築方針」をご参照ください。

③　海外不動産保有法人の株式等

該当事項はありません。
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（３）【分配方針】

本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします（規約第39条）。

①　分配方針（規約第39条第１号）

（イ）投資主に分配する金銭の総額のうち、利益は、投信法第136条第１項に規定する利益をいいます。

（ロ）分配金額は、原則として投資法人に係る課税の特例規定に規定される本投資法人の配当可能利益の額

（以下「配当可能利益の額」といいます。）の100分の90に相当する金額（法令改正等により当該金額の

計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下同じです。）を超えるものとします。なお、

本投資法人は、運用資産の維持若しくは価値向上、又は、安定的な分配の維持に必要と認められる長期

修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、買換特例圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれら

に類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができま

す。

②　利益を超えた金銭の分配（規約第39条第２号）

本投資法人は、安定的な分配の維持又は本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適

切と判断した場合、法令等（投信協会の定める規則等を含みます。）において定める金額を限度として、本

投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。また、分配金額が投資法人

に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決

定した金額をもって金銭の分配をすることができます。

更に、本投資法人は、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当などの他

の選択肢についても検討の上、原則として毎期継続的に利益を超えた金銭を分配する方針です。ただし、経

済環境、不動産市況、本投資法人の財務状況等を勘案し、利益を超えた金銭の分配を行わない場合もありま

す。

③　金銭の分配方法（規約第39条第３号）

本「（３）分配方針」に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から３か月以内に、

決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口

数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。

④　分配金請求権の除斥期間（規約第39条第４号）

本投資法人は、本「（３）分配方針」に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満３年を

経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないもの

とします。

⑤　一般社団法人投資信託協会の規則（規約第39条第５号）

本投資法人は、上記①から④までのほか、金銭の分配にあたっては、投信協会の定める規則等に従うもの

とします。
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（４）【投資制限】

①　規約に基づく投資制限

規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。

（イ）資産の流動性等について（規約第31条第４項及び第５項）

ａ．本投資法人は、不動産等又は不動産対応証券等の資産の運用にあたっては、運用する資産の流動性に

留意してこれを行うものとします。

ｂ．本投資法人は、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産（不動産、不動産の賃借権若

しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいま

す。）の価額の合計額の割合が100分の75以上となるようにその資産を運用するものとします。

（ロ）投資制限（規約第33条第１項及び第２項）

ａ．本投資法人は、前記「（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類（ハ）ｅ．」に掲げる金銭債権

及び前記「（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類（ハ）ｆ．」に掲げる有価証券への投資

を、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わな

いものとします。

ｂ．本投資法人は、前記「（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類（ハ）ｇ．」に掲げるデリバテ

ィブ取引に係る権利への投資を、金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ

行うものとします。

（ハ）収入金等の再投資（規約第34条）

本投資法人は、運用資産の譲渡代金、有価証券に係る利息、配当金及び償還金、金銭債権に関する利

息及び遅延損害金、不動産に関する匿名組合出資持分に係る分配金、不動産の賃貸収入その他収入金、

並びに敷金及び保証金を投資又は再投資に充当することができます。

（ニ）組入資産の貸付けの目的及び範囲（規約第35条）

ａ．本投資法人は、特定資産である不動産について、運用を図ることを目的とし第三者との間で賃貸借契

約を締結し貸付けを行うことを原則とし、特定資産である信託受益権に係る信託財産である不動産に

ついては当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結させ貸付けを行うことを原則としま

す。

ｂ．本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、

かかる収受した金銭を本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに従い運用します。

ｃ．本投資法人は、運用資産に属する不動産以外の運用資産の貸付けを行うことがあります。

（ホ）借入金及び投資法人債発行の限度額等（規約第37条第２項から第４項まで）

ａ．借入れ及び投資法人債の発行により調達した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投

資法人の運営に要する資金又は債務の返済（敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債

務の返済を含みます。）等とします。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は

目的については、法令に定める範囲に限られるものとします。

ｂ．借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供するこ

とができます。

ｃ．借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ１兆円とし、その合計額が１兆円を超えないものと

します。

②　金融商品取引法及び投信法による投資制限

本投資法人は、金融商品取引法及び投信法による投資制限に従います。かかる投資制限のうち、主なもの

は以下のとおりです。

なお、利害関係人等との取引制限については、後記「第二部 投資法人の詳細情報　第３管理及び運営　２

利害関係人との取引制限」をご参照ください。

（イ）資産運用会社による運用に対する制限

登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産

運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結

果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、主なものは以下

のとおりです。
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ａ．自己取引等

資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用

を行うこと（金融商品取引法第42条の２第１号）。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正

を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内

閣府令（平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。）（以下「業府令」といいます。）第128

条で定めるものを除きます。

ｂ．運用財産の相互間取引

資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引

法第42条の２第２号）。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引

業の信用を失墜させるおそれがないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。

ｃ．第三者の利益を図る取引

資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又

は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根

拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第３号）。

ｄ．投資法人の利益を害する取引

資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を

害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の３第

４号）。

ｅ．分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止

資産運用会社が、以下の権利又は有価証券について、これに関して出資され、又は拠出された金銭

（これに類するものとして金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）

（以下「金商法施行令」といいます。）で定めるものを含みます。）が、当該金銭を充てて行われる事

業を行う者の固定財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は

有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして業府令第125条で定めるもので

ない場合に、当該権利又は有価証券についての取引（金融商品取引法第２条第８項第１号、第２号又は

第７号から第９号に掲げる行為をいいます。）を行うこと（金融商品取引法第40条の３）。

ｉ．金融商品取引法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利

ⅱ．金融商品取引法第２条第１項第21号に掲げる有価証券（金商法施行令で定めるものに限りま

す。）

ⅲ．金融商品取引法第２条第２項第７号に掲げる権利（金商法施行令で定めるものに限ります。）

ｆ．その他業府令で定める取引

前記のほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又

は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める以下の行為（金融商品取引法第42条の

２第７号、業府令第130条）。

ｉ．資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行う

ことを内容とした運用を行うこと（業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。）（業府令第

130条第１項第１号）。

ⅱ．資産運用会社が自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引

を行うことを内容とした運用を行うこと（同項第２号）。

ⅲ．第三者（資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。）の利益を図るため、その行う投資

運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを

内容とした運用を行うこと（同項第３号）。

ⅳ．他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと（同項第４号）。

ｖ．有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをする

ことを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと（同項第５号）。

ⅵ．第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

（ただし、資産運用会社が予め個別の取引ごとに全ての権利者に当該取引の内容及び当該取引を

行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て行うものを除きます。）（同項第６号）。

ⅶ．その他業府令で定める内容の運用を行うこと。

（ロ）同一株式の取得制限

登録投資法人は、同一の法人の発行する株式につき、登録投資法人の保有する当該株式に係る議決権

の総数が、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えることとなる場合には、当該株式を取得する

ことができません（投信法第194条第１項、投信法施行規則第221条）。
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ただし、国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令その他の制限により、投信法第

193条第１項第３号から第５号までに掲げる取引を行うことができない場合において、専らこれらの取引

を行うことを目的とするなどの要件を満たす法人の発行する株式を取得するときは、適用されません

（投信法第194条第２項、投信法施行令第116条の２、投信法施行規則第221条の２）。

（ハ）自己の投資口の取得及び質受けの制限

投資法人は、自らが発行した投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。ただ

し、以下に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません（投

信法第80条第１項、規約第８条第２項）。

ａ．投資主との合意により当該投資口を有償で取得する場合

ｂ．合併後消滅する投資法人から当該投資口を承継する場合

ｃ．投信法の規定により当該投資口の買取りをする場合

ｄ．その他投信法施行規則で定める場合

（ニ）子法人による親法人投資口の取得制限

他の投資法人（子法人）の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資法人（親法

人）の投資口については、以下に掲げる場合を除くほか、当該子法人は、取得することができません

（投信法第81条第１項及び第２項）。なお、他の投資法人の発行済投資口の過半数の投資口を、親法人

及び子法人又は子法人が有するときは、当該他の投資法人はその親法人の子法人とみなされます（投信

法第81条第４項）。

ａ．合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合

ｂ．その他投信法施行規則で定める場合

③　その他の投資制限

（イ）有価証券の引受け及び信用取引

本投資法人は、有価証券の引受け及び信用取引は行いません。

（ロ）集中投資及び他のファンドへの投資

集中投資及び他のファンドへの投資について制限はありません。
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３【投資リスク】

（１）リスク要因

以下には、本投資法人の投資口（以下「本投資証券」又は「本投資口」ということがあります。）又は本投

資法人が発行する投資法人債（以下「本投資法人債券」又は「本投資法人債」といいます。）への投資に関し

てリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券又は本

投資法人債券への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在

します。また、本投資法人が保有している資産に特有のリスクについては、後記「５運用状況（２）投資資産 

③ その他投資資産の主要なもの」を併せてご参照ください。

本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが顕在化した場合、本

投資証券又は本投資法人債券の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなることもあると予想され、その結

果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の低下、その他

財務状況の悪化による分配金の減少が生じたり、本投資法人債券の利子支払いや元本償還が滞る可能性があり

ます。

各投資家又は投資法人債権者は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討

した上で本投資証券又は本投資法人債券に関する投資判断を行う必要があります。

なお、本書に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限り、これらの事項は

本書の提出日現在における本投資法人及び本資産運用会社の判断によるものです。

本項に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。

①　投資証券又は投資法人債券の商品性に関するリスク

（イ）本投資証券又は本投資法人債券の市場価格の変動に関するリスク

（ロ）本投資証券の市場での取引に関するリスク

（ハ）金銭の分配・自己投資口の取得等に関するリスク

（ニ）収入及び支出の変動に関するリスク

（ホ）投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことに関するリスク

（ヘ）投資口の追加発行時の１口当たりの価値の希薄化に関するリスク

（ト）本投資法人債券の償還・利払に関するリスク

②　本投資法人の運用方針に関するリスク

（イ）投資対象が物流関連施設に特化していることによるリスク

（ロ）少数のテナントに依存していることによるリスク

（ハ）シングルテナント物件に関するリスク

（ニ）ＣＲＥ等からの物件取得が想定どおり行えないリスク

（ホ）PM会社に関するリスク

（ヘ）不動産を取得又は処分できないリスク

（ト）投資口の追加発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク

（チ）レバレッジ投資及びLTVに関するリスク

（リ）敷金及び保証金に関するリスク

③　本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク

（イ）ＣＲＥとそのグループ会社への依存、利益相反に関するリスク

（ロ）本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク

（ハ）本投資法人の役員及び本資産運用会社の人材（個人の能力、経歴、ノウハウ）に依存しているリスク

（ニ）本投資法人の投資方針及び運用体制の変更に関するリスク

（ホ）本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク

④　不動産及び信託の受益権に関する法的リスク

（イ）不動産の欠陥・瑕疵・契約不適合及び境界に関するリスク

（ロ）不動産の売却に伴う責任に関するリスク

（ハ）賃貸借契約に関するリスク

（ニ）災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化並びに周辺環境の悪化に伴うリスク

（ホ）不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク

（ヘ）不動産の地域的な偏在に関するリスク

（ト）不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク
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（チ）地球温暖化対策に関するリスク

（リ）法令の制定・変更に関するリスク

（ヌ）売主の倒産等の影響を受けるリスク

（ル）マスターリース会社に関するリスク

（ヲ）転貸に関するリスク

（ワ）テナント等による不動産の利用状況に関するリスク

（カ）区分所有建物に関するリスク

（ヨ）共有物件に関するリスク

（タ）借地物件に関するリスク

（レ）借家物件に関するリスク

（ソ）開発中の物件に関するリスク

（ツ）底地物件に関するリスク

（ネ）仮換地及び保留地に関するリスク

（ナ）有害物質に関するリスク

（ラ）不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク

（ム）信託の受益権の準共有等に関するリスク

（ウ）フォワード・コミットメント等に関するリスク

⑤　税制に関するリスク

（イ）導管性要件に関するリスク

（ロ）税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク

（ハ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク

（ニ）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク

（ホ）同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないリスク

（ヘ）借入れに係る導管性要件に関するリスク

（ト）投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないリスク

（チ）一般的な税制の変更に関するリスク

⑥　その他

（イ）専門家の意見への依拠に関するリスク

（ロ）減損会計の適用に関するリスク

（ハ）過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク

①　投資証券又は投資法人債券の商品性に関するリスク

（イ）本投資証券又は本投資法人債券の市場価格の変動に関するリスク

本投資法人は、投資主からの請求による払戻しを行わないクローズド・エンド型であるため、投資主

が本投資証券を換価する手段は、原則として第三者に対する売却に限定されます（ただし、本投資法人

は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができます（規約第８条第２

項）。）。

本投資法人債券は金融商品取引所に上場されておらず、相対で譲渡する他に換金の手段がないため、

本投資法人の信用力や本投資法人債券の諸条件に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資

法人債券の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、損失を被る可能性があります。

本投資証券又は本投資法人債券の市場価格は、金融商品取引所における需給により影響を受け、一定

の期間内に大量の売却が出た場合には、大きく価格が下落する可能性があります。また、市場価格は、

金利情勢、経済情勢、不動産市況、新型コロナウイルス等の感染症の感染状況やこれらに対する各国政

府の措置等その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けて変動します。本投資法人若しくは本資産運

用会社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督官庁による行政処分の勧告や行政処

分が行われた場合にも、本投資証券又は本投資法人債券の市場価格が下落することがあります。

そのため、投資主又は投資法人債権者は、本投資証券又は本投資法人債券を投資主又は投資法人債権

者が希望する時期及び条件で取引できるとの保証はなく、また、本投資証券又は本投資法人債券を取得

した価格で売却できない可能性や本投資証券又は本投資法人債券の譲渡自体が事実上不可能となる場合

があり、その結果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。
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（ロ）本投資証券の市場での取引に関するリスク

本投資証券は、2018年２月７日から東京証券取引所において売買が開始されました。しかし、本投資

証券の上場後に、一定期間金銭の分配を行わないこと、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高

の減少その他の東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に抵触する場合には、上場が

廃止されます。

本投資証券の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲渡する他に換金の手

段がないため、本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲

渡自体が事実上不可能となる場合があり、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。

（ハ）金銭の分配・自己投資口の取得等に関するリスク

本投資法人は前記「２投資方針（３）分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の

分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではあり

ません。本投資法人が取得又は保有する不動産等及び不動産対応証券の裏付けとなる不動産等（以下、

本「（１）リスク要因」において「不動産」と総称します。）の賃貸状況、売買や管理・運営に伴う収

益及び費用の状況等により、期間損益が変動し、投資主への分配金が増減し又は一切分配されないこと

があります。

また、本投資証券に対して投下された投資主からの投資金額については、いかなる保証も付されてお

らず、金融機関の預金と異なり預金保険等の対象でもありません。本投資法人について破産その他の倒

産手続が開始された場合や本投資法人が解散した場合には、投資主は配当・残余財産の分配等において

最劣後の地位に置かれ、投資金額の全部又は一部の回収が不可能となる可能性があります。

更に、本投資法人は、前記「２投資方針（３）分配方針 ② 利益を超えた金銭の分配（規約第39条第

２号）」に記載のとおり、利益超過分配を実施することがありますが、利益を超えた金銭の分配は、実

質的には出資の払戻しに相当しますので、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純

資産は減少することになります。また、これにより手元資金が減少することとなるため、突発的な事象

等により本投資法人の想定を超えて資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可

能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。

このほかに、本投資法人は、投資主価値の向上につながると判断した場合には役員会の決定に基づき

自己投資口の取得を行うことがありますが、役員会で自己投資口の取得について決定が行われた場合で

も、実際に投資口の取得が行われる保証はなく、また、行われた場合でも役員会で決定された上限に至

るまで行われる保証はありません。加えて、取得した自己投資口は相当の時期に処分又は消却をしなけ

ればならず、必ずしも本投資法人にとって有利な時期及び価格で処分できる保証はありません。

（ニ）収入及び支出の変動に関するリスク

本投資法人の収入は、不動産の賃料収入に主として依存しています。不動産に係る賃料収入は、不動

産の稼働率の低下等により、大きく減少する可能性があるほか、テナントとの協議や賃借人からの請求

等により賃料が減額されたり、契約どおりの増額改定を行えない可能性もあります（これら不動産に係

る賃料収入に関するリスクについては、後記「④ 不動産及び信託の受益権に関する法的リスク（ハ）賃

貸借契約に関するリスク」をご参照ください。）。本書において開示されている保有資産の年間賃料合

計等も、当該不動産の今後の年間賃料合計等と必ずしも一致するものではありません。また、当該不動

産に関して締結される賃貸借契約に基づく賃料が、一般的な賃料水準に比して適正な水準にあるとは限

りません。

一方、収入の減少だけでなく、退去するテナントへの預り敷金及び保証金の返還、大規模修繕等に要

する費用支出、多額の資本的支出、不動産の取得や管理等に要する費用、その他不動産に関する支出及

び支払金利が状況により増大し、キャッシュ・フローを減ずる要因となる可能性があります。

このように、不動産からの収入が減少する可能性があるとともに、不動産に関する支出は増大する可

能性があり、これら双方又はいずれか一方の事由が生じた場合、投資主への分配金額が減少したり、本

投資法人債券の利子支払いや元本償還が滞ったり、本投資法人の投資口１口当たり又は本投資法人債券

の価値が下落する可能性があります。

（ホ）投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことに関するリスク

本投資法人の投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき本投資法人の意思決定に参画で

きる他、本投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における

株主の権利とは必ずしも同一ではありません。例えば、金銭の分配に係る計算書を含む本投資法人の計

算書類等は、役員会の承認のみで確定し（投信法第131条第２項）、投資主総会の承認を得る必要はない

ことから、投資主総会は、必ずしも、決算期ごとに招集されるわけではありません。また、投資主が投
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資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、規約第15条第３項及び第４項に規定する場合

を除き、当該投資主はその投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これ

らのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するも

のとみなされます（投信法第93条第１項、規約第15条第１項）。更に、本投資法人は、資産の運用に係

る業務その他の業務を本資産運用会社その他の第三者に委託しています。

これらの要因により、投資主による資産の運用に係る業務その他の業務に対する統制が効果的に行え

ない可能性もあります。

（ヘ）投資口の追加発行時の１口当たりの価値の希薄化に関するリスク

本投資法人は、資産の取得等のために新投資口を随時追加発行することがありますが、かかる追加発

行により既存の投資主の保有する投資口の持分割合が減少します。また、本投資法人の営業期間中に追

加発行された投資口に対して、当該営業期間の期初から存在する投資口と同額の金銭の分配が行われる

ため、既存の投資主は、追加発行がなかった場合に比して、悪影響を受ける可能性があります。

更に、追加発行の結果、本投資法人の投資口１口当たりの価値が下落したり、市場における需給バラ

ンスが影響を受ける可能性があります。

（ト）本投資法人債券の償還・利払に関するリスク

本投資法人の信用状況の悪化その他の事由により、本投資法人債券について元本や利子の支払が滞っ

たり、支払不能が生じるリスクがあります。

②　本投資法人の運用方針に関するリスク

（イ）投資対象が物流関連施設に特化していることによるリスク

本投資法人は、物流関連施設を投資対象としていますが、本投資法人はこれに伴う特有のリスクを抱

えています。

まず、物流関連施設に対する需要は、日本経済全体の動向、特に流通量の動向に影響を与える様々な

事象による影響を受けています。これには、今後の日本の景気動向、生産活動の海外移転等の進捗状

況、人口の推移、生産活動と消費活動を結ぶ流通形態の変化などが含まれます。また、本投資法人が投

資対象としている物流関連施設には海外への輸出拠点又は海外からの輸入拠点として使用される物件も

含まれることから、テナント需要は、為替等の経済情勢にも左右される可能性があります。これらの推

移によっては、本投資法人が投資対象とする物流関連施設に対する需要が全般的に減少し、その結果、

本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。

物流関連施設全体に対する需要が減少しない場合でも、今後の生産拠点や物流形態の変化等により、

特定の物流関連施設に対する需要が低下し、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。例

えば、生産拠点の移転、新たな道路網の整備等により、既存の物流拠点がその立地上の優位性を失い、

当該物流関連施設のテナント需要が低下する可能性があります。また、現状の船舶、鉄道、航空機、自

動車による物流輸送の役割が、技術革新や、インフラの利便性の変化、環境関連法規の制定による規制

等により大きく変化した場合、それぞれを主要な輸送手段とする物流関連施設の役割が衰退することと

なり、当該物流関連施設のテナント需要が低下する可能性もあります。

更に、特定の物流関連施設の周辺の市街地化により、共同住宅・戸建住宅や学校・病院等の公益施設

の建設が近隣で行われ、周辺環境が変動し、テナントの操業に支障が発生することがあります。その結

果、テナント需要が後退し、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性なども考えられます。また、既

存テナントが退去した場合、物流関連施設は他の用途の不動産と比較して、代替テナントとなりうる者

が限定されるため、代替テナントが入居するまでの空室期間が長期化する可能性があります。

上記のほかにも、本投資法人が物流関連施設を投資対象としていることから、その建物の特性、適用

規制、テナント特性等に起因して、特有のリスクが生じ、これらが本投資法人の収益に悪影響を及ぼす

可能性があります。

（ロ）少数のテナントに依存していることによるリスク

本投資法人の保有する資産は、一部の少数のテナントへ賃貸されており、本投資法人の収入は、かか

るテナントに大きく依存しています。これらのテナントの財務状況及び経営成績が悪化し、賃料支払が

遅延したり、中途解約その他の理由により物件から退去した場合には、本投資法人の収益等に大きな悪

影響が生じる可能性があります。本投資法人は、保有する資産に関して締結している賃貸借契約におい

て、可能な限り中途解約時にも未経過賃料相当額を違約金として支払う義務を賃借人に負わせる方針で

すが、一定期間経過後又は一定の時期に残期間全額の賃料を支払わずに解約する権利や賃貸借期間を短
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縮する権利等が賃借人に留保されている場合もあり、必ずしも賃貸借契約期間の全期間にわたり賃料を

収受できることが契約上保証されているわけではありません。

（ハ）シングルテナント物件に関するリスク

本投資法人の保有する資産の一部は、単一のテナントへ物件全体を賃貸するいわゆるシングルテナン

ト物件です。

このような物件において既存テナントが退去した場合、当該物件の稼働率が大きく減少し、代替テナ

ント確保のために賃料水準を引き下げざるを得なくなり、賃料収入に大きな影響を及ぼす可能性があり

ます。また、新たなテナントのニーズに合わせて本投資法人の負担で大規模な工事を行わざるを得なく

なる可能性もあります。特に、特定のテナントのニーズに合わせて開発されるビルド・トゥ・スーツ型

物流不動産において、これらのリスクが顕著となる可能性があります。

更に、このようなシングルテナントを含む、単一又は少数の核となる大規模テナントが存在する物件

においては、当該テナントとの間で、優先購入権や処分禁止に関する合意（その内容は様々です。）が

なされることがあり、物件の所有権又はこれらを信託財産とする信託の受益権を第三者に売却しようと

する場合に、当該テナントに優先購入権が与えられている等により、物件の自由な売却その他の処分が

制限される場合があります。かかる合意がなされている場合、取得及び売却により多くの時間や費用を

要したり、価格の減価要因となる可能性があります。

（ニ）ＣＲＥ等からの物件取得が想定どおり行えないリスク

本投資法人及び本資産運用会社は、ＣＲＥ及びストラテジック・パートナーズとの間でスポンサーサ

ポート契約を締結し、外部成長のためのパイプラインサポートを受けることとしています。しかし、ス

ポンサーサポート契約は、本投資法人及び本資産運用会社に、特定の物件についての優先的売買交渉権

及びその他の物件について優先的に情報の提供を受ける権利を与えるものにすぎず、ＣＲＥは、本投資

法人に対して、物流関連施設を本投資法人の希望する価格で売却する義務を負っているわけではありま

せん。すなわち、本投資法人は、同契約により、本投資法人が適切であると判断する物件を適切な価格

でＣＲＥから取得できることまで確保されているわけではありません。

また、本投資法人は、本資産運用会社と本資産運用会社の親会社であるＳＭＦＬみらいパートナーズ

株式会社との間で締結されたサポート契約に基づき、外部成長のためのパイプラインサポートを受ける

こととしています。しかし、サポート契約は、本資産運用会社に、特定の物件についての情報の提供を

受ける権利を与えるものにすぎず、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、本投資法人に対して、物

流関連施設を本投資法人の希望する価格で売却する義務を負っているわけではありません。すなわち、

本投資法人は、同契約により、本投資法人が適切であると判断する物件を適切な価格でＳＭＦＬみらい

パートナーズ株式会社から取得できることまで確保されているわけではありません。

したがって、本投資法人は、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産

のポートフォリオを構築できない可能性があります。

（ホ）PM会社に関するリスク

一般に、賃借人の管理、建物の保守管理等不動産の管理業務全般の成否は、PM会社の能力、経験、ノ

ウハウによるところが大きく、本投資法人が取得し又は保有する不動産の管理についても、管理を委託

するPM会社の業務遂行能力に強く依拠することになります。管理委託先を選定するにあたっては、当該

PM会社の能力・経験・ノウハウを十分考慮することが前提となりますが、そのPM会社における人的・財

産的基盤が維持される保証はありません。また、複数の不動産に関して、他の顧客（他の不動産投資法

人を含みます。）から不動産の管理及び運営業務を受託し、本投資法人の投資対象である不動産に係る

PM業務と類似又は同種の業務を行う可能性があります。これらの場合、当該PM会社は、本投資法人以外

の者の利益を優先することにより、本投資法人の利益を害する可能性があります。

本投資法人は、PM会社につき、業務懈怠又は倒産事由が認められた場合、管理委託契約を解除するこ

とはできますが、後任のPM会社が任命されるまではPM会社不在又は機能不全のリスクが生じるため、一

時的に当該不動産の管理状況が悪化する可能性があります。

また、本投資法人は、専門性の高いＣＲＥグループの各社のノウハウを活用した最適な管理・運営体

制の下、資産価値を長期的に維持・向上することにより、賃料、稼働率の維持・向上に努めます。かか

る観点から、適切と判断した場合には、投資資産の管理・運営を、ＣＲＥグループの各社に委託します

が、PM会社がＣＲＥグループの各社か否かを問わず、選定したPM会社における人的・財産的基盤が今後

も優良であるとの保証はありません。したがって、PM会社の業務遂行能力が低下した場合やPM会社が交

代する場合には、当該不動産の管理状況が悪化し、収益の悪化等により本投資法人に予想外の損害が発
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生する可能性があります。

（ヘ）不動産を取得又は処分できないリスク

不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強く代替性及び流動性が低いため、希望する時期に希

望する物件を取得又は処分できない可能性があります。また、不動産投資信託その他のファンド及び投

資家等による不動産に対する投資が活発化した場合、必ずしも、本投資法人が取得を希望した不動産を

取得することができるとは限りません。また、取得が可能であったとしても、物件の精査（デュー・デ

リジェンス）に相当程度の時間と費用を要し、また、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の

条件で取引を行えない可能性等もあります。更に、本投資法人が不動産を取得した後にこれらを処分す

る場合にも、投資採算の視点から希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もありま

す。その結果、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産のポートフォリ

オを構築できない可能性があります。

（ト）投資口の追加発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク

投資口の追加発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の経済的信

用力、金融市場の情勢その他の要因による影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件

で、投資口の追加発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行を行うことができる保証はありません。本

投資法人において、これらの方法による資金調達ができなかった場合、予定した資産を取得できなかっ

たり、予定しない資産の売却を余儀なくされたり、資金繰りがつかなくなる可能性があります。

次に、本投資法人が金銭の借入れ又は投資法人債の発行を行う場合において、当該金銭の借入れ又は

投資法人債の発行の条件として、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持する、本投資法

人の信用状態に関する評価を一定の水準に維持する、又は投資主への金銭の分配を制約する等の投資法

人が金銭の借入れ又は投資法人債の発行を行う際に一般的とされる財務制限条項が設けられることがあ

ります。本書の提出日現在、本投資法人の金銭の借入れについても、かかる財務制限条項が設けられ、

また、本投資法人が発行する投資法人債には担保提供制限条項が設けられており、本投資法人の財務状

況等によって規約の変更が制限される等の可能性があり、このような制約が本投資法人の運営に支障を

もたらし、又は投資主に対する金銭の分配額や投資法人債権者に対する支払額等に悪影響を及ぼす可能

性があります。加えて、これらの制限に違反した場合には、追加の担保設定や費用負担等を求められ、

又は当該借入れに係る借入金若しくは投資法人債の元利金について期限の利益を喪失する等の可能性が

あり、その結果、本投資法人の運営に重大な悪影響が生じる可能性があります。なお、本投資法人の本

書の提出日現在の借入金については、一般的な財務制限条項が設けられておりますが、本書の提出日現

在において、当該財務制限条項に抵触する事実又は抵触するおそれがある事実は生じていません。

本投資法人の運用資産に新たな担保が設定された場合、本投資法人が担保の設定された運用資産の売

却を希望したとしても、担保の解除手続その他の事情により、希望通りの時期に売却できない可能性又

は希望する価格で売却できない可能性があります。また、収益性の悪化等により運用資産の評価額が引

き下げられた場合、他の借入れを行う場合又は他の投資法人債を発行する場合等、一定の条件のもとに

投資対象不動産に対して追加して担保を設定することを要求される可能性もあります。この場合、他の

借入れ又は投資法人債等のために担保が既に設定されているなどの理由で担保に供する適切な資産がな

い可能性もあります。また、担保不動産からのキャッシュ・フローが減少したり、その評価額が引き下

げられたりした場合には、本投資法人の希望しない条件で借換資金を調達せざるを得なくなったり、本

投資法人の希望しない時期及び条件で運用資産を処分せざるを得なくなる状況も想定され、その結果、

本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。更に、担保に供する適切な資産がないために、

本投資法人の希望通りの借入れ又は投資法人債の発行等を行えない可能性もあります。

更に、借入れ及び投資法人債の金利は、借入時及び投資法人債発行時の市場動向に左右され、変動金

利の場合には、その後の市場動向にも左右されます。借入れ又は投資法人債の金利が上昇し、又は、本

投資法人の借入額及び投資法人債発行額が増加した場合には、本投資法人の利払額は増加します。この

ような利払額の増加により、投資主に対する金銭の分配額や投資法人債権者に対する支払額等に悪影響

を及ぼす可能性があります。

加えて、本投資法人は変動金利による借入れの金利固定化を目的に、本書の提出日現在、一部の借入

れについて金利スワップ取引を行っており、今後も行うことがありますが、大幅な金利の低下等に伴

い、借入金利とスワップ金利が釣り合わず、本投資法人の収支が悪化する可能性や、金利スワップ取引

における会計処理が不適当となり、本投資法人の財務状況が悪化し、収益に悪影響をもたらす可能性が

あります。
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（チ）レバレッジ投資及びLTVに関するリスク

本投資口に対する投資については、投資主への金銭の分配及び元本の償還に優先して返済される貸付

人からの借入れによりレバレッジを効かせる結果、不動産が値下がりした場合には元本毀損のリスクが

大きく増幅される可能性があります。

また、本投資法人のLTVの水準は45％程度とし、原則として50％を上限としますが、資産の取得等に伴

い、一時的に50％を超えることがあります（前記「２投資方針（１）投資方針 ④ 財務方針（イ）基本

方針（安定的な財務運営）」をご参照ください。）。LTVが高まった場合、一般的に、分配可能金額が金

利変動の影響を受けやすくなり、その結果、投資主に対する金銭の分配額等に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

（リ）敷金及び保証金に関するリスク

物流不動産においては、賃借人が多額の敷金及び保証金を長期間にわたって無利息又は低利で賃貸人

に預託することがあり、本投資法人は、これらの敷金又は保証金を運用資産の取得資金その他の本投資

法人の必要資金として利用する場合があります。しかし、そのような場合で賃貸借契約の中途解約によ

り想定外の時期に敷金又は保証金の返還義務が生じた場合には、本投資法人は、敷金又は保証金の返還

資金をそれらよりも調達コストの高い借入れ等により調達せざるを得なくなる可能性があります。ま

た、敷金又は保証金の投資運用が失敗に終わり損失が生じる可能性もあります。その結果、本投資法人

の収益に悪影響をもたらす可能性があります。

③　本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク

（イ）ＣＲＥとそのグループ会社への依存、利益相反に関するリスク

本投資法人は、物流不動産分野において60年以上の事業経験を有するＣＲＥグループの総合力を活か

し、テナントニーズに応える良質な物流関連施設への投資により、安定的なキャッシュ・フローを創出

し、投資主価値の向上を目指すことを投資方針としています。また、ＣＲＥは、本書の提出日現在、本

資産運用会社の完全親会社であるだけでなく、本資産運用会社の非常勤取締役及び非常勤監査役の派遣

元、及び職員の出向元です。更に、本投資法人及び本資産運用会社は、ＣＲＥ及びストラテジック・パ

ートナーズとスポンサーサポート契約を締結しており（スポンサーサポート契約については、前記「２

投資方針（１）投資方針 ① 基本方針（ハ）本投資法人の特徴 ｃ．明確な外部成長戦略（Ⅰ）ＣＲＥと

のスポンサーサポート契約」をご参照ください。）、かかる契約に基づき、ＣＲＥグループから、物件

の供給その他の外部成長のためのサポート及び保有物件に対するプロパティマネジメント業務の提供そ

の他の内部成長のためのサポートを今後継続的に受けることを予定しています。

すなわち、本投資法人及び本資産運用会社は、ＣＲＥグループと密接な関係を有し、本投資法人によ

る安定した収益の確保と成長性に対するＣＲＥグループの影響は極めて高いということができます。

したがって、本投資法人及び本資産運用会社がＣＲＥグループとの間で、本書の提出日現在における

関係と同様の関係を維持できなくなった場合、ＣＲＥグループの事業方針の変更等によりＣＲＥグルー

プにおける本投資法人の位置づけが変化した場合、ＣＲＥグループの運営力、レピュテーション、ブラ

ンド力等が低下した場合、又はＣＲＥグループの業績若しくは財政状態が悪化した場合等には、本投資

法人に重大な悪影響が及ぶ可能性があります。

更に、本投資法人や本資産運用会社は、資産運用活動その他の活動を通じて、ＣＲＥグループ各社と

の間で取引を行う可能性があり、この場合、ＣＲＥグループ各社が本投資法人の投資主又は投資法人債

権者の利益に反する行為を行う可能性もあります。かかる利益相反に関するリスクについては、利害関

係者取引規程に基づく手続の履践等、一定の利益相反対策は行っていますが（後記「第二部 投資法人の

詳細情報　第３管理及び運営　２利害関係人との取引制限（２）本資産運用会社の自主ルール（利害関

係者取引規程）」をご参照ください。）、これらの対策にもかかわらず、ＣＲＥグループ各社が本投資

法人の利益に反する取引を行った場合には、投資主又は投資法人債権者に損害が発生する可能性があり

ます。

加えて、本投資法人及び本資産運用会社がＣＲＥ及びストラテジック・パートナーズとの間で締結し

ている契約は、ＣＲＥグループが、本投資法人と競合する事業を行うことを禁止するものではありませ

ん。ＣＲＥグループは、不動産の取得、開発、保有・運営、再生、リーシング、ＣＲＥグループ以外の

第三者からのマスターリース業務、プロパティマネジメント業務等の受託、ファンド（投資法人を含み

ます。）組成及びそのファンドからの運用業務又はアセットマネジメント業務の受託又はそのファンド

が保有する物件に対するプロパティマネジメント業務の提供等、様々な形で本投資法人の運用資産と競

合する可能性がある不動産に関連する業務を行っています。したがって、本投資法人又は本資産運用会

社とＣＲＥグループとが、特定の資産の取得、賃貸借、管理・運営、処分等に関して競合する可能性や
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その他利益相反が問題となる状況が生じる可能性は否定できません。

上記のような競合する可能性が問題となりうる場合としては、例えば、ＣＲＥグループであるストラ

テジック・パートナーズに運用を委託する私募リートであるＣＲＥインダストリアルアセット投資法人

（以下「本私募リート」といいます。）は、本投資法人の主な投資対象である物流関連施設に投資する

ことを目的としているため、物件取得機会の競合等、本投資法人と利益が相反する可能性があります。

しかしながら、本私募リートの資産運用会社であるストラテジック・パートナーズと本投資法人の資産

運用会社である本資産運用会社は、独立して運用を行っており、また、本投資法人がＣＲＥ及びストラ

テジック・パートナーズと締結したスポンサーサポート契約において、ＣＲＥは、ＣＲＥ及びＣＲＥ子

会社等が保有適格不動産等を売却しようとする場合に、当該保有適格不動産等についての優先交渉権

を、自ら又はＣＲＥ子会社等（ストラテジック・パートナーズは含まれません。）をして、本投資法人

のために本資産運用会社に対して付与するとされているため、同契約の適用除外に該当しない限り、本

私募リートに優先して本投資法人が優先交渉権の付与を受けることができます。

その他、上記のような利益相反が問題となりうる場合としては、例えば、ＣＲＥグループからの物件

取得に際しての取得価格その他の購入条件、プロパティマネジメント会社であるＣＲＥに対するプロパ

ティマネジメント業務の委託の条件、ＣＲＥグループに対する瑕疵担保責任又は契約不適合責任（注）

の追及その他の権利行使、スポンサーサポート契約の更新の有無、物流不動産の利用者の誘致、プロパ

ティマネジメント業務の遂行等が挙げられます。

同様に、ＣＲＥの親会社であるＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社及び三井住友ファイナンス＆リ

ース株式会社並びにそれらのその子会社及び関連会社（以下「ＦＬＭＰ等」と総称します。）に依存す

る可能性及びＦＬＭＰ等と利益が相反する可能性もあります。

本資産運用会社は、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社とサポート契約を締結しており（サポート

契約については、前記「２投資方針（１）投資方針 ① 基本方針（ハ）本投資法人の特徴 ｃ．明確な外

部成長戦略（Ⅱ）ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社とのサポート契約」をご参照ください。）、か

かる契約に基づき、ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社から、物件の供給その他の外部成長のための

サポートを今後継続的に受けることを予定しています。したがって、本投資法人及び本資産運用会社が

ＦＬＭＰ等との間で、本書の提出日現在における関係と同様の関係を維持できなくなった場合、ＦＬＭ

Ｐ等の事業方針の変更等によりＦＬＭＰ等における本投資法人の位置づけが変化した場合、ＦＬＭＰ等

の運営力、レピュテーション、ブランド力等が低下した場合、又はＦＬＭＰ等の業績若しくは財政状態

が悪化した場合等には、本投資法人に悪影響が及ぶ可能性があります。

更に、本投資法人や本資産運用会社は、資産運用活動その他の活動を通じて、ＦＬＭＰ等各社との間

で取引を行う可能性があり、この場合、ＦＬＭＰ等各社が本投資法人の投資主又は投資法人債権者の利

益に反する行為を行う可能性もあります。

加えて、本資産運用会社がＦＬＭＰ等との間で締結している契約は、ＦＬＭＰ等が、本投資法人と競

合する事業を行うことを禁止するものではありません。ＦＬＭＰ等は、不動産の取得、開発、保有・運

営、再生、ファンド（投資法人を含みます。）組成及びそのファンドからの運用業務又はアセットマネ

ジメント業務の受託等、様々な形で本投資法人の運用資産と競合する可能性がある不動産に関連する業

務を行っています。したがって、本投資法人又は本資産運用会社とＦＬＭＰ等とが、特定の資産の取

得、賃貸借、管理・運営、処分等に関して競合する可能性やその他利益相反が問題となる状況が生じる

可能性は否定できません。

これらの問題により、本投資法人の利益が不当に害され、本投資法人の投資主又は投資法人債権者に

損害が発生する可能性があります。

（注）民法の一部を改正する法律（2020年４月１日施行）による改正後の民法の下では、改正前の民法における瑕疵担保責任

は、給付の目的物が契約の内容に適合しない場合に売主が責任を負う契約不適合責任とされています。なお、2020年３

月31日以前に締結した契約や発生した債権については、原則として改正前の民法が適用されます。以下同じです。

（ロ）本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリスク

本投資法人は、投信法に基づき、執行役員及び監督役員から構成される役員会において重要な意思決

定を行い、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事務受託者

に、それぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現のためにはこれらの者の能力、経験

及びノウハウに依存するところが大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政

的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。また、投信法は、本投資法人の執行役員及び監督役

員並びに本投資法人の関係者に関する義務及び責任を定めていますが、これらの本投資法人の関係者等

が投信法その他の法令に反し、又は、法定の措置をとらないときは、投資主又は投資法人債権者に損害

が発生する可能性があります。

また、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者が、法令上又は契約上負っている善良な管
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理者としての注意義務、投資法人のために忠実に職務を遂行する義務、利益相反状況にある場合に投資

法人の利益を害してはならない義務その他の義務に違反した場合には、本投資法人の存続及び収益等に

悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。

このほかに、本資産運用会社又は本投資法人若しくは投資資産である不動産信託受益権に関する信託

受託者から委託を受ける業者として、PM会社、建物の管理会社等があります。本投資法人の収益性の向

上のためにはこれらの者の能力、経験及びノウハウに依存するところも大きいと考えられますが、これ

らの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。これらの者に

ついて業務の懈怠その他の義務違反があった場合や業務遂行能力が失われた場合には本投資法人の存続

及び収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

（ハ）本投資法人の役員及び本資産運用会社の人材（個人の能力、経歴、ノウハウ）に依存しているリスク

本投資法人の運営は、本投資法人の役員及び本資産運用会社の人材（個人の能力、経歴、ノウハウ）

に大きく依存しており、これらの人材が失われた場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性が

あります。

また、今後、本資産運用会社の業容が拡大し、その状況に応じた人材の確保が行われなかった場合、

本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があります。

（ニ）本投資法人の投資方針及び運用体制の変更に関するリスク

規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主総会の承認が必

要ですが、本投資法人の役員会及び本資産運用会社の取締役会が定めたより詳細な投資方針、運用ガイ

ドライン等については、投資主総会の承認を経ることなく、変更することが可能です。また、利害関係

者取引に関するルール等の本資産運用会社における本投資法人の運用体制についても、投資主総会の承

認を経ることなく、変更することが可能です。そのため、本投資法人の投資主の意思が反映されないま

ま、これらが変更される可能性があります。

（ホ）本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク

本投資法人には、破産法（平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。）（以下「破産法」とい

います。）上の破産手続、民事再生法（平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。）（以下「民

事再生法」といいます。）上の再生手続及び投信法上の特別清算手続（投信法第164条）が適用される可

能性があります。

また、本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生

した場合には、投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります（投信法第216条）。その場合

には、本投資法人は解散し、清算手続に入ります。

本投資法人が清算される場合、投資主は、全ての債権者への弁済（投資法人債の償還を含みます。）

後の残余財産による分配からしか投資金額を回収することができません。このため、当該時点におい

て、本投資法人の保有資産の価値が下落し又は出資金に欠損が生じている場合には、債権者への弁済後

の残余財産が全く残らないか、又は出資総額を下回ることとなり、投資主は、投資金額の全部又は一部

について回収を得ることができない可能性があります。

また、投資法人債権者は清算手続に従って投資金額を回収することになるため、債権全額の償還を受

けられる保証はありません。このため、投資法人債権者は、投資金額の全部又は一部について回収する

ことができない可能性があります。

④　不動産及び信託の受益権に関する法的リスク

本投資法人は、前記「２投資方針（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類」に記載のとおり、不動

産等及び不動産対応証券等に投資します。不動産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けとする資産

の所有者は、その信託財産である不動産又は裏付けとなる不動産を直接所有する場合と、経済的には、ほぼ

同様の利益状況に置かれます。したがって、以下に記載する不動産に関する法的リスクは、不動産を信託す

る信託の受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、ほぼ同様にあてはまります。

なお、信託の受益権固有のリスクについては、後記「（ラ）不動産を信託の受益権の形態で保有する場合

の固有のリスク」をご参照ください。

（イ）不動産の欠陥・瑕疵・契約不適合及び境界に関するリスク

不動産には、第三者の権利、土地の地形や組成等の様々な原因により、不動産の権利、土地の地盤及

び地質並びに建物の杭や梁等の構造、設計及び施工等に関して欠陥、瑕疵、契約不適合等（工事におけ
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る杭打ちを含む施工の不具合及び施工報告書の施工データの転用・加筆等を含みますが、これらに限り

ません。）が存在している可能性があります。また、不動産には様々な法規制が適用されるため、法令

上の規制違反の状態をもって瑕疵又は契約不適合とされることもあり得ます。本資産運用会社が不動産

の選定・取得の判断を行うにあたっては、建築基準法等の行政法規が求める所定の手続が適正に実施さ

れ、当該建築物の現況に法令上の規制違反等の瑕疵又は契約不適合がないかどうかにつき専門業者から

建物状況報告書を取得するなどの物件精査を行うことにしています。しかしながら、建築基準法等の行

政法規が求める所定の手続を経た不動産についても、建物の素材や建設時の施工の適切性を保証するも

のではなく、当該行政法規が求める安全性や構造耐力等を有するとの保証はなく、また、建築基準法等

の行政法規が求める所定の手続が適正であったか否かを事後的に検証することは、当該手続時や施工時

の資料等を入手する必要があること等の理由から困難が伴います。したがって、かかる欠陥・瑕疵・契

約不適合等が本投資法人の取得後に判明するおそれもあります。本投資法人は、状況に応じて、前所有

者又は前信託受益者に対し一定の事項につき表明及び保証を要求し、瑕疵担保責任又は契約不適合責任

を負担させる場合もありますが、必ずしも常にそうであるとは限りません。また、表明及び保証をさ

せ、又は瑕疵担保責任若しくは契約不適合責任を負担させることにより、かかる表明及び保証が真実で

なかったことを理由とする損害賠償責任、瑕疵担保責任又は契約不適合責任を追及できたとしても、こ

れらの責任の期間及び責任額は一定範囲に限定されるのが通例であり、また、前所有者又は前信託受益

者が解散したり無資力になっているために実効性に欠ける場合もあります。このようなリスクは前所有

者又は前信託受益者が特別目的会社である場合にはより顕著となります。

これらの場合には、当該欠陥、瑕疵、契約不適合等の程度によっては、当該不動産の資産価値が低下

することを防ぐために必要となる当該欠陥、瑕疵、契約不適合等の補修、建物の建替えその他の対応に

係る費用が甚大となる可能性があるとともに、当該不動産の買主である本投資法人が当該費用を負担せ

ざるを得なくなることがあり、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損

害を与える可能性があります。

また、本投資法人が不動産を売却する場合、本投資法人は、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176

号。その後の改正を含みます。）（以下「宅地建物取引業法」といいます。）上、宅地建物取引業者と

みなされるため、同法に基づき、売却の相手方が宅地建物取引業者である場合を除いて、不動産の売買

契約において、瑕疵担保責任又は契約不適合責任に関し、買主に不利となる特約をすることが制限され

ています。したがって、本投資法人が不動産を売却する場合は、売却した不動産の欠陥、瑕疵、契約不

適合等の修補、建物の建替えその他の対応に係る費用を負担せざるを得なくなることがあり、投資主又

は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

加えて、不動産をめぐる権利義務関係の複雑さゆえに、不動産に関する権利が第三者の権利や行政法

規等により制限を受けたり、第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性がありま

す。更には、不動産の形状や利用によっては、当該不動産の存在や利用状況によって意図しない第三者

の権利の侵害が生じる可能性もあります。その結果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性が

あります。

また、我が国の法制度上、不動産登記にはいわゆる公信力がありません。したがって、不動産登記簿

の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことがあります。更に、権

利に関する事項のみならず、不動産登記簿中の不動産の表示に関する事項が現況と一致していない場合

もあります。このような場合、上記と同じく、本投資法人は売主等に対して法律上又は契約上許容され

る限度で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。

更に、本投資法人は、境界が確定していない物件であっても、紛争等の可能性や運営への影響等を検

討の上で取得することがありますが、本投資法人の想定に反し、隣地との間で紛争が生じたり、境界確

定の過程で運用資産の運営に不可欠の土地が隣地所有者の所有に属するものとされることなどにより、

本投資法人の収益等に悪影響が生じる可能性があります。

（ロ）不動産の売却に伴う責任に関するリスク

本投資法人が不動産を売却した場合に、当該不動産に物的若しくは法的な瑕疵又は契約不適合がある

ために、法令又は売買契約に従い、瑕疵担保責任、契約不適合責任又は表明保証責任を負担する可能性

があります。特に、本投資法人は、宅地建物取引業法上のみなし宅地建物取引業者に該当しますので、

買主が宅地建物取引業者でない場合には、本投資法人の瑕疵担保責任又は契約不適合責任に関するリス

クを排除することができない場合があります。

更に、賃貸不動産の売却においては、新所有者がテナントに対する敷金返還債務等を承継することと

されていますが（民法第605条の３、第605条の２第４項、第622条の２第１項）、旧所有者が当該債務を

免れることについてテナントの承諾を得ていない場合には、旧所有者は新所有者とともに当該債務を負

- 52 -



い続けると解される可能性があり、予想外の債務又は義務等を負う場合があり得ます。

（ハ）賃貸借契約に関するリスク

ａ．賃貸借契約の解約及び更新に関するリスク

テナントが賃貸借契約の解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても賃借人からの一方

的意思表示により賃貸借契約を終了することが可能であるため、テナントから賃料が得られることが将

来にわたって確保されているものではありません。また、テナントの債務不履行により賃貸借契約を解

除せざるを得ない場合や、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされない場合もあります。このよ

うな理由により賃貸借契約が終了し、同一条件以上で新たに賃貸借契約が締結されない場合、当該不動

産の稼働率が低下し、当該不動産に係る賃料収入が減少することになります。特に、シングルテナント

と賃貸借契約を締結している物件については、賃貸借契約が終了し、新たな賃貸借契約が締結されない

場合、当該物件に係る賃料収入はゼロになります。なお、解約禁止条項、解約ペナルティ条項等を置い

て期間中の解約権を制限している場合又は更新料を定めている場合でも、裁判所によって解約違約金や

更新料の額が、賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎる等の諸般の事情がある

と判断された場合、かかる条項の効力が否定される可能性があります。

以上のような事由により、賃料収入等が減少した場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資

主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

ｂ．賃料不払に関するリスク

テナントが特に解約の意思を示さなくても、テナントの財務状況が悪化した場合又は賃借人が破産手

続、再生手続若しくは更生手続その他の倒産手続（以下、総称して「倒産等手続」といいます。）の対

象となった場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞り、延滞賃料等の債務の合計額が敷金及び保証金で

担保される範囲を超える場合、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

また、このような場合には、賃貸借契約を解除せざるを得なくなる可能性や、テナントやその管財人

等により賃貸借契約が解除される可能性もあり、そのような場合で代替となるテナントが早期に確保で

きないときや同等の条件で賃貸できないときにも、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性が

あります。

更に、本投資法人が一棟全体を一括して賃貸している場合には、当該不動産の賃借人の財務状況が悪

化した場合には、本投資法人の収益に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える場合

があります。

ｃ．賃料改定に係るリスク

賃貸借契約の更新の際又は賃料等の見直しの際には、その時々における賃料相場も参考にして、賃料

がテナントとの協議に基づき改定されることがあります。また、本投資法人の主たる投資対象である物

流関連施設に関するテナントとの賃貸借契約の期間は、比較的長期間であることが一般的ですが、この

ような契約においては、賃料等の賃貸借契約の内容について、定期的に見直しを行う旨の定めがなされ

ることがあります。したがって、賃貸借契約の期間中、本書の提出日現在の賃料が今後も維持される保

証はありません。賃料改定により賃料が減額された場合、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可

能性があります。

また、定期的に賃料等を増額する旨の規定が賃貸借契約にある場合でも、テナントとの交渉如何によ

っては、必ずしも、規定どおりに賃料を増額できるとは限りません。

ｄ．テナントによる賃料減額請求権行使のリスク

建物のテナントは、定期建物賃貸借契約において借地借家法（平成３年法律第90号。その後の改正を

含みます。）（以下「借地借家法」といいます。）第32条に基づく賃料減額請求権を排除する特約を設

けた場合を除いて、同条に基づく賃料減額請求をすることができます。定期建物賃貸借契約の効力が認

められるためには、借地借家法第38条所定の要件を充足する必要があります。このため、ある建物賃貸

借契約を定期建物賃貸借契約とした上で借地借家法第32条に基づく賃料減額請求権を排除する特約を設

けた場合であっても、借地借家法第38条所定の要件が充足されなかった場合には、賃料減額請求権を排

除することができない可能性があります。当該請求が認められた場合、当該不動産から得られる賃料収

入が減少し、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

また、建物の所有を目的とする土地の賃借人についても、借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減

額請求が認められています。請求が認められた場合、当該不動産から得られる賃料収入が減少し、本投

資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。

ｅ．敷引特約に関するリスク

敷引特約がある賃貸借契約については、敷引特約の全部又は一部の有効性が否定された場合、敷引特

約により本投資法人が得られるであろう敷引額に相当する利益が得られなくなり、本投資法人の収益性
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に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

ｆ．定期建物賃貸借契約に関するリスク

本投資法人は、投資資産の賃貸にあたり、原則として定期建物賃貸借契約を活用していく方針です。

しかしながら、定期建物賃貸借契約の効力が認められるには、借地借家法第38条所定の要件を充足する

必要があるため、かかる要件が充足されなかった場合（充足されたことを証明できない場合を含みま

す。）には、定期建物賃貸借契約としての効力が認められず、当該契約は、いわゆる普通建物賃貸借契

約として取り扱われる可能性があります。その結果、上記の賃料減額請求権を排除する特約の効力が認

められず又は建物賃貸借契約が所定の時期に終了しないこと等により、本投資法人の収益性に悪影響を

及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

ｇ．賃借人の募集に関するリスク

本投資法人は、賃借人を募集するにあたり、他の物流関連施設と立地、築年数、設備や保守及び賃料

その他の条件等の様々な面で競合します。このため、本投資法人が保有する物流関連施設が競争力を失

ったり、有利な条件を提供できなくなると、賃借人を確保できず、この結果、保有する物流関連施設の

賃料水準や稼働率が低下し、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす場合があります。特に、近郊の競合

物流関連施設の数が増加した場合には、賃料水準の引下げ等が余儀なくされ、投資主又は投資法人債権

者に損害を与える可能性があります。

（ニ）災害等による不動産の毀損、滅失及び劣化並びに周辺環境の悪化に伴うリスク

火災、地震、地震に伴う液状化現象、暴風雨、洪水、津波、落雷、竜巻、火山の噴火、高潮、戦争、

紛争、暴動、騒乱、テロ、原子力発電所の事故等（以下「災害等」といいます。）により不動産が毀

損、滅失又は劣化し、又は不動産の正常な運営が妨げられ、それにより、当該不動産に係る収益が減少

し若しくは費用が増加し、又はその価値が下落する可能性があります。このような場合には、滅失、劣

化又は毀損した個所を修復するため一定期間、又は修復することができない場合には永久的に、建物の

不稼働を余儀なくされることにより、賃料収入が減少することとなります。また、不動産自体に滅失、

劣化又は毀損が生じなかった場合においても、電気、ガス、水道等の使用の制限やその他の外部的要因

により不動産の不稼働を余儀なくされることで、賃料収入が減少することがあります。加えて、災害等

の影響で周辺環境が悪化することにより、不動産の価値が下落する可能性があり、また、賃料水準の下

落又は稼働率の低下により賃料収入が減少する可能性があります。このような不動産の価値の下落又は

賃料収入の減収の結果、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。不動産の個別事

情により保険契約が締結されない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保

険契約で填補されない災害若しくは損害等が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払が

他の何らかの理由により行われず、減額され若しくは遅れる場合には、本投資法人は悪影響を受ける可

能性があります。

（ホ）不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク

投資資産である不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠償義

務が発生し、結果的に本投資法人が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有

者は、民法上無過失責任を負うこととされています。不動産の個別事情により保険契約が締結されない

場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約でカバーされない事故が発

生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払が他の何らかの理由により行われず、減額され若

しくは遅れる場合には、本投資法人は悪影響を受ける可能性があります。

また、不動産につき毀損、滅失又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連し

て多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、不動産から

得られる賃料収入が減少し、不動産の価格が下落する可能性があります。

（ヘ）不動産の地域的な偏在に関するリスク

本投資法人は、首都圏及び関西圏を中心として投資を行うため、当該地域における地震その他の災

害、地域経済の悪化、稼働率の低下、賃料水準の下落等が、本投資法人の全体収益にも著しい悪影響を

及ぼす可能性があります。

（ト）不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク

不動産のうち、建物の建築時点（建築確認取得時点）においては建築基準法及びその関連法令上適格

であるとされた建物であっても、その後の建築基準法等の改正に基づく規制の変更により、変更後の規

制のもとでは不適格とされることがあります。このように、従前は法令に適合していながら、その後の

法規制の変更により法令に適合しなくなった建物を「既存不適格」と呼ぶことがあります。しかし、か

かる既存不適格の建物の建替え等を行う場合には、現行の規定が適用されるので、現行の規定に合致す
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る必要があり、追加的な費用負担が必要となる可能性があり、また、現状と同規模の建築物を建築でき

ない可能性があります。

更に、建築主は、建築基準法に基づき、一定の建築物を建築する場合、着工前にその計画が建築基準

関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければな

らず、また、規模など、一定の条件を超える建造物については構造計算適合性判定機関による構造計算

適合性判定を受けなければなりません。

しかし、建築主事若しくは指定確認検査機関による確認又は構造計算適合性判定機関による判定が適

正であったか否かを事後的に検証することは、当該確認又は判定を行った当時の資料等を入手する必要

があることや構造計算が複雑であること等から極めて困難です。このため、本投資法人が、当該確認又

は判定が適正に行われていなかった不動産を取得、保有する可能性があり、これにより本投資法人の収

益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が投資資産である不動産に適用される可

能性があります。例えば、都市計画法に基づく市街化調整区域等の都市計画区域又は準都市計画区域内

における建築物の建築又は土地の区画形質の変更の制限、都市計画法、土地区画整理法（昭和29年法律

第119号。その後の改正を含みます。）（以下「土地区画整理法」といいます。）に基づく土地区画整理

事業施行区域内の土地における土地の形質の変更及び建築物建築等の制限、地方公共団体の条例による

風致地区内における建築等の規制、河川法（昭和39年法律第167号。その後の改正を含みます。）による

河川保全区域内における工作物の新築等の制限、文化財保護法（昭和25年法律第214号。その後の改正を

含みます。）に基づく試掘調査義務、一定割合において住宅を付置する義務、駐車場附置義務、福祉配

慮設備設置義務、緑化推進義務及び雨水流出抑制施設設置義務等が挙げられます。このような義務が課

せられている場合、当該不動産の処分又は建替え等に際して、事実上の困難が生じたり、これらの義務

を遵守するための追加的な費用負担が生じる可能性があります。更に、投資資産である不動産を含む地

域が道路設置等の都市計画の対象となる場合には、当該都市計画対象部分に建築制限が付されたり、建

物の敷地とされる面積が減少し、当該不動産に関して建替え等を行う際に、現状と同規模の建築物を建

築できない可能性があります。

以上の結果、本投資法人の投資資産の価値が低下し、投資主又は投資法人債権者に損害が発生する可

能性があります。

（チ）地球温暖化対策に関するリスク

近年、国内外において地球温暖化の進行が大きな社会問題となっています。そのため、地球温暖化に

対する対策として、法令又は条例等により、一定の要件を満たす不動産の所有者等に温室効果ガス排出

に関する報告や排出量の削減義務が課される場合があります。本投資法人の保有する不動産等がかかる

要件に該当する場合、本投資法人が削減義務を負う可能性があり、排出量削減のための義務等を履行で

きない場合には、削減義務達成のための改修工事や排出権に関する支出等を余儀なくされる可能性があ

ります。

また、近年、本投資法人に対するテナントや投資主等からの評価において、ESGに対する取組みは重要

性を増しており、法令又は条例等により本投資法人が温室効果ガスの削減義務を負わない場合であって

も、本投資法人のESGに係る評価を維持・向上させるため、本投資法人は、温室効果ガスの排出量削減の

ための建物改修工事を実施したり、温室効果ガスの排出権等を取得したり、再生可能エネルギー由来の

電力等を購入する等の追加的な支出等を行うことがあります。更に、中長期的な視点に基づく投資主価

値の最大化のため、本投資法人の収益性の向上が短期間では見込まれない投資等を行うこともありま

す。このような支出・投資等が、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

（リ）法令の制定・変更に関するリスク

土壌汚染対策法のほか、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかか

わらず不動産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課され

る可能性があります。

また、消防法（昭和23年法律第186号。その後の改正を含みます。）（以下「消防法」といいます。）

その他不動産の管理に影響する関係法令の改正により、不動産の管理費用等が増加する可能性がありま

す。更に、建築基準法、都市計画法の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為等によ

り不動産に関する権利が制限される可能性があります。このような法令若しくは行政行為又はその変更

等が本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。
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（ヌ）売主の倒産等の影響を受けるリスク

本投資法人は、債務超過の状況にあるなど財務状態が実質的危機時期にあると認められる又はその疑

義がある者を売主として不動産を取得する場合には、管財人等により不動産の売買が否認されるリスク

等について諸般の事情を慎重に検討し、実務的に可能な限り管財人等により否認されるリスクを回避す

るよう努めますが、このリスクを完全に排除することは困難です。

万一売主が債務超過の状況にあるなど財務状態が実質的危機時期にある状況を認識できずに本投資法

人が不動産を取得した場合には、当該不動産の売買が売主の債権者により取消（詐害行為取消）される

可能性があります。また、本投資法人が不動産を取得した後、売主について倒産等手続が開始した場合

には、不動産の売買が破産管財人、監督委員又は管財人により否認される可能性が生じます。

また、本投資法人が、ある売主から不動産を取得した別の者（以下、本項において「買主」といいま

す。）から更に不動産を取得した場合において、本投資法人が、当該不動産の取得時において、売主と

買主間の当該不動産の売買が詐害行為として取り消され又は否認される根拠となりうる事実関係を知っ

ている場合には、本投資法人に対しても、売主・買主間の売買が否認され、その効果を主張される可能

性があります。

本投資法人は、管財人等により不動産の売買が否認されるリスク等について諸般の事情を慎重に検討

し、実務的に可能な限り管財人等により否認されるリスクを回避するよう努めますが、このリスクを完

全に排除することは困難です。

更に、取引の態様如何によっては売主と本投資法人との間の不動産の売買が、担保取引であると判断

され、当該不動産は破産者である売主の破産財団の一部を構成し、又は更生会社若しくは再生債務者で

ある売主の財産に属するとみなされる可能性（いわゆる真正譲渡でないとみなされるリスク）もありま

す。

（ル）マスターリース会社に関するリスク

本投資法人は、マスターレッシー（転貸人）が本投資法人又は信託受託者とマスターリース契約を締

結した上で、各転借人に対して転貸するマスターリースの形態をとる物件を取得することがあります。

マスターリースの形態をとる物件においてマスターレッシーの財務状況が悪化した場合、転借人がマ

スターレッシーに賃料を支払ったとしても、マスターレッシーの債権者がマスターレッシーの転借人に

対する賃料債権を差し押さえる等により、マスターレッシーから本投資法人又は信託受託者への賃料の

支払が滞る可能性があります。

（ヲ）転貸に関するリスク

賃借人（転借人を含みます。）に、不動産の一部又は全部を転貸させる権限を与えた場合、本投資法

人は、不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可

能性があるほか、賃借人の賃料が、転借人から賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の財務状態

等が、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、賃貸借契約が合意解約された場合、又は債務不履行を理由に解除された場合であっても、賃貸

借契約上、賃貸借契約終了の場合に転貸人の転借人に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される旨

規定されている場合等には、かかる敷金等の返還義務が、賃貸人に承継される可能性があります。この

ような場合、敷金等の返還原資は賃貸人の負担となり、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

（ワ）テナント等による不動産の利用状況に関するリスク

本投資法人は、テナントの属性や資力に留意しつつ賃貸借契約を締結し、その利用状況を管理してい

ますが、個々のテナントの利用状況をつぶさに監督できるとの保証はなく、テナントによる不動産の利

用・管理状況により、当該不動産の資産価値や、本投資法人の収益に悪影響が及ぶ可能性があります。

例えば、建物そのものが法令や条例等の基準を満たす場合であっても、入居者による建物への変更工

事、内装の変更、その他利用状況等により、建築基準法、消防法その他の法令や条例等に違反する状態

となり、本投資法人が、その改善のための費用を負担する必要が生じ、又は法令上不利益を被る可能性

があります。また、賃貸借契約における規定の如何にかかわらず、入居者による転貸や賃借権の譲渡が

本投資法人の承諾なしに行われる可能性があります。その他、転借人や賃借権の譲受人の属性によって

は、投資資産である不動産のテナント属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可

能性があります。賃貸人は賃借人と普通建物賃貸借契約を締結した場合又は定期建物賃貸借契約を締結

したものの借地借家法第38条所定の要件が充足されないことにより定期建物賃貸借契約としての効力が

否定された場合、賃貸借期間が経過した場合であっても正当の事由があると認められなければ、賃借人

との賃貸借契約を終了することができず、運用資産である不動産のテナント属性の悪化を阻止できない
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可能性があります。本投資法人は、かかるリスクを低減するため、独自のテナント審査基準に基づくテ

ナント審査を実施し、また、テナントの不動産利用状況の定期的な調査をPM会社に委託していますが、

それでもかかるリスクが現実化しないという保証はありません。

また、近隣の住民からクレームが出され、本投資法人の運営に悪影響が及ぶ可能性があります。

（カ）区分所有建物に関するリスク

区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号。その後の改正を含みま

す。）（以下「区分所有法」といいます。）の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分

（居室等）と共有となる共用部分（エントランス部分等）及び建物の敷地部分から構成されます。区分

所有建物の場合には、区分所有法上、法定の管理方法及び管理規約（管理規約の定めがある場合）によ

って管理方法が定められます。建替えをする場合には集会において区分所有者及び議決権（管理規約に

別段の定めのない限り、その有する専有部分の床面積の割合）の各５分の４以上の多数での建替決議が

必要とされるなど（区分所有法第62条）、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と異なり管理方法

に制限があります。

区分所有建物の専有部分の処分は自由に行うことができますが、区分所有者間で優先的購入権の合意

をすることがあることは、共有物件の場合と同様です。

区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。

区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権といい

ます。区分所有建物では、専有部分と敷地利用権の一体性を保持するために、法律で、専有部分とそれ

に係る敷地利用権を分離して処分することが原則として禁止されています（区分所有法第22条第１

項）。ただし、敷地権の登記がなされていない場合には、分離処分の無効を善意の第三者に主張するこ

とができません（区分所有法第23条）。また、区分所有建物の敷地が数筆に分かれ、区分所有者が、そ

れぞれ、その敷地のうちの一筆又は数筆の土地について、単独で、所有権、賃借権などを敷地利用権

（いわゆる分有形式の敷地利用権）として有している場合には、分離して処分することが可能とされて

います。このように専有部分とそれに係る敷地利用権が分離して処分された場合、敷地利用権を有しな

い区分所有者が出現する可能性があります。

また、敷地利用権が使用借権及びそれに類似した権利である場合には、当該敷地が売却、競売等によ

り第三者に移転された場合に、区分所有者が当該第三者に対して従前の敷地利用権を対抗できなくなる

可能性があります。

このような区分所有建物と敷地の関係を反映して、区分所有建物の場合には、既に述べた不動産を処

分できないリスクや、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。

（ヨ）共有物件に関するリスク

投資資産である不動産が第三者との間で共有されている場合には、その保存・利用・処分等について

単独で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。

まず、共有物の管理は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分の価格に従い、その

過半数で行うものとされているため（民法第252条第１項）、持分の過半数を有していない場合には、当

該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性があります。ま

た、共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため（民法第249条第１

項）、他の共有者によるこれらの権利行使によって、本投資法人の当該不動産の保有又は利用が妨げら

れるおそれがあります。

更に、共有の場合、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受ける可能性（民法第256

条）、及び裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性（民法第258条第３項）があり、ある共有

者の意図に反して他の共有者からの分割請求権行使によって共有物全体が処分されるリスクがありま

す。

この分割請求権を行使しないという共有者間の特約は有効ですが、この特約は５年を超えては効力を

有しません。また、登記済みの不分割特約がある場合でも、特約をした者について倒産等手続の対象と

なった場合には、管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるとされています。ただ

し、共有者は、倒産等手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することが

できます（破産法第52条、会社更生法（平成14年法律第154号。その後の改正を含みます。）第60条、民

事再生法第48条）。

他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、共有されていた物件

全体について当該共有者（抵当権設定者）の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶことになると

考えられています。したがって、投資資産である共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共
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有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、分割後の投資資産について

も、他の共有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。

共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有不動産については、共

有者間で共有持分の優先的購入権の合意をすることにより、共有者がその共有持分を第三者に売却する

場合に他の共有者が優先的に購入できる機会を与えるようにする義務を負う場合があります。

不動産の共有者が賃貸人となる場合には、賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不可分債務に

なると一般的には解されており、共有者は他の賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受ける可能性

があります。

また、共有物の賃貸の際、共有者が全員で共同して共有物を賃貸するのではなく、個々の共有者が個

別に共有物を同一の賃借人に賃貸したり、共有持分そのものを賃貸する形式が採用されることがありま

す。かかる形式によった場合、通常の不動産の賃貸借と法的な取扱いがどのように異なるのか、具体的

には、対抗要件具備の方法や目的物譲渡時の権利義務関係への影響、差押等強制執行が行われる場合の

取扱い等については、本書の提出日現在依拠するに足りる裁判例等もなく、確定していないことから、

その予測は困難です。本投資法人は、共有持分の取得に際し、当該形式によることに伴い生じるリスク

を低減するように努める方針ですが、裁判所において権利の保全が認められず、又は予想していない義

務を承継することとなる等、本投資法人の予想しない結果が生じ、その結果、本投資法人は悪影響を受

ける可能性があります。

加えて、共有者間においては、共有者間の協定書等が締結され、共有者間で共有持分の優先的購入権

について合意されたり、一定の場合に当事者間で売渡請求権若しくは買取請求権が生じることが合意さ

れ、又は共有者としての意思決定の方法等が合意されることがあり（その内容は様々です。）、本投資

法人は、リスクを低減するため、共有者間の協定書等を締結する際は、本投資法人の利益を損なわない

よう慎重に対応するものとしますが、これらの合意がなされている場合、本投資法人が所有する共有持

分の処分が制限される可能性があるほか、想定しない時期に共有持分を取得若しくは譲渡することを強

制され、又は、持分割合にかかわらず、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反映さ

せることができない可能性があります。

共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売

却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。

（タ）借地物件に関するリスク

借地権とその借地上に存在する建物については、自己が所有権を有する土地上に存在する建物と比べ

て特有のリスクがあります。借地権は、所有権と異なり永久に存続するものではなく、期限の到来によ

り当然に消滅し（定期借地権の場合）又は期限到来時に借地権設定者が更新を拒絶しかつ更新を拒絶す

る正当事由がある場合に消滅します（普通借地権の場合）。また、借地権が地代の不払その他により解

除その他の理由により消滅してしまう可能性もあります。借地権が消滅すれば、時価での建物買取りを

請求できる場合（借地借家法第13条、借地法（大正10年法律第49号。その後の改正を含みます。）（以

下「借地法」といいます。）第４条）を除き、借地上に存在する建物を取り壊した上で、土地を返還し

なければなりません。普通借地権の場合、借地権の期限到来時の更新拒絶につき上記正当事由が認めら

れるか否かを本投資法人の物件取得時に正確に予測することは不可能であり、仮に建物の買取請求権を

有する場合でも、買取価格が本投資法人が希望する価格以上である保証はありません。

また、本投資法人が借地権を有している土地の所有権が、他に転売されたり、借地権設定時に既に存

在する土地上の抵当権等の実行により第三者に移ってしまう可能性があります。この場合、借地権につ

いて適用のある法令に従い第三者対抗要件が具備されていないときは、本投資法人は、借地権を当該土

地の新所有者に対して対抗できず、当該土地の明渡義務を負う可能性があります。

更に、借地権が賃借権である場合、借地権を譲渡するには、原則として、借地権設定者の承諾が必要

となります。借地上の建物の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る借地権も一緒に譲渡すること

になるので、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。かかる借地権設定者の承諾に関して

は、借地権設定者への承諾料の支払が予め約束されていたり、約束されていなくても慣行を理由として

借地権設定者が承諾料を承諾の条件として請求してくる場合があります（なお、法律上借地権設定者に

当然に承諾料請求権が認められているものではありません。）。

加えて、借地権設定者の資力の悪化や倒産等により、借地権設定者に差し入れた敷金及び保証金等の

全額又は一部が返還されない可能性があります。借地権設定者に対する敷金及び保証金等の返還請求権

について担保設定や保証はなされないのが通例です。

借地権と借地上に建てられている建物については、敷地と建物を一括して所有している場合と比べ

て、上記のような制限やリスクがあるため、既に述べた不動産の流動性、取引コスト等に関するリスク
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や、それらのリスクを反映した価格の減価要因が増す可能性があります。

（レ）借家物件に関するリスク

本投資法人は、建物（共有持分、区分所有権等を含みます。）を第三者から賃借の上、又は信託受託

者に賃借させた上、当該賃借部分を直接若しくは信託受託者を通じて保有する建物と一体的に又は当該

賃借部分を単独で、テナントへ転貸することがあります。

この場合、建物の賃貸人の資力の悪化や倒産等により、建物の賃貸人に差し入れた敷金及び保証金等

の全額又は一部が返還されない可能性があることは、前記の借地物件の場合と同じです。

加えて、民法上、本投資法人が第三者との間で直接又は信託受託者を通じて締結した賃貸借契約が何

らかの理由により終了した場合、原則として、本投資法人又は信託受託者とテナントの間の転貸借契約

も終了するとされていますので、テナントから、転貸借契約の終了に基づく損害賠償請求等がなされる

おそれがあります。

（ソ）開発中の物件に関するリスク

本投資法人は、竣工前の未稼働不動産等への投資は原則として行わない予定です。しかし、未竣工で

はあるものの、建物の竣工、引渡し、その後のテナント確保についてのリスクが極小化されている（当

該建物の竣工後のテナントが確保できているもののみならず、当該建物の引渡し後一定期間は賃料が発

生しないことが想定されている場合を含みます。）と判断できる投資資産については、当該物件未竣工

時点での売買契約を締結することがあります。かかる場合、既に完成した物件につき売買契約を締結し

て取得する場合とは異なり、様々な事由により、開発又は建築が遅延し、変更され、又は中止されるこ

とにより、契約どおりの引渡しを受けられない可能性や追加の出資が必要となる可能性があります。こ

の結果、開発中の当該物件からの収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほか、予定さ

れた時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定されていない費用、

損害若しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る可能性があり、その結果本投資法人の収益等が悪

影響を受ける可能性があります。

また、新規開発物件の場合は、運用実績がないため、実際の収益等が予想と大きく異なる可能性があ

ります。

（ツ）底地物件に関するリスク

本投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底地を取得することが

あります。底地物件の場合は特有のリスクがあります。借地権は、定期借地権の場合は借地契約に定め

る期限の到来により当然に消滅し、普通借地権の場合には期限到来時に本投資法人が更新を拒絶しかつ

本投資法人に更新を拒絶する正当事由がある場合に限り消滅します。借地権が消滅する場合、本投資法

人は借地権者より時価での建物買取を請求される場合があります（借地借家法第13条、借地法第４

条）。普通借地権の場合、借地権の期限到来時に更新拒絶につき上記正当事由が認められるか否かを本

投資法人の物件取得時に正確に予測することは不可能であり、借地権者より時価での建物買取を請求さ

れる場合においても、買取価格が本投資法人が希望する価格以下である保証はありません。

借地権が賃借権である場合、借地権者による借地権の譲渡には、原則として、本投資法人の承諾が必

要となりますが、裁判所が承諾に代わる許可をした場合（借地借家法第19条）や、借地契約上事前に一

定範囲での借地権の譲渡を承諾している場合には、本投資法人の承諾なく借地権が譲渡される結果、財

務状態に問題がある等の本投資法人が望まない者に借地権が譲渡される可能性があり、その結果、投資

主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

また、借地権者の財務状況が悪化した場合又は倒産等手続の対象となった場合、借地契約に基づく土

地の賃料の支払が滞る可能性があり、この延滞賃料の合計額が敷金及び保証金等で担保される範囲を超

える場合は投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

更に、借地契約では、多くの場合、賃料等の借地契約の内容について、定期的に見直しを行うことと

されています。賃料の改定により賃料が減額された場合、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可

能性があります。また、借地権者は借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求をすることがで

き、これにより、当該底地から得られる賃料収入が減少し、投資主又は投資法人債権者に損害を与える

可能性があります。

（ネ）仮換地及び保留地に関するリスク

ａ．仮換地に関するリスク

本投資法人は、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業において仮換地として指定されている土地
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を敷地とする物流関連施設又はこれを信託する信託の受益権を取得する場合があります。仮換地は将来

の換地処分において換地と一致するとは限らないため、換地として当初想定していた土地と物理的に同

一の土地に係る権利を最終的に取得できるという保証はありません。また、当該換地が従前地より狭い

こともあるため、換地の使用価値又は資産価値が従前地のそれよりも小さいこともあります。

更に、仮換地には従前地の権利関係の影響が及ぶため、仮換地を対象とした売買契約又は賃貸借契約

等を締結しても、売主が従前地について実際には所有権を有しておらず、あるいは担保権を設定してい

る等の事情があると、仮換地に係る権利取得に支障が生じることになります。同様に、従前地が共有状

態にあった場合には、これを単独所有のものとして取得できる保証はないことになります。更に、仮換

地の取得時に従前地の権利関係に関する十分な情報を入手できないことも少なくありません。

また、換地処分の公告の日の翌日以降でなければ、仮換地に係る権利についての登記をすることがで

きないため、相当期間かかる権利の取得について第三者に対する対抗要件を具備することができない可

能性があります。

ｂ．保留地に関するリスク

本投資法人は、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業において、同法第96条第１項に規定される

保留地となることが予定されている土地を敷地とする物流関連施設又はこれを信託する信託の受益権を

取得する場合があります。保留地予定地の所有権は、同法第86条第１項に規定される換地計画に当該土

地が保留地として定められ、かかる換地計画に基づき同法第103条第１項に規定される換地処分がなされ

た場合に、かかる換地処分の公告があった日の翌日において、同法第104条第11項に基づき、土地区画整

理事業の施行者が原始取得します。そのため、上記の換地処分がなされない限り、本投資法人は、保留

地予定地の所有権を取得できません。また、保留地予定地は将来の換地処分において実際に保留地とし

て指定される土地と一致するとは限らないため、想定していた保留地と物理的に同一の土地に係る所有

権を最終的に取得できるという保証はありません。

更に、換地処分の公告の日の翌日以降でなければ保留地に係る権利についての登記をすることができ

ないため、相当期間かかる権利の取得について第三者に対する対抗要件を具備することができない可能

性があります。

（ナ）有害物質に関するリスク

本投資法人が土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託の受益権を取得し又は

保有する場合において、当該土地について産業廃棄物や放射性物質等の有害物質が埋蔵され又は存在し

ている可能性があり、かかる有害物質が埋蔵され又は存在している場合には、当該土地の価格の下落に

より、本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。また、かかる

有害物質を除去するために土壌の入替えや洗浄が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間

が必要となり、本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。ま

た、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、

本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があり、かかる義務を負う場合には本投資法人ひ

いては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。

土壌汚染対策法によれば、土地の所有者、管理者又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその

他の特定有害物質による土地の土壌の汚染の状況について、都道府県知事により調査・報告を命ぜられ

ることがあり、また、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずる

おそれがあるときは、都道府県知事によりその被害を防止するため必要な汚染の除去等の措置を命ぜら

れることがあります。本投資法人がこれらの調査・報告又は措置を命ぜられた場合には、本投資法人ひ

いては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。

これらの場合、本投資法人は、支出を余儀なくされた費用について、その原因となった者やその他の

者から常に償還を受けられるとは限りません。特に、本投資法人が主たる投資対象とする物流関連施設

の立地する地域は、工場跡地等の土壌汚染が懸念される地域であることが多く、上記リスクは他の物件

を取得する場合に比して相対的に高いものとなります。そして、本投資法人は、形質変更時要届出区域

として指定されている土地その他土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない土地であって

も、土壌汚染対策法に従った措置が講じられている場合等、健康被害の観点からリスクが小さいと判断

される場合には取得を行うことができるものとしており、かかる判断にかかわらず上記のような事象に

より本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。

また、本投資法人が建物又は建物を信託する信託の受益権を取得し又は保有する場合において、当該

建物の建材等にアスベストその他の有害物質を含む建材が使用されているか若しくは使用されている可

能性がある場合やポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）が保管されている場合等には、当該建物の価格の下落
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により、本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。また、かか

る有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交換が必要となる場合には、これに係る予想外の

費用や時間が必要となり、本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があり

ます。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間

接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務が発生する可能性があり、かかる義務が生じた場合に

は本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。

なお、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動産につ

き大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査義務、除去義務、損害賠償義務等が課される可能性がありま

す。

（ラ）不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク

本投資法人が保有する資産は信託の信託受益権であり、本投資法人が取得する予定の資産は信託の信

託受益権です。

信託受託者が信託財産としての不動産、不動産の賃借権又は地上権を所有し管理するのは受益者のた

めであり、その経済的利益と損失は、最終的には全て受益者に帰属することになります。したがって、

本投資法人は、信託の受益権の保有に伴い、信託受託者を介して、投資資産が不動産である場合と実質

的にほぼ同じリスクを負担することになります。

信託契約上信託の受益権を譲渡しようとする場合には、信託受託者の承諾を要求されるのが通常で

す。更に、不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の信託受益権については受益証券発行信

託の受益証券でない限り私法上の有価証券としての性格を有していませんので、債権譲渡と同様の譲渡

方法によって譲渡することになり、有価証券のような流動性がありません。

信託法（大正11年法律第62号。その後の改正を含みますが、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（平成18年法律第109号）による改正前のもの。）及び信託法（平成18年法律第108号。その

後の改正を含みます。）上、信託受託者が倒産等手続の対象となった場合に、信託の受益権の目的とな

っている不動産が信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産

に信託設定登記をする必要があり、仮にかかる登記が具備されていない場合には、本投資法人は、当該

不動産が信託の受益権の目的となっていることを第三者に対抗できない可能性があります。

また、信託受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託財産である

不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益権を保有する本

投資法人が不測の損害を被る可能性があります。

更に、信託契約上、信託開始時において既に存在していた信託不動産の欠陥、瑕疵、契約不適合等に

つき、当初委託者が信託受託者に対し一定の瑕疵担保責任又は契約不適合責任を負担する場合に、信託

受託者が、かかる瑕疵担保責任又は契約不適合責任を適切に追及しない、又はできない結果、本投資法

人が不測の損害を被り、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。

（ム）信託の受益権の準共有等に関するリスク

投資資産である不動産信託の受益権が第三者との間で準共有されている場合には、その保存・利用・

処分等について単独で所有する場合には存在しない種々の問題が生じる可能性があります。

まず、準共有されている権利の管理は、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有者の持分

の価格に従い、その過半数で行うものとされているため（民法第252条）、本投資法人が準共有持分の過

半数を有していない場合には、不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向

を反映させることができない可能性があります。

また、準共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、信託の受益権が準

共有されている場合には、準共有者間で準共有持分の優先的購入権についての合意をすることにより、

準共有者がその準共有持分を第三者に売却する場合に他の準共有者が優先的に購入できる機会を与える

義務を負う場合があります。

更に、不動産信託の受益権の準共有者が不動産信託受託者に対して有する信託交付金の請求権は不可

分債権となり不動産信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は不可分債務になると一般的に

は解されており、準共有者は、他の準共有者の信用リスクの影響を受ける可能性があります。

加えて、準共有者間においては、準共有者間の協定書等が締結され、準共有者間で準共有持分の優先

的購入権について合意されたり、一定の場合に当事者間で売渡請求権若しくは買取請求権が生じること

が合意され、又は受益者としての意思決定の方法等が合意されることがあります（その内容は様々で

す。）が、これらの合意がなされている場合、本投資法人が所有する準共有持分の処分が制限される可

能性があるほか、想定しない時期に準共有持分を取得若しくは譲渡することを強制され、又は、持分割
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合にかかわらず、不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させる

ことができない可能性があります。

不動産信託の信託受益権が第三者との間で準共有されている場合には、単独所有の場合と比べて上記

のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因

が増す可能性があります。

（ウ）フォワード・コミットメント等に関するリスク

本投資法人は、不動産等を取得するにあたり、フォワード・コミットメント等を行うことがありま

す。フォワード・コミットメント等において、一般的に不動産売買契約が買主の事情により解約された

場合には、買主は債務不履行による損害賠償義務を負担することとなります。また、損害額等の立証に

かかわらず、不動産等の売買価格に対して一定の割合の違約金が発生する旨の合意がなされることも少

なくありません。フォワード・コミットメント等の場合には、契約締結後、決済（物件引渡し）までに

一定の期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達

できない等の理由により、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金等の支払により、本

投資法人の収益等に悪影響が及ぶ可能性があります。

⑤　税制に関するリスク

（イ）導管性要件に関するリスク

税法上、一定の要件（以下「導管性要件」といいます。）を満たした投資法人に対しては、投資法人

と投資主との間の二重課税を排除するため、後記「４手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」に記載

する配当等の額を投資法人の損金に算入することが認められています。導管性要件のうち一定のものに

ついては、事業年度毎に判定を行う必要があります。

本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、本投資法人の投資主の異動、分配

金支払原資の制限・不足、法律の改正その他の要因により導管性要件を満たすことができない事業年度

が生じる可能性があります。現行税法上、導管性要件を満たさなかったことについてやむを得ない事情

がある場合の救済措置が設けられていないため、後記「（ホ）同族会社要件について本投資法人のコン

トロールが及ばないリスク」に記載する同族会社化の場合等、本投資法人の意図しないやむを得ない理

由により要件を満たすことができなかった場合においても、配当等の額を損金に算入することができな

くなり、本投資法人の税負担が増大する結果、投資主への分配額や純資産の額が減少する可能性があ

り、本投資口の市場価格に影響を及ぼすこともあり得ます。なお、課税上の取扱いに関しては、後記

「４手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご参照ください。

（ロ）税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク

導管性要件のうち、租税特別措置法施行令第39条の32の３に規定する配当可能利益の額又は配当可能

額の90％超の分配を行うべきとする要件（以下「支払配当要件」といいます。）においては、投資法人

の会計上の税引前当期純利益を基礎として判定を行うこととされています。したがって、会計処理と税

務上の取扱いの差異により本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益（会計上の税引後当期

純利益）が減少した場合、この要件を満たすことが困難となる事業年度が生じる可能性があり得ます。

なお、2015年４月１日以後に開始する事業年度については、会計処理と税務上の取扱いの差異である一

時差異等調整引当額の増加額に相当する金銭の分配について配当等の額として損金算入が可能になると

いう手当てがなされています。

（ハ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税負担の発生するリスク

本投資法人に対して税務調査が行われ、税務当局との見解の相違により過年度の課税所得計算につい

て追加の税務否認等の更正処分を受けた場合には、予想外の追加的な課税が発生することがあります。

この結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。

（ニ）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク

本投資法人は、本書の提出日現在において、一定の内容の投資方針を規約に定めることその他の税制

上の要件を充足することを前提として、不動産を取得する場合の登録免許税及び不動産取得税の軽減措

置の適用を受けることができると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たす

ことができない場合、又は軽減措置の要件が変更され若しくは軽減措置が廃止された場合において、軽

減措置の適用を受けることができない可能性があります。
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（ホ）同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないリスク

事業年度毎に判定を行う導管性要件のうち、事業年度終了時に同族会社のうち租税特別措置法施行令

第39条の32の３に定めるものに該当していないこと（発行済投資口の総数又は議決権総数の50％超が１

人の投資主及び特殊関係者により保有されていないこと）とする要件、すなわち、同族会社要件につい

ては、本投資口が市場で流通することにより、本投資法人のコントロールの及ばないところで、結果と

して満たされなくなる事業年度が生じるリスクがあります。

（ヘ）借入れに係る導管性要件に関するリスク

税法上、上記の事業年度毎に判定を行う導管性要件のひとつに、借入れを行う場合には機関投資家

（租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下、本「⑤ 税制に関するリスク」において

同じです。）のみから行うという要件があります。したがって、本投資法人が何らかの理由により機関

投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合、本投資法人に対する貸付債権が機関投資家以外の者

に譲渡された場合、又は、保証金若しくは敷金等の全部若しくは一部がテナントからの借入金に該当す

ると解釈された場合においては、導管性要件を満たせないことになります。この結果、本投資法人の税

負担が増大し、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。

（ト）投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないリスク

税務上、導管性要件のひとつに、事業年度末において投資法人の投資口が機関投資家のみにより保有

されること、又は50人以上の投資家に保有されることという要件があります。しかし、本投資法人は投

資家による投資口の売買をコントロールすることができないため、本投資法人の投資口が50人未満の投

資主によって保有される（機関投資家のみに保有される場合を除きます。）こととなる可能性がありま

す。

（チ）一般的な税制の変更に関するリスク

不動産、信託の受益権その他投資法人の運用資産に関する税制若しくは投資法人に関する税制又はか

かる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法

人の収益に悪影響をもたらす可能性があります。また、投資口に係る利益の配当、出資の払戻し、譲渡

等に関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資口の保有又は売

却による手取金の額が減少する可能性があります。

⑥　その他

（イ）専門家の意見への依拠に関するリスク

不動産の鑑定評価額及び不動産価格調査の調査価格は、個々の不動産鑑定士等の分析に基づく、分析

の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正な不動産価格と一致するとは

限りません。同じ物件について鑑定、調査等を行った場合でも、不動産鑑定士等、評価方法又は調査の

方法若しくは時期によって鑑定評価額、調査価格の内容が異なる可能性があります。また、かかる鑑定

等の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額や調査価格による売買の可能性を保証又は約束する

ものではありません。

建物状況報告書や構造計算書に関する調査機関による調査報告書についても、建物の評価に関する専

門家が調査した結果を記載したものにすぎず、不動産に欠陥、瑕疵、契約不適合が存在しないことを保

証又は約束するものではありません。

土壌汚染に関する各報告書は、個々の専門業者が調査した結果を記載したものにすぎず、土壌汚染が

存在しないことを保証又は約束するものではありません。また、土壌汚染が存在する場合に、専門家に

対して確認を行うことがありますが、当該確認の結果得られた専門家の土壌汚染のリスク等に関する意

見は、個々の専門家の分析に基づく、分析の時点におけるリスク等に関する意見を示したものにとどま

り、当該リスク等の内容又は程度を保証又は約束するものではありません。

また、不動産に関して算出される地震予想損失率PML値は、個々の専門家の分析に基づく予想値であ

り、損失の再調達価格に対する割合で示されますが、将来、地震が発生した場合、予想以上の多額の損

失が発生する可能性があります。

建築物環境調査報告書、土壌汚染のリスクに関する評価報告書も、個々の調査会社が行った分析に基

づく意見であり、評価方法、調査の方法等によってリスク評価の内容が異なる可能性があります。

また、マーケットレポート等により提示されるマーケットに関する第三者機関による分析又は統計情

報は、個々の調査会社の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見を示したものにとどま

り、客観的に適正なエリア特性、需要と供給、マーケットにおける位置付け、市場の動向等と一致する
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とは限りません。同じ物件について調査分析を行った場合でも、調査分析会社、分析方法又は調査方法

若しくは時期によってマーケット分析の内容が異なる可能性があります。

（ロ）減損会計の適用に関するリスク

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会平成14年８月９日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号平成15年10月31日））が、2005年４月１日以後開始する事業年度より強制適用されたことに伴

い、本投資法人においても減損会計が適用されています。減損会計とは、主として土地・建物等の事業

用不動産について、収益性の低下により投資額を回収する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件

のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理のことをいいます。減損会計の適

用に伴い、地価の動向及び投資資産の収益状況等によっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の

損益に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、2015年４月１日以後に開始する計算期間については、

減損損失、のれんの償却、資産除去債務等、一定の会計処理と税務上の取扱いの差異が生じた場合は、

一時差異等調整引当額の増加額を配当等の額として取扱い、損金算入することが可能になるという手当

てがなされています。

（ハ）過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク

保有資産の過去の収支状況を開示する場合、当該情報は本投資法人の会計方針に沿った会計監査等の

手続を経たものではなく、前所有者等から提供を受けたあくまでも参考としての情報にすぎません。特

に契約形態が大きく異なる場合、比較可能性の低い情報となることがあります。また、当該情報は不完

全であるおそれがあるほか、その正確性も担保されていない情報です。したがって、本投資法人が当該

資産を取得した後に、適用ある会計原則に従ってそれらの収支を作成し監査済み財務諸表を作成した場

合、当該監査済みの収支は上記情報に基づく収支とは大幅に異なるおそれがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

本投資法人及び本資産運用会社は、以上のようなリスクが投資リスクであることを認識しており、その上で

このようなリスクに最大限対応できるようリスク管理体制を整備しています。

しかしながら、当該リスク管理体制については、十分に効果があることが保証されているものではなく、リ

スク管理体制が適切に機能しない場合、投資主又は投資法人債権者に損害が及ぶおそれがあります。

①　本投資法人の体制

（イ）利益相反への対応

本投資法人は、透明性の高い運営を行い、同時にリスク管理に努めています。また、利害関係者との

間の利益相反に配慮しつつ、投資方針を実現させることができるように体制を整備しています。利益相

反を回避するために以下の法令上の規定並びに本投資法人及び本資産運用会社による施策が存在しま

す。

（法令上の規定）

ａ．本投資法人の執行役員は投信法上本投資法人に対し、善管注意義務及び忠実義務を負っており、執行

役員が故意又は過失によりその義務に違反して本投資法人に損害を与えた場合には、本投資法人に対

して損害賠償責任を負うこととなります。

ｂ．投信法上、資産運用会社その他の一定の利害関係を有する者との取引については、一定の制限が存在

します（後記「第二部 投資法人の詳細情報　第３管理及び運営　２利害関係人との取引制限（１）法

令に基づく制限」をご参照ください。）。

ｃ．投信法上、役員会の決議において、投資法人の執行役員及び監督役員が特別の利害関係を有する場

合、決議に参加できないものとされています。

（本投資法人及び本資産運用会社による施策）

本資産運用会社の内部規則として、利害関係者取引規程を定めており（利害関係人等との間の取引制限

の詳細については、後記「第二部 投資法人の詳細情報　第３管理及び運営　２利害関係人との取引制限

（２）本資産運用会社の自主ルール（利害関係者取引規程））」をご参照ください。）、本資産運用会社

は、（ｉ）本投資法人を当事者とする利害関係者取引を行った場合及び（ⅱ）本資産運用会社の利害関係

者取引規程を改廃した場合（ただし、本投資法人に関連する部分に限ります。）には、本投資法人に対

し、速やかに事後報告を行うものとしています。
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（ロ）牽制体制

本投資法人は、業務執行の意思決定及び執行役員に対する監督機関としての役員会が十分に機能し、

執行役員が本投資法人のために忠実にその職務を遂行するよう努めています。役員会においては、本投

資法人が委託する本資産運用会社での資産運用に係る重要な事項は、本資産運用会社からの報告事項と

するなど、本資産運用会社への一定の牽制体制を構築しています。

（ハ）内部者取引管理規程

本投資法人は、内部者取引管理規程を制定し、本投資法人の役員によるインサイダー取引の防止に努

めています。なお、同規程において、本投資法人の役員及び役員と生計を一にする親族（直系尊属を除

きます。）は、本投資法人の発行する投資口を自己の計算において売買してはならない（家族その他知

人等の名義の如何を問いません。）ものとされています。ただし、役員が本資産運用会社の役職員を兼

職している場合において、本資産運用会社における内部者取引管理規程において本投資口の売買が許容

されるときを除きます。

②　本資産運用会社の体制

本資産運用会社は管理対象とするリスクの種類、リスク管理に関する基本方針及び社内のリスク管理体制

等に関するリスク管理規程を定め、当該規程等に基づいて管理体制を整備し、資産運用上のリスクをコント

ロールするための社内ガイドラインを定める等、各種リスクに対する適切な管理を実施しています（リスク

管理に関する詳細は後記「第二部 投資法人の詳細情報　第４関係法人の状況　１資産運用会社の概況（２）

運用体制 ⑤ 投資運用に関するリスク管理体制」をご参照ください。）。

また、利益相反リスクに対しては、投信法の規定に従い、一定の取引については事前に本投資法人の役員

会による承認を経ることとしています（投信法第201条の２第１項）。更に、利害関係者取引規程を定め厳格

な利益相反対策ルールを設定しています。かかる利害関係者取引規程において、利益相反リスクへの対策と

して本資産運用会社の意思決定（投資委員会決定）の前にコンプライアンス委員会での外部専門家を含めた

全委員の賛成を必要とし、金融商品取引法及び投信法に定める利害関係人等に関連した行為準則の水準を超

える厳格な利益相反防止体制を整え、本投資法人本位のリスク管理体制を徹底しています。

本資産運用会社は、以上のような実効性のあるリスク管理システムを整備することによって、リスクを極

小化するように努め、最大限の効果の発揮に努めます。また、本資産運用会社はリスクに最大限対応できる

よう以下を含むリスク管理体制を整備しています。

（イ）反社会的勢力対応の体制

本資産運用会社は、内部規則として、「反社会的勢力排除規程」及び「反社会的勢力に対する基本方

針」を定め、管理体制を構築することとしています。取引等を行おうとする顧客及びその取引先（物件

の取得先やテナント、PM会社、ビル・マネジメント会社等を含みます。）について、反社会的勢力に該

当するか否か予め審査するよう努めることとされています。

（ロ）危機管理の体制

本資産運用会社は、内部規則としてＢＣＰ（Business Contingency Plan）を定め、運用資産の重大な

瑕疵又は契約不適合、自然災害、システム停止等の、事業継続において不測の事態である経営危機が発

生したときのための体制を構築しています。

（ハ）運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守

本資産運用会社は、規約の投資方針等の基本方針を実現するため、規約等に沿って運用ガイドライン

を策定し、投資方針、投資対象、投資制限等を定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを

遵守することにより、本投資法人の投資運用に係るリスクの管理に努めます。

また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針、リスク管理担当部門及

び責任者並びにリスク顕在化への対応等を規定し、本資産運用会社が管理すべき主要なリスクとして、

不動産投資・運用リスク、事務リスク、システムリスク、法務リスク、風評リスク、その他のリスクを

定義し、本資産運用会社のリスクに関する管理責任者であるコンプライアンス・オフィサーの役割を定

めています。なお、同規程によれば、コンプライアンス・オフィサーは、日常的にコンプライアンスや

各種リスクの管理状況をモニタリングし、必要に応じ、適宜代表取締役へ報告を行うものとされ、ま

た、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンスやリスク管理に関する各部からの報告やモニ

タリング状況を取りまとめ、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告するものとされています。
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（ニ）内部監査による検証

本資産運用会社の内部監査は、監査の目的達成のために必要とされる事項に関し、本資産運用会社の

全ての組織及び本資産運用会社業務の全般を対象として行うものとされています。本資産運用会社の内

部監査は、内部監査室が担当し、当該内部監査室長は、監査実施上必要あると認めたときは、社内及び

社外専門家を含め、臨時に内部監査担当者を任命することができます。

内部監査責任者は、前年度の内部監査結果をはじめ、被監査部署におけるリスクの種類・程度・管理

状況等を理解した上で、年度監査計画を策定し、本資産運用会社の取締役会に上程し、その承認を得ま

す。特命事項その他により、計画に重大な変更のあったときも同様とします。また、本資産運用会社の

取締役会から見直しの指示があった場合は、速やかに見直しを行います。年度監査計画には、当該事業

年度の監査方針、監査の対象、監査実施の時期、その他必要事項を示します。

内部監査は、本資産運用会社の内部監査規程上、最低年１回、全部署について、年度監査計画に基づ

いて本資産運用会社の取締役会の承認を得て実施することとされています。ただし、必要な場合には、

本資産運用会社の取締役会の承認を得てこれを変更して実施することができます。内部監査責任者は、

監査終了後速やかに監査の報告を取りまとめ、本資産運用会社の取締役会へ報告し、内部監査実施者は

監査の結果を被監査部署の責任者へ伝達します。当該伝達を受けた当該部署の責任者は、内部監査の結

果、提案を受けた事項について、改善の方針や内容、期限等を記載した改善計画（社内諸規則の制改定

等を含みます。）を作成し、速やかに内部監査責任者へ提出しなければならず、内部監査責任者は、当

該回答書を取りまとめ、その内容について本資産運用会社の取締役会及び役職員に報告します。内部監

査責任者は、指摘事項の改善実施状況につき適宜、調査・確認を行うものとされ、確認結果について

は、適宜取りまとめ、その内容について本資産運用会社の取締役会及び役職員へ報告します。

（ホ）利害関係者取引規程

後記「第二部 投資法人の詳細情報　第３管理及び運営　２利害関係人との取引制限（２）本資産運用

会社の自主ルール（利害関係者取引規程）」をご参照ください。

（ヘ）内部者取引管理規程

本資産運用会社では、内部者取引管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー

取引の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役員（非常勤役員を含みま

す。）及び職員（社員、嘱託社員、契約社員等をいいます。）並びにこれと生計を一にする親族（直系

尊属を除きます。）は、原則として、本投資法人が発行する投資証券等（金融商品取引所に上場されて

いる投資証券及び新投資口予約権証券をいいます。）について、法人関係情報の有無にかかわらず、売

買（投資証券又は株式の累積投資制度に係る買付けなど、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第

59条第１項第９号に規定するものを除きます。）をしてはならないものとされています。ただし、本投

資口については、本投資法人の決算発表後１か月以内、及び公募・売出期間内（発行条件決定翌日から

受渡期日まで）における売買など、予めコンプライアンス・オフィサーを経由し代表取締役社長の承認

を受けた場合（ただし、代表取締役社長が売買を行う場合にはコンプライアンス・オフィサーの承認を

受けた場合）は、この限りではありません。

（ト）フォワード・コミットメント等

フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上され

ずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することに

なります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、解約違約

金、運用資産の取得額の上限及び契約締結から運用資産引渡しまでの期間の上限並びに決済資金の調達

方法等についてのルールを定めたフォワード・コミットメント等取扱規程に基づき、当該リスクを管理

しています。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料はありません。

（２）【買戻し手数料】

本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わないため（規約第８条第１項）、該当事項はあ

りません。ただし、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができ

ます（規約第８条第２項）。この場合、所定の手数料が課されることがあります。

（３）【管理報酬等】

①　役員報酬（規約第20条）

本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。

（イ）各執行役員の報酬は、１人当たり月額25万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を

当月末日までに支払うものとします。

（ロ）各監督役員の報酬は、１人当たり月額25万円を上限として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を

当月末日までに支払うものとします。

（注）本投資法人は、役員の投信法第115条の６第１項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がな

い場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認める

ときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています（規約第21条）。その

他役員の責任の免除の内容については、前記「１ 投資法人の概況　（４）投資法人の機構　① 投資法人の統治に関する事

項　(イ) 機関の内容　b. 執行役員、監督役員及び役員会」をご参照ください。

②　本資産運用会社への資産運用報酬（規約第40条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」）

本投資法人が、本資産運用会社に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準はそれぞれ次のとおりで

す。

（イ）報酬体系

ａ．取得時報酬

取得価額（消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。）に1.0％を乗じた額（１円未満

切捨て）とします。ただし、特定資産を本資産運用会社の利害関係者取引規程において定義する利害関

係者から取得する場合においては、0.5％を乗じた額（１円未満切捨て）とします。

ｂ．運用報酬１

本投資法人の直前の決算期の翌日から３か月目の末日までの期間（以下「計算期間Ⅰ」といいま

す。）及び計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間（以下「計算期間Ⅱ」といいます。）ごと

に、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に年率0.3％を乗じた額（１年365日として

当該計算期間の実日数による日割計算として、１円未満切捨て）とします。

＜「計算期間Ⅰ」における総資産額＞

本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表（投信法第131条第２項の承認を受けたもの

に限ります。以下、本「（イ）報酬体系」において「直近決算期の貸借対照表」といいます。）に記載

された総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合には、当該取得した運

用資産の取得価額（ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。）に当該運用資

産の取得日から計算期間Ⅰの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅰの日数で除した額を加え、運用資

産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿価額に当該運用資産

の処分日の翌日から計算期間Ⅰの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅰの日数で除した額を控除した

額

＜「計算期間Ⅱ」における総資産額＞

直近決算期の貸借対照表に記載された総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が運用資産を取

得した場合には、当該取得した運用資産の取得価額（ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う

費用を除きます。）を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借

対照表上の帳簿価額を控除した額に、計算期間Ⅱの期間中に本投資法人が運用資産を取得した場合に

は、当該取得した運用資産の取得価額（ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きま

す。）に当該運用資産の取得日から計算期間Ⅱの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅱの日数で除し

た額を加え、運用資産を処分した場合には、当該処分した運用資産の直近決算期の貸借対照表上の帳簿

価額に当該運用資産の処分日の翌日から計算期間Ⅱの末日までの日数を乗じた上で計算期間Ⅱの日数で

除した額を控除した額
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ｃ．運用報酬２

本投資法人の各営業期間における運用報酬２控除前当期純利益（運用報酬２、消費税及び地方消費税

の納付差額並びに法人税等計上前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された

前期繰越損失の額があるときはその金額を補填した後の額とします。以下同じです。）に本投資法人の各

営業期間における運用報酬２控除前当期純利益を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した額

（１円未満切捨て）を乗じ、更にこれに0.0019％を乗じた額（１円未満切捨て）とします。

なお、発行済投資口の総口数については、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己

の投資口を保有する場合、当該決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を

除いた数をいうものとし、投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営

業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割

前の口数に調整された数とします。

（ロ）報酬の支払時期

ａ．取得時報酬

当該特定資産を取得した日（所有権移転等の権利移転の効力が発生した日）が属する月の翌月末日ま

でに支払うものとします。

ｂ．運用報酬１

「計算期間Ⅰ」に対する報酬額は、原則として計算期間Ⅰの期間満了日の翌々月末日までに支払い、

「計算期間Ⅱ」に対する報酬額は、原則として計算期間Ⅱの期間満了日の翌々月末日までに支払うもの

とします。

ｃ．運用報酬２

当該決算期より原則として４か月以内に支払うものとします。

③　一般事務受託者、投資主名簿管理人、資産保管会社及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数

料

一般事務受託者、投資主名簿管理人、資産保管会社及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの

業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
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資産総額 算定方法（年間）

100億円以下 11,000,000円

100億円超 500億円以下 11,000,000円 ＋ （資産総額－100億円） × 0.080 ％

500億円超 1,000億円以下 43,000,000円 ＋ （資産総額－500億円） × 0.060 ％

1,000億円超 2,000億円以下 73,000,000円 ＋ （資産総額－1,000億円） × 0.055 ％

2,000億円超 3,000億円以下 128,000,000円 ＋ （資産総額－2,000億円） × 0.040 ％

3,000億円超 5,000億円以下 168,000,000円 ＋ （資産総額－3,000億円） × 0.035 ％

5,000億円超 238,000,000円 ＋ （資産総額－5,000億円） × 0.030 ％

（イ）一般事務受託者の報酬

ａ．本件一般事務に係る報酬（以下、本「（イ）一般事務受託者の報酬」において「一般事務報酬」とい

います。）は、３月、６月、９月、12月の末日を最終日とする３か月ごとの各計算期間（以下、本

「（イ）一般事務受託者の報酬」において「計算期間」といいます。）において、本投資法人の当該

計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額（投信法第129条第２項に規定する貸借

対照表上の資産の部の合計額をいいます。）に基づき、後記「基準報酬額表」により計算した金額を

上限として、別途本投資法人及び一般事務受託者間で合意し算出した金額に消費税及び地方消費税

（以下、本「（イ）一般事務受託者の報酬」において併せて「消費税等」といいます。）を加算した

金額（１円未満切捨て）とします。なお、３か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれ

る実日数をもとに１年間を365日として日割計算した金額に消費税等を加算した金額（１円未満切捨

て）とします。

ｂ．本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指

定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。

ｃ．本投資法人及び一般事務受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場

合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。なお、当該協議にあたり、本

投資法人が役員会による承認手続を要する旨を一般事務受託者に対し書面により通知した場合には、

当該変更の効力発生時は、当該承認手続の完了時とします。この場合、本投資法人は、速やかに当該

承認手続を行うものとします。

（基準報酬額表）

（注）計算期間ごとの一般事務報酬は、上記の算出方法に従って算出された年額を１年間を365日として当該計算期間の実日数で日割計算した額

とします。
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項目 対象事務の内容 計算単位及び計算方法（消費税別）

基本料

1．投資主名簿の作成、管理及び備置き

投資主名簿の維持管理

期末、中間及び四半期投資主の確定

1．毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき

下記段階に応じ区分計算したものの合計額の６分の１。

ただし、月額最低基本料を200,000円とします。
（投資主数）　　　　　　　　　 （投資主１名あたりの基本料）

投資主数のうち最初の5,000名について　　　　　　480円

 5,000名超　　 10,000名以下の部分について　　　420円

10,000名超　　 30,000名以下の部分について　　　360円

30,000名超　　 50,000名以下の部分について　　　300円

50,000名超　　100,000名以下の部分について　　　260円

100,000名を超える部分について　　　　　　　　　 225円

2．期末統計資料の作成

（所有者別、所有数別、地域別分布状

況）

投資主一覧表の作成

（全投資主、大投資主）

※資料提供はWebによる。

　書面での提供は、別途手数料が必要です。

分配金

支払管理料

1．分配金支払原簿、分配金領収書、指定

口座振込票、払込通知書の作成、支払

済分配金領収証等による記帳整理、未

払分配金確定及び支払調書の作成、印

紙税納付の手続。

1．分配金等を受領する投資主数につき、
下記段階に応じ区分計算したものの合計額。
ただし、１回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。

（投資主数）　　　　　　　　　 （投資主１名あたりの管理料）

投資主数のうち最初の5,000名について　　　　　　120円
 5,000名超　　 10,000名以下の部分について　　　110円
10,000名超　　 30,000名以下の部分について　　　100円
30,000名超　　 50,000名以下の部分について　　　 80円
50,000名超　　100,000名以下の部分について　　　 60円
100,000名を超える部分について　　　　　　　　　　50円

2．銀行取扱期間経過後の分配金等の支払

及び支払原簿の管理。

2．指定口座振込分については１件につき 130円 を加算。

3．各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する

支払１件につき　450円

諸届管理料

1．投資主等からの諸届関係等の照会、受

付

（個人番号等の初回取得、投資主情報

等変更通知の受付含む）

1．照会、受付１件につき　　　　　　　　　　　　　　 600円

2．投資主等からの依頼に基づく調査、証

明

2．調査、証明１件につき　　　　　　 　　　　　　　　600円

投資主総会

関係手数料

1．議決権行使書用紙の作成及び返送議決

権行使書の受理、集計。

1．議決権行使書用紙の作成１通につき　　　　　　　　　15円

議決権行使書用紙の集計１通につき　　　　　　　　 100円

ただし、１回の議決権行使書用紙集計の

最低管理料を50,000円とします。

2．投資主総会当日出席投資主の受付、議

決権個数集計の記録等の事務。

2．派遣者１名につき　　　　　　　　　　　　　　　20,000円

ただし、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要です。

郵便物関係

手数料

1．投資主総会の招集通知、同決議通知、

決算報告書、分配金領収証（又は計算

書、振込案内）等投資主総会、決算関

係書類の封入・発送事務。

1．封入物３種まで　期末、基準日現在投資主１名につき　35円

追加封入１種ごとに、追加　　　　　　　　　　　　　10円
※手封入、名寄せする場合は別途手数料がかかります。

ハガキ　　　期末、基準日現在投資主１名につき　　　23円

2．返戻郵便物データの管理 2．返戻郵便物を登録する都度、郵便１通につき　　　　 200円

投資主等

データ受付料

振替機関からの総投資主通知の受付、

新規記録に伴う受付、通知

データ１件につき　　　　　　　　　　　　　　　 　150円

契約終了・解除に伴う

データ引継料

契約終了・解除に伴うデータ引継等

事務作業費

対象投資主１名につき　　　　　　　　　　　　　 2,000円

（ロ）投資主名簿管理人の報酬

ａ．本投資法人は委託事務手数料として、後記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途

合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する委託事務その他本投資法人

が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿管理人が協議の上、その手数

料を定めるものとします。

ｂ．投資主名簿管理人は、上記ａ．の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本

投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払

日とします。

（委託事務手数料表）

（注）事務取扱開始月（初月）から事務取扱終了月まで適用するものとし、日割計算はしません。ただし、初月が１か月に満たない場合は翌月分

から適用するものとします（ただし、各種引継手数料を除きます。）。なお、市場変更等により投資口事務受託契約を再締結する場合（み

ずほ信託銀行株式会社における事務取扱が継続する場合）において初月が１か月に満たない場合は、初月は旧契約の手数料表に基づき適用

します。

- 70 -



手数料項目 金額

財務代理手数料

＜基準額＞

10百万円（以下、本表において「基準額」といいます。）とします。

＜変動要因（基準額比）＞

上記基準額の変動要因は以下のとおりとします。

(1）投資法人債の発行総額

発行金額100円当たり７銭を基準額に加算します。

(2）償還期限

償還期間１年間当たり20万円を基準額に加算します。

元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075

利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075

（ハ）資産保管会社の報酬

ａ．本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、下記＜業務手数料の計算方法＞に基づ

き計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うもの

とします。ただし、資産保管業務委託契約に定めのない業務に対する手数料は、本投資法人及び資産

保管会社にて協議の上決定するものとします。

＜業務手数料の計算方法＞

ある暦月（本＜業務手数料の計算方法＞において以下「計算対象月」といいます。）における業務手数

料（月額）の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料（ただし、以下の計算式で計算した結果

の月額手数料が10万円に満たなかった場合は10万円とします。）を上限として、本投資法人の資産構成

に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。

各計算対象月を含む営業期間の前期末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額

×0.03％÷12

なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が１か月に満たない月の業務手数料（月額）に

ついては、当該月の実日数に対する当該月における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して

算出するものとします。

上記計算により算出された業務手数料（月額）の金額に１円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとします。

ｂ．資産保管会社は、本投資法人の計算期間（本投資法人の規約に定める営業期間をいいます。以下本

ｂ．において同じです。）毎に、前記ａ．に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費

税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法

人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日（銀行休業日の場合は前営業日）ま

でに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込（振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及

び地方消費税は本投資法人の負担とします。）により支払うものとします。

ｃ．前記ａ．及びｂ．の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適

当になったときは、本投資法人及び資産保管会社にて協議の上これを変更することができます。

（ニ）投資法人債に関する一般事務受託者の報酬

ａ．第２回無担保投資法人債に関する一般事務受託者（株式会社三菱ＵＦＪ銀行）

ⅰ．財務代理手数料

以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、一般事

務受託者に対して投資法人債の払込期日に支払っています。

ⅱ．元金支払手数料・利金支払手数料

以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額とし、元利金

の支払期日の前営業日に支払います。

（基準報酬額表）
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手数料項目 金額

財務代理手数料 600万円（上限）

元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075

利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075（各利払い毎）

ｂ．第３回無担保投資法人債に関する一般事務受託者（三井住友信託銀行株式会社）

ⅰ．財務代理手数料

以下の基準報酬額表に掲げる金額を上限として当事者が別途合意する金額とし、一般事務受託者に

対して投資法人債の払込期日に支払っています。

ⅱ．元金支払手数料・利金支払手数料

以下の基準報酬額表に掲げる金額とし、元利金の支払期日の前日（銀行休業日は算入しません。）

に支払います。

（基準報酬額表）

（ホ）自己投資口の取得に関する一般事務受託者の報酬

本投資法人は自己投資口の取得に係る委託手数料として、買付けに係る委託手数料（当該買付けの約定

日における約定金額の0.30％を上限とし、本投資法人と一般事務委託者が別途合意する金額をいいま

す。）及び消費税等を、当該買付けの約定日の２取引日後の日に支払うものとします。

④　会計監査人報酬（規約第28条）

会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当

該決算期に係る投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書の受領後、会計監査人の請求

を受けてから２か月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。

（注）本投資法人は、会計監査人の投信法第115条の６第１項の責任について、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な

過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特

に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとしています。（規

約第29条）。その他会計監査人の責任の免除の内容については、前記「１ 投資法人の概況　（４）投資法人の機構　① 投

資法人の統治に関する事項　(イ) 機関の内容　c. 会計監査人」をご参照ください。

⑤　手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法

前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。

（照会先）
ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門二丁目10番１号
電話番号　03-5575-3600
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（４）【その他の手数料等】

本投資法人は、本投資口及び本投資法人債の発行及びその他投資資産の運用に掛かる以下の費用を負担し

ます。

①　本投資口及び本投資法人債の発行に関する費用（券面の作成及び交付に掛かる費用を含みます。）

②　法令に定める有価証券報告書、資産運用報告等の作成及び交付に掛かる費用（監督官庁等に提出する場合

の提出費用を含みます。）

③　本投資法人の公告に掛かる費用及び広告宣伝等に関する費用

④　専門家等に対する報酬又は費用（法律顧問及び司法書士等の報酬並びに鑑定評価及び資産精査等の費用を

含みます。）

⑤　執行役員及び監督役員の職務遂行に掛かる実費、保険料、立替金等並びに投資主総会及び役員会等の開催

に伴う費用

⑥　投資資産の取得・処分又は管理・運営に関する費用（媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修

繕費用、水道光熱費等を含みます。）

⑦　投資法人の運営に要する費用

⑧　その他上記①から⑦までに類する本投資法人が負担すべき費用

（５）【課税上の取扱い】

日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりで

す。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあり

ます。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。

①　投資主の税務

（イ）個人投資主の税務

ａ．配当等の額に係る税務

個人投資主が本投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時

差異等調整引当額（利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47

号。その後の改正を含みます。）（以下「投資法人計算規則」といいます。）第２条に定義される金額

をいいます。以下、本「（５）課税上の取扱い」において同じです。）の増加額からなる金額（以下、

本「（５）課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。）は、株式の配当と同様に配当所得

として取り扱われ、原則20％の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。た

だし、上場投資法人である本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、この所得税の源泉

税率は20％（所得税15％、住民税５％）となります。なお、2013年１月１日から2037年12月31日までの

間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1％の税率により復興特別所得税が課され、

所得税の額と併せて源泉徴収されます。

2016年１月１日以後、投資法人の投資口を含む株式等は上場株式等（金融商品取引所に上場されてい

る株式等の他、特定公社債（国債、地方債、公募公社債等をいいます。）等をいいます。以下、本

「（５）課税上の取扱い」において同じです。）と一般株式等（上場株式等以外の株式等をいいま

す。）に区分され、本投資法人の投資口は、上場株式等として取り扱われます。上場株式等に係る利子

所得及び配当所得（租税特別措置法第８条の４第１項に定めるものをいいます。以下、本「（５）課税

上の取扱い」において「上場株式等に係る配当所得等」といいます。）については、20％（所得税

15％、住民税５％）の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。なお、

2013年１月１日から2037年12月31日までの各年分の上場株式等に係る配当所得等に課される所得税の額

に対しては、2.1％の税率により復興特別所得税が課されます。

また、上場株式等に係る配当所得等は特例の対象となり、受け取る配当等の金額にかかわらず、申告

不要制度の選択が可能となり、源泉徴収だけで課税関係を終了させることができます。

個人投資主が受け取る上場株式等に係る配当所得等については、金融商品取引業者（金融商品取引法

第２条第９項。ただし、金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り

ます。以下、本「（イ）個人投資主の税務」において同じです。）等における特定口座の源泉徴収選択

口座（源泉徴収を選択した特定口座）内に受け入れることを選択できます。

また、2014年１月１日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座（租税特別措置法第

37条の14第５項第１号に定める口座をいいます。以下、本「（イ）個人投資主の税務」において同じで

す。）内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定（租税特別措置法第37条の14第５

項第３号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。）に係るもの（2014年１月１日か

ら2023年12月31日までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円（2016

年１月１日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円）を超えないもの等一定のも
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みなし配当の金額＝出資等減少分配額－投資主の所有投資口に相当する投資法人の税務上の資本金等の額※

投資口の譲渡に係る収入金額＝出資等減少分配額－みなし配当の金額（注１）

投資主の譲渡原価＝
出資等減少分配直前の

投資口の取得価額
×

投資法人の出資等減少分配による出資総額等減少額

※※

投資法人の前々期末の簿価純資産価額※※※

投資口の譲渡損益の額＝譲渡収入金額（注２）－譲渡原価の額（注３）

のに限ります。）に係る配当等で、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の１月

１日以後５年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されま

せん。

2024年１月１日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている

上場株式等のうち、特定非課税管理勘定（成長投資枠）（租税特別措置法第37条の14第５項第８号に定

めるものをいいます。以下、本段落において同じです。）に係るもの（2024年１月１日以後における新

規投資額で毎年240万円、総額1,200万円を上限とします。）に係る配当等で、非課税口座に特定非課税

管理勘定を設けた日以後に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。な

お、非課税口座を開設できるのは、その年の１月１日において満18歳以上である方に限られます。

金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座（租税特別措置法第37条の14の２第５項第１号

に定める口座をいいます。以下、本「（イ）個人投資主の税務」において同じです。）内において管理

されている上場株式等のうち、非課税管理勘定（租税特別措置法第37条の14の２第５項第３号に定める

ものをいいます。以下、本段落において同じです。）に係るもの（2016年４月１日から2023年12月31日

までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のもの

に限ります。）又は継続管理勘定に係るものに係る配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた

日から同日の属する年の１月１日以後５年を経過する日までの間又は継続管理勘定を設けた日から未成

年者口座を開設した者がその年１月１日において18歳である年の前年12月31日までの間に支払を受ける

べきものについては、所得税及び住民税が課されません。

なお、大口個人投資主（本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日において発行済投

資口の総口数の３％以上を保有する投資主（2023年10月１日以後に配当等の支払を受ける場合は、基準

日においてその者を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が保有する

本投資口と合算して発行済投資口総数の３％以上を保有する個人投資主を含む。））は、上記の上場株

式等の特例の対象とはならず、原則どおり配当等の額を受け取る際に所得税（復興特別所得税が課され

る場合には復興特別所得税も含みます。）が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます。

ｂ．出資等減少分配に係る税務

個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配（所得税法（昭和40年法律第33号。その後の改

正を含みます。）第24条に定めるものをいいます。以下、本「（イ）個人投資主の税務」において同じ

です。）のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みな

し配当（注１）として前記「ａ．配当等の額に係る税務」における配当等の額と同様の課税関係が適用

されます。また、出資等減少分配額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額（注

２）として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価（注３）を算定し、投資口の

譲渡損益の額（注４）を計算します。この譲渡損益の取扱いは、後記「ｃ．投資口の譲渡に係る税務」

における投資口の譲渡における金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合と原則として同様になりま

す。

（注１）みなし配当の金額は、以下のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。以下同じです。

※投資法人の出資等減少分配による出資総額等減少額を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額となります。

（注２）投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のように算定されます。以下同じです。

（注３）投資主の譲渡原価は、以下のように計算されます。以下同じです。

※※この割合は、小数第３位未満の端数があるときは切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせし

ます。

※※※「前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額」がある場合には、その金額

を加算し、「前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額」がある場合はそ

の金額を減算します。

（注４）投資口の譲渡損益は、以下のように計算されます。以下同じです。
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ｃ．投資口の譲渡に係る税務

個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様

に、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20％（所得税15％、住民税

５％）の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺

は認められますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所

得と相殺することはできません。ただし、本投資法人の投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等し

た場合は、以下の特例の対象となります。なお、2013年１月１日から2037年12月31日までの各年分の上

場株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては2.1％の税率により復興特別所得税が課され

ます。

ｉ．本投資法人の投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上

場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等に係る譲渡所得等の合計が

損失となった場合は、申告を要件にこの損失（以下、後記ｃ．ⅱ．において「本投資法人の投資口

の譲渡損失の金額」といいます。）をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額（申告分離課

税を選択したものに限ります。以下、後記ｃ．ⅱ．において同じです。）から控除することが認め

られます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年において、当該適用を受けようと

する旨が記載された確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出が必要です。

ⅱ．その年の前年以前３年内の各年において、本投資法人の投資口の譲渡損失の金額（前記ｃ．ｉ．の

適用を受けている場合には適用後の金額となります。）があるときは、申告を要件にこの損失（前

年以前に既に控除したものを除きます。）をその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上

場株式等に係る配当所得等の金額から控除することが認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける

場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書

の提出等が必要です。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われ

ていたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年

分の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができ

ます。

ⅲ．金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座（源泉徴収を選択した特定口座）内にお

いて譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉税率

は、2014年１月１日以後の譲渡等に対しては20％（所得税15％、住民税５％）となります。2013年

１月１日から2037年12月31日までの間に生ずる譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1％

の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。

なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株

式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等

の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得

等の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。

ⅳ．2014年１月１日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されてい

る上場株式等のうち、非課税管理勘定（租税特別措置法第37条の14第５項第３号に定めるものをい

います。以下、本段落において同じです。）に係るもの（2014年１月１日から2023年12月31日まで

の10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円（2016年１月１日以後に

設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円）を超えないもの等一定のものに限りま

す。）について、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の１月１日以後５年

を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡し

た場合には、当該譲渡による当該譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。

ⅴ. 2024年１月１日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されてい

る上場株式等のうち、特定非課税管理勘定（成長投資枠）（租税特別措置法第37条の14第５項第８号

に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。）に係るもの（2024年１月１日以後にお

ける新規投資額で毎年240万円、総額1,200万円を上限とします。）について、非課税口座に特定非課

税管理勘定を設けた日以後に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲

渡した場合には、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年

の１月１日において満18歳以上である方に限られます。

ⅵ．金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のう

ち、非課税管理勘定（租税特別措置法第37条の14の２第５項第３号に定めるものをいいます。以

下、本段落において同じです。）に係るもの（2016年４月１日から2023年12月31日までの期間、そ

れぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限りま

す。）又は継続管理勘定に係るものについて、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日
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の属する年の１月１日以後５年を経過する日までの間又は継続管理勘定を設けた日から未成年者口

座を開設した者がその年１月１日において18歳である年の前年12月31日までの間に、金融商品取引

業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得等

については、所得税及び住民税が課されません。

（ロ）法人投資主の税務

ａ．配当等の額に係る税務

法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資

主の事業年度において益金計上されます。法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、株式の

配当と同様に取り扱われ、源泉徴収されますが、この源泉税は法人投資主の法人税の申告上、所得税額

控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。なお、金融商品取引所に

上場されている本投資法人の投資口の配当等の額については所得税の源泉税率は15％となります。2013

年１月１日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1％の

税率により復興特別所得税が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。なお、この復興特別所得

税は所得税の額とみなされ、法人税の申告上、所得税額控除の対象とされます。

ｂ．出資等減少分配に係る税務

法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配（法人税法（昭和40年法律第34号。その後の改

正を含みます。）第23条に定めるものをいいます。以下、本「（ロ）法人投資主の税務」において同じ

です。）のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みな

し配当として前記「ａ．配当等の額に係る税務」における配当等の額と同様の課税関係が適用されま

す。また、出資等減少分配のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱

われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益の額を計算しま

す。

ｃ．投資口の期末評価方法

法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である

場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目

的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券

に分類される投資口に関しても原則として時価法（評価損益は原則として純資産の部に計上）の適用が

あります。

ｄ．投資口の譲渡に係る税務

法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人投資主の法人税の計算上、益金又は損金とし

て計上されます。

②　投資法人の税務

（イ）配当等の額の損金算入要件

税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、本投資

法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を本投資法人の損金に算入することが認め

られています。配当等の額を損金算入するために満足すべき主要な要件は次のとおりです。

ａ．配当等の額が配当可能利益の額の90％超（利益を超える金銭の分配がある場合には、金銭の分配の額

が配当可能額の90％超）であること

ｂ．他の法人（租税特別措置法施行規則第22条の19に定める法人を除きます。）の発行済株式又は出資

（匿名組合に対する出資を含みます。）の総数又は総額の50％以上を有していないこと

ｃ．借入れは、機関投資家（租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下、本「② 投資法

人の税務」において同じです。）からのものであること

ｄ．事業年度の終了の時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の３に定めるものに該

当していないこと

ｅ．投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50％を超

える旨が投資法人の規約において記載されていること

ｆ．設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が１億円以上であること、又は投資口が事

業年度の終了の時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること

ｇ．事業年度の終了の時において有する投信法第２条第１項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産

その他の一定の資産（租税特別措置法施行令第39条の32の３に定めるものをいいます。）の帳簿価額
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の合計額がその時において有する総資産の帳簿価額の合計額の２分の１に相当する金額を超えている

こと

（ロ）不動産流通税の軽減措置

ａ．登録免許税

一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税の税率は課税標準

の２％ですが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては、2026年３月31日までは1.5％

となります。また、規約において、資産の運用方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定

不動産（不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を

信託する信託の受益権をいいます。）の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に

占める割合である「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満た

す投資法人は、規約に従い取得した不動産に対しては、2027年３月31日までに取得する不動産の所有権

の移転登記について1.3％に登録免許税の税率が軽減されます。

ｂ．不動産取得税

一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準の４％の税率により課されます

が、住宅及び土地については2027年３月31日までに取得した場合に限り３％となります。また、規約に

おいて、資産の運用方針として、「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその

他の要件を満たす投資法人は規約に従い2027年３月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動

産取得税の課税標準が５分の２に軽減されます。

ｃ．特別土地保有税

特別土地保有税は2003年以降、当分の間新たな課税は行われません。
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資産の
種　類

用途 地域

当期
2025年12月31日

保有総額
（百万円）（注１）

対総資産比率
（％）（注２）

信託不動産
物流施設

首都圏及び関西圏 148,046 94.4

その他 2,569 1.6

小　計 150,616 96.1

預金等のその他資産 6,143 3.9

資産総額計 156,759 100.0

当期
2025年12月31日

金額（百万円） 資産総額に対する比率（％）

負債総額（注３、注４） 74,485 47.5

純資産総額（注３） 82,273 52.5

資産総額（注３） 156,759 100.0

５【運用状況】

（１）【投資状況】

（注１）「保有総額」は、決算日時点における貸借対照表計上額（信託不動産については、減価償却後の帳簿価額）によっています。

なお、不動産を主な信託財産とする信託受益権には信託財産内の預金は含まれていません。

（注２）「対総資産比率」は、資産総額に対する貸借対照表計上額の比率を表しており小数第２位を四捨五入して記載しています。

（注３）「負債総額」、「純資産総額」及び「資産総額」には、決算日時点の貸借対照表に計上された金額を記載しています。

（注４）「負債総額」には、敷金・保証金返還債務を含みます。

銘柄
株式数
（株）

取得価格 評価額（注１）
投資比率
（注２）１株当たりの

金額（千円）
取得価格総額

（千円）
単価（千円） 金額（千円）

株式会社久喜菖蒲工

業団地管理センター
10,500 1 10,500 1 10,500 0.01％

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

本投資法人が当期末現在保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。

（注１）当該非上場株式の評価額には、取得原価を記載しています。

（注２）投資比率には、当期末現在の当該非上場株式の取得価格が資産総額に占める割合を、小数第３位を四捨五入して記載していま

す。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。
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物件
番号
(注１)

物件名称 所在地
取得価格
（百万円）
（注２）

投資比率
（％）
（注３）

貸借対照表
計上額

（百万円）

期末算定価額
（百万円）
（注４）

取得
年月日
（注５）

Ｍ-１ ロジスクエア久喜 埼玉県久喜市 9,759 6.2 8,579 12,500 2016年７月27日

Ｍ-２ ロジスクエア羽生 埼玉県羽生市 6,830 4.3 6,000 8,510 2016年７月27日

Ｍ-４ ロジスクエア浦和美園 埼玉県さいたま市 13,060 8.3 12,163 15,900 2018年２月７日

Ｍ-５ ロジスクエア新座 埼玉県新座市 6,960 4.4 6,447 8,430 2018年２月７日

Ｍ-６ ロジスクエア守谷 茨城県守谷市 6,157 3.9 5,649 8,310 2018年２月７日

Ｍ-７ ロジスクエア川越 埼玉県川越市 1,490 0.9 1,419 1,790 2019年７月16日

Ｍ-８ ロジスクエア春日部 埼玉県春日部市 4,900 3.1 4,665 6,000 2019年７月16日

Ｍ-９ ロジスクエア草加 埼玉県草加市 8,109 5.2 8,051 9,830 2020年２月３日

Ｍ-10 ロジスクエア八潮 埼玉県八潮市 5,073 3.2 5,102 7,080 2020年２月３日

Ｍ-11 ロジスクエア瑞穂Ａ 東京都瑞穂町 2,794 1.8 2,775 3,230 2020年２月３日

Ｍ-12 ロジスクエア瑞穂Ｂ 東京都瑞穂町 3,584 2.3 3,564 4,080 2020年２月３日

Ｍ-13 ロジスクエア上尾 埼玉県上尾市 4,908 3.1 4,729 5,820 2020年７月13日

Ｍ-14 ロジスクエア三芳 埼玉県三芳町 11,700 7.4 11,169 13,800 2020年７月13日

Ｍ-15
ロジスクエア狭山日高
（注６）

埼玉県飯能市
①14,066
②3,612

合計17,678
11.2 17,067 19,000

①2021年１月19日
②2022年７月22日

Ｍ-16 ロジスクエア川越Ⅱ 埼玉県川越市 3,244 2.1 3,135 3,680 2021年１月19日

Ｍ-17 ロジスクエア白井 千葉県白井市 7,415 4.7 7,292 7,880 2023年４月３日

Ｋ-１ ロジスクエア神戸西 兵庫県神戸市 3,479 2.2 3,381 4,040 2021年１月19日

Ｋ-２ ロジスクエア大阪交野 大阪府交野市 22,370 14.2 21,845 24,300 2021年９月15日

Ｋ-３ ロジスクエア枚方 大阪府枚方市 15,091 9.6 15,007 16,500 2023年４月３日

Ｏ-１ ロジスクエア鳥栖 佐賀県鳥栖市 2,823 1.8 2,569 4,160 2018年４月２日

合　計 157,425 100.0 150,616 184,840 －

③【その他投資資産の主要なもの】

本投資法人が当期末現在保有する投資資産（上記「① 投資有価証券の主要銘柄」に記載した投資有価証券を

除きます。）の概要は以下のとおりです。

（イ）不動産等の概要

本投資法人が、当期末現在保有する信託受益権の概要は以下のとおりです。

ａ．ポートフォリオ一覧

（注１）「物件番号」は、保有資産について、物件ごとに、タイプを示す符号とともに、番号を付して記載しています。なお、首都圏に所

在する物流関連施設は「Ｍ」、関西圏に所在する物流関連施設は「Ｋ」、首都圏及び関西圏以外の地域に所在する物流関連施設は

「Ｏ」の符号を付しています。以下同じです。

（注２）「取得価格」は、保有資産に係る売買契約書に記載された各保有資産の売買代金を記載しています。なお、売買代金には消費税及

び地方消費税並びに取得に要する諸費用を含まず、百万円未満を切捨てて記載しています。ロジスクエア鳥栖は、2020年８月31日

付で土地の一部を譲渡しているため、「取得価格」については、取得時点における同物件に係る不動産信託受益権売買契約に記載

の売買代金から当該譲渡面積に係る価格を控除した金額を記載しています。

（注３）「投資比率」は、各保有資産の取得価格の合計に占める保有資産の取得価格の割合を示しており、小数第２位を四捨五入して記載

しています。

（注４）「期末算定価額」は、当期末日を調査の時点として本投資法人の規約及び「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府令第

47号。その後の改正を含みます。）に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額による価格を記載しています。以下同

じです。

（注５）「取得年月日」は、保有資産に係る売買契約に記載された取得年月日を記載しています。

（注６）ロジスクエア狭山日高に係る「取得価格」及び「取得年月日」は、2021年１月19日付にて取得済である信託受益権の準共有持分割

合（80％）に相当する数値を上段に、2022年７月22日付にて取得済である信託受益権の準共有持分割合（20％）に相当する数値を

下段に記載しています。
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物件
番号

物件名称
敷地面積

（㎡）（注１）
延床面積

（㎡）（注２）
建築時期
（注３）

築年数
（年）（注４）

Ｍ-１ ロジスクエア久喜 20,212.40 40,907.13 2016年５月26日 9.6

Ｍ-２ ロジスクエア羽生 36,224.85 33,999.61 2016年７月１日 9.5

Ｍ-４ ロジスクエア浦和美園 24,091.00 48,738.29 2017年３月１日 8.8

Ｍ-５ ロジスクエア新座 15,372.46 25,355.82 2017年３月30日 8.8

Ｍ-６ ロジスクエア守谷 25,445.82 32,904.90 2017年４月17日 8.7

Ｍ-７ ロジスクエア川越 6,295.88 7,542.56 2018年２月15日 7.9

Ｍ-８ ロジスクエア春日部 13,662.01 21,315.54 2018年６月１日 7.6

Ｍ-９ ロジスクエア草加 15,056.45 28,817.59 2013年６月14日 12.5

Ｍ-10 ロジスクエア八潮 10,507.68 19,068.60 2014年１月31日 11.9

Ｍ-11 ロジスクエア瑞穂Ａ 13,223.33 13,755.16 2007年２月５日 18.9

Ｍ-12 ロジスクエア瑞穂Ｂ 15,371.92 16,016.37 2007年２月５日 18.9

Ｍ-13 ロジスクエア上尾 12,737.24 19,142.84 2019年４月７日 6.7

Ｍ-14 ロジスクエア三芳 18,786.09 37,931.49 2020年５月24日 5.6

Ｍ-15 ロジスクエア狭山日高 36,877.85 73,728.44 2020年５月30日 5.6

Ｍ-16 ロジスクエア川越Ⅱ（注５） 14,395.62 14,281.38 2019年６月15日 6.5

Ｍ-17 ロジスクエア白井 16,791.99 28,503.11 2022年12月６日 3.1

Ｋ-１ ロジスクエア神戸西 13,414.57 16,006.20 2020年４月１日 5.7

Ｋ-２ ロジスクエア大阪交野 36,758.92 76,393.17 2021年１月15日 5.0

Ｋ-３ ロジスクエア枚方 21,263.89 42,875.27 2023年１月10日 3.0

Ｏ-１ ロジスクエア鳥栖 14,698.70 16,739.40 2018年２月３日 7.9

合計／平均 381,188.67 614,022.87 － 7.4

ｂ．建物等の概要

（注１）「敷地面積」は、各保有資産に関し、不動産登記簿上表示されている地積（ロジスクエア浦和美園については、仮換地証明書及び

保留地証明書記載面積の合計）を記載しています。

（注２）「延床面積」は、各保有資産に関し、不動産登記簿上表示されている延床面積の合計を記載しています。なお、附属建物の面積も

含みます。

（注３）「建築時期」は、各保有資産に関し、不動産登記簿上の主たる建物の新築年月日を記載しています。

（注４）「築年数」は、各物件に係る不動産登記簿上の新築年月から当期末までの年数を、小数第２位を四捨五入して算出しています。平

均欄の築年数は、本投資法人の保有資産の築年数を、取得価格で加重平均し、小数第２位を四捨五入して算出しています。

（注５）ロジスクエア川越Ⅱには２棟の建物が存在しますが、「延床面積」は、２棟に係る不動産登記簿上表示されている床面積の合計を

記載し、「建築時期」には、２棟のうち延床面積の大きい建物に係る不動産登記簿に基づき記載し、「築年数」には、２棟のうち

延床面積の大きい建物に係る不動産登記簿上の建物の築年数を記載しています。
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物件
番号

物件名称
賃貸可能面積
（㎡）（注１）

賃貸面積
（㎡）（注２）

稼働率（％）
（注３）

テナント数
（件）（注４）

賃貸借期間
（年）（注５）

年間賃料
（百万円）（注６）

Ｍ-１ ロジスクエア久喜 40,879.78 40,879.78 100.0 1 10.0 非開示（注７）

Ｍ-２ ロジスクエア羽生 34,009.62 34,009.62 100.0 1 10.2 非開示（注７）

Ｍ-４ ロジスクエア浦和美園 47,885.92 47,885.92 100.0 3 11.1 773

Ｍ-５ ロジスクエア新座 25,355.82 25,355.82 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｍ-６ ロジスクエア守谷 32,974.44 32,974.44 100.0 2 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｍ-７ ロジスクエア川越 7,542.56 7,542.56 100.0 1 10.0 非開示（注７）

Ｍ-８ ロジスクエア春日部 21,315.54 21,315.54 100.0 1 10.0 非開示（注７）

Ｍ-９ ロジスクエア草加 29,073.87 29,073.87 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｍ-10 ロジスクエア八潮 18,330.05 18,330.05 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｍ-11 ロジスクエア瑞穂Ａ 13,471.04 13,471.04 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｍ-12 ロジスクエア瑞穂Ｂ 15,708.00 15,708.00 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｍ-13 ロジスクエア上尾 19,127.67 19,127.67 100.0 2 8.1 非開示（注７）

Ｍ-14 ロジスクエア三芳 37,931.49 37,931.49 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｍ-15 ロジスクエア狭山日高 71,211.10 70,852.00 99.5 9 5.3 937

Ｍ-16 ロジスクエア川越Ⅱ 14,281.38 14,281.38 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｍ-17 ロジスクエア白井 28,502.98 28,502.98 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｋ-１ ロジスクエア神戸西 16,023.00 16,023.00 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｋ-２ ロジスクエア大阪交野 71,018.95 71,018.95 100.0 5 8.7 1,189

Ｋ-３ ロジスクエア枚方 42,885.36 42,885.36 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

Ｏ-１ ロジスクエア鳥栖 16,949.40 16,949.40 100.0 1 非開示（注７） 非開示（注７）

合計／平均 604,477.97 604,118.87 99.9 36 7.2 8,762

ｃ．賃貸借の概要

（注１）「賃貸可能面積」は、当期末時点における各保有資産に係る各賃貸借契約又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる部分の

面積を記載しています。以下同じです。

（注２）「賃貸面積」は、当期末時点における各保有資産に係る各賃貸借契約に表示された賃貸面積の合計を記載しています。なお、当該

資産につき、パススルー型マスターリース契約又は一部賃料固定型・一部パススルー型マスターリース契約が締結されている場合

にはエンドテナントとの間の賃貸借契約に表示された面積を記載しています。以下同じです。

（注３）「稼働率」は、当期末時点における各保有資産に係る建物の賃貸可能面積に対して賃貸面積が占める割合を、小数第２位を四捨五

入して記載しています。また、平均欄の稼働率は、各保有資産の賃貸可能面積の合計に対して各保有資産の賃貸面積の合計が占め

る割合を、小数第２位を四捨五入して記載しています。以下同じです。

（注４）「テナント数」は、当期末時点における本投資法人の保有資産のテナント数（当該保有資産につき、マスターリース契約が締結さ

れている場合、パススルー型マスターリース又は一部賃料固定型・一部パススルー型マスターリースの物件についてはエンドテナ

ントの総数を記載し、賃料固定型マスターリースの物件についてはかかるマスターリース会社のみをテナントとしてテナント数を

記載しています。また、エンドテナントが第三者を同居させ、又は一部区画を第三者に転貸している場合であっても、かかる第三

者の数はテナント数には含めていません。以下同じです。）の合計を記載しています。

（注５）「賃貸借期間」は、賃貸借契約に規定された賃貸借契約期間（当該保有資産につき、パススルー型マスターリース契約又は一部賃

料固定型・一部パススルー型マスターリース契約の締結がなされている場合にはエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契

約の契約期間としています。また、複数の賃貸借契約がある場合は、賃貸面積で加重平均した期間としています。）を記載してい

ます。当該賃貸借期間は、契約書所定の賃貸借開始日から、賃貸借の終了日までの期間であり、小数第２位を四捨五入して算出し

ています。また、平均欄の賃貸借期間は、各保有資産の賃貸借期間（複数の賃貸借契約がある場合は、賃貸面積で加重平均した期

間）を取得価格で加重平均し、小数第２位を四捨五入して算出しています。

（注６）「年間賃料」は、各賃貸借契約に表示された月間賃料（共益費を含みます。なお、屋根、看板、駐車場等の使用料を含みませ

ん。）を12倍することにより年換算して算出した金額（複数の賃貸借契約が締結されている保有資産についてはその合計額であ

り、消費税及び地方消費税を含みません。以下同じです。）を記載しています。フリーレント（賃貸借契約の開始に際して当初の

一定期間の賃料の支払いを免除又は相当低廉な賃料を設定することをいいます。以下同じです。）及びレントホリデー（賃貸借期

間中、毎年、特定の月の賃料の支払いを免除することをいいます。以下同じです。）は考慮していません。なお、当該資産につ

き、パススルー型マスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約上の月間賃

料を12倍することにより年換算して算出した金額を記載しています。また、一部賃料固定型・一部パススルー型マスターリース契

約が締結されている場合には、エンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約上の月間賃料にマスターリース契約上定められ

た割合を乗じ、同契約に定められた固定賃料の月額を合計した金額を12倍することにより年換算して算出した金額を記載していま

す。以下同じです。

（注７）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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第10期末

2021年６月30日

第11期末

2021年12月31日

第12期末

2022年６月30日

第13期末

2022年12月31日

第14期末

2023年６月30日

期末総賃貸可能面積（㎡） 493,350.68 564,369.63 564,369.63 544,609.63 615,997.97

期末稼働率（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3

個別物件

の稼働率

Ｍ-１ ロジスクエア久喜 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-２ ロジスクエア羽生 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-４ ロジスクエア浦和美園 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-５ ロジスクエア新座 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-６ ロジスクエア守谷 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-７ ロジスクエア川越 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-８ ロジスクエア春日部 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-９ ロジスクエア草加 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-10 ロジスクエア八潮 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-11 ロジスクエア瑞穂Ａ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-12 ロジスクエア瑞穂Ｂ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-13 ロジスクエア上尾 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-14 ロジスクエア三芳 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-15 ロジスクエア狭山日高 100.0 100.0 100.0 100.0 94.1

Ｍ-16 ロジスクエア川越Ⅱ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-17 ロジスクエア白井 － － － － 100.0

Ｋ-１ ロジスクエア神戸西 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｋ-２ ロジスクエア大阪交野 － 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｋ-３ ロジスクエア枚方 － － － － 100.0

Ｏ-１ ロジスクエア鳥栖 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

第15期末

2023年12月31日

第16期末

2024年６月30日

第17期末

2024年12月31日

第18期末

2025年６月30日

第19期末

2025年12月31日

期末総賃貸可能面積（㎡） 615,997.97 615,997.97 612,541.97 608,509.97 604,477.97

期末稼働率（％） 100.0 97.4 99.6 99.6 99.9

個別物件

の稼働率

Ｍ-１ ロジスクエア久喜 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-２ ロジスクエア羽生 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-４ ロジスクエア浦和美園 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-５ ロジスクエア新座 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-６ ロジスクエア守谷 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-７ ロジスクエア川越 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-８ ロジスクエア春日部 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-９ ロジスクエア草加 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-10 ロジスクエア八潮 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-11 ロジスクエア瑞穂Ａ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-12 ロジスクエア瑞穂Ｂ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-13 ロジスクエア上尾 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-14 ロジスクエア三芳 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-15 ロジスクエア狭山日高 100.0 77.9 96.4 96.4 99.5

Ｍ-16 ロジスクエア川越Ⅱ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｍ-17 ロジスクエア白井 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｋ-１ ロジスクエア神戸西 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｋ-２ ロジスクエア大阪交野 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｋ-３ ロジスクエア枚方 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ｏ-１ ロジスクエア鳥栖 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ｄ．稼働率等の推移
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物件
番号

物件名称 鑑定評価機関 価格時点
期末算定

価額
（百万円）

収益還元法

直接還元法 DCF法

収益
価格

（百万円）

還元
利回り
（％）

収益
価格

（百万円）

割引率
（％）

最終還元
利回り
（％）

Ｍ-１
ロジスクエア
久喜

一般財団法人日本
不動産研究所

2025年
12月31日

12,500 12,600 3.9 12,300 3.6 4.1

Ｍ-２
ロジスクエア
羽生

一般財団法人日本
不動産研究所

2025年
12月31日

8,510 8,550 4.3 8,460 3.8 4.5

Ｍ-４
ロジスクエア
浦和美園

一般財団法人日本
不動産研究所

2025年
12月31日

15,900 16,000 3.8 15,700 3.5 4.0

Ｍ-５
ロジスクエア
新座

一般財団法人日本
不動産研究所

2025年
12月31日

8,430 8,440 4.0 8,420 3.6 4.3

Ｍ-６
ロジスクエア
守谷

一般財団法人日本
不動産研究所

2025年
12月31日

8,310 8,400 4.1 8,210 3.8 4.3

Ｍ-７
ロジスクエア
川越

株式会社谷澤総合
鑑定所

2025年
12月31日

1,790 1,830 4.0 1,770
1～3年度3.9
4年度以降4.1

4.2

Ｍ-８
ロジスクエア
春日部

株式会社谷澤総合
鑑定所

2025年
12月31日

6,000 6,240 3.9 5,900
1～3年度3.8
4年度以降4.0

4.1

Ｍ-９
ロジスクエア
草加

株式会社谷澤総合
鑑定所

2025年
12月31日

9,830 10,100 3.6 9,720
1～3年度3.6

4年度以降3.7
3.8

Ｍ-10
ロジスクエア
八潮

株式会社谷澤総合
鑑定所

2025年
12月31日

7,080 7,250 3.6 7,000
1～4年度3.5
5年度以降3.7

3.8

Ｍ-11
ロジスクエア
瑞穂Ａ

大和不動産鑑定株
式会社

2025年
12月31日

3,230 3,270 4.0 3,210 3.8 4.2

Ｍ-12
ロジスクエア
瑞穂Ｂ

大和不動産鑑定株
式会社

2025年
12月31日

4,080 4,130 4.0 4,060 3.8 4.2

Ｍ-13
ロジスクエア
上尾

株式会社谷澤総合
鑑定所

2025年
12月31日

5,820 5,880 3.9 5,800
1～4年度3.7
5年度以降3.9

4.0

Ｍ-14
ロジスクエア
三芳

一般財団法人日本
不動産研究所

2025年
12月31日

13,800 13,800 3.9 13,800 3.5 4.0

Ｍ-15
ロジスクエア
狭山日高

株式会社谷澤総合
鑑定所

2025年
12月31日

19,000 19,200 3.7 18,900
1～2年度3.6

3年度以降3.8
3.9

Ｍ-16
ロジスクエア
川越Ⅱ

株式会社谷澤総合
鑑定所

2025年
12月31日

3,680 3,780 4.0 3,640
1～5年度3.9
6年度以降4.1

4.2

Ｍ-17
ロジスクエア
白井

一般財団法人日本
不動産研究所

2025年
12月31日

7,880 7,930 4.1 7,830 3.7 4.2

Ｋ-１
ロジスクエア
神戸西

大和不動産鑑定株
式会社

2025年
12月31日

4,040 4,030 4.2 4,040 4.0 4.4

Ｋ-２
ロジスクエア
大阪交野

一般財団法人日本
不動産研究所

2025年
12月31日

24,300 24,400 4.0 24,100 3.6 4.2

Ｋ-３
ロジスクエア
枚方

一般財団法人日本
不動産研究所

2025年
12月31日

16,500 16,500 3.8 16,400 3.4 3.9

Ｏ-１
ロジスクエア
鳥栖

一般財団法人日本
不動産研究所

2025年
12月31日

4,160 4,190 4.1 4,130 3.7 4.3

合　計 184,840 186,520 － 183,390 － －

ｅ．不動産鑑定評価書等の概要
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物件
番号

物件名称

建物状況報告書 地震リスク評価報告書

調査業者 調査年月
緊急・短期
修繕費

（千円）（注１）

長期修繕費
（千円）
（注２）

評価年月
PML値（％）
（注３）

Ｍ-１ ロジスクエア久喜
デロイトトーマツ
PRS株式会社

2022年９月 － 158,410 2025年９月 4.4

Ｍ-２ ロジスクエア羽生
大和不動産鑑定株
式会社

2022年10月 － 114,590 2025年９月 5.0

Ｍ-４ ロジスクエア浦和美園
株式会社アースア
プレイザル

2022年10月 － 225,837 2025年９月 3.8

Ｍ-５ ロジスクエア新座
株式会社アースア
プレイザル

2022年10月 － 99,310 2025年９月 4.7

Ｍ-６ ロジスクエア守谷
大和不動産鑑定株
式会社

2022年10月 － 105,783 2025年９月 4.4

Ｍ-７ ロジスクエア川越
大和不動産鑑定株
式会社

2024年５月 － 36,393 2025年９月 5.1

Ｍ-８ ロジスクエア春日部
株式会社アースア
プレイザル

2024年５月 － 91,909 2025年９月 5.6

Ｍ-９ ロジスクエア草加
株式会社アースア
プレイザル

2024年11月 － 88,948 2025年９月 7.4

Ｍ-10 ロジスクエア八潮
株式会社アースア
プレイザル

2024年11月 － 66,599 2025年９月 6.5

Ｍ-11 ロジスクエア瑞穂Ａ
大和不動産鑑定株
式会社

2024年12月 － 107,359 2025年９月 3.2

Ｍ-12 ロジスクエア瑞穂Ｂ
大和不動産鑑定株
式会社

2024年12月 － 96,934 2025年９月 3.3

Ｍ-13 ロジスクエア上尾
大和不動産鑑定株
式会社

2025年５月 － 68,650 2025年９月 3.5

Ｍ-14 ロジスクエア三芳
株式会社アースア
プレイザル

2025年５月 － 195,547 2025年９月 4.0

Ｍ-15 ロジスクエア狭山日高
株式会社アースア
プレイザル

2022年７月 － 198,654 2025年９月 2.2

Ｍ-16 ロジスクエア川越Ⅱ
大和不動産鑑定株
式会社

2025年11月 － 54,758 2025年９月 4.0

Ｍ-17 ロジスクエア白井
大和不動産鑑定株
式会社

2023年１月 － 55,898 2025年９月 5.3

Ｋ-１ ロジスクエア神戸西
大和不動産鑑定株
式会社

2025年11月 － 50,804 2025年９月 1.1

Ｋ-２ ロジスクエア大阪交野
大和不動産鑑定株
式会社

2021年７月 － 123,661 2025年９月 0.1

Ｋ-３ ロジスクエア枚方
大和不動産鑑定株
式会社

2023年２月 － 65,247 2025年９月 1.7

Ｏ-１ ロジスクエア鳥栖
株式会社アースア
プレイザル

2022年10月 － 100,350 2025年９月 0.8

合　計 － － － 2,105,641
ポートフォ
リオ全体
（注４）

2.4

ｆ．建物状況調査報告書及び地震リスク評価報告書の概要

（注１）「緊急修繕費」とは、主として人命、安全に関わる事項で危険な状態にあり、直ちに対策が必要な不具合、テナントに影響を及

ぼす著しい不具合及び遵法性調査により確認された明らかな違反事項、重要なシステムの状態不良や老朽化に対して、緊急に修

繕あるいは更新が推奨される費用をいいます。「短期修繕費」とは、主として日常の保守よりも優先的に修繕や部品交換が必要

な不具合、保守の遅れが認められるもの、著しく耐用年数が経過しているものに対して、今後１年以内に修繕あるいは更新が推

奨される費用をいいます。

（注２）「長期修繕費」とは、経年に伴う劣化に対して一般的な機能維持、安全稼働をしていくために修繕又は更新が推奨される費用で

あり、調査書日付から起算して12年間に生じるものの合計をいいます。

（注３）SOMPOリスクマネジメント株式会社が評価したPMLを記載しています。

（注４）2025年９月付ポートフォリオ地震PML評価報告書に基づいて保有する資産20物件の集合体に対して個別物件と同様にPML値を求め

た数値を記載しています。
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物件
番号

物件名称 所在地 目　　的 予定期間
工事予定金額（百万円）

総額
当期

支払額
既支払
総額

Ｋ-２ ロジスクエア大阪交野
大阪府
交野市

空調設備設置工事
自 2025年11月
至 2026年４月

61 － －

Ｋ-２ ロジスクエア大阪交野
大阪府
交野市

空調設備設置工事
自 2026年３月
至 2026年７月

81 － －

Ｍ-10 ロジスクエア八潮
埼玉県
八潮市

外壁改修工事
自 2026年４月
至 2026年12月

50 － －

Ｍ-11 ロジスクエア瑞穂Ａ
東京都
瑞穂町

ＬＥＤ化工事
自 2025年11月
至 2026年３月

11 － －

Ｍ-12 ロジスクエア瑞穂Ｂ
東京都
瑞穂町

空調増設工事
自 2026年２月
至 2026年６月

80 － －

Ｍ-12 ロジスクエア瑞穂Ｂ
東京都
瑞穂町

シャッター電装
部品交換

自 2026年７月
至 2026年11月

15 － －

ｇ．担保の内容

　該当事項はありません。

ｈ．保有不動産の資本的支出

ⅰ．資本的支出の予定

　本投資法人が保有する不動産等に関し、現在計画されている改修等に伴う資本的支出の予定額のうち主

要なものは、次のとおりです。なお、工事予定金額には、結果として、会計上の費用に区分される部分が

発生する場合があります。

ⅱ．期中の資本的支出

　保有資産において、当期に行った重要な資本的支出に該当する工事はありません。当期の資本的支出は

52百万円であり、この他当期営業費用に区分された修繕費27百万円があります。

ⅲ．長期修繕計画のために積立てた金銭

　該当事項はありません。
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（単位：千円）

物件番号 Ｍ-１ Ｍ-２ Ｍ-３ Ｍ-４

物件名称 ロジスクエア久喜 ロジスクエア羽生 ロジスクエア久喜Ⅱ ロジスクエア浦和美園

運用日数 184日 184日 1日 184日

（Ａ）不動産賃貸事業収益

非開示

（注）

非開示

（注）

非開示

（注）

413,210

賃貸事業収入 386,209

その他賃貸事業収入 27,000

（Ｂ）不動産賃貸事業費用 101,403

管理委託費 27,523

水道光熱費 26,323

公租公課 44,914

損害保険料 1,114

修繕費 1,027

その他賃貸事業費用 500

（Ｃ）ＮＯＩ（=Ａ-Ｂ） 235,190 161,744 － 311,807

（Ｄ）減価償却費 67,389 47,063 855 68,856

（Ｅ）不動産賃貸事業損益（=Ｃ-Ｄ） 167,801 114,681 △855 242,950

物件番号 Ｍ-５ Ｍ-６ Ｍ-７ Ｍ-８

物件名称 ロジスクエア新座 ロジスクエア守谷 ロジスクエア川越 ロジスクエア春日部

運用日数 184日 184日 184日 184日

（Ａ）不動産賃貸事業収益

非開示

（注）

非開示

（注）

非開示

（注）

非開示

（注）

賃貸事業収入

その他賃貸事業収入

（Ｂ）不動産賃貸事業費用

管理委託費

水道光熱費

公租公課

損害保険料

修繕費

その他賃貸事業費用

（Ｃ）ＮＯＩ（=Ａ-Ｂ） 171,488 183,104 37,857 119,750

（Ｄ）減価償却費 38,135 38,380 7,150 22,550

（Ｅ）不動産賃貸事業損益（=Ｃ-Ｄ） 133,353 144,724 30,707 97,199

ｉ．個別資産の収益状況

当期（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号 Ｍ-９ Ｍ-10 Ｍ-11 Ｍ-12

物件名称 ロジスクエア草加 ロジスクエア八潮 ロジスクエア瑞穂Ａ ロジスクエア瑞穂Ｂ

運用日数 184日 184日 184日 184日

（Ａ）不動産賃貸事業収益

非開示

（注）

非開示

（注）

非開示

（注）

非開示

（注）

賃貸事業収入

その他賃貸事業収入

（Ｂ）不動産賃貸事業費用

管理委託費

水道光熱費

公租公課

損害保険料

修繕費

その他賃貸事業費用

（Ｃ）ＮＯＩ（=Ａ-Ｂ） 184,489 141,235 70,358 87,705

（Ｄ）減価償却費 24,516 18,337 10,731 13,827

（Ｅ）不動産賃貸事業損益（=Ｃ-Ｄ） 159,972 122,898 59,627 73,878

物件番号 Ｍ-13 Ｍ-14 Ｍ-15 Ｍ-16

物件名称 ロジスクエア上尾 ロジスクエア三芳 ロジスクエア狭山日高 ロジスクエア川越Ⅱ

運用日数 184日 184日 184日 184日

（Ａ）不動産賃貸事業収益

非開示

（注）

非開示

（注）

510,276

非開示

（注）

賃貸事業収入 471,640

その他賃貸事業収入 38,636

（Ｂ）不動産賃貸事業費用 131,372

管理委託費 32,436

水道光熱費 38,084

公租公課 53,135

損害保険料 1,836

修繕費 4,921

その他賃貸事業費用 958

（Ｃ）ＮＯＩ（=Ａ-Ｂ） 118,344 265,694 378,904 74,064

（Ｄ）減価償却費 21,635 56,116 94,069 15,093

（Ｅ）不動産賃貸事業損益（=Ｃ-Ｄ） 96,709 209,578 284,834 58,971

物件番号 Ｍ-17 Ｋ-１ Ｋ-２ Ｋ-３

物件名称 ロジスクエア白井 ロジスクエア神戸西 ロジスクエア大阪交野 ロジスクエア枚方

運用日数 184日 184日 184日 184日

（Ａ）不動産賃貸事業収益

非開示

（注）

非開示

（注）

651,998

非開示

（注）

賃貸事業収入 594,877

その他賃貸事業収入 57,120

（Ｂ）不動産賃貸事業費用 160,397

管理委託費 39,123

水道光熱費 55,944

公租公課 63,307

損害保険料 1,374

修繕費 323

その他賃貸事業費用 325

（Ｃ）ＮＯＩ（=Ａ-Ｂ） 155,155 87,710 491,601 317,250

（Ｄ）減価償却費 37,268 14,964 79,048 68,018

（Ｅ）不動産賃貸事業損益（=Ｃ-Ｄ） 117,886 72,746 412,552 249,231

（単位：千円）

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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（単位：千円）

物件番号 Ｏ-１

合計物件名称 ロジスクエア鳥栖

運用日数 184日

（Ａ）不動産賃貸事業収益

非開示

（注）

4,554,057

賃貸事業収入 4,361,852

その他賃貸事業収入 192,204

（Ｂ）不動産賃貸事業費用 872,155

管理委託費 225,110

水道光熱費 159,617

公租公課 438,174

損害保険料 13,228

修繕費 27,841

その他賃貸事業費用 8,183

（Ｃ）ＮＯＩ（=Ａ-Ｂ） 88,443 3,681,901

（Ｄ）減価償却費 18,745 762,754

（Ｅ）不動産賃貸事業損益（=Ｃ-Ｄ） 69,698 2,919,147

テナントの
名称

業種 物件名称
賃貸面積
（㎡）

年間賃料
（百万円）

契約満了日
（注１）

契約更改
の方法

敷金・保証金
（注２）

大手物流会社（注３） 陸運業

ロジスクエア
羽生

34,009.62
非開示
（注３）

非開示
（注３）

（注４）
非開示
（注３）

ロジスクエア
浦和美園

24,843.30
非開示
（注３）

非開示
（注３）

（注４）
非開示
（注３）

ロジスクエア
鳥栖

16,949.40
非開示
（注３）

非開示
（注３）

（注４）
非開示
（注３）

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。

（ロ）主要な不動産等の概要

本投資法人の保有資産のうち、当期末現在において、賃料収入が総賃料収入の合計の10％以上を占めるこ

とになる不動産等は、ロジスクエア狭山日高及びロジスクエア大阪交野の２物件です。

なお、テナントの総数、年間賃料、賃貸面積、賃貸可能面積、稼働率の推移は、前記「（イ）不動産等の

概要　ｃ．賃貸借の概要」及び同「ｄ．稼働率等の推移」をご参照ください。

（ハ）主要なテナントの概要

本投資法人の保有資産のうち、当期末現在において、当該テナントへの賃貸面積がポートフォリオの総賃

貸面積の合計の10％以上を占めることになるテナントの概要は以下のとおりです。

（注１）「契約満了日」は、当期末現在における当該物件に係る各賃貸借契約に規定された契約満了日を記載しています。なお、当該保有

資産につき、パススルー型マスターリース契約が締結されている場合にはエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約に規

定された契約満了日です。

（注２）「敷金・保証金」は、当期末現在における当該物件に係る各賃貸借契約に規定された敷金・保証金を記載しています。なお、当該

保有資産につき、パススルー型マスターリース契約が締結されている場合にはエンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約

に規定された敷金・保証金です。

（注３）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。

（注４）定期建物賃貸借契約であり、契約更改の方法につきテナントとの合意はありません。
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（ニ）保有資産の個別信託不動産の概要

保有資産の個別信託不動産の概要は、以下のとおりです。

なお、以下に記載する各物件の「特定資産の概要」及び「賃貸借の概要」の各欄の記載については、特段

の記載がない限り以下のとおりであり、当期末現在の情報に基づいて記載しています。

ａ．「物件番号」欄及び「用途」欄の記載について

・「物件番号」は、保有資産について、物件ごとに、タイプを示す符号とともに、番号を付して記載して

います。なお、首都圏に所在する物流関連施設は「Ｍ」、関西圏に所在する物流関連施設は「Ｋ」、首

都圏及び関西圏以外の地域に所在する物流関連施設は「Ｏ」の符号を付しています。

・「用途」は保有資産について、各用途を記載しています。

ｂ．「特定資産の概要」欄の記載について

・「取得年月日」は、各保有資産の取得日を記載しています。

・「取得価格」は、各保有資産に関し、各保有資産に係る信託受益権売買契約に記載される各信託受益権

の売買代金をいい、消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸経費を含みません。

・「信託受益権の概要」は、各信託不動産について信託受託者との間で締結されている信託契約の内容を

記載しています。

・土地の「所在地」は、住居表示又は不動産登記簿上の建物所在地（複数ある場合にはそのうちの一所在

地）を記載しています。

・土地の「面積」は、不動産登記簿上の記載に基づいて記載しており、共有又は準共有物件の場合にも、

建物の敷地全体に係る面積を記載しています。かかる面積は、現況とは一致しない場合があります。

・土地の「用途地域」は、都市計画法第８条第１項に規定される地域地区を記載しています。

・土地の「建蔽率／容積率」は、用途地域等に応じて都市計画で定められる建蔽率の上限値（指定建蔽

率）及び容積率の上限値（指定容積率）（複数ある場合にはそのいずれも）を記載しています。指定建

蔽率は、防火地域内の耐火建築物であることその他の理由により緩和若しくは割増され、又は減少する

ことがあり、また、指定容積率は、敷地に接続する道路の幅員その他の理由により緩和若しくは割増さ

れ、又は減少することがあり、いずれも実際に適用される建蔽率及び容積率とは異なる場合がありま

す。

・土地及び建物の「所有形態」は、各物件に係る土地及び建物に関して本投資法人又は信託受託者が保有

する権利の種類を記載しています。

・建物の「建物構造」及び「竣工年月日」は、各建物に係る不動産登記簿上の記載に基づいて記載してい

ます。

・建物の「延床面積」及び「種類」は、各建物に係る不動産登記簿上の記載に基づいて記載し、「延床面

積」は、共有又は準共有物件の場合にも、建物全体に係る面積を記載しています。なお、「延床面積」

は、附属建物の床面積も含めて記載しています。

・「マスターリース会社」は、有効なマスターリース契約を締結している会社を記載しています。

・「マスターリース契約」は、各物件について所有者とマスターリース会社との間で締結されているマス

ターリース契約の種類（パススルー型又は賃料固定型の別）を記載しています。

・「PM会社」は、プロパティマネジメント契約を締結している会社を記載しています。

・「テナント数」は、各保有資産に係る賃貸借契約に基づき本投資法人から当該不動産を賃借する者の数

を記載しています。なお、マスターリース会社との間でマスターリース契約が締結されている場合、パ

ススルー型マスターリース又は一部賃料固定型・一部パススルー型マスターリースの物件についてはエ

ンドテナントの総数を記載しています。また、エンドテナントが第三者を同居させ、又は一部区画を第

三者に転貸している場合であっても、かかる第三者の数はテナント数には含めていません。

・「特記事項」は、各物件の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、各保有資産の評価額、収

益性及び処分性への影響等を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。

ｃ．「賃貸借の概要」欄の記載について

・「賃借人」、「賃貸借形態」、「賃貸借期間」、「賃貸面積」、「賃料」、「敷金、保証金」、「賃料

改定」、「中途解約」、「違約金」は、各保有資産について締結されている賃貸借契約（パススルー型

マスターリース契約又は一部賃料固定型・一部パススルー型マスターリース契約が締結されている場合

には、エンドテナントとの間で締結されている賃貸借契約）の内容を記載しています。

・「業種」は、本資産運用会社が、賃貸借契約締結時等にテナントに対して行うヒアリング等に基づき、

各テナントの主たる取扱い商品・業態を判断した上で記載しています。
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物件番号
ロジスクエア久喜 用途 物流関連施設

Ｍ-１

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2015年３月13日

取得年月日 2016年７月27日 信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

取得価格 9,759,500,000円 信託期間満了日 2026年７月26日

土地

所在地
埼玉県久喜市河原井町22番地

３

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

４階建

面積 20,212.40㎡ 竣工年月日 2016年５月26日

用途地域 工業専用地域 延床面積 40,907.13㎡

建蔽率／容積率 60％／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 － PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 － テナント数 １

特記事項：

本土地は久喜菖蒲工業団地内に所在していますが久喜菖蒲工業団地に対して工場用水の供給を行っている株式会社久喜

菖蒲工業団地管理センター（以下「管理センター」といいます。）の株式取扱規程によると、久喜菖蒲工業団地内の土

地を取得し事業を行う者は、管理センターの株式を取得すべきものとされ、また、管理センターの定款に基づき、管理

センターの株式を譲渡により取得するには、同社の取締役会の承認を受けなければならないとされています。本投資法

人は、本土地の取得に伴い、管理センターの株式10,500株を10,500,000円で取得しました（なお、当該株式の取得金額

又は評価額は、ロジスクエア久喜の取得価格又は鑑定評価額に含まれていません。）が、将来、対象不動産の譲渡に伴

って管理センターの株式を譲渡する場合、管理センターの取締役会の承認が必要となります。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

株式会社サンゲツ 卸売業 定期建物賃貸借 10.0年 40,879.78㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、６か月前までに書面による

通知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア羽生 用途 物流関連施設

Ｍ-２

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2015年８月７日

取得年月日 2016年７月27日 信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

取得価格 6,830,000,000円 信託期間満了日 2026年７月26日

土地

所在地
埼玉県羽生市大字秀安字上郷

476番地他

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

２階建

面積 36,224.85㎡ 竣工年月日 2016年７月１日

用途地域 指定なし（市街化調整区域） 延床面積 33,999.61㎡

建蔽率／容積率 60％／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 － PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 － テナント数 １

特記事項：

本投資法人は、本土地に隣接する水路敷の一部を管理する羽生市より、同水路敷について、本土地内で貯留した雨水及

び浄化槽より処理した汚水を排水路に放流するための排水管の設置並びに県道と本土地敷地内の出入り口使用のため水

路を横断するBOXの使用を目的とした使用許可を取得しています。なお、雨水及び汚水の排水については、羽生領島中

領用排水路土地改良区と売主との間で、農業経営又は生活環境美化に支障を及ぼす事態が発生したとき、又は、発生す

る恐れがあるときは、同土地改良区が本投資法人に対して排水放流の差止めをすることができること等を内容とする契

約が締結されています。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

大手物流会社（注） 陸運業 定期建物賃貸借 10.2年 34,009.62㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）建蔽率は本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア浦和美園 用途 物流関連施設

Ｍ-４

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2018年２月７日

取得年月日 2018年２月７日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取得価格 13,060,000,000円 信託期間満了日 2038年２月28日

土地

所在地
埼玉県さいたま市緑区大字大

門字東裏2500番地他（注１）

建物

建物構造
鉄筋コンクリート・鉄骨造

合金メッキ鋼板ぶき４階建

面積 24,091.00㎡（注１） 竣工年月日 2017年３月１日

用途地域
準工業地域・第１種中高層住

居専用地域
延床面積 48,738.29㎡

建蔽率／容積率 60％（注２）／200％ 種類 倉庫

所有形態
所有権及び保留地に関する権

利（注３）
所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 ３

特記事項：

本土地は、施行者をさいたま市大門上・下野田特定土地区画整理組合とするさいたま都市計画事業大門上・下野田特定

土地区画整理事業の施行地区内にあります。本土地の従前地の一部は仮換地の指定を受けており、換地処分の公告の日

（2029年３月31日を予定しています。以下、本項目において同じです。）の翌日、当該従前地の所有権と引換えに当該

仮換地の所有権を取得する予定です。また、本土地の従前地の一部は、仮換地は指定されておらず、信託受託者には清

算金が交付される予定です。更に、本土地の一部は保留地であり、保留地の所有権は換地処分の公告の日の翌日まで取

得できず、所有権移転登記を行うこともできないため、本投資法人は当該保留地に関する権利を信託する信託受益権を

保有しています。なお、換地処分の際に、本土地の境界については最終的に確定される予定です。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

日本通運株式会社 陸運業 定期建物賃貸借 9.9年 24,843.30㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金
賃貸借終了日までの未経過賃料相当額。ただし、契約書に定める時期に解約予告を提出した

場合を除きます。

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

東武デリバリー株式会

社
陸運業 定期建物賃貸借 10.3年 13,269.53㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

株式会社イノメディッ

クス
卸売業 定期建物賃貸借 15.3年 9,773.09㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金
賃貸借終了日までの未経過賃料相当額。ただし、契約書に定める時期に解約予告を提出した

場合を除きます。

（注１）施行者をさいたま市大門上・下野田特定土地区画整理組合とするさいたま都市計画事業大門上・下野田特定土地区画整理事業の施行地区
内にあり、本土地は仮換地及び保留地です。面積は仮換地証明書及び保留地証明書記載面積の合計を記載しています。

（注２）建蔽率は、本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。
（注３）本土地の保留地部分の所有権は、本土地に関する換地処分の公告の日の翌日に信託受託者に移転します。

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア新座 用途 物流関連施設

Ｍ-５

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2016年４月28日

取得年月日 2018年２月７日 信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

取得価格 6,960,000,000円 信託期間満了日 2028年２月６日

土地

所在地
埼玉県新座市中野一丁目13番

20号（住居表示）

建物

建物構造
鉄筋コンクリート・鉄骨造

合金メッキ鋼板ぶき４階建

面積 15,372.46㎡ 竣工年月日 2017年３月30日

用途地域 指定なし（市街化調整区域） 延床面積 25,355.82㎡

建蔽率／容積率 60％（注）／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

該当事項はありません。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 卸売業 定期建物賃貸借 非開示（注） 25,355.82㎡
非開示
（注）

非開示
（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）建蔽率は、本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア守谷 用途 物流関連施設

Ｍ-６

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2018年２月７日

取得年月日 2018年２月７日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取得価格 6,157,000,000円 信託期間満了日 2038年２月28日

土地

所在地
茨城県守谷市松並青葉二丁目

８番地２他

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

２階建

面積 25,445.82㎡ 竣工年月日 2017年４月17日

用途地域 準工業地域 延床面積 32,904.90㎡

建蔽率／容積率 60％（注）／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 ２

特記事項：

本物件は、松並地区計画の区域内に位置しています（守谷市告示第66号平成24年７月24日）が、本物件の信託受託者

は、地区計画上の緑化面積（10％以上）を確保するため、守谷市所有の水路用地を賃借しています。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

株式会社リクサス 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 16,522.09㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

株式会社リクサス 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 16,452.35㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）建蔽率は、本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア川越 用途 物流関連施設

Ｍ-７

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2019年７月16日

取得年月日 2019年７月16日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取得価格 1,490,000,000円 信託期間満了日 2039年７月31日

土地

所在地
埼玉県川越市芳野台二丁目８

番地45

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２

階建

面積 6,295.88㎡ 竣工年月日 2018年２月15日

用途地域 工業専用地域 延床面積 7,542.56㎡

建蔽率／容積率 60％／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

該当事項はありません。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

東京ロジファクトリー

株式会社
陸運業 定期建物賃貸借 10.0年 7,542.56㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア春日部 用途 物流関連施設

Ｍ-８

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2018年７月27日

取得年月日 2019年７月16日 信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

取得価格 4,900,000,000円 信託期間満了日 2039年７月31日

土地

所在地
埼玉県春日部市永沼字向通

2126番地他

建物

建物構造
鉄筋コンクリート・鉄骨造合

金メッキ鋼板ぶき３階建

面積 13,662.01㎡ 竣工年月日 2018年６月１日

用途地域 指定なし（市街化調整区域） 延床面積 21,315.54㎡

建蔽率／容積率 60％／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

該当事項はありません。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

コイズミ物流株式会社 陸運業 定期建物賃貸借 10.0年 21,315.54㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア草加 用途 物流関連施設

Ｍ-９

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2014年４月30日

取得年月日 2020年２月３日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取得価格 8,109,000,000円 信託期間満了日 2040年２月29日

土地

所在地
埼玉県草加市青柳一丁目５番

35号（住居表示）

建物

建物構造
鉄筋コンクリート・鉄骨造合

金メッキ鋼板ぶき４階建

面積 15,056.45㎡ 竣工年月日 2013年６月14日

用途地域 工業専用地域 延床面積 28,817.59㎡

建蔽率／容積率 60％（注）／200％ 種類 倉庫・事務所

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

対象土地の一部（46.29㎡）において、送電線路の設置及びその保全のための土地立入、送電線路に支障となる行為の

禁止等を目的とし、埼玉県草加市松江四丁目716番を要役地とする地役権が設定されており、また、対象土地の一部

（869.17㎡）において、東京電力株式会社との間で同社の送電線路に支障となる行為の禁止等を内容とする契約が締結

されています。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 29,073.87㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 非開示（注）

中途解約 非開示（注）

違約金 非開示（注）

（注）建蔽率は本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア八潮 用途 物流関連施設

Ｍ-10

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2014年10月31日

取得年月日 2020年２月３日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取得価格 5,073,000,000円 信託期間満了日 2040年２月29日

土地

所在地
埼玉県八潮市大字南後谷字粒

田北116番地２

建物

建物構造
鉄筋コンクリート・鉄骨造合

金メッキ鋼板ぶき４階建

面積 10,507.68㎡ 竣工年月日 2014年１月31日

用途地域 工業地域 延床面積 19,068.60㎡

建蔽率／容積率 60％／200％ 種類 倉庫・事務所

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

該当事項はありません。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 小売業 定期建物賃貸借 非開示（注） 18,330.05㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア瑞穂Ａ 用途 物流関連施設

Ｍ-11

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2006年３月29日

取得年月日 2020年２月３日 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社

取得価格 2,794,000,000円 信託期間満了日 2040年２月29日

土地

所在地
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱

根ケ崎字武蔵野896番地４他

建物

建物構造
鉄筋コンクリート・鉄骨造合

金メッキ鋼板ぶき２階建

面積 13,223.33㎡ 竣工年月日 2007年２月５日

用途地域 工業地域 延床面積 13,755.16㎡

建蔽率／容積率 60％／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

該当事項はありません。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 13,471.04㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア瑞穂Ｂ 用途 物流関連施設

Ｍ-12

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2006年３月29日

取得年月日 2020年２月３日 信託受託者 みずほ信託銀行株式会社

取得価格 3,584,000,000円 信託期間満了日 2040年２月29日

土地

所在地
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱

根ケ崎字武蔵野896番地３他

建物

建物構造
鉄筋コンクリート・鉄骨造合

金メッキ鋼板ぶき２階建

面積 15,371.92㎡ 竣工年月日 2007年２月５日

用途地域 工業地域 延床面積 16,016.37㎡

建蔽率／容積率 60％／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

該当事項はありません。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 15,708.00㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア上尾 用途 物流関連施設

Ｍ-13

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権（注） 信託受

益権の

概要

（注）

信託設定日
2016年９月１日、2018年１月

31日、2020年７月13日

取得年月日 2020年７月13日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取得価格 4,908,000,000円 信託期間満了日 2040年７月31日

土地

所在地
埼玉県上尾市大字地頭方字天

神谷449番地12他

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき３

階建

面積 12,737.24㎡ 竣工年月日 2019年４月７日

用途地域 準工業地域 延床面積 19,142.84㎡

建蔽率／容積率 60％／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 ２

特記事項：

該当事項はありません。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 7,400.93㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 製造業 定期建物賃貸借 非開示（注） 11,726.74㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）本物件は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を信託受託者とする２つの信託受益権から構成されます。なお、信託設定日は、信託設定済みの土

地に関する各信託設定日及び本投資法人の取得の際に追加信託が行われた土地及び建物に関する信託設定日をそれぞれ記載しています。

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア三芳 用途 物流関連施設

Ｍ-14

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2020年７月13日

取得年月日 2020年７月13日 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得価格 11,700,000,000円 信託期間満了日 2040年７月31日

土地

所在地
埼玉県入間郡三芳町大字上富

字東永久保2291番地１

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき４

階建

面積 18,786.09㎡ 竣工年月日 2020年５月24日

用途地域 指定なし（市街化調整区域） 延床面積 37,931.49㎡

建蔽率／容積率 60％（注）／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

本土地の一部（5.68㎡）において、入間郡三芳町を地上権者として、水道施設の設置を目的とする区分地上権が設定さ

れています。また、当該区分地上権に係る区分地上権設定契約書上、当該土地を譲渡する場合、予め地上権者の承諾を

受ける必要があります。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 37,931.49㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）建蔽率は本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア狭山日高 用途 物流関連施設

Ｍ-15

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権

信託受

益権の

概要

信託設定日 2021年１月19日

取得年月日（注１）
①2021年１月19日

②2022年７月22日
信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得価格（注１）
①14,066,000,000円

②3,612,000,000円
信託期間満了日 2041年１月31日

土地

所在地
埼玉県飯能市大字芦苅場字久

保12番地１他

建物

建物構造
鉄筋コンクリート・鉄骨造合

金メッキ鋼板ぶき５階建

面積 36,877.85㎡ 竣工年月日 2020年５月30日

用途地域 指定なし（市街化調整区域） 延床面積 73,728.44㎡

建蔽率／容積率 60％（注２）／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権（注３） 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 ９

特記事項：

該当事項はありません。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 35,906.50㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、６か月前までに書面による

通知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 6,745.56㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、６か月前までに書面による

通知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 4,285.22㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、６か月前までに書面による

通知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注１）取得年月日及び取得価格に関して、2021年1月19日付にて取得済である信託受益権の準共有持分（80％）について上段に、2022年7月22日

付にて取得済である信託受益権の準共有持分（20％）について下段に記載しています。

（注２）建蔽率は本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。

（注３）本物件の隣地の一部（約1,803.45㎡）については、土地１筆毎に、当該土地の所有者を地役権設定者とし、本土地の一部を要役地とし、

森林法（昭和26年法律第249号。その後の改正を含みます。）第10条の２第１項の開発行為に係る森林の維持・保存を目的とする地役権

が設定されています。
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賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 4,361.58㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 製造業 定期建物賃貸借 非開示（注） 6,547.89㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、６か月前までに書面による

通知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 卸売業 定期建物賃貸借 非開示（注） 4,442.31㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 卸売業 定期建物賃貸借 非開示（注） 2,183.63㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 賃貸開始日から５年経過時及び以降５年毎協議

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、６か月前までに書面による

通知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注）
サービス

業
定期建物賃貸借 非開示（注） 4,195.68㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 一時使用 非開示（注） 2,183.63㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 －

中途解約 －

違約金 －

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア川越Ⅱ 用途 物流関連施設

Ｍ-16

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2021年１月19日

取得年月日 2021年１月19日 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得価格 3,244,000,000円 信託期間満了日 2041年１月31日

土地

所在地
埼玉県川越市大字下小坂字上

谷110番地１他

建物

建物構造

①鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 

２階建

②軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 

ぶき平家建

面積 14,395.62㎡ 竣工年月日
①2019年６月15日

②2019年６月20日

用途地域 指定なし（市街化調整区域） 延床面積
①14,265.44㎡

②　　15.94㎡

建蔽率／容積率 60％（注）／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

本土地の一部（1,424.80㎡）において、送電線の架設及び送電線路の保守運営に支障となる行為の禁止等を目的とし、

埼玉県川越市大字下小坂字西原409番２を要役地とする地役権が設定されています。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 14,281.38㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）建蔽率は本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア白井 用途 物流関連施設

Ｍ-17

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2023年４月３日

取得年月日 2023年４月３日 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得価格 7,415,000,000円 信託期間満了日 2043年４月30日

土地

所在地
千葉県白井市中字一億402番地

３

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

３階建

面積 16,791.99㎡ 竣工年月日 2022年12月６日

用途地域 工業専用地域 延床面積 28,503.11㎡

建蔽率／容積率 60％（注）／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

該当事項はありません。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 28,502.98㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）建蔽率は、本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア神戸西 用途 物流関連施設

Ｋ-１

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2021年１月19日

取得年月日 2021年１月19日 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得価格 3,479,000,000円 信託期間満了日 2041年１月31日

土地

所在地
兵庫県神戸市西区見津が丘三

丁目10番地４

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２

階建

面積 13,414.57㎡ 竣工年月日 2020年４月１日

用途地域 準工業地域 延床面積 16,006.20㎡

建蔽率／容積率 60％／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

神戸市との間で、本土地又は本土地上に建設した施設等の建物に係る所有権、地上権、使用貸借による権利若しくは賃

借権その他の使用及び収益を目的とする権利並びに抵当権、質権その他の担保権を設定又は移転する場合には、2028年

９月５日までの間は予め神戸市の書面による承認を得なければならないことを合意しています。なお、信託受託者及び

本投資法人は、本投資法人による取得時に神戸市の承認を得ています。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 16,023.00㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア大阪交野 用途 物流関連施設

Ｋ-２

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2021年９月15日

取得年月日 2021年９月15日 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得価格 22,370,000,000円 信託期間満了日 2041年９月30日

土地

所在地
大阪府交野市星田北四丁目27

番１号（住居表示）

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき４

階建

面積 36,758.92㎡ 竣工年月日 2021年１月15日

用途地域 工業地域 延床面積 76,393.17㎡

建蔽率／容積率 60％（注）／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 ５

特記事項：

本土地において、土壌汚染（ふっ素、鉛、六価クロム、ほう素の基準値超過）が確認されており、土壌汚染対策法第11

条第１項に定める形質変更時要届出区域に指定されています。本投資法人は、本物件の取得にあたり、大和不動産鑑定

株式会社に対して土壌汚染リスク調査を委託しており、大要、「現在の対象地においては、地下水の飲用利用はなく、

表土も被覆されているため、汚染土壌の直接摂取について拡散防止がなされていると思料される。また、対象地は『形

質変更時要届出区域』に指定されていることから、特定有害物質による健康被害リスクに影響のある汚染土壌の直接摂

取経路は確認されていないと大阪府から判断されているといえる。以上より、対象地の土壌汚染に関するリスクは低い

と評価する。」旨の意見を得ています。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 17,296.43㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、６か月前までに書面による

通知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注）
倉庫・運

輸関連業
定期建物賃貸借 非開示（注） 8,470.84㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 9,036.09㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）建蔽率は、本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。
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賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 18,647.01㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 小売業 定期建物賃貸借 非開示（注） 17,568.58㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）　賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。

- 109 -



物件番号
ロジスクエア枚方 用途 物流関連施設

Ｋ-３

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2023年４月３日

取得年月日 2023年４月３日 信託受託者 三井住友信託銀行株式会社

取得価格 15,091,000,000円 信託期間満了日 2043年４月30日

土地

所在地
大阪府枚方市春日北町一丁目

1416番地１

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

４階建

面積 21,263.89㎡ 竣工年月日 2023年１月10日

用途地域 工業専用地域 延床面積 42,875.27㎡

建蔽率／容積率 60％／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

・本土地の一部（合計861.2㎡）において、送電線路の設置及びその保全のための土地立入、送電線路に支障となる行

為の禁止等を目的とし、大阪府枚方市大峰南町309番２を要役地とする地役権が設定されており、また、関西電力株式

会社との間で同社の送電線路に支障となる行為の禁止等を内容とする契約が締結されています。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

非開示（注） 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 42,885.36㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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物件番号
ロジスクエア鳥栖 用途 物流関連施設

Ｏ-１

特定資産の概要

特定資産の種類 信託受益権 信託受

益権の

概要

信託設定日 2018年４月２日

取得年月日 2018年４月２日 信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取得価格 2,823,858,720円（注１） 信託期間満了日 2038年３月31日

土地

所在地
佐賀県鳥栖市曽根崎町字落合

975番地１他

建物

建物構造
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

２階建

面積 14,698.70㎡（注１） 竣工年月日 2018年２月３日

用途地域 準工業地域・第一種住居地域 延床面積 16,739.40㎡

建蔽率／容積率 60％（注２）／200％ 種類 倉庫

所有形態 所有権 所有形態 所有権

マスターリース会社 株式会社シーアールイー PM会社 株式会社シーアールイー

マスターリース契約 パススルー テナント数 １

特記事項：

該当事項はありません。

賃貸借の概要

賃借人 業種 賃貸借形態 賃貸借期間 賃貸面積 賃料 敷金、保証金

日本通運株式会社 陸運業 定期建物賃貸借 非開示（注） 16,949.40㎡ 非開示（注） 非開示（注）

賃料改定 不可

中途解約
不可。ただし、やむを得ない事情により中途解約をする場合は、１年前までに書面による通

知の上、中途解約違約金を支払うことにより可能。

違約金 未経過賃料相当額

（注１）ロジスクエア鳥栖の土地の一部（1,079.18㎡）は、都市計画道路（国道３号線、計画幅員25.25m）の拡幅予定部分となっていましたが、

信託受益権を分割の上、2020年８月31日付で、当該土地の一部に係る信託受益権について国との間で不動産信託受益権譲渡契約を締結

し、同日付でその譲渡を完了しました。そのため、「取得価格」については、取得時点における同物件に係る不動産信託受益権売買契約

に記載の売買代金から当該譲渡面積に係る価格を控除した金額を記載しています。

（注２）建蔽率は、本来60％ですが、角地緩和の適用により70％となっています。

（注）賃借人から開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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年月日
総資産額

（百万円）
（注１）

純資産総額
（百万円）
（注１）

１口当たり純資産額
（円）

（注２）

2023年６月30日

（第14期計算期間末）

162,250

（159,974）

85,176

（82,900）

135,695

（132,069）

2023年12月31日

（第15期計算期間末）

161,009

（158,611）

85,072

（82,674）

135,530

（131,710）

2024年６月30日

（第16期計算期間末）

160,064

（157,771）

84,742

（82,448）

135,004

（131,350）

2024年12月31日

（第17期計算期間末）

159,658

（157,295）

84,159

（81,796）

134,840

（131,054）

2025年６月30日

（第18期計算期間末）

158,113

（155,748）

83,208

（80,843）

134,511

（130,688）

2025年12月31日

（第19期計算期間末）

156,759

（154,377）

82,273

（79,891）

134,129

（130,246）

計算期間別最高・

最低投資口価格

（円）

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期

決算年月 2023年６月 2023年12月 2024年６月 2024年12月 2025年６月 2025年12月

最高 191,300 182,500 158,000 155,000 154,800 173,400

最低 168,700 152,800 139,700 133,800 137,800 146,100

月別最高・最低
投資口価格（円）

月別
2025年
７月

2025年
８月

2025年
９月

2025年
10月

2025年
11月

2025年
12月

最高 152,400 156,400 155,900 157,800 165,500 173,400

最低 146,100 150,000 151,200 152,100 158,800 164,400

（３）【運用実績】

①【純資産等の推移】

総資産額、純資産総額及び１口当たり純資産額は以下のとおりです。

（注１）「総資産額」及び「純資産総額」は、帳簿価額を使用し、百万円未満を切捨てて記載しています。

（注２）「１口当たり純資産額」は、１円未満を切捨てて記載しています。

（注３）本投資法人の「総資産額」「純資産総額」及び「１口当たり純資産額」については、期中では正確に把握できないため、

各月末における推移は記載していません。

（注４）各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。

また、本投資口は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場に2018年２月７日以降上場されており、本投

資口の同所における価格の推移は以下のとおりです。

（注）最高・最低投資口価格は東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。

- 112 -



計算期間
分配総額
（千円）

１口当たり
分配金
（円）

うち利益
分配金総額
（千円）

うち利益超過
分配金総額
（千円）

うち１口当た
り利益分配金

（円）

うち１口当た
り利益超過分
配金（円）

第14期
自 2023年１月１日

至 2023年６月30日
2,276,040 2,000,479 275,560 3,626 3,187 439

第15期
自 2023年７月１日

至 2023年12月31日
2,397,814 2,172,469 225,344 3,820 3,461 359

第16期
自 2024年１月１日

至 2024年６月30日
2,293,615 2,067,643 225,972 3,654 3,294 360

第17期
自 2024年７月１日

至 2024年12月31日
2,362,994 2,210,079 152,914 3,786 3,541 245

第18期
自 2025年１月１日

至 2025年６月30日
2,364,900 2,212,725 152,175 3,823 3,577 246

第19期
自 2025年７月１日

至 2025年12月31日
2,381,789 2,229,669 152,120 3,883 3,635 248

②【分配の推移】

計算期間
自己資本利益率
（％）（注）

年換算値
（％）

第14期
自　2023年１月１日

至　2023年６月30日
2.5 5.0

第15期
自　2023年７月１日

至　2023年12月31日
2.6 5.1

第16期
自　2024年１月１日

至　2024年６月30日
2.4 4.9

第17期
自　2024年７月１日

至　2024年12月31日
2.6 5.2

第18期
自　2025年１月１日

至　2025年６月30日
2.6 5.3

第19期
自　2025年７月１日

至　2025年12月31日
2.7 5.3

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

（注）自己資本利益率＝当期純利益／平均純資産額（※）×100

（※）平均純資産額＝（期首純資産額＋期末純資産額）÷２
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2016年５月11日 設立企画人（ストラテジック・パートナーズ株式会社（現ＣＲＥリートアドバイザーズ株式

会社））による投信法第69条第１項に基づく本投資法人の設立に係る届出

2016年５月12日 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立

2016年５月20日 投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請

2016年６月１日 内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施（登録番号　関東財務

局長　第120号）

2016年７月27日 物流関連施設２物件を取得し、私募運用を開始

2018年２月７日 東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ上場

第二部【投資法人の詳細情報】

第１【投資法人の追加情報】

１【投資法人の沿革】
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役職名 氏名 主要略歴
所有投
資口数
（口）

執行役員 伊藤　毅 1997年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行

1,732口

（注１）

2002年５月 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社（現

abc株式会社）入社

2006年７月 ストラテジック・パートナーズ株式会社（現ＣＲＥリートアドバ

イザーズ株式会社）設立

代表取締役（現任）（常勤）

2007年４月 株式会社玄海キャピタルマネジメント取締役

2007年12月 株式会社インダストリアル・ディシジョンズ（現株式会社エクス

ポネンシャルデザイン）取締役

伊藤機電株式会社監査役

2009年11月 株式会社天幸総建（公共シィー・アール・イー株式会社（現株式

会社シーアールイー）と合併）取締役

2009年12月 株式会社ＣＲＥ投資顧問（現公共投資顧問株式会社）取締役

2014年７月 株式会社シーアールイー取締役

2015年８月 株式会社ＣＲＥアライアンス取締役

2016年５月 本投資法人執行役員（現任）（常勤）

監督役員 磯部　健介 1993年４月 東京弁護士会に弁護士登録

－

1993年４月 湯浅法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）入所

1997年７月 平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所）入所

1999年11月 柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所

2004年３月 シティユーワ法律事務所入所（現任）（常勤）

2016年５月 本投資法人監督役員（現任）（非常勤）

監督役員 中村　健一 2002年10月 中央青山監査法人入社

－

2006年４月 公認会計士登録

2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社

2009年７月 中村健一公認会計士事務所（現中村健一公認会計士・税理士事務

所）所長（現任）（常勤）

2010年８月 税理士登録

2013年５月

2014年１月

2016年５月

2024年６月

2025年６月

株式会社ティムス監査役（現任）（非常勤）

株式会社ヒューマネティクス・イノベーティブ・ソリューション

ズ・ジャパン監査役（現任）（非常勤）

本投資法人監督役員（現任）（非常勤）

ホーチキ株式会社監査役（非常勤）

ホーチキ株式会社取締役（監査等委員）（現任）（非常勤）

２【役員の状況】
（本書の提出日現在）

（注１）本投資法人の投資口を、投資口累積投資制度を利用すること、及び、本投資法人の健全な成長に向けた責任を果たす姿勢を投資

主に対して明確に示すことを目的にスポンサーである株式会社シーアールイーから投資口を有償で取得したこと等により所有し

ています。なお、口数は１口未満を切捨てて記載しています。

（注２）執行役員が欠けた場合の手当又は法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2024年９月30日開催の第７回投資主総会にお

いて、補欠執行役員として戸田裕久及び補欠監督役員として中尾彩子を選任しています。なお、戸田裕久は本資産運用会社の取

締役執行役員総務部長です。
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３【その他】

（１）役員の変更

執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任されます

（投信法第96条、規約第19条第１項）。ただし、役員が欠けた場合等において、内閣総理大臣は、必要がある

と認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができます（投信

法第108条第２項）。

執行役員及び監督役員の任期は、選任後２年です（規約第19条第２項本文）。ただし、投資主総会の決議に

よって、法令に定める限度において、その期間を延長し又は短縮することを妨げないものとします（規約第19

条第２項第２文）。補欠又は増員のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残

存期間と同一とします（規約第19条第２項第３文）。また、補欠の執行役員又は監督役員の選任に係る決議が

効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会（当該投資主総会において役員が選任されなかった場合

には、役員が選任された直近の投資主総会）において選任された執行役員又は監督役員の任期が満了する時ま

でとします（規約第19条第３項本文）。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げな

いものとします（規約第19条第３項ただし書）。

執行役員及び監督役員の解任は投資主総会において、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席

し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行います（投信法第104条、第106条）。執行役員又は監督

役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当

該役員を解任する旨の議案が投資主総会において否決されたときは、発行済投資口の100分の３以上の口数の

投資口を有する投資主（６か月前から引き続き当該投資口を有する投資主に限ります。）は、当該投資主総会

の日から30日以内に、訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法第

104条第３項、会社法第854条第１項第２号）。

（２）規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

①　規約等の重要事項の変更

後記「第３管理及び運営　１資産管理等の概要（５）その他 ③ 規約の変更に関する手続」をご参照くだ

さい。

②　事業譲渡又は事業譲受

該当事項はありません。

③　出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

（３）訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

本書の提出日現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【手続等】

１【申込（販売）手続等】

該当事項はありません。

２【買戻し手続等】

本投資法人は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第８条第

１項）。なお、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができます（規約

第８条第２項）。

本投資口は東京証券取引所を通じて売買することが可能です。また、同取引所外で本投資口を譲渡することも可

能です。
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第３【管理及び運営】

１【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①　本投資法人が発行する投資口の１口当たりの純資産額は、後記「（４）計算期間」記載の決算期ごとに、

以下の算式にて算出します。

１口当たり純資産額＝（総資産額－負債総額）÷発行済投資口の総口数

②　本投資法人の資産評価の方法及び基準は、以下のとおり投資対象資産の種類ごとに定めます（規約第36条

第１項）。

（イ）不動産、不動産の賃借権及び地上権（前記「第一部 ファンド情報　第１ファンドの状況　２投資方針

（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類（イ）ａ．」、同「（イ）ｂ．」及び同「（イ）

ｃ．」に掲げる資産をいいます。）

取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減

価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が合理的な理由によ

り適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、法令に

従い他の算定方法に変更することができるものとします。

（ロ）不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権（前記「第一部 ファンド情報　第１ファ

ンドの状況　２投資方針（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類（イ）ｄ．」に掲げる資産を

いいます。）

信託財産の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は、前記（イ）に従った評価を行

い、信託財産の構成資産が金融資産及び負債の場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に

従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算

定した価額により評価します。

（ハ）信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とす

る金銭の信託の受益権（前記「第一部 ファンド情報　第１ファンドの状況　２投資方針（２）投資対

象 ① 投資対象とする資産の種類（イ）ｅ．」に掲げる資産をいいます。）

信託財産の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は、前記（イ）に従った評価を行

い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上

で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評

価します。

（ニ）不動産に関する匿名組合出資持分（前記「第一部 ファンド情報　第１ファンドの状況　２投資方針

（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類（イ）ｆ．」に掲げる資産をいいます。）

匿名組合出資持分の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は、前記（イ）に従った評

価を行い、金融資産及び負債の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行っ

た上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額によ

り評価します。

（ホ）信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする

金銭の信託の受益権（前記「第一部 ファンド情報　第１ファンドの状況　２投資方針（２）投資対象 

① 投資対象とする資産の種類（イ）ｇ．」に掲げる資産をいいます。）

信託財産である匿名組合出資持分について前記（ニ）に従った評価を行い、金融資産及び負債につい

ては一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の

合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。

（ヘ）金銭債権（前記「第一部 ファンド情報　第１ファンドの状況　２投資方針（２）投資対象 ① 投資対

象とする資産の種類（ハ）ｅ．」に掲げる資産をいいます。）

取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額をもって評価します。ただ

し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額

の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除

した価額をもって評価します。
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（ト）有価証券（前記「第一部 ファンド情報　第１ファンドの状況　２投資方針（２）投資対象 ① 投資対

象とする資産の種類（ロ）」及び同「（ハ）ｃ．、ｄ．及びｆ．」に掲げる資産をいいます。）

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価します。すなわち、満期保有目的の債券、

子会社株式及び関連会社株式は取得原価をもって評価し、売買目的有価証券及びその他有価証券は時価

をもって評価します。ただし、市場価格のない株式等は、取得原価をもって評価します。

（チ）デリバティブ取引に係る権利（前記「第一部 ファンド情報　第１ファンドの状況　２投資方針（２）

投資対象 ① 投資対象とする資産の種類（ハ）ｇ．」に掲げる資産をいいます。）

デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、時価をもって評価します。

ただし、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件

を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、更に金融商品に関する会

計基準及び金融商品会計に関する実務指針により金利スワップの特例処理の要件を満たす取引につい

ては、特例処理を適用することができるものとします。

（リ）その他

前記に定めがない場合は、投信法、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正

妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。

③　本投資法人の資産評価の基準日は、各決算期（毎年６月末日及び12月末日）とします。ただし、前記「第

一部 ファンド情報　第１ファンドの状況　２投資方針（２）投資対象 ① 投資対象とする資産の種類

（ロ）」及び同「（ハ）」に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価ができる資産について

は、毎月末とします（規約第36条第３項）。

④　１口当たり純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています（投資法

人計算規則第58条及び第68条）。投資法人は、各営業期間に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書を含

みます。）、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し（投信法第129

条第２項）、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの

計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供します（投信法第131条第２項から第５項まで及び投資法

人計算規則第81条）。また、１口当たり純資産額は、金融商品取引法に基づいて決算期後３か月以内に提

出される有価証券報告書に記載されます。

投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することが

できます。

⑤　投資口１口当たり純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。

　　（照会先）

　　ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社

　　東京都港区虎ノ門二丁目10番１号

　　電話番号　03-5575-3600
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（２）【保管】

①　本投資口

本投資口は、振替投資口であるため、該当事項はありません。ただし、投資主は、株式会社証券保管振

替機構（以下「保管振替機構」といいます。）が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が

効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は社債、株式等の振替

に関する法律（平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。以下「振替法」といいます。）の規定の

適用を受ける振替投資口（振替投資口である本投資口を、以下「本振替投資口」といいます。以下同じで

す。）が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求す

ることができます（振替法第227条第２項）。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投

資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。

②　本投資法人債

本投資法人債は、振替投資法人債であるため、該当事項はありません。ただし、本投資法人債の保有者

は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保

管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は振替法の規定の適用を受ける振替投資法人債（振

替投資法人債である本投資法人債を、以下「本振替投資法人債」といいます。以下同じです。）が振替機

関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資法人債券の発行を請求することがで

きます（振替法第115条、第67条第２項）。この場合、本投資法人債の保有者は証券会社等と保護預り契約

を締結して投資法人債券の保管を依頼し、又は、本投資法人債の保有者自身が直接保管することができま

す。

（３）【存続期間】

本投資法人には存続期間の定めはありません。

（４）【計算期間】

本投資法人の営業期間は、毎年１月１日から６月末日まで、及び７月１日から12月末日までとします

（規約第38条）。

（５）【その他】

①　増減資に関する制限

（イ）最低純資産額

本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です（規約第７条）。

（ロ）投資口の発行

本投資法人の発行可能投資口総口数は、10,000,000口とします（規約第５条第１項）。本投資法人

は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者

の募集をすることができるものとします。募集投資口（当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込み

をした者に対して割り当てる投資口をいいます。）１口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、本投

資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認する金額とします（規約第５条第

３項）。

（ハ）国内における募集

本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割

合は、100分の50を超えるものとします（規約第５条第２項）。

②　解散条件

本投資法人における解散事由は以下のとおりです（投信法第143条）。

（イ）投資主総会の決議

（ロ）合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。）

（ハ）破産手続開始の決定

（ニ）解散を命ずる裁判

（ホ）投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し

③　規約の変更に関する手続

規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議

決権の３分の２以上にあたる多数をもって可決される必要があります（投信法第140条、第93条の２第２
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項）。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「３投資主・投資法人債権者の権利（１）投

資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照ください。

投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引

所の定める有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方

針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合等には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく

提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が

提出する有価証券報告書等の添付書類として開示されます。

④　関係法人との契約の更改等に関する手続

本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に

関する規定は、以下のとおりです。

（イ）本資産運用会社（ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社）との資産運用委託契約（以下、本（イ）に

おいて「本契約」といいます。）

ａ．契約期間

本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生ずるものとし、契約期間は定めないものと

します。

ｂ．更新

該当事項はありません。

ｃ．解約

ｉ．本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決

議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約す

ることができます。

ⅱ．本投資法人は、本資産運用会社に対して、６か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主

総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。

ⅲ．本資産運用会社は、本投資法人に対して、６か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を

申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資

主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣

総理大臣の許可を求めるものとします。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又

は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、本

契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。

ⅳ．上記ｉ．からⅲ．までの規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の（ｉ）から

（ⅲ）までのいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することがで

きます。

（ｉ）本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合（ただし、当該違反が是正可

能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日

から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。）

（ⅱ）本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、

会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由

が発生した場合

（ⅲ）上記（ｉ）及び（ⅱ）に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに

堪えない重大な事由がある場合

ｖ．本投資法人は、本資産運用会社が次の（ｉ）から（ⅲ）までのいずれかに該当する場合、本契約

を解約します。

（ｉ）金融商品取引法に定める金融商品取引業者（金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であ

り、かつ宅地建物取引業法第３条第１項の免許及び第50条の２第１項の認可を受けている者に

限ります。）でなくなった場合

（ⅱ）投信法第200条各号のいずれかに該当する場合

（ⅲ）解散した場合

ｄ．変更等

本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することがで

きるものとします。

（ロ）一般事務受託者（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）との一般事務委託契約（以下、本（ロ）において

「本契約」といいます。）
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ａ．契約期間

ｉ．本契約は、本契約の締結と同時にその効力が生じるものとします。

ⅱ．本契約の有効期間は、本契約締結日から2026年６月末日までとします。

ｂ．更新

有効期間の満了予定日の６か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から相手方

に対し書面による申し出がなされなかったときは、更に２年間延長されるものとし、以後も同様としま

す。

ｃ．解約

ｉ．本投資法人又は一般事務受託者が、相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面を

もってこれを承諾した場合には、本契約は終了します。

ⅱ．本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しない場合にお

いて、相手方に対し、相当の期間を定めてその履行を催告した上、当該期間内に履行がないとき

は、本契約を解除することができます。

ⅲ．本投資法人又は一般事務受託者は、本投資法人においては一般事務受託者が、一般事務受託者に

おいては本投資法人又は本資産運用会社が次の（ｉ）又は（ⅱ）に掲げる事項に該当した場合、

催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができます。

（ｉ）解散原因の発生又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始

その他これらに準じる倒産手続開始（将来、制定されるものを含みます。）の申立てがあった

とき。

（ⅱ）支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行、滞納

処分を受けたとき。

ⅳ．本投資法人及び一般事務受託者は、相手方（その役員を含みます。）が、暴力団員等若しくは下

記（ｉ）（ａ）から（ｅ）までのいずれかに該当し、若しくは下記（ⅱ）（ａ）から（ｅ）まで

のいずれかに該当する行為をした場合、又は下記（ｉ）の規定に基づく表明・確約に関して虚偽

の申告をしたことが判明した場合、相手方に対し、その旨を通知することによって本契約を直ち

に解除することができます。この場合、当該通知において指定された日に本契約は終了するもの

とします。なお、本投資法人又は一般事務受託者による解除の通知は、相手方に対して直近に届

出をした住所に通知すれば足り、当該通知が延着し又は到着しなかった場合でも、通常到達すべ

きときに到達したものとみなすものとします。

記

（ｉ）本投資法人及び一般事務受託者は、本契約締結日において、それぞれ、自社並びに自社の取締

役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員（以下、本ⅳ．において「役員」といいます。）

が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに

準ずる者（以下、本ⅳ．においてこれらを「暴力団員等」といいます。）に該当しないこと、

及び次の（ａ）から（ｅ）までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、

次の（ａ）から（ｅ）までのいずれにも該当しないことを確約します。

（ａ）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

（ｂ）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

（ｃ）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

（ｄ）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること。

（ｅ）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること。

（ⅱ）本投資法人及び一般事務受託者は、それぞれ、自ら又は第三者を利用して、次の（ａ）から

（ｅ）までの一に該当する行為を行わないことを確約します。

（ａ）暴力的な要求行為

（ｂ）法的な責任を超えた不当な要求行為

（ｃ）本件一般事務に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（ｄ）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を

妨害する行為

（ｅ）その他上記（ａ）から（ｄ）までに準ずる行為
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ｄ．変更等

本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、合

意により本契約を変更することができます。

（ハ）投資主名簿管理人（みずほ信託銀行株式会社）との事務委託契約（投資口事務受託契約）（以下、本

（ハ）において「本契約」といいます。）

ａ．契約期間

投資主名簿管理人は、本契約に基づく委託事務を、2016年５月17日から開始します。

ｂ．更新

該当事項はありません。

ｃ．解約

ｉ．本投資法人又は投資主名簿管理人は、次の（ｉ）から（ｖ）までに掲げる場合には、本契約を終

了又は解除することができます。

（ｉ）本投資法人及び投資主名簿管理人が、書面により契約解除に合意した場合。なお、この場合に

は、本契約は本投資法人及び投資主名簿管理人が合意して指定した日に終了します。

（ⅱ）投資法人又は投資主名簿管理人のいずれか一方が、相手方に対し書面により契約解除の通知を

行った場合。なお、この場合には、本契約はその通知が相手方に到達した日より３か月経過し

た日に終了します。

（ⅲ）本投資法人又は投資主名簿管理人のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支

障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日間以内に違反

した当事者が同違反を是正しない場合。なお、本契約は同30日間の経過後に解除することがで

きます。

（ⅳ）本投資法人又は投資主名簿管理人のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止

又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立て等により信用状態が

著しく不安定になり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、この場合

には、本契約を直ちに解除することができます。

（ｖ）本投資法人が何らかの理由により、上場廃止となった場合、投資主名簿管理人は本契約を直ち

に解除することができます。

ⅱ．本投資法人及び投資主名簿管理人のいずれか一方の当事者が、下記（ｉ）から（ⅵ）までのいず

れかに該当（その取締役、執行役及び監査役（以下、本ⅱ．において「役員」といいます。）が

該当する場合を含みます。）し、又は、本投資法人及び投資主名簿管理人が、本契約締結日現

在、自社並びに自社の役員が下記（ｉ）から（ⅵ）までのいずれにも該当しない旨の表明・確約

に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者（以下「相手方」といいます。）から文

書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了するもの

とします。

記

（ｉ）暴力団

（ⅱ）暴力団員

（ⅲ）暴力団準構成員

（ⅳ）暴力団関係企業

（ｖ）総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等

（ⅵ）その他上記（ｉ）から（ｖ）までに準ずる者

ｄ．変更等

本契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿管理人双方の書面による合意により、これを変

更することができるものとします。

（ニ）資産保管会社（三井住友信託銀行株式会社）との資産保管業務委託契約（以下、本（ニ）において

「本契約」といいます。）

ａ．契約期間

本契約の有効期間は、本契約締結日から2028年６月末日までとします。

ｂ．更新

上記ａ．で定める有効期間満了の６か月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも文書に

よる別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件（ただし、上記ａ．に定める期

間中の解約に関する条項は除きます。）にて自動的に３年間延長するものとし、その後も同様としま
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す。

ｃ．解約

ｉ．本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。

（ｉ）当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この

場合には本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。

（ⅱ）当事者のいずれか一方が本契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正するこ

とを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う文書による

解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただ

し、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び

資産保管会社は本契約失効後においても本契約の失効前に生じた同契約に基づく残存債権を相互

に請求することを妨げません。

（ⅲ）当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しく

は特別清算開始の申立（その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該

手続の開始申立を含みます。）がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、

他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は

失効するものとします。

ⅱ．本投資法人又は資産保管会社は、相手方が、暴力団員等（下記（ⅰ）において定義します。）若し

くは下記（ⅰ）の（ａ）から（ｅ）のいずれかに該当（その役員が該当する場合を含みます。）

し、若しくは下記（ⅱ）の（ａ）から（ｅ）のいずれかに該当する行為をし、又は下記（ⅰ）の

規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続するこ

とが不適切である場合には、何ら事前の催告なくして、相手方に対する通知をもって本契約を直

ちに解除することができます。この場合における通知は、相手方の直近の届出住所に宛てて発送

することにより、通常到達すべき時に到達したものとみなします。なお、本ⅱ．による解除に伴

い、解除の相手方に費用が発生し、又は損害が生じた場合であっても、本契約における他の規定

にかかわらず、当該相手方は当該費用及び損害の請求を行わないものとします。

記

（ｉ）本投資法人は、本投資法人及びその役員が、資産保管会社は、資産保管会社及びその役員が、

現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これ

らに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいます。）に該当しないこと、及び次の

（ａ）から（ｅ）のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこ

とを確約します。

（ａ）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

（ｂ）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

（ｃ）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

（ｄ）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有すること

（ｅ）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること

（ⅱ）本投資法人及び資産保管会社は、自ら又は第三者を利用して次の（ａ）から（ｅ）までに該当

する行為を行わないことを確約します。

（ａ）暴力的な要求行為

（ｂ）法的な責任を超えた不当な要求行為

（ｃ）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（ｄ）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を

妨害する行為

（ｅ）その他上記（ａ）から（ｄ）までに準ずる行為

ｄ．変更等

ｉ．本契約の内容については、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の書面による合意

により、これを変更することができます。

ⅱ．上記ｉ．の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守する

ものとします。
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（ホ）投資法人債に関する一般事務受託者（株式会社三菱ＵＦＪ銀行）との財務代理契約（以下、本（ホ）

において「本契約」といいます。）

ａ．契約期間

特段の規定はありません。

ｂ．更新

該当事項はありません。

ｃ．解約

本投資法人又は株式会社三菱ＵＦＪ銀行が本契約に定める反社会勢力の排除に係る表明又は確約に違

反したときは、他方の当事者は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。

ｄ．変更等

本契約に定められた事項について、変更の必要が生じたときは、その都度これに関する協定をしま

す。

（ヘ）投資法人債に関する一般事務受託者（三井住友信託銀行株式会社）との財務代理契約（以下、本

（ヘ）において「本契約」といいます。）

ａ．契約期間

特段の規定はありません。

ｂ．更新

該当事項はありません。

ｃ．解約

本投資法人又は三井住友信託銀行株式会社が、反社会勢力の排除に係る本契約の表明・確約の条項に

定める事項に該当し、若しくは当該事項に該当する行為をし、又は本契約に定める反社会勢力の排除

に係る表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他の一方が取引を継続することが不適切

であると判断した場合には、他の一方は何ら催告をしないで直ちに本契約を解除することができま

す。

ｄ．変更等

本契約に定められた事項について、変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は協議するものと

し、協議が成立した場合には書面による合意をします。

（ト）自己投資口の取得に関する一般事務受託者（ＳＭＢＣ日興証券株式会社）との投資口買付委託契約

（自己投資口の取得）（以下、本（ト）において「本契約」といいます。）

ａ．契約期間

本契約は、2026年２月18日から2026年５月29日（以下本（ト）において「買付執行最終日」といいま

す。）までの期間（以下本（ト）において「買付執行期間」といいます。）の買付執行最終日が経過

した時点で終了します。なお、買付執行期間満了前であっても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による本

投資法人の投資口の買付け（以下本（ト）において「本買付け」といいます。）が、買付上限口数か

ら本買付けの対象投資口の累積合計数を控除した残数が対象投資口の最小売買単位未満となった場合

又は買付上限金額から本買付けの対象投資口の累積合計額を控除した残額が対象投資口の最小売買単

位に係る直近の終値未満となった場合には、本契約は終了します。

ｂ．更新

該当事項はありません。
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ｃ．解約

本契約は、次のいずれかに該当するときに終了するものとします。

ⅰ．本投資法人が本契約の解約を申し入れた場合であって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社がこれに応じ

たとき

ⅱ．本投資法人又はＳＭＢＣ日興証券株式会社に次のいずれかの事由が発生したとき

（ⅰ）支払停止が生じたこと又は倒産手続開始の申立てがなされたこと

（ⅱ）解散の決議を行い又は解散命令若しくは解散判決を受けたこと

（ⅲ）営業を廃止したこと

（ⅳ）電子交換所又はこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けたこと

（ⅴ）その保有する重要な資産について仮差押え、保全差押え又は差押え（外国における同等又は類

似の手続を含みます。）の命令、通知が発送されたこと

ⅲ．次のいずれかに該当するときであって本投資法人又はＳＭＢＣ日興証券株式会社が相手方に通知

することにより、本契約を解約したとき

（ⅰ）相手方が本契約に定める義務に違反したとき（本投資法人の義務違反には本投資法人の表明保

証に重要な点において誤りがあり若しくは不正確であることが判明したときを含みます。）

（ⅱ）本投資法人が発行する投資口について、当該投資口が上場されているいずれかの金融商品取引

所において監理銘柄又は整理銘柄への指定が行われ、その他上場廃止基準のいずれか一の事由

に該当する具体的なおそれが発生したとき

（ⅲ）法令諸規則等の遵守のために必要と認めたとき

本投資法人及びＳＭＢＣ日興証券株式会社は、相手方が次の各号に該当する場合には、何ら催

告を要せず、本契約その他の本投資法人及び自己投資口の取得に関する一般事務受託者の間で

締結したすべての契約（ただし、秘密保持に係る義務が含まれる場合、これを除きます。）を

解除することができます。この場合において、解除権を行使した者に損害が生じた場合には、

相手方はこれを賠償する責を負うものとし、また、当該相手方に損害が生じても、当該解除権

を行使した者は何らこれを賠償又は補償することを要しません。

ⅰ．自ら（その役員及び本契約に係る業務に従事する従業員を含みます。以下、本(ト)において同じ

です。）が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう

ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずるもの、又は日本・米国・英国・国連等主要な国

等が指定する制裁対象者（以下、本(ト)において「反社会的勢力」と総称します。）に該当する

ことが判明した場合又は自らが反社会的勢力に該当しない旨及び将来も該当しない旨の表明若し

くは確約が虚偽であったことが判明した場合

ⅱ．自らが、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者（以下、本(ト)において反社

会的勢力と併せて「反社会的勢力等」といいます。）と次のいずれかに該当する関係を有するこ

とが判明した場合

（ⅰ）自らの経営が、反社会的勢力等によって支配される関係

（ⅱ）自らの経営に、反社会的勢力等が実質的に関与している関係

（ⅲ）反社会的勢力等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与する関係、又は反社会的勢力等から

資金の供与を受け若しくは便宜を供与される関係

（ⅳ）その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

ⅲ．自ら又は第三者を利用して次のいずれかの行為を行った場合

（ⅰ）暴力的な要求行為

（ⅱ）法的な責任を超えた不当な要求行為

（ⅲ）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

（ⅳ）風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する

行為

（ⅴ）その他（ⅰ）から（ⅳ）に準ずる行為

ｄ．変更等

該当事項はありません。

（チ）特定関係法人（株式会社シーアールイー）とのスポンサーサポート契約（以下、本（チ）において

「本契約」といいます。）

ａ．契約期間

本契約の有効期間は、2022年９月22日から効力を生じるものとし、本契約の有効期間は、本契約がそ

の効力を生じた日から10年間とします。
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ｂ．更新

期間満了の１か月前までに、本契約当事者のいずれかから他の当事者全員に対して文書による申し出

がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より５年間延長するものとし、その後も同様とします。

ｃ．解約

ｉ．本契約は、本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合には終了するものと

します。ただし、この場合であっても、前記「第一部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　

２　投資方針　（１）投資方針　①　基本方針　（ハ）本投資法人の特徴　ｃ．明確な外部成長

戦略（Ⅰ）ＣＲＥとのスポンサーサポート契約　＜パイプラインサポート＞　投資法人による譲

受資産の売却」の規定は引き続きＣＲＥ及び本投資法人間で有効なものとして存続します。この

場合、同「投資法人による譲受資産の売却」において「本資産運用会社」とあるのは、「投資法

人についてのその時点での資産運用会社」と読み替えるものとします。

ⅱ．ＣＲＥ、本投資法人、本資産運用会社及びストラテジック・パートナーズは、他の当事者に対

し、本契約締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、本契

約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約し、かかる表明及び保証又は誓約に反する事

実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要

することなく、直ちに本契約を解除することができます。

（ａ）自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構

成員（以下、本（チ）において「反社会的勢力」といいます。）ではないこと。

（ｂ）本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。

ｄ．変更等

本契約の規定は、本契約の当事者全員の書面による合意のみにより、変更又は修正することができま

す。

（リ）特定関係法人（株式会社シーアールイー）との管理業務委託契約（プロパティマネジメント業務委託

契約）（以下、本（リ）において「本契約」といいます。）

ａ．契約期間

期間は１年であり、本書の提出日現在、全ての保有資産について有効期間内となっています。

ｂ．更新

本契約期間満了の３か月前までにＣＲＥ、信託受託者いずれからも更新しない旨の通知がない場合

は、本契約は、同一条件をもって更に１年間更新されます。

ｃ．解約

解約に関する規定の概要は、以下のとおりです。

ｉ．信託受託者は、次の（ｉ）から（xii）に該当する事由が発生した場合は、通知、催告その他何ら

の手続きを要することなく直ちに本契約を解除することができます。

（ｉ）ＣＲＥが本契約又はこれに付随して締結された契約に関して重大な違反をしたとき。

（ⅱ）ＣＲＥが営業を休止若しくは廃止し、又は解散したとき。

（ⅲ）ＣＲＥが強制執行、保全処分、滞納処分を受け、又はＣＲＥについて破産手続開始、会社更生

手続開始、特別清算開始、特定調停手続開始、民事再生手続開始申立てその他の法的倒産手続

開始の申立てがあったとき。

（ⅳ）ＣＲＥが支払いを停止し若しくは支払不能に陥ったとき、又はＣＲＥについて手形、小切手の

不渡り報告があったとき。また、ＣＲＥにつき信用資力の著しい低下があったとき、又は信用

資力に影響を及ぼす営業上若しくは組織上の重要な変更があり本契約に基づく義務履行能力が

停止したとき。

（ｖ）ＣＲＥの本業務等の遂行能力に問題があると信託受託者が判断した場合において、信託受託者

又は本資産運用会社がＣＲＥに対して本業務等の改善の指導等を行ったにもかかわらず、改善

がなされないとき。

（ⅵ）ＣＲＥ又はその役職員が、本契約に定義される反社会的勢力等のいずれかに該当し、又は反社

会的行為（将来にわたり、役職員を含めて暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求

行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い

又は威力を用いて信託受託者の信用を毀損し、又は信託受託者の業務を妨害する行為、その他

これらに準ずる行為をいいます。以下、本ｉ．において同じです。）のいずれかに該当する行

為をしたことが判明したとき。

（ⅶ）ＣＲＥの再委託先が反社会的勢力等に該当し、又は反社会的行為のいずれかに該当する行為を

した場合で、ＣＲＥがこれを早期に排除できないものと認め得る場合。
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（ⅷ）信託受託者が各物件（上記ａ．で掲げたそれぞれ該当するものを指します。）を信託財産とす

る信託契約（以下、本ｉ．において「本件信託契約」といいます。）の委託者又は受益者の権

利利益を保護するため必要があると認めるとき。

（ⅸ）信託受託者に対する詐術その他の背信的行為があったとき。

（ｘ）ＣＲＥが刑事訴追を受けたとき、ＣＲＥについて公序良俗に反する行為があったとき、その他

ＣＲＥの信用を著しく失墜させる事実や行為があったとき。

（xi）事由の如何を問わず、本件信託契約が終了したとき。

（xⅱ）本件信託契約の受益権又は各物件（上記ａ．で掲げたそれぞれ該当するものを指します。）の

全部が売却されたとき。

ⅱ．信託受託者（信託受託者における委託業務所管部及び監査業務所管部を含みます。）は、ＣＲＥ

による委託業務の遂行に問題があると判断する場合には、当該遂行手続の変更・改善を求めある

いは本契約を解除することができます。

ⅲ．信託受託者は、ＣＲＥが本契約に定義される反社会的勢力等であることが判明した場合、又はＣ

ＲＥが自ら又は第三者を利用して暴力的な行為等（上記ｉ．の反社会的行為と同じ意味を有しま

す。）を行ったことが判明した場合には、ＣＲＥに対する書面による通知をもって、本契約を解

除することができます。

ｄ．変更等

該当事項はありません。

（ヌ）特定関係法人（株式会社シーアールイー）とのマスターリース契約（以下、本（ヌ）において「本契

約」といいます。）

本契約は、全ての保有資産について締結しています。

ａ．契約期間

本書の提出日現在の契約期間は当該物件に係る信託契約終了日までです。なお、ロジスクエア久喜の

契約期間は2026年7月1日、ロジスクエア羽生の契約期間は2026年11月1日に開始します。

ｂ．更新

該当事項はありません。

ｃ．解約

解約に関する規定の概要は、以下のとおりです。

ｉ．信託受託者又はＣＲＥが次の（ｉ）から（ⅶ）に該当するときは、その相手方当事者は何らの催

告なしに本契約を解除することができます。

（ｉ）ＣＲＥが本契約又はこれに付随して締結された契約に関して重大な違反をしたとき。

（ⅱ）ＣＲＥが営業を休止若しくは廃止し、又は解散したとき。

（ⅲ）ＣＲＥが強制執行、保全処分、滞納処分を受け、又はＣＲＥについて破産手続開始、会社更生

手続開始、特別清算開始、特定調停手続開始、民事再生手続開始申立その他の法的倒産手続開

始の申立てがあったとき。

（ⅳ）ＣＲＥが支払いを停止し若しくは支払不能に陥ったとき、又はＣＲＥについて手形、小切手の

不渡り報告があったとき。また、ＣＲＥにつき信用資力の著しい低下があったとき、又は信用

資力に影響を及ぼす営業上若しくは組織上の重要な変更があり本契約に基づく義務履行能力が

停止したとき。

（ｖ）信託受託者に対する詐術その他の背信的行為があったとき。

（ⅵ）ＣＲＥが刑事訴追を受けたとき、ＣＲＥについて公序良俗に反する行為があったとき、その他

ＣＲＥの信用を著しく失墜させる事実や行為があったとき。

（ⅶ）当該物件に係る信託契約の受益権又は信託建物の全部が売却されたとき。

ⅱ．ＣＲＥが次の（ｉ）から（ⅳ）に該当するときは、信託受託者は１か月以上の期間を定めて書面

による催告を行ったうえ、かかる期間に治癒されない場合には、本契約を解除することができ

る。

（ｉ）ＣＲＥの財産について仮差押、仮処分又は強制執行の申立てがあったとき。

（ⅱ）賃料その他本契約に基づく債務の支払いを２か月以上怠ったとき。

（ⅲ）本契約又はこれに付随して締結した契約の各条項に違反し、本契約の目的が達せられないと

き。

（ⅳ）著しく信託受託者の信用を失墜する事実があったとき。ⅲ．信託受託者が次の（ｉ）から

（ⅲ）に該当するときは、ＣＲＥは１か月以上の期間を定めて書面による催告を行ったうえ、

かかる期間に治癒されない場合には、本契約を解除することができる。

- 128 -



（ｉ）当該物件に係る信託契約における信託財産について仮差押、仮処分又は強制執行の申立てがあ

ったとき。

（ⅱ）本契約又はこれに付随して締結した契約の各条項に違反し、本契約の目的が達せられないと

き。

（ⅲ）著しくＣＲＥの信用を失墜する事実があったとき。

ｄ．変更等

該当事項はありません。

（ル）関係法人との契約の変更に関する開示の方法

関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場

合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若し

くは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨

時報告書により開示されます。

⑤　会計監査人：PwC Japan有限責任監査法人

本投資法人は、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人とします。

会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します（投信法第96条第１項、規約第26条）。会計監査人

の任期は、就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとしま

す。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会におい

て再任されたものとみなされます（投信法第103条第２項、規約第27条第２項）。

⑥　公告の方法

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（規約第４条）。
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２【利害関係人との取引制限】

（１）法令に基づく制限

①　利益相反取引の制限

資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下のとおりその親法人等又は子法人等が関与する行為を

禁止されています（金融商品取引法第44条の３第１項、投信法第223条の３第３項、投信法施行令第130条第

２項）。ここで、「親法人等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることそ

の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者

をいい（金融商品取引法第31条の４第３項）、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の

過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政

令で定める要件に該当する者をいいます（金融商品取引法第31条の４第４項）。

（イ）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引

業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の

売買その他の取引を行うこと（金融商品取引法第44条の３第１項第１号、投信法第223条の３第３項、

投信法施行令第130条第２項）。

（ロ）当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第２条第８項各号に掲げる行為に関する契約を締結す

ることを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りな

がら、当該顧客との間で当該契約を締結すること（金融商品取引法第44条の３第１項第２号、投信法

第223条の３第３項）。

（ハ）当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取

引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行

い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必

要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第44条の３第１項第３号、投信法

第223条の３第３項）。

（ニ）上記（イ）から（ハ）までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関

与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を

失墜させるおそれのあるものとして内閣府令に定めるその他の行為（金融商品取引法第44条の３第１

項第４号、業府令第153条、投信法第223条の３第３項、投信法施行規則第267条）。

②　役員会の承認に基づく投資法人の事前同意

資産運用会社が登録投資法人の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登

録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との間で、次に掲げる行為（当該登録投資法人の資産に及ぼす影

響が軽微なものとして投信法施行規則で定めるものを除きます。）が行われることとなるときは、資産運用

会社は、当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則で定める取引を除き、予

め、当該登録投資法人の同意を得なければならないものとされており、また、執行役員がかかる同意を与え

るためには、役員会の承認を受けなければならないものとされています（投信法第201条の２）。

（イ）有価証券の取得又は譲渡

（ロ）有価証券の貸借

（ハ）不動産の取得又は譲渡

（ニ）不動産の貸借

③　利益相反のおそれがある場合の書面の交付

資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他

の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産（投信法に定める指定

資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本「③ 利益相反のおそれがある場合の書面の交

付」において同じです。）の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で

定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人

（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める者に対し

て交付しなければなりません（投信法第203条第２項）。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代え

て投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人

（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）その他投信法施行令で定める者の承諾

を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます（投信法第203条第４項、第５条第

２項）。
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④　資産の運用の制限

登録投資法人は、（イ）その執行役員又は監督役員、（ロ）その資産の運用を行う資産運用会社、（ハ）

その執行役員又は監督役員の親族、（ニ）その資産の運用を行う資産運用会社の取締役、会計参与（会計参

与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）、監査役若しくは執行役若しくはこれらに

類する役職にある者又は使用人との間で、次に掲げる行為（投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認めら

れる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。）を行ってはなりません（投信法第195条、第193

条、投信法施行令第116条、第117条及び第118条）。

（イ）有価証券の取得又は譲渡

（ロ）有価証券の貸借

（ハ）不動産の取得又は譲渡

（ニ）不動産の貸借

（ホ）以下に掲げる取引以外の特定資産に係る取引

ａ．宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引

ｂ．商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める行為を自ら行うこ

とに係る取引

ｃ．再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める

行為を自ら行うことに係る取引

また、登録投資法人は、金融商品取引業者（資産運用会社）にその資産の運用に係る業務の委託をしなけ

ればなりませんが、本資産運用会社は、法令の定めるところにより、資産の運用に係る業務に関して一定の

行為を行うことが禁止されており、結果的に、本投資法人が一定の資産の運用の制限を受けることになりま

す。かかる禁止を受ける主要な行為は以下のとおりです。

（イ）資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用

を行うこと（金融商品取引法第42条の２第１号、投信法第223条の３第３項、投信法施行令第130条第

２項）。ただし、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失

墜させるおそれのないものとして業府令第128条又は投信法施行規則第265条で定めるものを除きま

す。

（ロ）資産運用会社が運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引

法第42条の２第２号、投信法第223条の３第３項、投信法施行令第130条第２項）。ただし、投資者の

保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないもの

として業府令第129条又は投信法施行規則第266条で定めるものを除きます。

（ハ）資産運用会社が特定の金融商品等に関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用

して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行

うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２第３号、投信法第223条の３第３項、

投信法施行令第130条第２項）。

（ニ）資産運用会社が通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が登録投資法人の利益を

害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと（金融商品取引法第42条の２

第４号、投信法第223条の３第３項、投信法施行令第130条第２項）。

（ホ）上記（イ）から（ニ）までに掲げるもののほか、資産運用会社が行う行為のうち、投資者の保護に欠

け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして業

府令で定める以下の行為（金融商品取引法第42条の２第７号、投信法第223条の３第３項、投信法施行

令第130条第２項、業府令第130条）。

⑤　特定資産の価格等の調査

資産運用会社は、特定資産（土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって投信法施行

令で定めるものに限ります。以下、本「⑤ 特定資産の価格等の調査」において「不動産等の資産」といいま

す。）の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって

利害関係人等でないものに行わせなければならないものとされています（ただし、当該取得又は譲渡に先立

って当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでありません。）。

また、資産運用会社は、不動産等の資産以外の特定資産（指定資産を除きます。）の取得又は譲渡等の行

為が行われたときは、投資法人、その資産運用会社（その利害関係人等を含みます。）及びその資産保管会

社以外の者であって政令で定めるものに当該特定資産の価格等の調査を行わせなければならないものとされ

ています（ただし、当該行為に先立って当該調査を行わせている場合は、この限りでありません。）。

なお、ここで規定する鑑定評価の実施及び価格等の調査は、投信法上の利害関係人等以外の第三者との間

で取引が行われる際にも、実施が必要となります。
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（２）本資産運用会社の自主ルール（利害関係者取引規程）

本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に際し、金融商品取引業及び宅地建物取引業法等に規定する取引

を行う上で、利害関係者との取引に係る行為基準を定めることにより、当該取引を公正ならしめ、もって、本

資産運用会社の業務の健全性を確保するとともに、投資者利益の保護に資することを目的として、利害関係者

取引規程を以下のとおり定めています。

①　基本原則

本資産運用会社が本投資法人の資産運用を行うに際し利害関係者と取引を行う場合は、利害関係者のため

に本投資法人及び本投資法人の投資者の利益が害されることなどの無いよう、金融商品取引法、投信法、投

信法施行令、投信法施行規則及び利害関係者取引規程の定めを遵守し、当該利害関係者取引を適法かつ適正

ならしめるものとします。

②　利害関係者

「利害関係者」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

（イ）本資産運用会社及び本資産運用会社の役職員

（ロ）金融商品取引法に定める本資産運用会社の親法人等及び子法人等並びにその役職員

（ハ）投信法及び投信法施行規則に定める本資産運用会社の利害関係人等

（ニ）上記（イ）から（ハ）までに定める者が過半数出資しているか又は上記（イ）から（ハ）までに掲げ

る者と投資一任契約若しくは不動産管理・処分等業務委託契約を締結している事業会社、特別目的会

社、組合等及びその役職員

③　利害関係者との取引

利害関係者取引規程において、本投資法人が利害関係者との間で行う以下に掲げる取引に関する基準等を

定めます。

（イ）利害関係者からの運用資産の取得

（ロ）利害関係者への運用資産の売却

（ハ）利害関係者への運用資産の賃貸

（ニ）利害関係者への運用資産のプロパティマネジメント業務の委託

（ホ）利害関係者による売買及び賃貸の媒介

（ヘ）利害関係者への工事の発注

（ト）利害関係者とのその他契約の締結

④　利害関係者との取引基準

利害関係者との取引に関する基準は、以下のとおりとします。

（イ）利害関係者からの運用資産の取得

本資産運用会社が、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者から運用資産を取得させる場

合の価格は、原則として運用資産の種類に従い、以下の金額を上限とします。なお、利害関係者が本

投資法人への売却を前提に、一時的に別法人を利用したスキームの組成を行うなどして負担した費用

が存在する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えた額を上限額として取得することができるものとし

ます。

ａ．不動産及び不動産信託受益権

不動産鑑定士（ただし、利害関係者から独立した者であることを要します。）による鑑定評価額。

ｂ．その他の資産

時価。ただし、時価が算定できない場合には、本資産運用会社から独立した専門家により算定され

た合理的な評価額。

（ロ）利害関係者への運用資産の売却

本資産運用会社が、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対して運用資産を売却させ

る場合の価格は、原則として運用資産の種類に従い、以下の金額を下限とします。

ａ．不動産及び不動産信託受益権

不動産鑑定士（ただし、利害関係者から独立した者であることを要します。）による鑑定評価額。

ｂ．その他の資産

時価。ただし、時価が算定できない場合には、本資産運用会社から独立した専門家により算定され

た合理的な評価額。

（ハ）利害関係者への運用資産の賃貸

本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対して運用資産を賃貸させ

る場合は、第三者作成のマーケットデータ又は意見書に基づき、市場相場及び同種の物件の標準的な
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賃貸条件等を総合的に勘案して、適正な賃貸条件によらなければなりません。

（ニ）利害関係者への運用資産のプロパティマネジメント業務の委託

本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対し、運用資産のプロパテ

ィマネジメント業務を委託させる場合には、当該業務受託の実績等を勘案した合理的な契約条件によ

らなければなりません。

（ホ）利害関係者による売買及び賃貸の媒介

本資産運用会社の利害関係者が本投資法人の運用資産に係る売買の媒介を行った場合に、本投資法

人から当該利害関係者に対して支払われる報酬は、売買価格の3.00％（消費税等相当額別。）を上限

として、売買価格、業務の難易度等を判断の上、合理的な金額によらなければなりません。また、本

資産運用会社の利害関係者が運用資産に係る賃貸の媒介を行った場合に、本投資法人から当該利害関

係者に対して支払われる報酬は、契約賃料の１か月分相当を上限として、契約賃料、業務の難易度等

を判断の上、合理的な金額によらなければなりません。

（ヘ）利害関係者への工事の発注

本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者に対し、運用資産に係る工事

を発注させる場合には、工事の難易度、工事期間等を勘案した合理的な契約条件によらなければなり

ません。

（ト）利害関係者とのその他契約の締結

上記（イ）から（へ）までの取引以外で、本資産運用会社が本投資法人をして、本資産運用会社の

利害関係者と運用資産に係る契約を締結させる場合には、事業者の実績、費用等を勘案した合理的な

契約条件によらなければなりません。

⑤　利害関係者との取引に関する手続

本資産運用会社が、本投資法人との間の資産運用委託契約に基づき行う運用業務の内容が利害関係者との

取引に該当する場合には、運用資産管理規程及び決裁権限表の定めるところにより、以下に定める手続に基

づき、意思決定を行います。

（イ）投資運用部により立案された利害関係者取引となる事案は、コンプライアンス・オフィサーに上程さ

れます。

（ロ）コンプライアンス・オフィサーは、利害関係者取引案について、法令・諸規則等の違反その他コンプ

ライアンス上の問題点の有無の審査を行います。リスク管理及びコンプライアンス上問題がないもの

として、コンプライアンス・オフィサーに承認された場合には、コンプライアンス委員会に上程され

ます。

（ハ）コンプライアンス委員会は、利害関係者取引案について、法令等への適合性やリスクの観点等に立っ

た審議を行います。コンプライアンス委員会において決議の結果可決された場合には、投資委員会に

付議します。

（ニ）投資委員会は、利害関係者取引案について、投資方針及び運用ガイドラインへの準拠性及び経済合理

性等についての観点から審議します。投資委員会において決議の結果可決された場合には、取締役会

に付議します。

（ホ）取締役会は、利害関係者取引案について総合的な観点から審議を行います。取締役会において承認が

なされた場合には、その後取引実施前に予め投資法人役員会に付議します。

（ヘ）本投資法人役員会において利害関係者取引案の審議を行い、承認に基づく本投資法人の事前同意がな

された場合には、利害関係者取引が実行され、その後、本投資法人の役員会に報告されます。

（ト）なお、上記（ロ）の手続において、コンプライアンス・オフィサーは、法令等に照らしてリスク管理

上又はコンプライアンス上の問題があると判断した場合は、立案部に差し戻す権限を有します。

（チ）また、上記（ハ）若しくは（ニ）の手続において決議の結果否決された場合、又は、上記（ホ）若し

くは（ヘ）の手続において承認がなされなかった場合には、投資運用部に差し戻されます。

（３）利害関係人等との取引状況

①　当期の取引状況

　該当事項はありません。
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区分
支払手数料等総額
（Ａ）（千円）

利害関係人等との取引内訳 総額に対する割合
（Ｂ／Ａ）（％）支払先 支払額（Ｂ）（千円）

管理委託費 225,110 株式会社シーアールイー 222,090 98.7

②　当期の支払手数料等の金額

（注１）利害関係人等とは、投信法施行令第123条及び投信協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条

第１項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。

（注２）上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等へ支払った支払額は下記のとおりです。

株式会社シーアールイー　　　　　7,614千円（修繕費等）
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３【投資主・投資法人債権者の権利】

（１）投資主の権利

①　投資主総会における議決権

（イ）本投資法人の投資主は、投資主総会において、その有する投資口１口につき１個の議決権を有してい

ます（投信法第77条第２項第３号、第94条第１項、会社法第308条第１項本文）。投資主総会において

決議される事項は、以下のとおりです。

ａ．執行役員、監督役員及び会計監査人の選任（ただし、設立の際選任されたものとみなされる者の選任

を除きます。）と解任（投信法第96条、第104条、第106条）

ｂ．資産運用会社との資産運用委託契約の締結（ただし、設立の際資産運用会社となるべき者と締結する

ものを除きます。）及び解約の承認又は同意（投信法第198条第２項、第205条、第206条第１項）

ｃ．投資口の併合（投信法第81条の２第２項、会社法第180条第２項（第３号及び第４号を除きます。））

ｄ．投資法人の解散（投信法第143条第３号）

ｅ．規約の変更（投信法第140条）

ｆ．その他投信法又は規約で定める事項（投信法第89条）

（ロ）投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。

ａ．投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半

数をもって行います（規約第11条）。

ｂ．投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主１名を代理人として、議決権を行使することがで

きます（規約第12条第１項）。ただし、投資主総会ごとにその代理権を証する書面を予め本投資法人

に提出し又はかかる書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しなければなりません。代理権を

証する書面に記載すべき情報を電磁的方法により提供しようとする投資主又は代理人は、本投資法人

に対し、予めその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なけ

ればなりません（投信法第94条第１項、会社法第310条第１項、規約第12条第２項）。

ｃ．書面による議決権の行使は、議決権を行使するための書面（以下「議決権行使書面」といいます。）

に必要な事項を記載し、法令で定めるときまでに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出

して行います（投信法第90条の２第２項、第92条第１項、規約第13条第１項）。これにより書面によ

って行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します（投信法第92条第２項、規約

第13条第２項）。

ｄ．本投資法人は、役員会の決議をもって、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決権を

行使することができる旨定めることができます（規約第14条第１項）。電磁的方法による議決権の行

使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面

に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行います（投信法第92条の２第１項、

規約第14条第２項）。これにより電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決

権の数に算入します（投信法第92条の２第３項、規約第14条第３項）。

ｅ．投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会

に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があ

るときは、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなします（投信法第93条第

１項、規約第15条第１項）。

ｆ．上記ｅ．に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議

決権の数に算入します（投信法第93条第３項、規約第15条第２項）。

ｇ．上記ｅ．及びｆ．の規定は、（ｉ）以下の各事項に関する議案が投資主総会に提出されることについ

て本投資法人が本投資法人のウェブサイトにおいて公表した日若しくは招集権者がこれに準ずる方法

により公表した日のいずれか早い日から２週間以内に、総発行済投資口の100分の１以上の投資口を６

か月以上引き続き有する投資主が、当該議案に反対である旨を本投資法人（招集権者が執行役員若し

くは監督役員以外の者である場合は、本投資法人及び招集権者の双方）に通知した場合、又は、

（ⅱ）以下の各事項に関する議案について、本投資法人が当該議案に反対である旨を招集通知に記載

若しくは本投資法人のウェブサイトにおいて公表した場合には、当該議案については適用しません

（規約第15条第３項）。

ｉ．執行役員又は監督役員の選任又は解任

ⅱ．資産運用会社との間の資産運用委託契約の締結又は解約

ⅲ．解散

ⅳ．投資口の併合

ⅴ．執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除
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ⅵ．吸収合併契約又は新設合併契約の承認

ｈ．上記ｅ．及びｆ．の規定は、規約第15条を変更する規約変更議案については適用しません（規約第15

条第４項）。

ｉ．本投資法人は、投資主総会を招集する場合には、各決算期末の最終の投資主名簿に記載又は記録され

た投資主をもって、かかる投資主総会において権利を行使することのできる投資主としますが、当該

決算期から３か月以内の日を投資主総会の日とする投資主総会を開催する場合に限ります（投信法第

77条の３、会社法第124条、規約第16条第１項）。また、本投資法人は、必要があるときは、役員会の

決議を経て法令に従い予め公告し、一定の日における最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主

又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき者とすることができます（投信法第77条の

３、会社法第124条、規約第16条第２項）。

②　その他の共益権

（イ）代表訴訟提起権（投信法第116条、第119条第３項、第204条第３項、会社法第847条（第２項を除きま

す。））

６か月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面等をもって、本資産運用

会社、一般事務受託者、執行役員、監督役員又は会計監査人の責任を追及する訴訟の提起を請求する

ことができ、本投資法人が請求のあった日から60日以内に訴訟を提起しないときは、本投資法人のた

めに訴訟を提起することができます。

（ロ）投資主総会決議取消訴権等（投信法第94条第２項、会社法第830条、第831条）

投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し、又は著しく不公

正なとき、決議の内容が規約に違反するとき、又は決議について特別の利害関係を有する投資主が議

決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたときには、投資主総会の決議の日から３か

月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。また、投資主総会の

決議が存在しないとき又は決議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議が存在

しないこと又は無効であることの確認を訴えをもって請求することができます。

（ハ）執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第109条第５項、第153条の３第２項、会社法第360条第１

項）

執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令又は規約に違反する行為をし、又はこれら

の行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損

害が発生するおそれがある場合には、６か月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員に対

して当該行為の差止めを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行

人に対しても同様です。

（ニ）新投資口発行差止請求権（投信法第84条第１項、会社法第210条）

投資主は、投資口の発行が法令又は規約に違反する場合、投資口の発行が著しく不公正な方法によ

り行われる場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、本投資法人に対し、募集に

係る投資口の発行をやめることを請求することができます。

（ホ）新投資口及び新投資口予約権発行無効訴権（投信法第84条第２項、第88条の23第１項、会社法第828条

第１項第２号、第４号及び第２項第２号、第４号）

投資主は、新投資口及び新投資口予約権の発行について重大な法令・規約違反があった場合には、

新投資口及び新投資口予約権の発行の効力が生じた日から６か月以内に、本投資法人に対して新投資

口発行無効の訴えを提起することができます。

（ヘ）投資口併合差止請求権（投信法第81条の２第２項、会社法第182条の３）

投資主は、投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれ

があるときは、本投資法人に対し、投資口の併合をやめることを請求することができます。

（ト）合併無効訴権（投信法第150条、会社法第828条第１項第７号及び第８号、第２項第７号及び第８号）

投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の効力が生じた日

から６か月以内に合併無効の訴えを提起することができます。
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（チ）合併差止請求権（投信法第150条、会社法第784条の２、第796条の２、第805条の２）

投資主は、合併が法令又は規約に違反する場合等において、投資主が不利益を受けるおそれがある

ときは、一定の場合を除き、本投資法人に対し、合併をやめることを請求することができます。

（リ）設立無効訴権（投信法第75条第６項、会社法第828条第１項第１号、第２項第１号）

投資主は、設立手続に重大な瑕疵があった場合には、本投資法人の成立の日から２年以内に設立無

効の訴えを提起することができます。

（ヌ）投資主提案権（投信法第94条第１項、会社法第303条第２項、第305条第１項本文及び第４項）

発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を有する投資主（６か月前から引き続き当該投資口を

有する投資主に限ります。）は、執行役員に対して、投資主総会の日の８週間前までに書面をもっ

て、一定の事項を投資主総会の目的とすることを請求することができ、また、投資主総会の目的であ

る事項についてその投資主の提出しようとする議案（ただし、議案数は10を上限とします。）の要領

を投資主総会の招集通知に記載し、又は記録することを請求することができます。

（ル）投資主総会招集権（投信法第90条第３項、会社法第297条第１項、第４項）

発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投資主（６か月前から引き続き当該投資口を

有する投資主に限ります。）は、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して投資主総会の

招集を請求することができ、遅滞なく投資主総会招集の手続がなされない場合又は請求があった日か

ら８週間以内の日を投資主総会の日とする投資主総会の招集の通知が発せられない場合には、内閣総

理大臣の許可を得て招集することができます。

（ヲ）書面交付請求権（投信法第94条第１項、会社法第325条の５）

投資主（投信法第91条第２項の承諾をした投資主を除きます。）は、本投資法人に対し、電子提供

措置事項（投信法第94条第１項、会社法第325条の３第１項（第３号、第５号および第６号を除きま

す。）に掲げる事項をいいます。）を記載した書面の交付を請求することができます。

（ワ）検査役選任請求権（投信法第94条第１項、会社法第306条、投信法第110条）

発行済投資口の100分の１以上の口数の投資口を有する投資主（６か月前から引き続き当該投資口を

有する投資主に限ります。）は、投資主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当

該投資主総会に先立って内閣総理大臣に対し検査役の選任の申立てをすることができます。また、発

行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行に関し不正の

行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときに、本投

資法人の業務及び財産の状況を調査させるため内閣総理大臣に対し検査役の選任の申立てをすること

ができます。

（カ）執行役員等解任請求権（投信法第104条第１項、第３項、会社法第854条第１項第２号）

発行済投資口の100分の３以上の口数の投資口を有する投資主（６か月前から引き続き当該投資口を

有する投資主に限ります。）は、執行役員又は監督役員の職務の遂行に関し不正の行為又は法令若し

くは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず当該役員を解任する旨の議案が投資主総会に

おいて否決された場合には、当該投資主総会の日から30日以内に訴えをもって当該役員の解任を請求

することができます。

（ヨ）解散請求権（投信法第143条の３）

発行済投資口の10分の１以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行において

著しく困難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生じるおそれがあ

るときや、本投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で、本投資法人の存立を危うくする場合に

おいて、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって本投資法人の解散を請求することができま

す。

③　分配金請求権（投信法第77条第２項第１号、第137条）

本投資法人の投資主は、規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、

保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。

なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとされた振替投資口

- 137 -



についてした金銭の分配についても、本投資法人は当該分配に係る金額の返還を求めることができません。

この場合、本投資法人は、当該分配に係る金額の限度において、投資主の振替機関等に対する損害賠償請求

権を取得します（振替法第228条、第149条）。

④　残余財産分配請求権（投信法第77条第２項第２号、第158条）

本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の所有する投資口数に応じて残余財産の分配

を受ける権利を有しています。

⑤　払戻請求権（規約第８条第１項）

投資主は、投資口の払戻請求権を有していません。

⑥　投資口の処分権（投信法第78条第１項）

投資主は投資口を自由に譲渡することができます。

本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人

の口座に本振替投資口の振替（譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることをいいます。以下同じ

です。）が行われることにより、本振替投資口の譲渡を行うことができます（振替法第228条、第140条）。

ただし、本振替投資口の譲渡は、本振替投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載

し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません（投信法第79条第１項）。なお、投資主

名簿の記載又は記録は、総投資主通知（保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名

称、保有投資口数、基準日等の通知をいいます。）により行われます（振替法第228条、第152条第１項）。

また、投資主が、特別口座に記載又は記録されている本振替投資口の譲渡を行う場合は、まず自らが開設し

た一般口座への振替を行った上で、譲受人の口座に振り替える必要があります。

⑦　投資証券交付請求権及び不所持請求権（投信法第85条第１項、第３項、会社法第217条）

投資主は、投信法では、本投資法人が投資口を発行した日以後、遅滞なく当該投資口に係る投資証券の交

付を受けることができます。また、投資主は、投資証券の不所持を申し出ることもできることになっていま

すが、本振替投資口については、本投資法人は、投資証券を発行することができません（振替法第227条第１

項）。ただし、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失

った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本振替投資口が振替機関によっ

て取り扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます（振替法

第227条第２項）。

⑧　帳簿閲覧請求権（投信法第128条の３）

投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求す

ることができます。ただし、この請求は、当該請求の理由を明らかにしてしなければなりません。

⑨　少数投資主権の行使手続（振替法第228条、第154条）

振替投資口に係る少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の

記載又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主権を行使しようとする投資主は、

保管振替機構が個別投資主通知（保管振替機構が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有

投資口数等の通知をいいます。以下同じです。）を行うよう、投資主の口座を開設している口座管理機関に

対して申し出ることができます。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後４週間

が経過する日までに限り、少数投資主権を行使することができます。

⑩　投資口買取請求権（投信法第149条の３、第149条の８、第149条の13）

本投資法人が合併をする場合、合併契約を承認する投資主総会に先立って、合併に反対する旨を本投資法

人に対し通知し、かつ、当該投資主総会において合併に反対した投資主は、本投資法人に対し、自己の有す

る投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができます。

（２）投資法人債権者の権利

①　元利金支払請求権

投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払を受けることができます。
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②　投資法人債の処分権（投信法第139条の７、会社法第687条、第688条）

投資法人債券を発行する旨の定めのある投資法人債の移転は、譲渡人及び譲受人間の意思表示及び投資法

人債券を交付することにより行われます。このうち、取得者が、記名式の投資法人債の譲渡を第三者に対抗

するためには、投資法人債券を交付することが必要であり、本投資法人に対抗するためには、取得者の氏名

及び住所を投資法人債原簿に記載又は記録することが必要です。これに対し、取得者が、無記名式の投資法

人債の譲渡を第三者及び本投資法人に対抗するためには、投資法人債券を交付することが必要です。

ただし、本振替投資法人債については、投資法人債権者は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲

渡人の口座から譲受人の口座に本振替投資法人債の振替（譲受人の口座における保有欄の金額を増額させる

ことをいいます。以下同じです。）が行われることにより、本振替投資法人債の譲渡を行うことができます

（振替法第115条、第73条）。

なお、本振替投資法人債については、本投資法人は、投資法人債券を発行することができません（振替法

第115条、第67条第１項）。ただし、投資法人債権者は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合

若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本

振替投資法人債が振替機関によって取り扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資法人債券の発

行を請求することができます（振替法第115条、第67条第２項）。

③　投資法人債権者集会における議決権

投資法人債権者の権利に重大な関係がある事項について、投資法人債権者の総意を決定するために、投信

法の規定に基づき、投資法人債権者集会が設置されます。

（イ）投資法人債権者集会における決議事項は、法定事項及び投資法人債権者の利害に関する事項に限られ

ます（投信法第139条の10第２項、会社法第716条）。投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を

受けなければ、その効力を生じません（投信法第139条の10第２項、会社法第734条）。

（ロ）投資法人債権者の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。

ａ．投資法人債権者集会において、投資法人債権者は、その有する投資法人債の金額の合計額（償還済み

の額を除きます。）に応じて議決権を有します（投信法第139条の10第２項、会社法第723条第１

項）。投資法人債権者は、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができ、かかる方法で

行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入されます（投信法第139条の10第２項、

会社法第726条、第727条）。

ｂ．投資法人債権者集会において決議をする事項を可決するには、法令及び投資法人債の要項に別段の定

めがある場合のほか、原則として、出席した議決権者の議決権の総額の２分の１を超える議決権を有

する者の同意をもって行われますが、一定の重要な事項については、議決権者の議決権の総額の５分

の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決権を有する者の同意がな

ければなりません（投信法第139条の10第２項、会社法第724条第１項、第２項）。

ｃ．投資法人債権者集会は、必要がある場合には、いつでも招集することができ、原則として、本投資法

人又は投資法人債管理者が招集します（投信法第139条の10第２項、会社法第717条第１項、第２

項）。ただし、投資法人債管理補助者は、投資法人債権者による招集があった場合等一定の場合に

は、投資法人債権者集会を招集することができます（投信法第139条の10第２項、会社法第717条第３

項）。また、投資法人債の総額（償還済みの額を除きます。）の10分の１以上に当たる投資法人債を

有する投資法人債権者は、本投資法人、投資法人債管理者又は投資法人債管理補助者に対して、投資

法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資法人債権者集会の招集を請求するこ

とができます（投信法第139条の10第２項、会社法第718条第１項）。かかる請求がなされた後遅滞な

く投資法人債権者集会の招集手続が行われない場合等には、かかる請求を行った投資法人債権者は、

裁判所の許可を得て投資法人債権者集会を招集することができます（投信法第139条の10第２項、会社

法第718条第３項）。

ｄ．投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は

謄写の請求をすることができます（投信法第139条の10第２項、会社法第731条第３項）。

④　投資法人債管理者（投信法第139条の８）

本投資法人は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁

済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければなりません。ただし、各投資

法人債の金額が１億円以上である場合その他投資法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして投信法

施行規則で定める場合は、この限りではありません。
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⑤　投資法人債管理補助者（投信法第139条の９の２）

本投資法人は、投信法第139条の８に規定する場合（各投資法人債の金額が１億円以上である場合等）に

は、投資法人債管理補助者を定め、投資法人債権者のために投資法人債の管理の補助を行うことを委託する

ことができます。ただし、当該投資法人債が担保付社債である場合は、この限りではありません。
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2006年７月６日 会社設立

2007年７月７日 宅地建物取引業者免許取得

2015年５月22日 金融商品取引法上の投資運用業の登録

2016年３月30日 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得

2016年５月10日 特定投資運用行為を行う業務の兼業承認

2017年２月28日 会社分割により、私募ファンドのアセットマネジメント業務をNCF不動産投資顧問株

式会社（現ストラテジック・パートナーズ株式会社）に承継

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社に商号変更

第４【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

①　名称

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社

（住所：東京都港区虎ノ門二丁目10番１号）

②　資本金の額

本書の提出日現在　50,000,000円

③　事業の内容

（イ）投資運用業

（ロ）宅地建物取引業

（ハ）不動産の管理業務

（ニ）投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託業務

（ホ）上記の事業に附帯関連する一切の事業

④　会社の沿革
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（２）【運用体制】

本投資法人は資産の運用を本資産運用会社に委託して行います。

①　本資産運用会社の組織及びそれぞれの業務の概略

本資産運用会社の業務運営の組織体制は、以下のとおりです。

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。本資

産運用会社の各種業務は、取締役会と、投資運用部、企画部、総務部、コンプライアンス部及び内部監査室

の各部署に分掌されます。

また、本資産運用会社は、本投資法人の重要な意思決定に関する審議及び決定を行う機関として投資委員

会を、利害関係者取引の適切性に関する審議及び承認を行う機関としてコンプライアンス委員会をそれぞれ

設置しています。

②　本資産運用会社の各組織の業務分掌体制

本投資法人の資産運用に関連する各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。

（イ）取締役会

ａ．本投資法人に係る基本的な投資方針（運用ガイドライン、資産管理計画書）の策定及び変更等

ｂ．本投資法人に係る資産の取得及び処分に関する事項

ｃ．本投資法人に係る資産の運用に関する事項

ｄ．本投資法人の予算策定及び決算に関する事項

ｅ．本投資法人の資金調達及びALM（Asset Liability Management）に関する事項

ｆ．その他、取締役会が必要と認めた決裁事項

（ロ）投資運用部

ａ．本投資法人の運用資産の取得、処分に関する事項

ｂ．本投資法人の運用資産の管理その他の運用に関する事項

ｃ．本投資法人のための不動産市場等の調査分析

ｄ．本投資法人の中期運用計画の策定及び変更に関する事項

ｅ．本投資法人の年度運用計画の策定及び変更に関する事項

ｆ．本投資法人に係る運用ガイドラインの策定及び変更に関する事項

ｇ．本投資法人の保有不動産等に係る予算策定及び実績の管理に関する事項

ｈ．本投資法人の保有不動産等に係るアセットマネジメント関連業務

ｉ．本投資法人の保有不動産等に係る工事の監理に関する事項

ｊ．投資運用部が分掌する業務に係る得意先情報・市場情報などの入手、分析

ｋ．投資運用部が分掌する業務に係る新規得意先の開拓
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ｌ．投資運用部が分掌する業務に係る取引条件の決定及び改善

ｍ．投資運用部が分掌する業務に係る得意先の信用状況把握・信用調査

ｎ．投資運用部が分掌する業務に係る債権保全に関する業務

ｏ．投資運用部が分掌する業務に係る売買管理・顧客管理

ｐ．投資運用部が分掌する業務に係る顧客情報管理

ｑ．投資運用部が分掌する業務に係る取引時確認及び疑わしい取引の届出の実施

ｒ．投資運用部が分掌する業務に係る顧客及び不動産のテナント等の個人情報の保護に関する業務

ｓ．投資運用部が分掌する業務に係る外部委託業務の管理

ｔ．投資委員会の事務局に関する事項

ｕ．その他上記に付随又は関連する事項

（ハ）企画部

ａ．経済環境の調査（受託投資法人関連を含む）

ｂ．市場・業界動向の調査分析及び戦略提案（受託投資法人関連を含む）

ｃ．新規事業の企画立案

ｄ．取締役会に関する業務

ｅ．本投資法人の経営計画・経営目標・年度計画起案

ｆ．本投資法人の資金計画・資金管理

ｇ．本投資法人の年度計画遂行状況の管理と問題提起及び助言

ｈ．本投資法人の予算策定に関する事項

ｉ．本投資法人の経理・決算に関する事項

ｊ．本投資法人の資金調達に関する事項

ｋ．本投資法人の分配金支払・余資運用に関する事項

ｌ．本投資法人の適時開示及びIR活動に関する事項

ｍ．本投資法人の投資主への対応

ｎ．本投資法人の財務リスクの個別管理に関する事項

ｏ．本投資法人に係る監督官庁との折衝及び業界団体等の対応

ｐ．本投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する事項

ｑ．本投資法人の総務・事務管理に関する事項

ｒ．本投資法人の役員の業務補助

ｓ．本投資法人に係る苦情・紛争の処理

ｔ．その他上記に付随又は関連する業務

（ニ）総務部

ａ．経営計画・経営目標・年度計画起案

ｂ．資金計画・資金管理

ｃ．年度計画遂行状況の管理と問題提起及び助言

ｄ．その他上記に付随又は関連する業務

（ホ）コンプライアンス部

ａ．業務に関する契約・債権保全・訴訟などの法務並びに指導

ｂ．コンプライアンス規程、コンプライアンス基本方針の立案

ｃ．コンプライアンス・プログラム案の策定とプログラムの進捗管理

ｄ．コンプライアンスに関する教育、啓蒙に関する計画の策定、実行

ｅ．コンプライアンスに関する判断

ｆ．コンプライアンス遵守状況に関する情報の収集と対応策の検討

ｇ．コンプライアンス違反等発生時の調査、事後対策の検討

ｈ．関係当局、外部専門家（弁護士、外部監査人等）の対応

ｉ．広告審査

ｊ．リスク管理

ｋ．関係法令の改正等に関する情報収集（必要に応じて社内規程の改正を提案）

ｌ．取引時確認及び疑わしい取引の届出の総括管理

ｍ．法人関係情報の管理

ｎ．個人情報取扱いの総括管理

ｏ．苦情紛争処理の確認

ｐ．不祥事件の統括管理
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ｑ．反社会的勢力への対応の統括

ｒ．反社会的勢力排除に関する業務

ｓ．コンプライアンス委員会の事務局に関する事項

ｔ．コンプライアンス・オフィサーの業務補助

ｕ．内部監査部門の業務補助

ｖ．その他上記に付随又は関連する業務

（ヘ）内部監査室

ａ．内部監査方針・内部監査計画の企画、立案

ｂ．所管する社内諸規則の新設・改廃の企画、立案

ｃ．内部監査の実施、及び改善事項の指摘・勧告

ｄ．内部監査結果の改善指摘事項に係る管理・提言・検証

ｅ．内部監査業務の運営に関する調査、研究

ｆ．自主検査の企画・管理

ｇ．監査役が行う業務への協力

ｈ．外部監査・当局検査等への対応

ｉ．その他上記に付随又は関連する業務

③　委員会の概要

本書の提出日現在、本投資法人の資産運用に関して本資産運用会社に設定されている委員会及びその概要

は、以下のとおりです。

（イ）投資委員会

ａ．委員

投資委員会は、代表取締役社長（委員長）、常勤取締役、投資運用部長、企画部長、コンプライア

ンス・オフィサー及び外部専門家である外部委員（本資産運用会社から不動産鑑定業務の依頼を受け

若しくは過去に受けていた者若しくはその役職員、又は本資産運用会社の利害関係者取引規程に定め

る利害関係者若しくはその役職員の、いずれか又は複数に該当する者でない不動産鑑定士としま

す。）によって構成されます。本書の提出日現在、外部委員は不動産鑑定士１名です。

ｂ．審議事項

投資委員会は以下の事項につき審議及び決定を行います。

・資産運用業務に係る基本的な投資方針（運用ガイドライン、資産管理計画書）の策定及び変更等

・資産運用業務に係る資産の取得及び処分に関する事項

・資産運用業務に係る資産の運用に関する事項

・本投資法人の予算策定及び決算に関する事項

・本投資法人の資金調達及びALM（Asset Liability Management）に関する事項

・資産運用業務に係るリスク管理に関する事項

・その他、委員長が必要と認める決議事項

ｃ．定足数・決議方法

投資委員会は、委員の３分の２以上の出席があった場合に開催されます（ただし、委員長及び外部

委員の出席を必須とします。）。ただし、委員が会社法に定める特別利害関係人に該当する場合、又

は議案に本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者と本投資法人の間の取引に関する

事項が含まれている場合で、その利害関係者若しくはその役員若しくは使用人の地位を現に有すると

きには、当該委員は当該議案について議決権を有しません。また、投資委員会の議案は、議決権を有

する出席委員の全員の賛成により承認されます。

（ロ）コンプライアンス委員会

ａ．委員

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー（委員長）、代表取締役社長及び外部

専門家である外部委員（本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者又はその役職員に

該当しない、不動産投資及び運用に関して専門的な知識を有する弁護士とします。）によって構成さ

れます。本書の提出日現在、外部委員は弁護士１名です。

ｂ．審議事項

コンプライアンス委員会は以下の事項につき審議及び決定を行います。

ｉ．コンプライアンス・リスク管理の基本方針に関する事項

・コンプライアンス・プログラムの策定及び変更
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・コンプライアンス部が所管する規程並びに委員会規程の策定及び変更

・その他のコンプライアンス及びリスク管理体制に関する重要な事項

ⅱ．個別の資産運用業務に係るコンプライアンス・リスク管理に関する事項

・資産運用業務のうち、本投資法人と利害関係者との取引に関する事項

・本資産運用会社、本資産運用会社が資産の運用業務を受託する投資法人、及び利害関係者の２

者以上が、双方の当事者として行う契約の締結・改廃に関する事項

・運用ガイドラインにおいて規定外である取引又は条件付きで認められている取引に関する事項

・資産運用業務に係る運用方針（運用ガイドライン、資産管理計画書）の策定及び変更等に関す

る事項

ⅲ．その他のコンプライアンス・リスク管理に関する事項

・金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律等に関し、コンプライアンス・オフィ

サーが随時定める事項に係るコンプライアンス・リスク管理に関する事項

・その他、委員長が必要と認める決議事項

ｃ．定足数・決議方法

コンプライアンス委員会は全委員が出席して行うものとします。ただし、委員が会社法に定める特

別利害関係人に該当する場合、又は議案に本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者

と本投資法人の間の取引に関する事項が含まれている場合で、その利害関係者若しくはその役員若し

くは使用人の地位を現に有するときには、当該委員は当該議案について議決権を有しません。また、

コンプライアンス委員会の議案は、議決権を有する出席委員の全員の賛成により承認されます。

④　投資運用の意思決定機構

本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に委託しています。本資産運用会社の資産運用に係る重要な意

思決定プロセスは、以下のとおりです。

（イ）運用ガイドラインの策定及び変更に関する意思決定フロー

本資産運用会社の投資運用部及び企画部は、法令、投信協会の規則並びに本投資法人の投資方針及び

規約等に従い、運用ガイドライン案を作成します。運用ガイドライン案は、コンプライアンス・オフィ

サーの承認を得た後、コンプライアンス委員会及び投資委員会において承認されることにより本資産運

用会社の取締役会に付議されます。本資産運用会社の取締役会において審議の上、承認された場合に

は、運用ガイドラインは策定又は変更されるものとします。なお、運用ガイドラインが策定又は変更さ

れた場合には、遅滞なく本投資法人の役員会へ報告するものとします。

コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会又は取締役会において承認さ

れなかった議案については、投資運用部へ差し戻すものとします。

（ロ）資産管理計画書の策定及び変更に関する意思決定フロー

本資産運用会社の投資運用部は、企画部と協議の上、運用ガイドライン及び投信協会の規則等に従

い、必要な資産管理計画書案を作成します。資産管理計画書案は、コンプライアンス・オフィサーの承

認を得た後、コンプライアンス委員会及び投資委員会において承認されることにより本資産運用会社の

取締役会へ付議されます。本資産運用会社の取締役会で審議の上、承認された場合には、資産管理計画

書案は策定又は変更されるものとします。また、投資運用部は、資産管理計画書が策定された場合に

は、遅滞なく本投資法人の役員会へ報告するものとします。

コンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会又は取締役会において承認さ

れなかった議案については、投資運用部へ差し戻すものとします。

（ハ）投資資産の取得及び売却に関する意思決定フロー

本資産運用会社の投資運用部は、本投資法人に関する資産の取得にあたり、運用ガイドラインに定め

られたデュー・デリジェンスを行い、投資適格資産を選定します。

運用資産の取得又は売却について、投資運用部は、資産の取得又は売却案を作成し、コンプライアン

ス・オフィサーによる法令・諸規則等の違反その他コンプライアンス上の問題点の有無の審査及び承認

後、投資委員会に付議します（ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との

取引の場合、又はその他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会へ付議する必要があ

ると認めた場合には、投資委員会への付議に先立ち、コンプライアンス委員会へ付議され、コンプライ

アンス委員会で審議・承認された後、投資委員会へ付議されます。）。投資委員会で審議・承認された

場合は、本資産運用会社の取締役会に付議されます。本資産運用会社の取締役会において審議・承認さ

れた場合には、当該取引は実施されます（ただし、利害関係者との取引の場合には、取引の実施前に予
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め本投資法人役員会へ付議され、役員会承認に基づく本投資法人の事前同意を得た後に当該取引は実施

されます。）。当該取引の内容について、投資運用部は、当該取引の実施後速やかに、本投資法人の役

員会に報告するものとします。

本資産運用会社のコンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会若しくは取

締役会又は本投資法人の役員会において承認されなかった議案については、投資運用部へ差し戻すもの

とします。

前記（イ）の事項に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。

前記（ロ）の事項に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
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前記（ハ）の事項（ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取得

又は売却の場合を除きます。）に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。

前記（ハ）の事項（ただし、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取得

又は売却の場合に限ります。）に関する意思決定フローは、以下のとおりとします。
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⑤　投資運用に関するリスク管理体制

本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下のとおりリスク管理体制を整備

しています。

（イ）運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守

本資産運用会社は、規約の投資方針等の基本方針を実現するため、規約等に沿って運用ガイドライン

を策定し、投資方針、投資対象、投資制限等を定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを

遵守することにより、本投資法人の投資運用に係るリスクの管理に努めます。

また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本方針、リスク管理担当部門及

び責任者並びにリスク顕在化への対応等を規定し、本資産運用会社が管理すべき主要なリスクとして、

不動産投資・運用リスク、事務リスク、システムリスク、法務リスク、風評リスク、その他のリスクを

定義し、本資産運用会社のリスクに関する管理責任者であるコンプライアンス・オフィサーの役割を定

めています。なお、同規程によれば、コンプライアンス・オフィサーは、日常的にコンプライアンスや

各種リスクの管理状況をモニタリングし、必要に応じ、適宜代表取締役へ報告を行うものとされ、ま

た、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンスやリスク管理に関する各部からの報告やモニ

タリング状況を取りまとめ、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告するものとされています。

（ロ）内部監査による検証

本資産運用会社の内部監査は、監査の目的達成のために必要とされる事項に関し、本資産運用会社の

全ての組織及び本資産運用会社業務の全般を対象として行うものとされています。本資産運用会社の内

部監査は、内部監査室が担当し、当該内部監査室長は、監査実施上必要あると認めたときは、社内及び

社外専門家を含め、臨時に内部監査担当者を任命することができます。

内部監査責任者は、前年度の内部監査結果をはじめ、被監査部署におけるリスクの種類・程度・管理

状況等を理解した上で、年度監査計画を策定し、本資産運用会社の取締役会に上程し、その承認を得ま

す。特命事項その他により、計画に重大な変更のあったときも同様とします。また、本資産運用会社の

取締役会から見直しの指示があった場合は、速やかに見直しを行います。年度監査計画には、当該事業

年度の監査方針、監査の対象、監査実施の時期、その他必要事項を示します。

内部監査は、本資産運用会社の内部監査規程上、最低年１回、全部署について、年度監査計画に基づ

いて本資産運用会社の取締役会の承認を得て実施することとされています。ただし、必要な場合には、

本資産運用会社の取締役会の承認を得てこれを変更して実施することができます。内部監査責任者は、

監査終了後速やかに監査の報告を取りまとめ、本資産運用会社の取締役会へ報告し、内部監査実施者は

監査の結果を被監査部署の責任者へ伝達します。当該伝達を受けた当該部署の責任者は、内部監査の結

果、提案を受けた事項について、改善の方針や内容、期限等を記載した改善計画（社内諸規則の制改定

等を含みます。）を作成し、速やかに内部監査責任者へ提出しなければならず、内部監査責任者は、当

該回答書を取りまとめ、その内容について本資産運用会社の取締役会及び役職員に報告します。内部監

査責任者は、指摘事項の改善実施状況につき適宜、調査・確認を行うものとされ、確認結果について

は、適宜取りまとめ、その内容について本資産運用会社の取締役会及び役職員へ報告します。

（ハ）利害関係者取引規程

前記「第３管理及び運営　２利害関係人との取引制限（２）本資産運用会社の自主ルール（利害関係

者取引規程）」をご参照ください。

（ニ）内部者取引管理規程

本資産運用会社では、内部者取引管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー

取引の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役員（非常勤役員を含みま

す。）及び職員並びにこれと生計を一にする親族（直系尊属を除きます。）は、原則として、本投資法

人が発行する投資証券等（金融商品取引所に上場されている投資証券及び新投資口予約権証券をいいま

す。）について、法人関係情報の有無にかかわらず、売買（投資証券又は株式の累積投資制度に係る買

付けなど、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第59条第１項第９号に規定するものを除きま

す。）をしてはならないものとされています。ただし、本投資口については、本投資法人の決算発表後

１か月以内、及び公募・売出期間内（発行条件決定翌日から受渡期日まで）における売買など、予めコ

ンプライアンス・オフィサーを経由し代表取締役社長の承認を受けた場合（ただし、代表取締役社長が

売買を行う場合にはコンプライアンス・オフィサーの承認を受けた場合）は、この限りではありませ

ん。
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（ホ）フォワード・コミットメント等

フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上され

ずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することに

なります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、解約違約

金、運用資産の取得額の上限及び契約締結から運用資産引渡しまでの期間の上限並びに決済資金の調達

方法等についてのルールを定めたフォワード・コミットメント等取扱規程に基づき、当該リスクを管理

しています。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）
比率

（％）（注）

株式会社シーアールイー 東京都港区虎ノ門二丁目10番１号 1,000 100.0

合計 1,000 100.0

（３）【大株主の状況】

（本書の提出日現在）

（注）「比率」とは、発行済株式総数に対する所有株式数の比率をいいます。
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役職名 氏　名 主要略歴（会社名等当時）
所有

株式数
（株）

代表取締役社長

（常勤）

伊藤　毅

（注）

前記「第１投資法人の追加情報　２役員の状況」をご参照ください。
－

代表取締役副社

長（常勤）

岡　武志 2000年７月

2005年３月

2006年９月

2007年８月

2013年10月

2016年２月

2016年９月

2018年９月

2019年８月

2019年８月

2020年８月

2024年10月

2025年８月

アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オ

ブ コロンバス（日本支店）（現アフラック生命保険株式会社）

入社

モニターグループ東京支店（現モニターデロイト）入社

シーエー・モバイル株式会社（現株式会社CAM）入社

ストラテジック・パートナーズ株式会社（現ＣＲＥリートアドバ

イザーズ株式会社）入社

ストラテジック・パートナーズ株式会社（現ＣＲＥリートアドバ

イザーズ株式会社）執行役員

ストラテジック・パートナーズ株式会社（現ＣＲＥリートアドバ

イザーズ株式会社）投資運用部長

ストラテジック・パートナーズ株式会社（現ＣＲＥリートアドバ

イザーズ株式会社）取締役執行役員投資運用部長

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社常務取締役 兼 執行役員投

資運用部長

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社常務取締役

ストラテジック・パートナーズ株式会社取締役

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社常務取締役投資運用部長

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社代表取締役副社長兼投資運

用部長

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社代表取締役副社長（常勤）

（現任）

－

取締役執行役員

（常勤）

戸田　裕久 1993年４月

1997年８月

2000年11月

2002年８月

2004年６月

2005年３月

2014年４月

2017年９月

2021年11月

2024年10月

クラウン・リーシング株式会社入社

オリックス株式会社入社

今川三澤屋証券株式会社（現リテラ・クレア証券株式会社）入社

株式会社タムラトラスト入社

ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社

（現平和不動産アセットマネジメント株式会社）出向

ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社

（現平和不動産アセットマネジメント株式会社）転籍

株式会社クレアスライフ入社

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社入社　企画部長

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社執行役員企画部長兼総務部

長

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社取締役執行役員総務部長

（常勤）（現任）

－

（４）【役員の状況】

（本書の提出日現在）
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役職名 氏　名 主要略歴（会社名等当時）
所有

株式数
（株）

取締役

（非常勤）

亀山　忠秀 1998年４月

2000年１月

2002年７月

2005年10月

2006年６月

2007年６月

2010年８月

2011年７月

2014年８月

2015年８月

2016年４月

2016年６月

2016年９月

2017年８月

2017年10月

2023年４月

2023年５月

2023年９月

2024年５月

2024年６月

日商岩井株式会社（現株式会社双日）入社

日商岩井証券株式会社（現株式会社SBI証券）出向

株式会社幸洋コーポレーション（旧株式会社コマーシャル・アー

ルイー）入社

株式会社ＣＲＥ投資顧問（現公共投資顧問株式会社）代表取締役

株式会社コマーシャル・アールイー取締役

株式会社コマーシャル・アールイー常務取締役

公共シィー・アール・イー株式会社（現株式会社シーアールイ

ー）入社

公共シィー・アール・イー株式会社（現株式会社シーアールイ

ー）常務取締役

ストラテジック・パートナーズ株式会社（現ＣＲＥリートアドバ

イザーズ株式会社）取締役（非常勤）（現任）

株式会社ＣＲＥアライアンス取締役（非常勤）（現任）

CRE ASIA PTE, LTD.取締役（非常勤）（現任）

株式会社エンバイオ・ホールディングス取締役（非常勤）（現

任）

NCF不動産投資顧問株式会社（現ストラテジック・パートナーズ

株式会社）代表取締役

株式会社シーアールイー代表取締役社長（常勤）（現任）

ストラテジック・パートナーズ株式会社取締役（非常勤）（現

任）

PT.Cella Emerald Logistik監査役（非常勤）（現任）

株式会社GCEインスティチュート取締役（非常勤）（現任）

PT. Cella Gemilang Logistik監査役（非常勤）（現任）

CRE (Thailand) Co., Ltd. 取締役（非常勤）（現任）

CELLA MANAGEMENT PTE.LTD. 取締役（非常勤）（現任）

PT. Bukit Inti Lestari 監査役（非常勤）（現任）

PT.CRE Bil Indonesia 監査役（非常勤）（現任）

PT.Cella Argya Logistik 監査役（非常勤）（現任）

PT.Cella Management Logistik 監査役（非常勤）（現任）

PT.Cella Cakra Logistik 監査役（非常勤）（現任）

Sembcorp Infra Services Pte. Ltd. 取締役（非常勤）（現任）

Sembcorp Infra Holdings Pte. Ltd. 取締役（非常勤）（現任）

－

監査役

（非常勤）

田中 慎一郎 2020年４月

2023年10月

2024年１月

株式会社シーアールイー入社

ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社監査役（非常勤）(現任）

ストラテジック・パートナーズ株式会社監査役（非常勤）(現

任）

－

（注）伊藤毅は、本投資法人の執行役員を兼務しており、金融商品取引法第31条の４第１項に従い、2016年５月18日付で金融庁長官に兼職の

届出を行っています。
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（５）【事業の内容及び営業の概況】

①　事業の内容

本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として投資法人の資産の運用業を行っています。

②　営業の概況

本書の提出日現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人のみです。

③　関係業務の概況

本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務を行っています。

（イ）資産運用業務

本資産運用会社は、規約の規定、運用ガイドライン及び内部規則に従い、本投資法人の資産の運用業

務を行います。また、資産の運用業務に関し第三者より苦情を申し立てられた場合、本投資法人に代わ

り、当該苦情の処理その他必要な行為、及びその他本投資法人の資産の運用に関連し又は付随する業務

を行います。

（ロ）資金調達業務

本資産運用会社は、本投資法人が行う新投資口の追加発行、借入れ若しくは借換え、又はこれらに類

似する資金調達行為に関し、本投資法人のために必要な業務を行うほか、本投資法人が行った資金調達

に関連して本投資法人へ資金供給者から要求される報告の代行、本投資法人に関する情報の説明その他

のIR活動を行います。

（ハ）報告業務

本資産運用会社は、投信法に従い、報告書を作成し、本投資法人に対し交付し、その他本投資法人か

ら委託業務に関して報告を要求された場合、かかる要求に従い報告を行います。

（ニ）本投資法人が随時委託する上記に関連し又は付随する業務（本投資法人の役員会に出席して報告を行

うことを含みます。）を行います。

④　資本関係

本書の提出日現在、本資産運用会社は本投資法人の投資口を保有していません。
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２【その他の関係法人の概況】

Ａ．一般事務受託者

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

①　名称

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（住所：東京都千代田区丸の内一丁目４番５号）

②　資本金の額

324,279百万円（2025年９月30日現在）

③　事業の内容

銀行法（昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。）（以下「銀行法」といいます。）に基づき銀

行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号。その後の改正を含

みます。）（以下「兼営法」といいます。）に基づき信託業務を営んでいます。

（２）【関係業務の概要】

ａ．機関の運営に関する事務（ただし、投資主名簿等管理人に委託する事務を除きます。）

ｂ．計算に関する事務

ｃ．会計帳簿の作成に関する事務

ｄ．納税に関する事務

（３）【資本関係】

2025年12月31日現在、本投資法人の投資口を4,124口所有しています。

Ｂ．資産保管会社

（１）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

三井住友信託銀行株式会社

（住所：東京都千代田区丸の内一丁目４番１号）

②　資本金の額

342,037百万円（2025年９月30日現在）

③　事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。

（２）関係業務の概要

ａ．資産保管業務

ｂ．金銭出納管理業務

ｃ．その他上記ａ．及びｂ．に付随関連する業務

（３）資本関係

該当事項はありません。

Ｃ．投資主名簿管理人

（１）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

みずほ信託銀行株式会社

（住所：東京都千代田区丸の内一丁目３番３号）

②　資本金の額

247,369百万円（2025年９月30日現在）

③　事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。

（２）関係業務の概要

①　投資主の名簿に関する事務

投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務

②　募集投資口の発行に関する事務
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③　投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書の作

成、並びに投資主総会受付事務補助に関する事務

④　投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務

ａ．法第137条に定める金銭の分配（以下、本Ｃ．において「分配金」といいます。）の計算及びその支払い

のための手続に関する事務

ｂ．分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の未払分配金の確定及びその支払いに関する事務

⑤　投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務

⑥　受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務

⑦　法令又は本契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務

⑧　投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務

⑨　総投資主通知等の受理に関する事務、投資証券等の発行に関する事務及び投資証券不所持の取扱いに関す

る事務

⑩　投資主名簿管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関（振替法第２条第２項に定める振替機関

をいいます。以下同じです。）より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合

⑪　本投資法人の情報提供請求権（振替法第277条に定める請求をいいます。）行使に係る取次ぎに関する事務

⑫　振替機関からの個別投資主通知（振替法第228条第１項で準用する同法第154条第３項に定める通知をいい

ます。）の本投資法人への取次ぎに関する事務

⑬　「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成25年法律第27号。そ

の後の改正を含みます。）に関する事務

⑭　上記①から⑬までに掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付

⑮　上記①から⑭までに掲げる委託事務に付随する事務

⑯　上記①から⑮までに掲げる事務のほか、本投資法人と投資主名簿管理人との協議の上定める事務

（３）資本関係

該当事項はありません。

Ｄ．投資法人債に関する一般事務受託者

（１）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

（住所：東京都千代田区丸の内一丁目４番５号）

②　資本金の額

1,711,958百万円（2025年９月30日現在）

③　事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

（２）関係業務の概要

①　投資法人債の発行に関する事務

②　投資法人債の発行代理人業務

③　投資法人債の期中事務

④　投資法人債の支払代理人業務

（３）資本関係

該当事項はありません。

Ｅ．投資法人債に関する一般事務受託者

（１）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

三井住友信託銀行株式会社

（住所：東京都千代田区丸の内一丁目４番１号）

②　資本金の額

342,037百万円（2025年9月30日現在）

③　事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
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（２）関係業務の概要

①　投資法人債の発行に関する事務

②　投資法人債の発行代理人業務

③　投資法人債の期中事務

④　投資法人債の支払代理人業務

（３）資本関係

該当事項はありません。

Ｆ．自己投資口の取得に関する一般事務受託者

（１）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

（住所：東京都千代田区丸の内三丁目３番１号）

②　資本金の額

135,000百万円（2025年12月31日現在）

③　事業の内容

金融商品取引法に基づき金融商品取引業を営んでいます。

（２）関係業務の概要

自己投資口の取得に関する一般事務受託者として、自己投資口の取得に関する事務を行います。

（３）資本関係

2025年12月31日現在、本投資法人の投資口を785口所有しています。

Ｇ．本投資法人の特定関係法人（本資産運用会社の親会社）

（１）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

株式会社シーアールイー

（住所：東京都港区虎ノ門二丁目10番１号)

②　資本金の額

5,391百万円（2026年１月31日現在）

③　事業の内容

物流不動産の賃貸、管理、開発及び仲介

（２）関係業務の概要

ＣＲＥに係る関係業務の概要については、前記「第一部 ファンド情報　第１ファンドの状況　１投資法人

の概況（３）投資法人の仕組み ② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務

の内容」をご参照ください。

（３）資本関係

2025年12月31日現在、本投資法人の投資口を28,470口所有しています。

Ｈ．本投資法人の特定関係法人（本資産運用会社の親会社）

（１）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社

（住所：東京都千代田区丸の内一丁目３番２号)

②　資本金の額

500百万円（2025年３月31日現在）

③　事業の内容

不動産関連事業、環境エネルギー関連事業、その他金融サービス事業
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（２）関係業務の概要

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社は、本資産運用会社の親会社であるＣＲＥの親会社であり、本資産運

用会社との間でサポート契約を締結しています。

（３）資本関係

該当事項はありません。

Ｉ．本投資法人の特定関係法人（本資産運用会社の親会社）

（１）名称、資本金の額及び事業の内容

①　名称

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

（住所：東京都千代田区丸の内一丁目３番２号)

②　資本金の額

50,000百万円（2025年12月31日現在）

③　事業の内容

各種物品の賃貸・延払事業、営業貸付事業、その他、各事業に関連するサービス等

（２）関係業務の概要

三井住友ファイナンス＆リース株式会社は、本資産運用会社の親会社であるＣＲＥの親会社ですが、本投資

法人と業務上の関係はありません。

（３）資本関係

該当事項はありません。
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第５【投資法人の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について

本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。

その後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、投資法人計算規則に基づいて作成しています。

２．監査証明について

本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第19期計算期間（2025年７月１日から2025年

12月31日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人の監査を受けています。

３．連結財務諸表について

本投資法人には子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。
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（単位：千円）

前期
（2025年６月30日）

当期
（2025年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,480,005 1,617,936

信託現金及び信託預金 4,076,689 4,017,969

営業未収入金 203,167 169,758

前払費用 130,521 123,692

未収還付法人税等 165 638

流動資産合計 5,890,550 5,929,995

固定資産

有形固定資産

信託建物 78,678,476 78,244,333

減価償却累計額 △8,040,202 △8,699,364

信託建物（純額） 70,638,274 69,544,969

信託構築物 3,441,773 3,425,569

減価償却累計額 △295,678 △319,150

信託構築物（純額） 3,146,094 3,106,419

信託工具、器具及び備品 40,258 47,131

減価償却累計額 △12,338 △16,392

信託工具、器具及び備品（純額） 27,919 30,738

信託土地 78,176,590 77,934,090

有形固定資産合計 151,988,878 150,616,217

無形固定資産

その他 740 538

無形固定資産合計 740 538

投資その他の資産

投資有価証券 10,500 10,500

長期前払費用 187,273 173,254

繰延税金資産 13 11

差入敷金及び保証金 10,000 10,000

投資その他の資産合計 207,787 193,765

固定資産合計 152,197,406 150,810,522

繰延資産

投資口交付費 6,153 2,051

投資法人債発行費 19,709 17,026

繰延資産合計 25,862 19,077

資産合計 158,113,819 156,759,594

１【財務諸表】

（１）【貸借対照表】
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（単位：千円）

前期
（2025年６月30日）

当期
（2025年12月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金 440,812 255,766

１年内償還予定の投資法人債 2,000,000 －

１年内返済予定の長期借入金 12,450,000 15,050,000

未払費用 417,764 434,855

未払法人税等 689 677

未払消費税等 138,982 142,181

前受金 804,733 771,488

その他 51,052 27,659

流動負債合計 16,304,034 16,682,627

固定負債

投資法人債 4,000,000 4,000,000

長期借入金 51,669,000 50,869,000

信託預り敷金及び保証金 2,892,212 2,904,332

その他 39,744 30,014

固定負債合計 58,600,956 57,803,347

負債合計 74,904,991 74,485,975

純資産の部

投資主資本

出資総額 84,318,685 84,318,685

出資総額控除額 ※２ △3,322,836 ※２ △4,274,917

出資総額（純額） 80,995,849 80,043,768

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,212,979 2,229,851

剰余金合計 2,212,979 2,229,851

投資主資本合計 83,208,828 82,273,619

純資産合計 ※１ 83,208,828 ※１ 82,273,619

負債純資産合計 158,113,819 156,759,594
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（単位：千円）

前期
（自 2025年１月１日

　　至 2025年６月30日）

当期
（自 2025年７月１日

　　至 2025年12月31日）

営業収益

賃貸事業収入 ※１ 4,363,370 ※１ 4,361,852

その他賃貸事業収入 ※１ 141,139 ※１ 192,204

不動産等売却益 ※２ 203,187 ※２ 208,322

営業収益合計 4,707,697 4,762,379

営業費用

賃貸事業費用 ※１ 1,640,250 ※１ 1,634,909

資産運用報酬 412,403 418,584

資産保管手数料 2,644 2,621

一般事務委託手数料 20,090 19,850

役員報酬 4,500 4,500

その他営業費用 38,718 36,807

営業費用合計 2,118,607 2,117,273

営業利益 2,589,089 2,645,105

営業外収益

受取利息 2,392 5,289

未払分配金戻入 187 230

雑収入 － 140

営業外収益合計 2,579 5,660

営業外費用

支払利息 271,732 315,861

投資法人債利息 20,390 17,102

融資関連費用 73,274 77,409

投資口交付費償却 4,102 4,102

投資法人債発行費償却 3,597 2,683

その他 4,940 3,159

営業外費用合計 378,037 420,319

経常利益 2,213,631 2,230,446

税引前当期純利益 2,213,631 2,230,446

法人税、住民税及び事業税 890 847

法人税等調整額 0 2

法人税等合計 890 849

当期純利益 2,212,741 2,229,597

前期繰越利益 237 254

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,212,979 2,229,851

（２）【損益計算書】
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投資主資本

出資総額 剰余金

出資総額
出資総額控

除額
出資総額（純

額）

当期未処分利
益又は当期未
処理損失
（△）

剰余金合計

当期首残高 84,318,685 △2,369,961 81,948,723 2,210,317 2,210,317

当期変動額

利益超過分配 △152,914 △152,914

剰余金の配当 △2,210,079 △2,210,079

当期純利益 2,212,741 2,212,741

自己投資口の取得

自己投資口の消却 △799,960 △799,960

当期変動額合計 － △952,874 △952,874 2,661 2,661

当期末残高 ※１ 84,318,685 △3,322,836 80,995,849 2,212,979 2,212,979

（単位：千円）

投資主資本

純資産合計
自己投資口

投資主資本合
計

当期首残高 － 84,159,041 84,159,041

当期変動額

利益超過分配 △152,914 △152,914

剰余金の配当 △2,210,079 △2,210,079

当期純利益 2,212,741 2,212,741

自己投資口の取得 △799,960 △799,960 △799,960

自己投資口の消却 799,960 － －

当期変動額合計 － △950,212 △950,212

当期末残高 － 83,208,828 83,208,828

（３）【投資主資本等変動計算書】

前期（自 2025年１月１日　至 2025年６月30日）
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投資主資本

出資総額 剰余金

出資総額
出資総額控

除額
出資総額（純

額）

当期未処分利
益又は当期未
処理損失
（△）

剰余金合計

当期首残高 84,318,685 △3,322,836 80,995,849 2,212,979 2,212,979

当期変動額

利益超過分配 △152,175 △152,175

剰余金の配当 △2,212,725 △2,212,725

当期純利益 2,229,597 2,229,597

自己投資口の取得

自己投資口の消却 △799,905 △799,905

当期変動額合計 － △952,080 △952,080 16,872 16,872

当期末残高 ※１ 84,318,685 △4,274,917 80,043,768 2,229,851 2,229,851

（単位：千円）

投資主資本

純資産合計
自己投資口

投資主資本合
計

当期首残高 － 83,208,828 83,208,828

当期変動額

利益超過分配 △152,175 △152,175

剰余金の配当 △2,212,725 △2,212,725

当期純利益 2,229,597 2,229,597

自己投資口の取得 △799,905 △799,905 △799,905

自己投資口の消却 799,905 － －

当期変動額合計 － △935,208 △935,208

当期末残高 － 82,273,619 82,273,619

当期（自 2025年７月１日　至 2025年12月31日）

- 162 -



前期
（自 2025年１月１日

　　至 2025年６月30日）

当期
（自 2025年７月１日

　　至 2025年12月31日）

Ⅰ　当期未処分利益 2,212,979,078円 2,229,851,130円

Ⅱ　利益超過分配金加算額

 出資総額控除額 152,175,108円 152,120,472円

Ⅲ　分配金の額 2,364,900,154円 2,381,789,487円

（投資口１口当たり分配金の額） (3,823円) (3,883円)

　　うち利益分配金 2,212,725,046円 2,229,669,015円

（うち１口当たり利益分配金） (3,577円) (3,635円)

　　うち利益超過分配金 152,175,108円 152,120,472円

（うち１口当たり利益超過分配金） (246円) (248円)

Ⅳ　次期繰越利益 254,032円 182,115円

分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第39条（１）に定

める分配方針に基づき、分配金額

は、租税特別措置法第67条の15に規

定されている「配当可能利益の額」

の100分の90に相当する金額を超える

ものとしています。かかる方針によ

り、当期未処分利益を超えない額で

発行済投資口の総口数618,598口の整

数倍の最大値となる2,212,725,046円

を利益分配金として分配することと

しました。

なお、本投資法人は、本投資法人の

規約第39条（２）に定める金銭の分

配の方針に基づき、毎期継続的に利

益を超える金銭の分配（税法上の出

資等減少分配に該当する出資の払戻

し）を行います。かかる方針をふま

え、減価償却費の20.0％にほぼ相当

する額である152,175,108円を、利益

を超える金銭の分配（税法上の出資

等減少分配に該当する出資の払戻

し）として分配することとしまし

た。

本投資法人の規約第39条（１）に定

める分配方針に基づき、分配金額

は、租税特別措置法第67条の15に規

定されている「配当可能利益の額」

の100分の90に相当する金額を超える

ものとしています。かかる方針によ

り、当期未処分利益を超えない額で

発行済投資口の総口数613,389口の整

数倍の最大値となる2,229,669,015円

を利益分配金として分配することと

しました。

なお、本投資法人は、本投資法人の

規約第39条（２）に定める金銭の分

配の方針に基づき、毎期継続的に利

益を超える金銭の分配（税法上の出

資等減少分配に該当する出資の払戻

し）を行います。かかる方針をふま

え、減価償却費の20.0％にほぼ相当

する額である152,120,472円を、利益

を超える金銭の分配（税法上の出資

等減少分配に該当する出資の払戻

し）として分配することとしまし

た。

（４）【金銭の分配に係る計算書】

（注）本投資法人は、安定的な分配の維持又は本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断した場合、法令等（投
信協会の定める規則等を含みます。）において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配す
ることができます。
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（単位：千円）

前期
（自 2025年１月１日

　　至 2025年６月30日）

当期
（自 2025年７月１日

　　至 2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 2,213,631 2,230,446

減価償却費 761,717 762,956

投資口交付費償却 4,102 4,102

投資法人債発行費償却 3,597 2,683

受取利息 △2,392 △5,289

支払利息 292,122 332,964

営業未収入金の増減額（△は増加） △5,422 33,409

前払費用の増減額（△は増加） 1,849 6,829

営業未払金の増減額（△は減少） 83,940 △91,356

未払費用の増減額（△は減少） 181 5,295

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,501 3,198

前受金の増減額（△は減少） 1,596 △33,245

長期前払費用の増減額（△は増加） 25,918 14,019

信託有形固定資産の売却による減少額 668,011 662,877

その他 7,374 △34,577

小計 4,049,727 3,894,314

利息の受取額 2,392 5,289

利息の支払額 △280,227 △321,168

法人税等の支払額 △1,019 △860

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,770,873 3,577,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,200,000 △1,200,000

定期預金の払戻による収入 － 1,200,000

信託有形固定資産の取得による支出 △122,283 △146,659

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △61,014 △63,924

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 14,911 76,045

使途制限付預金の払出による収入 30,507 31,962

使途制限付預金の預入による支出 △7,455 △38,022

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,345,334 △140,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 4,900,000 6,300,000

長期借入金の返済による支出 △5,600,000 △4,500,000

投資法人債の償還による支出 － △2,000,000

自己投資口の取得による支出 △800,160 △800,105

分配金の支払額 △2,362,258 △2,363,718

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,862,418 △3,363,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,436,879 73,151

現金及び現金同等物の期首残高 4,347,467 2,910,588

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,910,588 ※１ 2,983,739

（５）【キャッシュ・フロー計算書】
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１．資産の評価基準及

び評価方法

有価証券

その他有価証券

　市場価格のない株式等

　　移動平均法による原価法を採用しています。

２．固定資産の減価償

却の方法

（１）有形固定資産（信託財産を含みます。）

定額法を採用しています。

なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　　　　２～80年

構築物　　　　　　　10～80年

工具、器具及び備品　３～18年

（２）無形固定資産

定額法を採用しています。

（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（４）長期前払費用

定額法を採用しています。

３．繰延資産の処理方

法

（１）投資口交付費

３年間にわたり均等償却を行っています。

（２）投資法人債発行費

償還までの期間にわたり均等償却を行っています。

４．収益及び費用の計

上基準
（１）収益に関する計上基準

本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。

①不動産等の売却

不動産等売却収入については、不動産売却に係る契約に定められた引渡義務を履行する

ことにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行ってい

ます。

②水道光熱費収入

水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧

客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。水道光熱

費収入のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が

供給する電気、水道等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した

純額を収益として認識しています。

（２）固定資産税等の処理方法

保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決

定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を

採用しています。

なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担

した初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に

算入しています。

不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、前期及び当期においては該当あ

りません。

５．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっています。

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しています。

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段:金利スワップ取引

ヘッジ対象:借入金金利

（３）ヘッジ方針

本投資法人はリスク管理の基本方針を定めた規程に基づき、投資法人規約に規定するリ

スクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。

（４）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。

（６）【注記表】

〔継続企業の前提に関する注記〕

　該当事項はありません。

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
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６．キャッシュ・フロ

ー計算書における

資金（現金及び現

金同等物）の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び信託現

金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっています。

７．その他財務諸表作

成のための基礎と

なる事項

不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法

　保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及

び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損

益計算書の該当勘定科目に計上しています。

　なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸

借対照表において区分掲記しています。

①　信託現金及び信託預金

②　信託建物、信託構築物、信託工具、器具及び備品、信託土地

③　信託預り敷金及び保証金

前期
（2025年６月30日）

当期
（2025年12月31日）

50,000千円 50,000千円

前期
（2025年６月30日）

当期
（2025年12月31日）

総消却口数 9,102口 14,311口

消却総額 1,299,874千円 2,099,780千円

〔未適用の会計基準等に関する注記〕

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）等

１．概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリー

スについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行わ

れ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入

れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務

諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・

リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費

及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

２．適用予定日

2027年12月期の期首から適用予定です。

３．当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点では評価中です。

〔貸借対照表に関する注記〕

※１．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額

※２．自己投資口の消却の状況

(注)当期中の消却口数は5,209口、消却額は799,905千円です。
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前期
（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

当期
（自　2025年７月１日

至　2025年12月31日）

Ａ．不動産賃貸事業収益

賃貸事業収入

賃料収入 4,176,948 4,172,474

共益費収入 186,421 4,363,370 189,378 4,361,852

その他賃貸事業収入

水道光熱費収入 114,173 150,555

その他収入 26,965 141,139 41,649 192,204

不動産賃貸事業収益合計 4,504,509 4,554,057

Ｂ．不動産賃貸事業費用

賃貸事業費用

管理委託費 252,854 225,110

水道光熱費 123,414 159,617

公租公課 440,855 438,174

損害保険料 12,989 13,228

修繕費 40,157 27,841

減価償却費 761,515 762,754

その他賃貸事業費用 8,463 8,183

不動産賃貸事業費用合計 1,640,250 1,634,909

Ｃ．不動産賃貸事業損益（Ａ－Ｂ） 2,864,259 2,919,147

　　不動産等売却収入 871,500

　　不動産等売却原価 668,011

　　その他売却費用 301

　　不動産等売却益 203,187

　　不動産等売却収入 871,500

　　不動産等売却原価 662,877

　　その他売却費用 300

　　不動産等売却益 208,322

〔損益計算書に関する注記〕

※１．不動産賃貸事業損益の内訳

（単位：千円）

※２．不動産等売却益の内訳

前期（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）

　ロジスクエア久喜Ⅱ（準共有持分35%）

（単位：千円）

当期（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

　ロジスクエア久喜Ⅱ（準共有持分35%）

（単位：千円）
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前期
（自　2025年１月１日
　至　2025年６月30日）

当期
（自　2025年７月１日
　至　2025年12月31日）

発行可能投資口総口数 10,000,000口 10,000,000口

発行済投資口の総口数 618,598口 613,389口

前期
（自　2025年１月１日
　至　2025年６月30日）

当期
（自　2025年７月１日
　至　2025年12月31日）

現金及び預金 1,480,005 1,617,936

信託現金及び信託預金 4,076,689 4,017,969

使途制限付預金（注） △1,446,106 △1,452,166

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,200,000 △1,200,000

現金及び現金同等物 2,910,588 2,983,739

前期
（2025年６月30日）

当期
（2025年12月31日）

１年内 8,128,987 6,870,788

１年超 16,545,674 13,444,536

合計 24,674,661 20,315,324

〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕

※１．発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数

〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（単位：千円）

（注）テナントから預かっている敷金及び保証金の返還のために留保されている預金及び信託預金です。

〔リース取引に関する注記〕

オペレーティング・リース取引（貸主側）

未経過リース料

（単位：千円）

〔金融商品に関する注記〕

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

本投資法人は、新たな運用資産の取得等に際し、投資口の発行、金融機関からの借入れ又は投資法人債の発行等に

よる資金調達を行います。

余剰資金は、安全性及び換金性を考慮し、市場環境及び資金繰りの状況を十分に勘案の上、慎重に運用を行ってい

ます。また、デリバティブ取引については、借入れその他の資金調達に係る金利変動リスクその他のリスクをヘッジ

するために利用し、投機的な取引は行いません。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

預金は、本投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、預

入期間を短期に限定し、信用格付の高い預入先金融機関と取引することで、信用リスクを限定しています。

借入金及び投資法人債については、主に不動産を信託財産とする信託受益権の取得、本投資法人の運営に要する資

金等を使途とした資金調達です。このうち変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、デリバ

ティブ取引をヘッジ手段として利用しています。デリバティブ取引は、金利スワップであり、変動金利による資金調

達の支払利息を実質固定化することにより、金利変動リスクをヘッジする取引を行っています。なお、ヘッジ会計の

方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法については、前記「重要な会計方針に係る事

項に関する注記５．ヘッジ会計の方法」をご参照ください。

テナントから預かった敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、契約満了前の退去による流動性リスクに

晒されていますが、本投資法人では資産運用会社が資金繰予定表を作成し手許流動性を管理すること等により流動性

リスクを管理しています。
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貸借対照表計上額 時価（注１） 差額

（１）１年内償還予定の投資法人債 2,000,000 1,997,800 △2,200

（２）１年内返済予定の長期借入金 12,450,000 12,439,362 △10,637

（３）投資法人債 4,000,000 3,832,200 △167,800

（４）長期借入金 51,669,000 51,084,150 △584,849

デリバティブ取引 － － －

貸借対照表計上額 時価（注１） 差額

（１）１年内返済予定の長期借入金 15,050,000 15,016,456 △33,543

（２）投資法人債 4,000,000 3,768,400 △231,600

（３）長期借入金 50,869,000 49,976,685 △892,314

デリバティブ取引 － － －

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

投資法人債 2,000,000 － － 2,000,000 － 2,000,000

長期借入金 12,450,000 13,650,000 15,304,000 14,360,000 8,355,000 －

合計 14,450,000 13,650,000 15,304,000 16,360,000 8,355,000 2,000,000

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等を用いた場合、当該価

額が異なる場合もあります。また、後記「デリバティブ取引に関する注記」におけるデリバティブ取引に関する契約

額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、「現金及び預金」「信託現金及び

信託預金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略していま

す。また、市場価格のない株式等は次表には含めておりません。

前期（2025年６月30日）

（単位：千円）

（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

（１）１年内償還予定の投資法人債、（３）投資法人債

日本証券業協会による公表参考値によっています。

（２）１年内返済予定の長期借入金、（４）長期借入金

金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま

す。ただし、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金については、当該金利スワップと一体として

処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる割引率で割り引いて算定する方

法によっています。

デリバティブ取引

後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。

当期（2025年12月31日）

（単位：千円）

（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

（１）１年内返済予定の長期借入金、（３）長期借入金

金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま

す。ただし、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金については、当該金利スワップと一体として

処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積もられる割引率で割り引いて算定する方

法によっています。

（２）投資法人債

日本証券業協会による公表参考値によっています。

デリバティブ取引

後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照ください。

（注２）投資法人債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

前期（2025年６月30日）

（単位：千円）
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１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

投資法人債 － － 2,000,000 － － 2,000,000

長期借入金 15,050,000 14,250,000 15,734,000 11,485,000 9,400,000 －

合計 15,050,000 14,250,000 17,734,000 11,485,000 9,400,000 2,000,000

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

主な
ヘッジ対象

契約額等
時価

当該時価の
算定方法うち１年超

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引

変動受取・固定支払
長期借入金 49,599,000 41,699,000 （注） ―

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ
取引の種類等

主な
ヘッジ対象

契約額等
時価

当該時価の
算定方法うち１年超

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引

変動受取・固定支払
長期借入金 49,599,000 39,099,000 （注） ―

前期
（2025年６月30日）

当期
（2025年12月31日）

繰延税金資産

未払事業税損金不算入額 13 11

繰延税金資産合計 13 11

繰延税金資産の純額 13 11

当期（2025年12月31日）

（単位：千円）

〔有価証券に関する注記〕

前期（2025年６月30日）及び当期（2025年12月31日）において該当事項はありません。

〔デリバティブ取引に関する注記〕

１．ヘッジ会計が適用されていないもの

前期（2025年６月30日）及び当期（2025年12月31日）において該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているもの

ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。

前期（2025年６月30日）

（単位：千円）

当期（2025年12月31日）

（単位：千円）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、前記

「金融商品に関する注記　２.金融商品の時価等に関する事項」における「１年内返済予定の長期借入金」及び「長期借入金」の

時価に含めて記載しています。

〔退職給付に関する注記〕

前期（2025年６月30日）及び当期（2025年12月31日）において本投資法人は、退職給付金制度がありませんので、該

当事項はありません。

〔税効果会計に関する注記〕

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

（単位：千円）
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前期
（2025年６月30日）

当期
（2025年12月31日）

法定実効税率 31.46％ 31.46％

（調整）

支払分配金の損金算入額 △31.45％ △31.45％

その他 0.03％ 0.03％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.04％ 0.04％

属性
会社等の
名称又は
氏名

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容又は職業
議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員及

びその

近親者

伊藤 毅 ― ―

本投資法人執行役員兼

ＣＲＥリートアドバイ

ザーズ株式会社代表取

締役社長

0.3％
資産運用

委託先

資産運用

報酬の支

払

412,403 未払費用 324,086

属性
会社等の
名称又は
氏名

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容又は職業
議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員及

びその

近親者

伊藤 毅 ― ―

本投資法人執行役員兼

ＣＲＥリートアドバイ

ザーズ株式会社代表取

締役社長

0.3％
資産運用

委託先

資産運用

報酬の支

払

418,584 未払費用 329,473

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

〔持分法損益等に関する注記〕

前期（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）及び当期（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）におい

て、本投資法人には、関連会社はありませんので、該当事項はありません。

〔関連当事者との取引に関する注記〕

１．親会社及び法人主要投資主等

前期（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）及び当期（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）におい

て、該当事項はありません。

２．関連会社等

前期（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）及び当期（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）におい

て、該当事項はありません。

３．兄弟会社等

前期（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）及び当期（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）におい

て、該当事項はありません。

４．役員及び個人主要投資主等

前期（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）

（注１）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

（注２）資産運用報酬額は、本投資法人の規約で定められた条件によっています。

当期（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

（注１）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

（注２）資産運用報酬額は、本投資法人の規約で定められた条件によっています。

〔資産除去債務に関する注記〕

　前期（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）及び当期（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）におい

て、該当事項はありません。
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（単位：千円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名

日本通運株式会社 （注） 不動産賃貸事業

（単位：千円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名

日本通運株式会社 （注） 不動産賃貸事業

〔セグメント情報等に関する注記〕

（セグメント情報）

本投資法人は、不動産賃貸事業の単一のセグメントであるため、記載を省略しています。

（関連情報）

前期（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）

１．製品及びサービスに関する情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略

しています。

２．地域に関する情報

（１）営業収益

　本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。

（２）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しています。

３．主要な顧客に関する情報

（注）賃料等を開示することについてテナントの承諾が得られていないため、記載していません。

当期（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

１．製品及びサービスに関する情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略

しています。

２．地域に関する情報

（１）営業収益

　本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。

（２）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しています。

３．主要な顧客に関する情報

（注）賃料等を開示することについてテナントの承諾が得られていないため、記載していません。
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前期
（自　2025年１月１日
　至　2025年６月30日）

当期
（自　2025年７月１日
　至　2025年12月31日）

貸借対照表計上額

期首残高 153,243,979 151,988,878

期中増減額 △1,255,100 △1,372,661

期末残高 151,988,878 150,616,217

期末時価 184,501,500 184,840,000

前期
（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

当期
（自　2025年７月１日

至　2025年12月31日）

顧客との契約から生じる収益（注１）

水道光熱費収入 114,173 150,555

不動産等の売却（注２） 203,187 208,322

その他の収益

賃料収入 4,176,948 4,172,474

共益費収入 186,421 189,378

その他収入 26,965 41,649

外部顧客への売上高 4,707,697 4,762,379

〔賃貸等不動産に関する注記〕

　本投資法人では、主として首都圏及び関西圏において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸用物流施設を保有し

ています。これら賃貸等不動産に係る貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。

（単位：千円）

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

（注２）前期の増減額のうち、主な減少額はロジスクエア久喜Ⅱ（準共有持分35％）の売却（668,011千円）及び減価償却費（761,515千円）によ

るものです。また、当期の増減額のうち、主な減少額はロジスクエア久喜Ⅱ（準共有持分35％）の売却（662,877千円）及び減価償却費

（762,754千円）によるものです。

（注３）期末の時価は、譲渡契約締結済みの場合は譲渡（予定）価格、その他の不動産等については社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は

調査価額を記載しています。

なお、賃貸等不動産に関する損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。

〔収益認識に関する注記〕

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（注１）企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸事業収入等及び企業会計基準委員会移管指針第10号「特別目的

会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外

となるため、顧客との契約から生じる収益には含めておりません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等の売却収入及び

水道光熱費収入です。

（注２）不動産等の売却については、投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号）第48条第2項に基づき、損益計算書において不

動産等売却損益として計上するため、不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額を記載しています。

２．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当計算期間末にお

いて存在する顧客との契約から翌計算期間以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

前期（自　2025年１月１日　至　2025年６月30日）

該当事項はありません。

当期（自　2025年７月１日　至　2025年12月31日）

残存履行義務に配分した取引価格

　2025年12月31日現在、不動産等の売却に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は、2025年８月18日に売却

契約を締結した不動産等に係る7,600,000千円です。本投資法人は、当該残存履行義務のうち3,135,000千円につい

ては2026年６月30日に、2,185,000千円については2026年12月25日に、2,280,000千円については2027年６月30日に

引渡しを予定しており、収益を認識することを見込んでいます。

　水道光熱費収入については、期末までに履行が完了した部分に対する、顧客である賃借人にとっての価値に直接対

応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第 19 項に従

って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識会計基準第 80－22 項（２）の定

めを適用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。
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前期
（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

当期
（自　2025年７月１日

至　2025年12月31日）

１口当たり純資産額 134,511円 １口当たり純資産額 134,129円

１口当たり当期純利益 3,563円 １口当たり当期純利益 3,623円

前期
（自　2025年１月１日

至　2025年６月30日）

当期
（自　2025年７月１日

至　2025年12月31日）

当期純利益（千円） 2,212,741 2,229,597

普通投資主に帰属しない金額（千円） － －

普通投資口に係る当期純利益（千円） 2,212,741 2,229,597

期中平均投資口数（口） 621,012 615,251

〔１口当たり情報に関する注記〕

（注１）１口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算定しています。

なお、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。

（注２）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。

〔重要な後発事象に関する注記〕

１．自己投資口の取得の決定

　本投資法人は、2026年２月17日開催の役員会において、投信法第80条の５第２項の規定により読み替えて適用

される同法第80条の２の規定に基づき、自己投資口取得に関する事項について決定しました。なお、取得した全

ての自己投資口について、2026年６月期末までに消却することを予定しています。

（自己投資口の取得を行う理由）

　投資口価格が１口当たりNAVを下回る水準で推移しており、財務状況及び市場環境を総合的に勘案した結果、自

己投資口の取得及び消却により投資主還元を行い、かつ、１口当たり分配金や１口当たりNAVを向上させること

が、中長期的な投資主価値向上に資するものと判断し、自己投資口の取得を決定しました。

（取得に係る事項の内容）

・投資口の取得総数：　　　　3,900口（上限）

・投資口の取得価額の総額：　500百万円（上限）

・取得期間：　　　　　　　　2026年２月18日～2026年５月29日

・取得方法：　　　　　　　　証券会社への買付委託に基づく市場買付
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銘柄 株式数
取得価格 評価額

評価損益 備考
単価 金額 単価 金額

株式会社久喜菖蒲工業団地管理

センター
10,500株 1 10,500 1 10,500 － （注）

合　　　計 10,500株 1 10,500 1 10,500 － －

区分 種類
契約額等（注１）

時価（注２）
うち１年超

市場取引以外の取引
金利スワップ取引

変動受取・固定支払
49,599,000 39,099,000 －

合計 49,599,000 39,099,000 －

資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
減価償却累計額 差引当期末

残高
摘要又は償却

累計額
当期償却額

有
形
固
定
資
産

信託建物  78,678,476  45,994  480,137  78,244,333  8,699,364  733,247  69,544,969

 （注）

信託構築物  3,441,773  -  16,203  3,425,569  319,150  25,416  3,106,419

信託工具、器具及び
備品

 40,258  6,976  103  47,131  16,392  4,090  30,738

信託土地  78,176,590 -  242,500  77,934,090 - -  77,934,090

合計  160,337,098  52,970  738,943  159,651,125  9,034,907  762,754  150,616,217

（７）【附属明細表】

①有価証券明細表

（１）株式

（単位：千円）

（注）当該非上場株式の評価額につきまして、取得原価を記載しています。

（２）株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（単位：千円）

（注１）金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。

（注２）当該取引のうち「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省

略しています。

③不動産等明細表のうち総括表

（単位：千円）

（注）信託建物、信託構築物、信託工具、器具及び備品、信託土地の主な減少理由は、ロジスクエア久喜Ⅱ（準共有持分35％）を売却したことに

よるものです。

④その他特定資産の明細表

不動産信託受益権については、上記「③不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
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銘柄 発行年月日 当期首残高 当期減少額 当期末残高 利率 償還期限 使途 担保

ＣＲＥロジスティクスファンド投

資法人第１回無担保投資法人債

（特定投資法人債間限定同順位特

約付）（グリーンボンド）

2020年

９月８日
2,000,000 2,000,000 － 0.530％

2025年

９月８日

既存借入

金の返済

資金

無担保

無保証

ＣＲＥロジスティクスファンド投

資法人第２回無担保投資法人債

（特定投資法人債間限定同順位特

約付）（グリーンボンド）

2021年

11月26日
2,000,000 － 2,000,000 0.720%

2031年

11月26日

既存借入

金の返済

資金

無担保

無保証

ＣＲＥロジスティクスファンド投

資法人第３回無担保投資法人債

（特定投資法人債間限定同順位特

約付）（グリーンボンド）

2023年

９月22日
2,000,000 － 2,000,000 0.789%

2028年

９月21日

既存借入

金の返済

資金

無担保

無保証

合計 － 6,000,000 2,000,000 4,000,000 － － － －

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

投資法人債  -  -  2,000,000  -  -

合計  -  -  2,000,000  -  -

⑤投資法人債明細表

（単位：千円）

（注）貸借対照表日以後５年以内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

（単位：千円）
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区分 借入先
当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

平均利率
（注２）

返済
期限

使途 摘要

長

期

借

入

金

(注１)

株式会社三井住友銀行 800,000 － － 800,000

0.639％
（注３）

2026年
１月30日

（注４）
無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 700,000 － － 700,000

株式会社西日本シティ銀行 500,000 － － 500,000

株式会社日本政策投資銀行 450,000 － － 450,000

株式会社福岡銀行 350,000 － － 350,000

三井住友信託銀行株式会社 300,000 － － 300,000

株式会社りそな銀行 300,000 － － 300,000

株式会社三井住友銀行 1,500,000 － － 1,500,000

0.608％
（注３）

2026年
７月31日

株式会社みずほ銀行 1,400,000 － － 1,400,000

株式会社日本政策投資銀行 1,200,000 － － 1,200,000

三井住友信託銀行株式会社 800,000 － － 800,000

株式会社りそな銀行 500,000 － － 500,000

株式会社SBI新生銀行 500,000 － － 500,000

株式会社百十四銀行 500,000 － － 500,000

株式会社西日本シティ銀行 400,000 － － 400,000

株式会社福岡銀行 300,000 － － 300,000

株式会社三井住友銀行  1,000,000 － －  1,000,000

0.649%
（注３）

2027年
１月29日

株式会社みずほ銀行  850,000 － －  850,000

株式会社りそな銀行  500,000 － －  500,000

株式会社西日本シティ銀行  200,000 － －  200,000

株式会社三井住友銀行  900,000 －  900,000 －

0.471%
（注３）

2025年
７月31日

株式会社みずほ銀行  800,000 －  800,000 －

株式会社日本政策投資銀行  600,000 －  600,000 －

株式会社三菱ＵＦＪ銀行  700,000 －  700,000 －

三井住友信託銀行株式会社  400,000 －  400,000 －

株式会社SBI新生銀行  400,000 －  400,000 －

株式会社あおぞら銀行  400,000 －  400,000 －

株式会社富山銀行  300,000 －  300,000 －

株式会社三井住友銀行  900,000 － －  900,000

0.587％
（注３）

2027年
７月30日

株式会社みずほ銀行  700,000 － －  700,000

株式会社日本政策投資銀行  500,000 － －  500,000

三井住友信託銀行株式会社  400,000 － －  400,000

株式会社SBI新生銀行  400,000 － －  400,000

株式会社あおぞら銀行  600,000 － －  600,000

株式会社三井住友銀行 936,000 － － 936,000

0.595％
（注３）

2028年
１月31日

株式会社みずほ銀行 785,000 － － 785,000

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 785,000 － － 785,000

株式会社ゆうちょ銀行 700,000 － － 700,000

株式会社りそな銀行 499,000 － － 499,000

株式会社西日本シティ銀行 319,000 － － 319,000

株式会社日本政策投資銀行 250,000 － － 250,000

⑥借入金明細表

（単位：千円）
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区分 借入先
当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

平均利率
（注２）

返済
期限

使途 摘要

長

期

借

入

金

(注１)

株式会社三井住友銀行 600,000 － － 600,000

0.546％
（注３）

2027年
３月31日

（注４）
無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 500,000 － － 500,000

株式会社静岡銀行 450,000 － － 450,000

株式会社日本政策投資銀行 350,000 － － 350,000

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 350,000 － － 350,000

株式会社福岡銀行 250,000 － － 250,000

株式会社百十四銀行 250,000 － － 250,000

株式会社山口銀行 250,000 － － 250,000

三井住友信託銀行株式会社 200,000 － － 200,000

株式会社SBI新生銀行 200,000 － － 200,000

株式会社あおぞら銀行 200,000 － － 200,000

株式会社富山銀行 200,000 － － 200,000

株式会社山梨中央銀行 200,000 － － 200,000

株式会社三井住友銀行  650,000 － －  650,000

0.576%
（注３）

2027年
９月30日

株式会社みずほ銀行  550,000 － －  550,000

株式会社日本政策投資銀行  500,000 － －  500,000

株式会社SBI新生銀行  400,000 － －  400,000

株式会社あおぞら銀行  400,000 － －  400,000

株式会社山口銀行  300,000 － －  300,000

三井住友信託銀行株式会社  250,000 － －  250,000

株式会社山梨中央銀行  250,000 － －  250,000

株式会社百十四銀行  200,000 － －  200,000

株式会社三井住友銀行  830,000 － －  830,000

1.312%
2028年
７月31日

株式会社みずほ銀行  650,000 － －  650,000

株式会社日本政策投資銀行  650,000 － －  650,000

株式会社三菱ＵＦＪ銀行  650,000 － －  650,000

株式会社りそな銀行  550,000 － －  550,000

株式会社西日本シティ銀行  350,000 － －  350,000

株式会社三井住友銀行  375,000 － －  375,000

1.262%
2028年
７月31日

株式会社みずほ銀行  300,000 － －  300,000

株式会社日本政策投資銀行  225,000 － －  225,000

株式会社りそな銀行  200,000 － －  200,000

株式会社西日本シティ銀行  100,000 － －  100,000

株式会社三井住友銀行 830,000 － － 830,000

1.212%
2028年
１月31日

株式会社みずほ銀行 650,000 － － 650,000

株式会社日本政策投資銀行 650,000 － － 650,000

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 650,000 － － 650,000

株式会社りそな銀行 550,000 － － 550,000
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区分 借入先
当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

平均利率
（注２）

返済
期限

使途 摘要

長

期

借

入

金

(注１)

株式会社三井住友銀行 850,000 － － 850,000

1.116%
2026年
３月31日

（注４）
無担保
無保証

株式会社みずほ銀行 700,000 － － 700,000

株式会社日本政策投資銀行 550,000 － － 550,000

株式会社りそな銀行 400,000 － － 400,000

三井住友信託銀行株式会社 400,000 － － 400,000

株式会社SBI新生銀行 300,000 － － 300,000

株式会社あおぞら銀行 300,000 － － 300,000

株式会社福岡銀行 250,000 － － 250,000

株式会社山口銀行 200,000 － － 200,000

株式会社静岡銀行 200,000 － － 200,000

株式会社山梨中央銀行 200,000 － － 200,000

株式会社千葉銀行 200,000 － － 200,000

株式会社三井住友銀行  800,000 － －  800,000

0.960%
（注３）

2028年
９月29日

株式会社みずほ銀行  700,000 － －  700,000

株式会社日本政策投資銀行  400,000 － －  400,000

株式会社りそな銀行  250,000 － －  250,000

三井住友信託銀行株式会社  200,000 － －  200,000

株式会社SBI新生銀行  200,000 － －  200,000

株式会社あおぞら銀行  200,000 － －  200,000

株式会社山口銀行  100,000 － －  100,000

株式会社静岡銀行  100,000 － －  100,000

株式会社山梨中央銀行  100,000 － －  100,000

株式会社千葉銀行  200,000 － －  200,000

株式会社三菱ＵＦＪ銀行  700,000 － －  700,000 0.880%
2027年
９月30日

株式会社三井住友銀行  527,000 － －  527,000

0.909%
（注３）

2029年
１月31日

株式会社みずほ銀行  527,000 － －  527,000

株式会社日本政策投資銀行  527,000 － －  527,000

株式会社りそな銀行  265,000 － －  265,000

三井住友信託銀行株式会社  527,000 － －  527,000

株式会社西日本シティ銀行  527,000 － －  527,000

株式会社三井住友銀行  830,000 － －  830,000

1.055%
（注３）

2029年
１月31日

株式会社みずほ銀行  650,000 － －  650,000

株式会社日本政策投資銀行  650,000 － －  650,000

株式会社りそな銀行  550,000 － －  550,000

株式会社三菱ＵＦＪ銀行  650,000 － －  650,000 1.105%
2029年
１月31日

株式会社三井住友銀行  927,000 － －  927,000

1.283%
（注３）

2029年
７月31日

株式会社みずほ銀行  680,000 － －  680,000

株式会社日本政策投資銀行  525,000 － －  525,000

株式会社りそな銀行  420,000 － －  420,000

株式会社福岡銀行  200,000 － －  200,000

株式会社千葉銀行  293,000 － －  293,000
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区分 借入先
当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

平均利率
（注２）

返済
期限

使途 摘要

長

期

借

入

金

(注１)

株式会社三菱ＵＦＪ銀行  410,000 － －  410,000 1.233%
2029年
７月31日

（注４）
無担保
無保証

株式会社三井住友銀行  1,100,000 － －  1,100,000

1.556%
（注３）

2030年
１月31日

株式会社みずほ銀行  1,100,000 － －  1,100,000

株式会社日本政策投資銀行  850,000 － －  850,000

三井住友信託銀行株式会社  800,000 － －  800,000

株式会社福岡銀行  650,000 － －  650,000

株式会社りそな銀行  400,000 － －  400,000

株式会社三井住友銀行 －  800,000 －  800,000

1.699%
（注３）

2030年
７月31日

株式会社みずほ銀行 －  800,000 －  800,000

株式会社日本政策投資銀行 －  600,000 －  600,000

三井住友信託銀行株式会社 －  400,000 －  400,000

株式会社SBI新生銀行 －  400,000 －  400,000

株式会社あおぞら銀行 －  400,000 －  400,000

株式会社富山銀行 －  300,000 －  300,000

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 －  800,000 －  800,000 1.828%
2030年
７月31日

株式会社三井住友銀行 －  400,000 －  400,000

1.611%
（注３）

2029年
８月31日

株式会社みずほ銀行 －  200,000 －  200,000

株式会社日本政策投資銀行 －  200,000 －  200,000

株式会社りそな銀行 － 1,000,000 －  1,000,000 0.875%
2029年
８月31日

小計  64,119,000  6,300,000  4,500,000  65,919,000 － － － －

合　計  64,119,000  6,300,000  4,500,000  65,919,000 － － － －

（単位：千円）

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金 15,050,000 14,250,000 15,734,000 11,485,000 9,400,000

（注１）１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて記載しています。

（注２）平均利率は、日数及び借入残高による期中の加重平均を記載しており、小数第４位を四捨五入しています。

（注３）金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載し

ています。

（注４）資金使途は、不動産信託受益権等の購入代金、借入金の借換資金等です。

（注５）上記借入金については本投資法人と各個別金融機関の間の「融資合意書」において、全ての金融機関からの借入金相互間において同順位

である旨の特約が付されています。

（注６）長期借入金の貸借対照表日以後５年以内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
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（2025年12月末日現在）

Ⅰ．資産総額 156,759,594千円

Ⅱ．負債総額 74,485,975千円

Ⅲ．純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 82,273,619千円

Ⅳ．発行済数量 613,389口

Ⅴ．1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 134,129円

２【投資法人の現況】

【純資産額計算書】

（注）資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
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計算期間 年月日
販売口数
（口）

買戻し口数
（口）

発行済投資口の
総口数（口）

第14期

（自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日）

2023年４月３日
60,000

（18,252）
－

624,700

（58,532）

2023年５月２日
3,000

（－）
－

627,700

（58,532）

第15期

（自　2023年７月１日

　至　2023年12月31日）

－
－

（－）
－

627,700

（58,532）

第16期

（自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日）

－
－

（－）
－

627,700

（58,532）

第17期

（自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日）

自　2024年10月23日

至　2024年11月26日

（注２）

－

（－）
3,560

624,140

（58,532）

第18期

（自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日）

自　2025年２月18日

至　2025年４月11日

（注３）

－

（－）
5,542

618,598

（58,532）

第19期

（自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日）

自　2025年８月19日

至　2025年９月24日

（注４）

－

（－）
5,209

613,389

（58,532）

第６【販売及び買戻しの実績】

（注１）括弧内の数値は、本邦外における販売口数又は発行口数です。

（注２）2024年10月23日から2024年11月26日にかけて、証券会社への買付委託に基づく市場買付により、自己投資口の取得を行いました。

取得した自己投資口（3,560口）については、2024年12月23日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、その全て

を2024年12月27日に消却しました。

（注３）2025年２月18日から2025年４月11日にかけて、証券会社への買付委託に基づく市場買付により、自己投資口の取得を行いました。

取得した自己投資口（5,542口）については、2025年５月27日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、その全て

を2025年６月27日に消却しました。

（注４）2025年８月19日から2025年９月24日にかけて、証券会社への買付委託に基づく市場買付により、自己投資口の取得を行いました。

取得した自己投資口（5,209口）については、2025年10月28日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、その全て

を2025年12月25日に消却しました。

第７【参考情報】
当計算期間の開始日から本有価証券報告書提出時までの間に、以下の書類を関東財務局長に提出しました。

2025年８月18日　臨時報告書

2025年８月18日　訂正発行登録書（投資法人債）

2025年９月12日　自己株券買付状況報告書

2025年９月24日　有価証券報告書（第18期 自 2025年１月１日 至 2025年６月30日）

2025年10月14日　自己株券買付状況報告書

2025年11月14日　自己株券買付状況報告書

2025年12月15日　自己株券買付状況報告書

2026年２月17日　臨時報告書

2026年２月17日　訂正発行登録書（投資法人債）

2026年３月13日　自己株券買付状況報告書
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独立監査人の監査報告書

2026年３月24日

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人

役　員　会 　御　中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 鶴　田　光　夫

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 藪　谷　峰

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に掲げ

られているＣＲＥロジスティクスファンド投資法人の2025年７月1日から2025年12月31日までの第19期計算期間の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算

書、注記表及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＣＲＥロ

ジスティクスファンド投資法人の2025年12月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキャ

ッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、投資法人から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載されているとおり、投資法人は自己投資口取得に関する事項を決定し

ている。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監督役員の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監督役員の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示



（注）１．上記の監査報告書の原本は本投資法人（有価証券報告書提出会社）が別途保管しています。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監督役員の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役員の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、投資法人は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、執行役員に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、執行役員に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因

を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当計算期間の投資法人の監査証明業務に基づく

報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、それぞれ9.5百万円及び2.15百万円である。

利害関係

投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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